
備 考

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

【学部】
　教育学部学校教育教員養成課程　[定員減]　(△10) (令和2年4月)

【大学院】
　地域社会科学研究科
　　地域リノベーション専攻（修士課程）　（　15）（平成31年3月意見伺い）
　　産業創成科学専攻（修士課程）　　　　（　15）（平成31年3月意見伺い）

　人文社会科学研究科
　　文化科学専攻（修士課程）　　　　(△10) (令和2年4月学生募集停止)
　　応用社会科学専攻（修士課程）　　(△ 6）(令和2年4月学生募集停止)
　　人文社会科学専攻（修士課程）　　(　16) (平成31年4月事前伺い)

　教育学研究科
　　学校教育専攻（修士課程）　　　　(△16) (令和2年4月学生募集停止)
　　教職実践専攻（専門職学位課程）　(△16) (令和2年4月学生募集停止)
　　教職実践専攻（専門職学位課程）［定員増］(　18) (平成31年4月事前伺い)

　農学生命科学研究科
　　農学生命科学専攻（修士課程）［定員減］(△10) (令和2年4月)

フ リ ガ ナ ヒロサキダイガク

大 学 の 名 称 弘前大学  (Hirosaki University)

大 学 本 部 の 位 置 青森県弘前市大字文京町1番地

計 画 の 区 分 学部の学科の設置

フ リ ガ ナ 　コクリツダイガクホウジンヒロサキダイガク

設 置 者 国立大学法人弘前大学

大 学 の 目 的
　弘前大学は，教育基本法(平成18年法律第120号)第7条の規定に基づき，広く知識
を授け，深く専門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させ，
人類文化に貢献しうる教養識見を備えた人格者を育成することを目的とする。

新 設 学 部 等 の 目 的

　心理学及び臨床心理学などの専門領域に関する知識と技能に加え，医学及び保健
医療分野などの基本領域に関する知識と技能，科学的思考力を有し，こころの問題
を感受し，その問題を解決できる能力や生命に対する高い倫理性と豊かな人間性を
有し，悩める人に寄り添い，心理支援職としての役割を通して地域住民の健康と福
祉に寄与し，社会に貢献する地域のリーダーとなる人材を養成することを目的とす
る。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

計 4 10 ― 40

演習 実験・実習 計

所　在　地

年 人 年次
人

人 　　年　月
第　年次

医学部
心理支援科学科
[School of Clinical
Psychological
Science]

4 10 ― 40

学士
（心理学）

[Bachelor of
Psychology]

令和2年4月
第1年次

青森県弘前市大字本町
66番地1号

同一設置者内にお
け る 変 更 状 況
（定員の移行，名
称 の 変 更 等 ）

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義

131 単位医学部心理支援科学科 117 科目 27 科目 6 科目 150 科目
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既

設

(32) (0)

生涯学習教育研究センター
0 0 1 0 1 0 0

(0) (0) (1) (0) (1) (0) (0)

地域戦略研究所
5 5 0 2 12 0 0

(5) (5) (0) (2) (12) (0) (0)

教

員

組

織

の

概

学　部　等　の　名　称
専任教員等 兼 任

教 員 等教授 准教授 講師 助教 計

新

設

分

　医学部心理支援科学科

人 人 人 人 人 人 人

（4）

0 0

(3) (0) （0） (3)

助手

計
4 4 －

（4） （4） （0）

4 4 0 0 8 0 137

（4） （0） （0） （8） （0） （137）

（0） （8） （0） （－）

教育学部

（6） (0) (0)

32 0

6

医学部附属病院
0 9 35 69 113

被ばく医療総合研究所
3 0 0 3 6

(0) (9) (35) (69) (113)

人文社会科学部

　　文化創生課程
8 15 5 5 33 0 0

(11) (15) (5) (1) (32) (0) (0)

　　社会経営課程
14 14 5 3 36 0 0

(15) (15) (5) (0) (35) (0) (0)

　　学校教育教員養成課程
30 26 7 7 70 0 67

（31） （22） （14） （4） （71） （0） （67）

　　養護教諭養成課程
3 1 1 1 6 0

（3） （1） （1） （1） （6） （0） （6）

（6） （2） （4） （7） （19） （0） （3）

医学部医学科
43 28 21 77 169 15 163

(43) (28) (21) (77) (169) (15) (163)

医学部保健学科

3 1 3 10 0 1

（3） （3） （1） （3） （10） （0） （1）

　　看護学専攻
10 6 5 10 31 4 27

（10） （6） （5） （10） （31） （4） （27）

　　放射線技術科学専攻
6 2 4

　　作業療法学専攻
3 1 3 3 10 0 1

（3） （1） （3） （3） （10） （0） （1）

　　検査技術科学専攻
6 3 5 4 18 1 23

（6） （3） （5） （4） （18） （1） （23）

　　理学療法学専攻
3

理工学部

　　数物科学科
10 11 0 2 23 0 0

(10) (11) （0） (2) (23) （0） （0）

　　物質創成化学科
6 8 0 2 16 0 1

(6) (8) （0） (2) (16) （0） (1)

　　地球環境防災学科
7 5 2 3 17 0 0

(7) (5) (2) (3) (17) （0） （0）

　　電子情報工学科
7 6 1 2 16 0 0

(7) (6) (1) (2) (16) （0） （0）

　　機械科学科
8 9 0 8 25 0 1

(8) (9) （0） (8) (25) （0） (1)

　　自然エネルギー学科
4 3 0 1 8 0 0

(4) (3) （0） (1) (8) （0） （0）

農学生命科学部

　　生物学科
5 7 0 2 14 0 1

（5） （7） （0） （2） （14） （0） （1）

　　分子生命科学科
5 7 0 2 14 0 1

（5） （7） （0） （2） （14） （0） （1）

　　食料資源学科
8 9 0 3 20 0 0

（8） （9） （0） （3） （20） （0） （0）

　　国際園芸農学科
7 7 0 3 17 0 2

（7） （7） （0） （3） （17） （0） （2）

　　地域環境工学科
4 5 0 2 11 0 2

（4） （5） （0） （2） （11） （0） （2）

　　生物共生教育研究センター
1 1 0 2 4 0 0

（1） （1） （0） （2） （4） （0） （0）

　　白神自然環境研究センター
1 1 0 1 3 0 0

（1） （1） （0） （1） （3） （0） （0）

7 19 0 3

0 0 8 0
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文京町

400mトラック

大学全体

大学全体

－ － － － － －

－－ － － － －

3,394　㎡

機械・器具 標本

男女共同参画推進室

図書館
面積 閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

7,680　㎡ 626　席 868,473　冊

体育館

面積 体育館以外のスポーツ施設の概要

弓道場（140㎡） テニスコート（8面）

本町 プール（50m） サッカー・ラグビー場（2面）

1,457　㎡ 馬房（196㎡）

大学全体

〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 種 〔うち外国書〕 点 点 点

821,909〔232,587〕 24,806〔6,310〕 7,047〔5,717〕 2,213 6,242 10

（821,909〔232,587〕）

新設学部等の名称

図書 学術雑誌
視聴覚資料

－

計
7,047〔5,717〕 2,213 6,242 10

（821,909〔232,587〕） （24,806〔6,310〕） （7,047〔5,717〕）

野球場（2面） 武道場（883㎡）

そ の 他 の 職 員 3 94 97

（4） （94） （98）

　0　㎡ 　0　㎡ 82,910　㎡

　0　㎡ 　0　㎡ 159,164　㎡

（　　　　　0　㎡）

0　㎡ 0　㎡ 166,963　㎡

運 動 場 用 地

計
1,046 688 1,734

（1,046） （688） （1,734）

733 299 1032

（733） （299） （1032）

図 書 館 専 門 職 員 3 0 3

（3） （0） （3）

82,910　㎡

0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

分

COC推進室
0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2 0 0

(1) (2) (0) (3) (0) (0)

教育推進機構
1 4 1 4 10 0 47

(1) (4) (1) (4) (10) (0) (47)

1 0

0 4

(0) (4) (0) (1) （5） (0) (4)

保健管理センター
1 1 1 0 3 0 0

(1) (1) (1) (0) （3） (0) (0)

概

要 （52） （－）
計

210 201 100 232 743 52 －

（215） （107） （222） （742）

国際連携本部
0 4 0 1 5

COI研究推進機構
0 3

0 0

(0)

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

職　　　種 専　　任 兼　　任 計

事 務 職 員

人 人 人

307 295 602

（307） （295） （602）

技 術 職 員

校
　
　
地
　
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

校 舎 敷 地 76,254　㎡ 　0　㎡

小 計 159,164　㎡

そ の 他 169,525　㎡

166,963　㎡

（　　166,963　㎡）

合 計 328,689　㎡

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

　0　㎡ 　0　㎡ 169,525　㎡

　0　㎡ 　0　㎡ 328,689　㎡

　0　㎡ 76,254　㎡

（　　　　　0　㎡）（　　166,963　㎡）

7室

（補助職員　0人） （補助職員　0人）

専 任 教 員 研 究 室
新設学部等の名称 室　　　数

医学部心理支援科学科 8 室

教室等

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

102室 111室 459室
12室

(2,213）

（24,806〔6,310〕） （7,047〔5,717〕） (2,213） (6,242） （10）

821,909〔232,587〕 24,806〔6,310〕

(6,242） （10）

図
書
・
設
備

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

教員１人当り研究費等

経 費 の
積

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

共 同 研 究 費 等

（219） （202） （107） （222） （750） （52） （－）
合　　　　計

214 205 100 232 751

（198）

52 －
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2 －

2 －

2 －

2 － － － －

2 － － － －

4 －

2 －

3 －

2 －

3 6 －

3 6 －

2 －

3 6 －

4 0

－

－

－ － － － －

－ － － － －

国費(運営費交
付金による）

　社会経営課程 155 620 学士(人文社会科学) 平成28年度1.04

【学部】

人文社会科学部 青森県弘前市大字

　文化創生課程 4 110 0 440 学士(人文社会科学) 1.02 平成28年度 文京町1番地

地域社会研究科

（博士後期課程）

　　地域社会専攻 18 博士(学術) 平成14年度

1.03

1.22

1.22

青森県弘前市大字

（修士課程） 文京町3番地

　　農学生命科学専攻 60 120 修士(農学生命科学) 平成24年度

農学生命科学研究科 0.86

0.86

（博士後期課程）

　　機能創成科学専攻 18 博士(理学又は工学) 平成16年度

　　安全ｼｽﾃﾑ工学専攻 18 博士(理学又は工学) 平成16年度

理工学研究科 青森県弘前市大字

（博士前期課程） 文京町3番地

　　理工学専攻 120 240 修士(理工学) 平成22年度0.85

0.44

1.38

0.92

（博士後期課程）

　　保健学専攻 12 36 博士(保健学) 平成19年度

保健学研究科 青森県弘前市大字

（博士前期課程） 本町66番地1

　　保健学専攻 30 60 修士(看護学又は保健学) 平成19年度

1.01

1.08

1.05

医学研究科 青森県弘前市大字

（博士課程） 在府町5番地

　　医科学専攻 60 240 博士(医学) 平成16年度

　　教職実践専攻 2 16 － 32 教職修士(専門職) 0.99 平成29年度

0.91

0.91

　平成29年度より
　学生募集停止　　養護教育専攻 修士(教育学) 平成14年度

（専門職学位課程）

青森県弘前市大字

（修士課程） 文京町1番地

　　学校教育専攻 16 32 修士(教育学) 平成6年度

教育学研究科 1.04

1.09

青森県弘前市大字

（修士課程） 文京町1番地

　　文化科学専攻 10 20 修士(人文社会科学) 平成11年度

　　教科教育専攻 修士(教育学) 平成6年度

人文社会科学研究科

　　応用社会科学専攻 6 12 修士(人文社会科学) 平成11年度

－　千円 －　千円

【大学院】

　　
既

設

大

学

等

大 学 の 名 称 　弘前大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

積り
図 書 購 入 費

設 備 購 入 費

第６年次

－　千円 －　千円

－

－

－　千円 －　千円

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次

学生納付金以外の維持方法の概要 －

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

1.16

1.00

1.33

4



人文学部 －

4 － － － －

4 － － － －

4 － － － －

4 0

4 0

4 － － － －
平成28年度より
学生募集停止

6

4

4

4

4

4

4

4 － － － －

4 － － － －

4 － － － －

4 － － － －

4 0

4 0

4 0

4 0

4 0

4 － － － －

4 － － － －

（附置研究所）

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

被ばく医療総合研究所

本学における放射線被ばく医療に関する研究を推進し，各学部，各研究
科等における教育の支援等を行うほか，緊急被ばく事故に対応できる専
門的人材の養成を行うことを目的とする。

弘前市大字本町66番地1

平成22年10月

保健学研究科内

地域戦略研究所

本学における新エネルギーの研究開発及び食料科学に関わる専門的かつ
学際的な研究を推進し，本学の教育研究の進展と社会及び産業の発展に
資することを目的とする。

（新エネルギー研究部門）青森市大字松原2丁目1番地3

（食料科学研究部門）青森市大字柳川2丁目1番地1

平成30年4月

（新エネルギー研究部門）土地　1,604㎡，建物　2,454㎡

（食料科学研究部門）土地　516㎡，建物　316㎡

　生物資源学科 学士(農学生命科学) 平成20年度 　平成28年度より
　学生募集停止　園芸農学科 学士(農学生命科学) 平成20年度

　国際園芸農学科 50 200 学士(農学生命科学) 平成28年度

　地域環境工学科 30 120 学士(農学生命科学) 平成28年度

　分子生命科学科 40 160 学士(農学生命科学) 平成20年度

　食料資源学科 55 220 学士(農学生命科学) 平成28年度

1.01

1.00

1.03

1.04

農学生命科学部 青森県弘前市大字

　生物学科 40 160 学士(農学生命科学) 平成20年度 文京町3番地

　数理科学科 学士(理工学) 平成18年度

　平成28年度より
　学生募集停止

　物理科学科 学士(理工学) 平成18年度

　地球環境学科 学士(理工学) 平成18年度

　知能機械工学科 学士(理工学) 平成18年度

1.02

1.02

　自然エネルギー学科 4 30 3年次 1 122 学士(理工学) 1.02 平成28年度

　電子情報工学科 55 3年次 2 224 学士(理工学) 平成18年度

　機械科学科 80 3年次 2 324 学士(理工学) 平成28年度

1.04

1.01

　物質創成化学科 52 3年次 1 210 学士(理工学) 平成18年度

　地球環境防災学科 65 3年次 2 264 学士(理工学) 平成28年度

理工学部 青森県弘前市大字

　数物科学科 78 3年次 2 316 学士(理工学) 平成28年度 文京町3番地

1.01

1.01

1.00

1.01

　保健学科 200 3年次 30 860 学士(看護学又は保健学) 平成12年度
青森県弘前市大字
本町66番地1

医学部

　医学科 112 2年次 20 772 学士(医学) 昭和24年度
青森県弘前市大字
在府町5番地

1.00

1.00

1.01

　養護教諭養成課程 20 80 学士(教育学) 平成12年度

　生涯教育課程 学士(教育学) 平成12年度

教育学部 青森県弘前市大字

　学校教育教員養成課程 150 600 学士(教育学) 平成12年度 文京町1番地

1.03

1.04

1.02

　平成28年度より
　学生募集停止

　現代社会課程 学士(人文社会科学) 平成17年度

　経済経営課程 学士(人文社会科学) 平成17年度

青森県弘前市大字

　人間文化課程 学士(人文社会科学) 平成17年度 文京町1番地

の

状

況
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名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

教員養成学（教員養成の方法と効果に関する理論的実証的研究）を推進
し，カリキュラム開発等に反映させることを通じて教員養成諸活動の不
断の改善に寄与することを目的とする。

弘前市大字文京町1番地

平成15年10月

教育学部内

平成19年4月

土地　10,617㎡，建物　3,874㎡

教育学部附属教育実践総合センター

附属学校園及び他の教育諸機関並びに地域社会と連携し，教育実践と学
修支援に関する業務を担い，実践的指導力を持つ教員の養成に寄与する
とともに，地域社会の教育活動を支援することを目的とする。

弘前市大字文京町1番地

平成13年4月

建物　541㎡

教育学部附属教員養成学研究開発センター

建物　8,288㎡

教育学部附属中学校

小学校における教育の基礎の上に，心身の発達に応じて，中等普通教育
を施し，併せて教育学部における中学校教育の実証的研究に協力し，ま
た，学部の計画に従い，学生の教育実習の実施に当たるほか，中学校教
育の振興，向上発展のために，積極的に地域の教育機関に協力，寄与す
ることをもって目的とする。

弘前市大字学園町1番地1

昭和40年4月

建物　8,171㎡

教育学部附属特別支援学校

知的障害者に対して，小学校，中学校又は高等学校に準ずる教育を施
し，障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要
な知識技能を授けるとともに，教育学部における知的障害教育の実証的
研究に協力すること，教育実習の場となり，学生の実習指導を行うこ
と，知的障害教育の発展のため，積極的に地域の教育機関に協力するこ
とを達成することを目的とする。

弘前市大字富野町1番地76

幼児に適切な環境を与えてその心身の調和的発達を助長するとともに，
教育学部における幼児教育の実証的研究に協力すること，教育実習の場
となり，学生の実習指導を行うこと，幼児教育の促進向上のために，積
極的に地域の教育機関に協力，寄与することを達成することをもって目
的とする。

弘前市大字学園町1番地1

昭和26年4月

建物　1,065㎡

教育学部附属小学校

心身の発達に応じて初等普通教育を施し，併せて教育学部における小学
校教育の実証的研究に協力し，又，学部の計画に従い，学生の教育実習
の実施に当たるほか，小学校教育の振興，向上発展のために，積極的に
地域の教育機関に協力，寄与することをもって目的とする。

弘前市大字学園町1番地1

昭和40年4月

（附属図書館）

附属図書館

附属図書館は，教育，研究及び学習活動に資するため，図書，雑誌その
他の資料を収集，管理し，本学の職員及び学生の利用に供するととも
に，地域社会の図書館活動に協力し，学術情報の利用に寄与することを
目的とする。

（本館）弘前市大字文京町1番地

（医学部分館）弘前市大字在府町5番地

（本館）昭和24年5月

（分室）昭和27年3月

（本館）土地　135,267㎡，建物　6,111㎡

（医学部分館）　医学部内

（学部等の附属施設）

教育学部附属幼稚園
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名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

動植物微生物の遺伝子及びその機能に関わる基礎研究と動植物の品種改
良など遺伝子工学に基づく応用研究を推進することを目的とする。
弘前市大字文京町3番地

平成5年4月

建物　1,527㎡

弘前市大字文京町3番地

昭和56年4月

建物　268㎡

理工学研究科附属医用システム創造フロンティア

学内連携，地域連携による医用システムに関する研究，教育，社会貢献
に関するCOC (Center Of Community：地域連携拠点)の機能を担い，研
究分野では医学と理工学が協同し，地域企業との連携により新たな医用
システム産業の創出を目的とする。

弘前市大字文京町3番地

平成26年4月

理工学研究科内

農学生命科学部附属遺伝子実験施設

昭和54年4月

建物　4,894㎡

医学研究科附属子どものこころの発達研究センター

様々な機関との連携を通し，子どものこころの問題に関する医療的支援
や教育・研究活動を進め，東北地区の子どもに対する支援体制の整備
や，研究拠点の創生を目的とする。

弘前市大字在府町5番地

平成26年4月

医学研究科内

理工学研究科附属地震火山観測所

地震観測及び火山観測並びに地震及び火山に関する研究を行い，併せて
学生の地震学の実習を行うことを目的とする。

医学研究科内

医学研究科附属高度先進医学研究センター

プロジェクト型研究施設，共通機器施設としての機能を備え，疾病発生
のメカニズムを分子レベルで解明し，実際の臨床の場に還元できるよう
な研究を推進することを目的とする。

弘前市大字在府町5番地

平成17年4月

医学研究科内

医学研究科附属動物実験施設

実験動物の飼育管理の充実を図り，精度の高い動物実験による高度な研
究・教育の推進を目指す。

弘前市大字在府町5番地

医学部附属病院

医学の教育及び研究の目的をもって，患者の診療を行うところとする。

弘前市大字本町53番地

昭和24年5月

土地　94,511㎡，建物　74,320㎡

医学研究科附属脳神経血管病態研究施設

脳神経疾患の成因・病態の解明，診断法の確立，治療・社会復帰促進な
どに関する研究の推進を目指す。

弘前市大字在府町5番地

平成11年4月

教育学部附属教員免許状更新講習支援室

更新講習に係る企画，立案，調整及び実施に関すること，講習内容及び
実施方法の改善に関すること等の業務を行い，本学における更新講習の
充実及び発展に寄与することを目的とする。

弘前市大字文京町1番地

平成28年10月

教育学部内

附属施設の概要
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名　　称:

目　　的:

所 在 地:

（金木農場）五所川原市大字金木町芦野84番地

（深浦実験所）西津軽郡深浦町大字吾妻沢173番地

設置年月:

（金木農場）平成12年4月

（深浦実験所）平成12年4月

規 模 等:

（金木農場）土地　358,798㎡，建物　4,806㎡

（深浦実験所）土地　798㎡，建物　165㎡

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

（学内共同教育研究施設）

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

弘前市大字文京町3番地

平成15年9月

弘前大学創立60周年記念会館コラボ弘大内

昭和42年6月

建物　477㎡

アイソトープ総合実験室

放射性同位元素を使用する教育研究及び放射性同位元素の使用に関する
安全管理を行うとともに，一般社会に対する放射線障害の防止に関する
啓発を行うことを目的とする。

弘前市大字在府町5番地

平成11年10月

医学部内

機器分析センター

有機・無機物質の組成分析及び構造解析並びに機能性素材・生体試料等
の形態観察及び物性計測並びに冷媒製造を含む低温科学に必要な大型機
器の効率的及び積極的利用を図り，本学の研究教育の進展に資するとと
もに学外からの利用の要望に積極的に対応し，地域社会への貢献を目的
とする。

建物　2,351㎡

生涯学習教育研究センター

生涯学習に関する教育(医学及び保健に関することを含む。)及び研究を
行い，本学の教育研究の進展と地域における生涯学習の振興に資するこ
とを目的とする。

弘前市大字文京町3番地

平成8年5月

弘前大学創立60周年記念会館コラボ弘大内

保健管理センター

本学学生等及び職員の保健管理に関する専門的業務の実施に当たること
を目的とする。

弘前市大字文京町1番地

農学生命科学部附属白神自然環境研究センター

本学の教育，研究，社会連携による地域貢献の推進を図ることを目的と
する。

中津軽郡西目屋村大字川原平大川添101番地1

平成22年10月

土地　178,560㎡，建物　255㎡

総合情報処理センター

情報処理システムを整備運用し，本学における教育，研究，学術情報
サービス及び事務処理のための利用に供するとともに，効率的な情報処
理を行うことを目的とする。

弘前市大字文京町3番地

平成6年6月

農学生命科学部附属生物共生教育研究センター

フィールドサイエンス教育及び研究の拠点施設として，青森県の基幹産
業である農業を教育・研究の両面から活性化し，地域の優れた人材，資
源，技術，環境を地域から日本全国または世界へと発信することを目的
とする。

（藤崎農場）南津軽郡藤崎町大字藤崎下袋7番地1

（藤崎農場）平成12年4月

（藤崎農場）土地　142,607㎡，建物　2,391㎡
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名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

名　　称:

目　　的:

所 在 地:

設置年月:

規 模 等:

本学における歴史的，博物的，学術的資料を展示，保存及び整理し，教
育研究及び学習活動に資するとともに，地域社会の教育文化の発展に寄
与することを目的とする。

弘前市大字文京町1番地

平成24年10月

附属図書館（本館)内

出版会

学術関連図書及び教科書の刊行・頒布を主たる事業とし，本学の研究と
その成果の発表を助成するとともに，我が国の学術・教育・文化の振
興・発展に寄与することを目的とする。

弘前市大字文京町1番地

平成16年6月

附属図書館（本館)内

資料館
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入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員 変更の事由

弘前大学 弘前大学

　人文社会科学部 　人文社会科学部
　　　文化創生課程 110 - 440 　　　文化創生課程 110 - 440
　　　社会経営課程 155 - 620 　　　社会経営課程 155 - 620

　教育学部 　教育学部
　　　学校教育教員養成課程 150 - 600 　　　学校教育教員養成課程 140 - 560 定員変更（△10）

　　　養護教諭養成課程 20 - 80 　　　養護教諭養成課程 20 - 80

　医学部 2年次 　医学部 2年次

　　　医学科 112 20 772 　　　医学科 112 20 772

3年次 3年次

　　　保健学科 200 30 860 　　　保健学科 200 30 860
　　　心理支援科学科 10 40 学部の学科の設置（意見伺い）

　理工学部 3年次 　理工学部 3年次

　　　数物科学科 78 2 316 　　　数物科学科 78 2 316
　　　物質創成化学科 52 1 210 　　　物質創成化学科 52 1 210
　　　地球環境防災学科 65 2 264 　　　地球環境防災学科 65 2 264
　　　電子情報工学科 55 2 224 　　　電子情報工学科 55 2 224
　　　機械科学科 80 2 324 　　　機械科学科 80 2 324
　　　自然エネルギー学科 30 1 122 　　　自然エネルギー学科 30 1 122

　農学生命科学科 　農学生命科学科
　　　生物学科 40 - 160 　　　生物学科 40 - 160
　　　分子生命科学科 40 - 160 　　　分子生命科学科 40 - 160
　　　食料資源学科 55 - 220 　　　食料資源学科 55 - 220
　　　国際園芸農学科 50 - 200 　　　国際園芸農学科 50 - 200
　　　地域環境工学科 30 - 120 　　　地域環境工学科 30 - 120

2年次 2年次

20 20
3年次 3年次

40 40

弘前大学大学院 弘前大学大学院
　人文社会科学研究科 　人文社会科学研究科
　　　文化科学専攻（M) 10 - 20 0 - 0 令和2年4月学生募集停止

　　　応用社会科学専攻（M） 6 - 12 0 - 0 令和2年4月学生募集停止

　　　人文社会科学専攻（M) 16 - 32 研究科の専攻の設置（事前伺い）

　教育学研究科 　教育学研究科
　　　学校教育専攻（M) 16 - 32 0 - 0 令和2年4月学生募集停止

　　　教職実践専攻（P） 16 - 32 　　　教職実践専攻（P） 18 - 36 研究科の専攻の設置（事前伺い）

　医学研究科 　医学研究科
　　　医科学専攻(D) 60 - 240 　　　医科学専攻(D) 60 - 240

　保健学研究科 　保健学研究科
　　　保健学専攻(M) 30 - 60 　　　保健学専攻(M) 30 - 60
　　　保健学専攻(D) 12 - 36 　　　保健学専攻(D) 12 - 36

　理工学研究科 　理工学研究科
　　　理工学専攻(M) 120 - 240 　　　理工学専攻(M) 120 - 240
　　　機能創成科学専攻(D) 6 - 18 　　　機能創成科学専攻(D) 6 - 18
　　　安全システム工学専攻（D) 6 - 18 　　　安全システム工学専攻（D) 6 - 18

　農学生命科学研究科 　農学生命科学研究科
　　　農学生命科学専攻（M) 60 - 120 　　　農学生命科学専攻（M) 50 - 100 定員変更（△10）

　地域社会研究科 　地域社会研究科
　　　地域社会専攻（D) 6 - 18 　　　地域社会専攻（D) 6 - 18

　地域共創科学研究科 研究科の設置（意見伺い）

　　　地域リノベーション専攻（M) 15 - 30
　　　産業創成科学専攻(M) 15 - 30

計 348 - 846 計 354 - 858

計 1,322 5,692

弘前大学　設置申請に係る組織の移行表

計 1,322 5,692

2019年度 2020年度



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

基礎ゼミナール 1前 2 ○ 1

地域学ゼミナール 1後 2 ○ 兼1

小計（2科目） － 4 0 0 1 0 0 0 0 兼1

青森の行政 1前 2 ○ 兼1

青森の経済・産業 1前 2 ○ 兼1

青森の文化 1前 2 ○ 兼1

青森の歴史 1前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

青森の芸術 1前 2 ○ 兼1

青森の民俗・芸能 1前 2 ○ 兼1

青森の自然 1前 2 ○ 兼4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

小計（7科目） － 0 14 0 0 0 0 0 0 兼11

グローバル社会・経済 1後 2 ○ 兼1

国際地域 1後 2 ○ 兼1

比較文化 1後 2 ○ 兼1

世界の芸術・芸能 1後 2 ○ 兼1

地球環境 1後 2 ○ 兼4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

グローバルヘルス 1後 2 ○ 兼5 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

日本 1後 2 ○ 兼1

小計（7科目） － 0 14 0 0 0 0 0 0 兼14

青森の多様性と活性化 2前 2 ○ 兼1

青森の食と産業化 2前 2 ○ 兼4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

市民参加と地域づくり 2前 2 ○ 兼1

青森エクスカーション 2前 2 ○ 1

地域プロジェクト演習 2前 2 ○ 兼1

小計（5科目） － 0 10 0 0 1 0 0 0 兼7

くらし・文化 1前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

思想 1前 2 ○ 兼1

言語学の世界 1前 2 ○ 兼1

文学 1前 2 ○ 兼1

芸術 1前 2 ○ 兼1

政治経済・社会 1前 2 ○ 兼1

法と社会A 1前 2 ○ 兼1

法と社会B 1前 2 ○ 兼1

小計（8科目） － 0 16 0 0 0 0 0 0 兼9

環境と生活 1前 2 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

工学の世界 1前 2 ○ 兼1

農学の世界 1前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

数学の世界 1前 2 ○ 兼1

物理学の世界 1前 2 ○ 兼1

化学の世界 1前 2 ○ 兼1

生物学の世界 1前 2 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

情報処理入門A 1前 2 ○ 兼1

情報処理入門B 1前 2 ○ 兼1

小計（9科目） － 0 18 0 0 0 0 0 0 兼14

人間の尊厳 1前 2 ○ 兼1

心理学の世界 1前 2 ○ 兼1

メンタルヘルス 1前 2 ○ 兼1

生活と健康 1前 2 ○ 兼4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

医学・医療の世界 1前 2 ○ 兼4
ｵﾑﾆﾊﾞｽ・
共同(一部)

情報と健康・医学 1前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

運動と健康A 1前 2 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

運動と健康B 1前 2 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

小計（8科目） － 0 16 0 0 0 0 0 0 兼18

キャリア形成の基礎 1後 2 ○ 兼1

キャリア形成の発展 2･3前 2 ○ 1

キャリアデザイン 2前 2 ○ 兼1

小計（3科目） － 2 4 0 0 1 0 0 0 兼2

ロ
ー

カ
ル
科
目

グ
ロ
ー

バ
ル
科
目

社
会
・
文
化

自
然
・
科
学

人
間
・
生
命

学
部
越
境
型

地
域
志
向
科
目

キ
ャ

リ
ア

教
育

　
教
養
教
育
科
目

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要
（医学部心理支援科学科）

別記様式第２号（その２の１）

専任教員等の配置

備考
科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態

ス
タ
デ
ィ

ス
キ
ル

導
入
科
目

－

－

－

－

－

－

－

－

1



Listening（初級） 1前 2 ○ 兼1

Listening（中級） 1前 2 ○ 兼1

Listening（上級） 1前 2 ○ 兼1

Reading（初級） 1前 2 ○ 兼1

Reading（中級） 1前 2 ○ 兼1

Reading（上級） 1前 2 ○ 兼1

Speaking（初級） 1後 2 ○ 兼1

Speaking（中級） 1後 2 ○ 兼1

Speaking（上級） 1後 2 ○ 兼1

Writing（初級） 1後 2 ○ 兼1

Writing（中級） 1後 2 ○ 兼1

Writing（上級） 1後 2 ○ 兼1

Integrated A（国際共通語としての英語） 2前 2 ○ 兼1

Integrated B（一般学術目的の英語）Level 1 2後 2 ○ 兼1

Integrated B （一般学術目的の英語）Level 2 3前 2 ○ 兼1

Integrated C（キャリア英語） 3前 2 ○ 兼1

小計（16科目） － 0 32 0 0 0 0 0 0 兼8

ドイツ語Ⅰ 1前 4 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

ロシア語Ⅰ 1前 4 ○ 兼1

中国語Ⅰ 1前 4 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

朝鮮語Ⅰ 1前 4 ○ 兼1

ドイツ語Ⅱ 1後 4 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

ロシア語Ⅱ 1後 4 ○ 兼1

中国語Ⅱ 1後 4 ○ 兼1

朝鮮語Ⅱ 1後 4 ○ 兼1

小計（8科目） － 0 32 0 0 0 0 0 0 兼10

心理学概論 1前 2 ○ 4 4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

公認心理師の職責 1後 2 ○ 1

臨床心理学 1後 2 ○ 1

心理学研究法 1後 2 ○ 1

心理学実験 2前 2 ○ 1

心理統計法 2後 2 ○ 1

医学概論 1前 2 ○ 1

保健学概論 1前 1 ○ 兼8 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

コミュニケーション論 1前 1 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

早期体験実習（多職種連携） 1後 1 ○ 2 共同

心理支援科学英語講読基礎 2前 2 ○ 1

人体形態学 2前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

人体機能学 2前 2 ○ 兼1

人体病理学 2後 2 ○ 兼1

運動学 2後 2 ○ 兼1

言語療法学概論 3後 1 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

保健学概論演習 4後 1 ○ 兼5 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

小計（17科目） － 24 5 0 4 4 0 0 0 兼20

知覚・認知心理学 2前 2 ○ 1

感情・人格心理学 2前 2 ○ 1

発達心理学Ⅰ 2前 2 ○ 1

学習・言語心理学 2後 2 ○ 1

神経・生理心理学 2後 2 ○ 1

発達心理学Ⅱ 2後 2 ○ 1

健康・医療心理学 2後 2 ○ 1

臨床心理学演習Ⅰ 2後 1 ○ 1

障害者・障害児心理学 3前 2 ○ 1

心理アセスメント 3前 1 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

心理学的支援法Ⅰ 3前 2 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

福祉心理学 3前 2 ○ 1

教育・学校心理学 3前 2 ○ 1

臨床心理学演習Ⅱ 3前 1 ○ 1

社会心理学 3後 2 ○ 兼1

心理学的支援法Ⅱ 3後 2 ○ 1

司法・犯罪心理学 3後 2 ○ 兼1

産業・組織心理学 3後 2 ○ 1

関係行政論 3後 2 ○ 1

心理学基礎研究 3通 2 ○ 2 共同

臨床心理学実習 3通 2 ○ 1 3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

精神医学 2前 2 ○ 1

臨床栄養学 2前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

老年看護学概論 2前 1 ○ 兼1

作業療法概論 2前 2 ○ 兼1

心理支援科学英語講読応用 2後 2 ○ 1

心身医学 2後 2 ○ 1

薬理学 2後 2 ○ 兼1

衛生学・公衆衛生学 2後 2 ○ 兼1

疫学 2後 1 ○ 兼1

老年看護方法論 2後 1 ○ 兼1

英
　
　
語

多
　
言
　
語

心
理
系
科
目

医
学
・
保
健
医
療
系
科
目
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門
基
礎
科
目

－

専
門
教
育
科
目
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門
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目

心
理
系
科
目

医
学
・
保
健
医
療
系
科
目

－

専
門
応
用
科
目

－
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医療リスクマネジメント 3前 1 ○ 兼6 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

発達小児科学 3前 2 ○ 1

医療情報学 3前 1 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

保健医療心理アセスメント 3後 1 ○ 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

保健医療心理支援演習 3後 1 ○ 兼1 集中

慢性疾患学 3後 2 ○ 1

生命倫理学 4前 2 ○ 1

救急・蘇生医学 4後 1 ○ 兼1

保健医療地域支援実習 4通 2 ○ 1 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

教育原理 2前 2 ○ 兼1 集中

養護学概論 2前 2 ○ 兼1

特別な教育的ニーズの理解とその支援 3前 2 ○ 兼2 集中，ｵﾑﾆﾊﾞｽ

健康教育概論 3後 2 ○ 兼6 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

幼児理解と教育相談 3後 2 ○ 兼1

教職入門 3通 1 ○ 兼1 集中

社会福祉学 2前 1 ○ 兼1 集中

セルフケア論 2前 1 ○ 兼1

保健医療福祉行政論 2後 1 ○ 兼1

社会保障論 4後 1 ○ 兼1

セクシュアリティ論 4後 1 ○ 兼1

経営学入門 2前 2 ○ 兼1

経営戦略論 2後 2 ○ 兼1

経営管理論 3前 2 ○ 兼1

経営組織論 3後 2 ○ 兼1

刑事司法論 2後 2 ○ 兼1

法学特殊講義 3後 2 ○ 兼1

小計（57科目） － 48 49 0 4 4 0 0 0 兼38

臨床心理学基礎研究 3通 2 〇 2 4

臨床心理学研究 4通 2 〇 2 4

卒業研究 4通 4 〇 2 4

小計（3科目） － 8 0 0 2 4 0 0 0 0

－ 86 210 0 4 4 0 0 0 兼137

　学士（心理学）

合計（150科目） －

学位又は称号 学位又は学科の分野
　文学関係，保健衛生学関係(看護学関係及び
　リハビリテーション関係を除く。)

福
祉
系
科
目

卒
業
研
究

１時限の授業時間

卒　業　要　件　及　び　履　修　方　法 授業期間等

２学期

１５週

９０分

　教養教育科目34単位，専門教育科目93単位以上（専門科目85単位（うち専門応用科目の
　医学・保健医療系科目13単位，実践系科目6単位），卒業研究8単位）を修得し，127単位
　以上修得すること。

１学期の授業期間

－

１学年の学期区分

－

実
践
系
科
目

教
育
系
科
目

産
業
系
科
目

司
法
系
科
目
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

基礎ゼミナール 1前 2 ○ 1

地域学ゼミナール 1後 2 ○ 兼1

小計（2科目） － 4 0 0 1 0 0 0 0 兼1

青森の行政 1前 2 ○ 兼1

青森の経済・産業 1前 2 ○ 兼1

青森の文化 1前 2 ○ 兼1

青森の歴史 1前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

青森の芸術 1前 2 ○ 兼1

青森の民俗・芸能 1前 2 ○ 兼1

青森の自然 1前 2 ○ 兼4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

小計（7科目） － 0 14 0 0 0 0 0 0 兼11

グローバル社会・経済 1後 2 ○ 兼1

国際地域 1後 2 ○ 兼1

比較文化 1後 2 ○ 兼1

世界の芸術・芸能 1後 2 ○ 兼1

地球環境 1後 2 ○ 兼4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

グローバルヘルス 1後 2 ○ 兼5 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

日本 1後 2 ○ 兼1

小計（7科目） － 0 14 0 0 0 0 0 0 兼14

青森の多様性と活性化 2前 2 ○ 兼1

青森の食と産業化 2前 2 ○ 兼4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

市民参加と地域づくり 2前 2 ○ 兼1

青森エクスカーション 2前 2 ○ 1

地域プロジェクト演習 2前 2 ○ 兼1

小計（5科目） － 0 10 0 0 1 0 0 0 兼7

くらし・文化 1前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

思想 1前 2 ○ 兼1

言語学の世界 1前 2 ○ 兼1

文学 1前 2 ○ 兼1

芸術 1前 2 ○ 兼1

政治経済・社会 1前 2 ○ 兼1

法と社会A 1前 2 ○ 兼1

法と社会B 1前 2 ○ 兼1

小計（8科目） － 0 16 0 0 0 0 0 0 兼9

環境と生活 1前 2 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

工学の世界 1前 2 ○ 兼1

農学の世界 1前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

数学の世界 1前 2 ○ 兼1

物理学の世界 1前 2 ○ 兼1

化学の世界 1前 2 ○ 兼1

生物学の世界 1前 2 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

情報処理入門A 1前 2 ○ 兼1

情報処理入門B 1前 2 ○ 兼1

小計（9科目） － 0 18 0 0 0 0 0 0 兼14

人間の尊厳 1前 2 ○ 兼1

心理学の世界 1前 2 ○ 兼1

メンタルヘルス 1前 2 ○ 兼1

生活と健康 1前 2 ○ 兼4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

医学・医療の世界 1前 2 ○ 兼4
ｵﾑﾆﾊﾞｽ・
共同(一部)

情報と健康・医学 1前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

運動と健康A 1前 2 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

運動と健康B 1前 2 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

小計（8科目） － 0 16 0 0 0 0 0 0 兼18

キャリア形成の基礎 1後 2 ○ 兼1

キャリア形成の発展 2･3前 2 ○ 1

キャリアデザイン 2前 2 ○ 兼1

小計（3科目） － 2 4 0 0 1 0 0 0 兼2

Listening（初級） 1前 2 ○ 兼1

Listening（中級） 1前 2 ○ 兼1

Listening（上級） 1前 2 ○ 兼1

Reading（初級） 1前 2 ○ 兼1

Reading（中級） 1前 2 ○ 兼1

キ
ャ

リ
ア

教
育

－

英
　
　
語

－

社
会
・
文
化

－

自
然
・
科
学

－

人
間
・
生
命

－

専任教員等の配置

備考

　
教
養
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育
科
目

ス
タ
デ
ィ

ス
キ
ル

導
入
科
目

－

ロ
ー

カ
ル
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目

－
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ロ
ー

バ
ル
科
目

－

学
部
越
境
型

地
域
志
向
科
目

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要
（医学部心理支援科学科）

文京町キャンパス
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Reading（上級） 1前 2 ○ 兼1

Speaking（初級） 1後 2 ○ 兼1

Speaking（中級） 1後 2 ○ 兼1

Speaking（上級） 1後 2 ○ 兼1

Writing（初級） 1後 2 ○ 兼1

Writing（中級） 1後 2 ○ 兼1

Writing（上級） 1後 2 ○ 兼1

Integrated A（国際共通語としての英語） 2前 2 ○ 兼1

Integrated B（一般学術目的の英語）Level 1 2後 2 ○ 兼1

Integrated B （一般学術目的の英語）Level 2 3前 2 ○ 兼1

Integrated C（キャリア英語） 3前 2 ○ 兼1

小計（16科目） － 0 32 0 0 0 0 0 0 兼8

ドイツ語Ⅰ 1前 4 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

ロシア語Ⅰ 1前 4 ○ 兼1

中国語Ⅰ 1前 4 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

朝鮮語Ⅰ 1前 4 ○ 兼1

ドイツ語Ⅱ 1後 4 ○ 兼3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

ロシア語Ⅱ 1後 4 ○ 兼1

中国語Ⅱ 1後 4 ○ 兼1

朝鮮語Ⅱ 1後 4 ○ 兼1

小計（8科目） － 0 32 0 0 0 0 0 0 兼10

－ 6 156 0 1 2 0 0 0 兼89合計（73科目） －

－

多
　
言
　
語

－
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

心理学概論 1前 2 ○ 4 4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

公認心理師の職責 1後 2 ○ 1

臨床心理学 1後 2 ○ 1

心理学研究法 1後 2 ○ 1

心理学実験 2前 2 ○ 1

心理統計法 2後 2 ○ 1

医学概論 1前 2 ○ 1

保健学概論 1前 1 ○ 兼8 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

コミュニケーション論 1前 1 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

早期体験実習（多職種連携） 1後 1 ○ 2 共同

心理支援科学英語講読基礎 2前 2 ○ 1

人体形態学 2前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

人体機能学 2前 2 ○ 兼1

人体病理学 2後 2 ○ 兼1

運動学 2後 2 ○ 兼1

言語療法学概論 3後 1 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

保健学概論演習 4後 1 ○ 兼5 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

小計（17科目） － 24 5 0 4 4 0 0 0 兼20

知覚・認知心理学 2前 2 ○ 1

感情・人格心理学 2前 2 ○ 1

発達心理学Ⅰ 2前 2 ○ 1

学習・言語心理学 2後 2 ○ 1

神経・生理心理学 2後 2 ○ 1

発達心理学Ⅱ 2後 2 ○ 1

健康・医療心理学 2後 2 ○ 1

臨床心理学演習Ⅰ 2後 1 ○ 1

障害者・障害児心理学 3前 2 ○ 1

心理アセスメント 3前 1 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

心理学的支援法Ⅰ 3前 2 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

福祉心理学 3前 2 ○ 1

教育・学校心理学 3前 2 ○ 1

臨床心理学演習Ⅱ 3前 1 ○ 1

社会心理学 3後 2 ○ 兼1

心理学的支援法Ⅱ 3後 2 ○ 1

司法・犯罪心理学 3後 2 ○ 兼1

産業・組織心理学 3後 2 ○ 1

関係行政論 3後 2 ○ 1

心理学基礎研究 3通 2 ○ 2 共同

臨床心理学実習 3通 2 ○ 1 3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

精神医学 2前 2 ○ 1

臨床栄養学 2前 2 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

老年看護学概論 2前 1 ○ 兼1

作業療法概論 2前 2 ○ 兼1

心理支援科学英語講読応用 2後 2 ○ 1

心身医学 2後 2 ○ 1

薬理学 2後 2 ○ 兼1

衛生学・公衆衛生学 2後 2 ○ 兼1

疫学 2後 1 ○ 兼1

老年看護方法論 2後 1 ○ 兼1

医療リスクマネジメント 3前 1 ○ 兼6 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

発達小児科学 3前 2 ○ 1

医療情報学 3前 1 ○ 兼2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

保健医療心理アセスメント 3後 1 ○ 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

保健医療心理支援演習 3後 1 ○ 兼1 集中

慢性疾患学 3後 2 ○ 1

生命倫理学 4前 2 ○ 1

救急・蘇生医学 4後 1 ○ 兼1

保健医療地域支援実習 4通 2 ○ 1 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

教育原理 2前 2 ○ 兼1 集中

養護学概論 2前 2 ○ 兼1

特別な教育的ニーズの理解とその支援 3前 2 ○ 兼2 集中，ｵﾑﾆﾊﾞｽ

健康教育概論 3後 2 ○ 兼6 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

幼児理解と教育相談 3後 2 ○ 兼1

医
学
・
保
健
医
療
系
科
目

実
践
系
科
目

教
育
系
科
目

専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

専
門
基
礎
科
目

心
理
系
科
目

医
学
・
保
健
医
療
系
科
目

－

専
門
応
用
科
目

心
理
系
科
目

専任教員等の配置

備考
科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要
（医学部心理支援科学科）

本町キャンパス
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教職入門 3通 1 ○ 兼1 集中

社会福祉学 2前 1 ○ 兼1 集中

セルフケア論 2前 1 ○ 兼1

保健医療福祉行政論 2後 1 ○ 兼1

社会保障論 4後 1 ○ 兼1

セクシュアリティ論 4後 1 ○ 兼1

経営学入門 2前 2 ○ 兼1

経営戦略論 2後 2 ○ 兼1

経営管理論 3前 2 ○ 兼1

経営組織論 3後 2 ○ 兼1

刑事司法論 2後 2 ○ 兼1

法学特殊講義 3後 2 ○ 兼1

小計（57科目） － 48 49 0 4 4 0 0 0 兼38

臨床心理学基礎研究 3通 2 〇 2 4

臨床心理学研究 4通 2 〇 2 4

卒業研究 4通 4 〇 2 4

小計（3科目） － 8 0 0 2 4 0 0 0 0

－ 80 54 0 4 4 0 0 0 兼56

－

卒
業
研
究 －

合計（77科目） －

福
祉
系
科
目

産
業
系
科
目

司
法
系
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

ス
タ
デ
ィ

ス
キ
ル
導
入
科
目

基礎ゼミナール

　基礎ゼミナールの最大の目的は，学生の主体的・能動的な学習の能
力を形成することです。主体的・能動的学習とは，自ら課題を設定
し，その課題に対して自分自身，そして社会や学会が納得できるよう
な解を模索していくことです。大学生活そして社会に出てからも主体
的・能動的学習は常に求められます。主体的・能動的学習の能力を養
うためには，拙くても良いし，失敗しても良いので，まずは主体的・
能動的学習に挑戦し，実際に経験してみることが大事です。そして学
習の過程や結果を学習記録簿を作成して，学習を自ら管理していく習
慣を確立していけば，徐々に主体的・能動的学習の力が育まれていき
ます。そのためにも安全で健康的な学生生活を送るための基本ルール
を身につけることや，学生相互や教員との円滑なコミュニケーション
を育むことが望まれます。
　そこで基礎ゼミナールは，少人数クラスを編成し，教員の支援のも
とで，学生が自ら分析や調査，討論，発表等を行う「ゼミナール方
式」を採用し，主体的・能動的学習を実践するための基礎を築くよ
う，次の①～⑤の到達目標の達成に向けて学習していきます。
①主体的・能動的学習の体験
②初歩的な研究倫理観の涵養
③グループワークの体験（ブレーンストーミング，KJ法）
④資料（情報）の検索・収集・整理，および発表
⑤弘前大学における学生生活の基本ルールの体得①主体的・能動的学
習の態度を獲得すること

地域学ゼミナール

　異なる学問分野を学んでいる学生６人程度ずつのチーム編成を行
い，チームごとに弘前や津軽地方・青森県の地域課題をテーマとした
問題解決学習（PBL：Problem Based Learning）を体験してもらいま
す。
　この体験を通じ，異分野のメンバーで構成されたチームの中で，多
元的な視点や考え方があることへの認識を深め，個人・チームで主体
的かつ能動的に活動する基礎的な力を培います。また，活きた地域の
問題の解決に取り組むことで，問題解決の奥深さや難しさ，面白さを
肌で感じ，地域の問題解決への意欲を高めます。
　そして，基礎ゼミナールで培った「大学での学びの基礎的な力」，
いわゆるスタディスキル（自主的な学習態度，情報の検索･収集･整
理，課題発見能力，文章構成力･発表能力･討論能力など）を活用し向
上させる学習を進めます。

青森の行政

　弘前市の行政の活動をはじめとして，他の自治体の事例や，地方自
治に関する一般的な事柄についても学びます。地方自治への関心を深
めること，地方自治について多面的に考えること，関心を持ったテー
マについて調べ，考え，表現することを目標にし,弘前市の歴史,身近
な問題（水道，ごみ処理など），まちづくり（りんごのまちづくり，
都市計画，中心市街地活性化など），地方自治体の持続可能性（財
政，行政改革，人口減少対策，市町村合併など），住民の政治参加な
どについて議論し，行政のあり方をまとめることについて学習しま
す。

青森の経済・産業

　青森県の経済や産業について，現状と課題，産業の機能や役割，地
域社会を構成するもの，地域の「ひと」，イノベーション，一次産
業，金融の機能と役割，行政の機能と役割，大学と知財化戦略，都市
の再編成と地域活性化，観光まちづくりと地域活性化，地域間連携な
どの構成要素に関する知識を得て，自分の将来と地域との関わり合い
について自ら考え，説明することが出来るように学習していきます。
　地域を構成する要素の特性を学び，地域社会が抱えている問題を解
決するための方法について考え，青森県の経済事情，商業，サービス
業の役割を客観的に理解できる力量の修得が得られるように学習しま
す。

教
養
教
育
科
目

ロ
ー

カ
ル
科
目

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（医学部心理支援科学科）

科目
区分
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青森の文化

　衣服材料の構造や性質を知り，適切な管理方法，衣服に必要な機
能，自身の衣生活を見直す知識を身につけます。また，青森の伝統的
な手工芸を知り，それらが生まれた背景を考えます。具体的には，衣
服の起源，衣服の色彩が与える印象，衣服材料の構造と性質，衣服に
必要な機能と装い方，衣服の汚れと洗浄について，青森県の地域性を
考慮した知識を身につけます。
　また，青森特産物である「こぎん刺し」について，成り立ち，刺し
方，裂き織りなどこぎん刺しに見る青森の特性，染色を用いた青森県
の特産物などを学習していきます。また，このことを学びながら，青
森県の環境についても学習します。

青森の歴史

　近年，歴史資料としての写真への注目が高まっています。加えてデ
ジタルカメラやスマートフォンの普及が，記録する方法としての写真
の可能性を大きく広げてきました。歴史上，これほどまでに多くの
人々が写真に親しみ，写真を使って発信する時代はなかったといえま
す。
　この授業では，写真を用いて青森の近代の歴史いくつかの側面を読
み解きます。さらに自分自身で写真を撮影し，そこからどのようなこ
とを読み取ることができるのかについて考察することで，受講者の皆
さんが「フォト・リテラシー」（写真に関する読み書き能力）を高め
ることを目標とします。
　具体的には，近年，北海道・東北における縄文遺跡群が世界遺産の
指定をめぐって注目されていますが，原始・古代以来，青森は豊かな
歴史を有し，中世には安東氏の活躍がみられ，近世では弘前藩・盛岡
藩・八戸藩などで多彩な歴史と文化を育んできました。近現代では，
青森県の成立以後，現代にいたる多くの異才を輩出してきました。こ
のような青森の歴史と民俗を通じて庶民の生活にも目配りをすること
によって，青森の歴史をトータルに理解・把握できるようになること
を目指します

（オムニバス方式/全15回）
（11　髙瀬　雅弘/7回）
　青森県の原始・古代，中世，近世について解説し，受講生の能力を
高める工夫した指導を行います。

（12　今泉　忠淳/8回）
　青森の民俗，近代，現代について解説し，受講生の能力を高める工
夫した　指導を行います。

オムニバス方式

青森の芸術

　商品開発の基礎としてのデザイン色彩に関する事柄について，色彩
に関する人間心理の基礎を含めた，商品開発における基礎システムの
理解を得ることが目標になります。　芸術のうち，写真術は，基礎的
なこととして，19世紀に発明されましたが，写真の原理そのものは古
くから知られていました。具体的には，写真メディアの技術的な理
解，光を扱った自分だけの映像の獲得，小穴投影現象，カメラオブス
クラ，青写真法，ネガポジ法をたどって，映像の出現と定着，PCによ
るスキャンと印刷の方法を学習します。
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青森の民俗・芸能

　尺八について，塩ビ管を用いて「音が出せる」ようになること，こ
れを第一の目標とします。そのうえで，錦風流尺八の「調」「下り
葉」の２曲が吹けるようになること，これを第二の目標とします。民
俗・芸能の一考察として，古今東西の各楽器を考察することにより人
間文化の多様性と普遍性を理解，「人間とは何か」という視点から楽
器を研究することの意義を考察します。 また，各楽器が，誰が，誰
に，いつ，どこで，どのように作られ，奏でられてきたかを知ること
により，青森や世界の諸文化の実相に触れていきます。また，講義に
加え，津軽三味線，しの笛とフルート，スティールパン，マリンバ，
グラスハープ ，ししおどし，風鈴，ささやきの壁など楽器の実演や
製作をまじえて授業を進めていきます。

青森の自然

　最近のわが国において食生活を巡り，栄養バランスの偏り，不規則
な食事，若年層の習慣病・肥満の増加等の問題が叫ばれており，この
危機的状況を改善するために2005年に政府は食育基本法を施行しまし
た。こうした状況を踏まえ，栄養，食生活，食の安全，食料政策，食
糧需給，食環境，食文化という食に纏わる事象の特徴や課題について
も学び，食育を実践する上で必要な基礎的な知識を習得することを目
的としています。それに加えて，本学が立地している青森県における
食と農の特色を学ぶことにより，地域での食と農の在り方について説
明できるような知識を身に付けることによって，『食』に関する知識
と選択する力を習得し，健全な食生活を実践する知識を得る学習を行
います。

（オムニバス方式/全15回）
（15　荒川　修/3回）
　青森県における果物の栽培と利用，日本の野菜について講義し，グ
ループ学習を指導します。 修を指導します。

（16　松崎正敏/3回）
　日本の畜産及び米について講義し，グループ学習を指導します。

（17　丹藤雄介/6回）
　食事と栄養と健康，食事と生活習慣病，日本型食生活と大学生の食
生活，地域における栄養指導の実際について講義し，グループ学習を
指導します。

（59　遠藤　明/3回）
　農地と肥料と環境保全，食べ残しの現状と諸課題，食育が食べ残し
削減に与える効果について講義し，グループ学習を指導します。

オムニバス方式

グローバル社会・経済

　グローバル化が進む中でアジアやアフリカの新興国が目覚ましい発
展を遂げる一方，開発途上国では貧困，感染症，さらには難民の問題
など様々な課題があることを認識し，国際協力に関する国際的な目標
や枠組みについて理解をした上で，インフラ，教育，保健などの国際
協力の事例を取り上げ学習していきます。国家による援助にとどまら
ず，国際機関や民間企業など様々なアクターによる国際協力について
検討します。また，JICAの支援によるインドネシアやサウジアラビア
を始めとして，東南アジアや南アジア，中東，アフリカの各国の経
済・社会・文化・宗教などの事情について学び，国際協力の理念・歴
史・仕組みを理解できるようになること，      国際協力の視点から
国際社会を理解できるようになること，開発途上国の経済・社会・文
化に関する理解を深めることができるように学習を進めていきます。

グ
ロ
ー

バ
ル
科
目
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国際地域

　日本のすべての高校生は世界史を学んでいますが，世界史とは覚え
るものと思っている人が多くいます。しかし，本来は覚えるべき確固
たる世界史というものは存在していません。本当はそれぞれが自分な
りの世界史像を描くことが必要なのです。そこで，高校で学んできた
世界史を，視点を変えながらもう一度眺め直してみます。高校世界史
をクリティカルに考えることから始まり，西アジア・地中海世界の古
代～なぜ世界史の教科書はオリエントから始まるのか～，イスラーム
と中世ヨーロッパ～イスラーム世界がヨーロッパ世界に及ぼした影響
とは～，遣唐使の時代からモンゴル帝国へ～東アジアのなかの日本を
考える～，近世ヨーロッパと世界～大航海のもたらした影響・その光
と影を考える～，近代ヨーロッパとアジア世界～アジアへの憧れから
進出へ～，20世紀の世界～帝国主義と民族問題を考える～といった順
に学習し，西欧中心の世界史像を批判的に検討し，各地域に暮らす
人々の視点から捉え，多角的に世界史を見つめ直すことで，今までと
は違った世界史の姿が描き出せるように学習していきます。

比較文化

　世界の映画の歴史をその誕生期から現在まで，いわゆる「芸術映
画」や「商業映画」といわれることなどを含めて，歴史的に学習を進
め，最後に舞台演劇との違いについても考察します。授業は，映画に
関する紹介，映画の誕生（世界最初の有料スクリーン投射の映画な
ど），フランスからアメリカへ（第一次世界大戦と映画人達，さらに
エジソンの特許告発などから逃れて），5大メジャーについて（大映
画会社の組織が誕生し，制作から興行までを独占），大恐慌時代の映
画（安い娯楽を求めて），アメリカ映画の大発展期（世界の映画はア
メリカを中心に大衆娯楽映画の時代） ，アメリカ映画の転換期（ア
メリカ映画の限界），ヨーロッパの映画界の様子（大衆娯楽路線では
ない，文芸映画を中心に），テレビ時代の到来と共存（大衆の映画離
れとTV界との共存路線），各種メディアと映画（映画館の上映とは別
の世界），現在の映画界（インターネット及び，パッケージメディア
と劇場映画），世界の各種映画賞，（アメリカアカデミー賞と世界的
な映画の賞），フイルムからデジタルへ（フィルムが使われない映画
制作とデジタル撮影の功罪），映画の中の技術 （制作者の意図と撮
影方法），映画と舞台芸術（生の目とカメラの目）との順による講義
で，世界の映画の通史を学びます。そのあとに，個々の地域及び国の
事例をより深く考察し，それぞれの映画の特徴を考えます。特に映画
の誕生した国と発展した国の違いについては，誕生から現在までを通
して考察します。世界の主な映画がどのようにして誕生し，今日の発
展を得たか考察し，各地域ごとの内容の違いなども論じられることを
目標に学習します。

世界の芸術・芸能

　世界遺産に指定されている，特に西洋美術について，過去の建築や
美術品を身近に感じ，共感していくことにより，また，過去の文化の
成果と我々現代人とのつながりを感じ取ることにより，大まかな西洋
美術の流れはすっかり頭に入り，生きた知識となって，あなたの生き
る糧となり，生涯を豊かなものにするための学習を進めていきます。
古代オリエント（エジプト･メソポタミア）から始まり，ギリシア，
ローマ，初期キリスト教美術，ロマネスク，ゴシック，ルネサンス，
マニエリスム，北方ルネサンス，バロック，ロココ，19世紀，現代と
授業を進めて，視覚芸術作品の見方（楽しみ方），古代から現代まで
の美術の流れ，重要作品のある程度まとまった知識を得ることを目標
に学習します。
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　経済成長や人口増大により，人類は20世紀に深刻な環境問題に直面
しました。環境問題の解決は21世紀の人類の重要な課題です。この授
業では，専門分野の異なる多くの教員から，現代の様々な環境問題の
発生要因や実態，克服にむけた取り組みを自然科学と社会科学の両面
にわたって学ぶことにより，地球規模の環境問題について深く考える
力を身につけます。専門分野の異なる５人の教員が社会科学と自然科
学にまたがる下記の内容を分担してカバーします。(1)発展途上国と
環境問題（人口増加，森林破壊）
(2)気候変動と環境汚染へのアプローチ（地球温暖化，オゾン破壊，
酸性雨）(3)水資源・食料生産へのアプローチ（砂漠化，土壌侵食，
食糧問題）
(4)自然生態系破壊へのアプローチ（海洋汚染，森林減少，野生生物
の絶滅）(5)人類を含む生態系へのアプローチ（生物資源枯渇，外来
種，環境保全）(6)環境問題に関する法的整備（排出量取引，環境
税） 以上により，21世紀の地球環境問題について，その実態や克服
に向けた取組を包括的に学び，解決策について深く考える力を養いま
す。

（オムニバス方式/全15回）
（19　長南幸安/2回）
　大気及び水質の環境基準の設定と基準が達成されているかどうかの
評価方法，大気環境及び水質環境の保全への取り組みについて，ま
た，環境問題を解決するため，様々な試みを紹介しながら，環境問題
解決のための制度的な問題について解説します。
　
（20　谷田貝亜紀代/3回）
　地球大気の構造とそれを維持するためのエネルギー収支，地球温暖
化とオゾンホールのメカニズムについて講義し，地球温暖化に伴う今
後の気候変化について解説します。

（62　石田清/4回）
　生物多様性の現状を解説するとともに，希少種保全のための理論的
背景と保全活動の具体例について解説します。

（63　松山信彦 /6回）
　食糧生産に関わる環境負荷と環境汚染の実態，また大きな問題であ
る放射性Csの土壌中での挙動について，また，環境問題を解決するた
め，様々な試みを紹介しながら，環境問題解決のための制度的な問題
について解説します。

グローバルヘルス

　最新医学の進歩，医療技術の進歩の状況を基に，グローバルヘルス
における主な課題と論点の理解と理論的背景を解説し，グローバルヘ
ルスの政策とガバナンス，イノベーション，保健関連ミレニアム開発
目標（母体，新生児，小児の疾病，HIV/エイズ，結核やマラリアな
ど），疾患サーベイランスなどの知識を得ていきます。背景にある学
問的裏付けや限界，問題点を含めた幅広い理解を得ることを目標に学
習していきます。各分野の専門科が，医療と医学の現状・限界・問題
点に関する情報を提供します。

（オムニバス方式/全15回）
（64　松坂方士/6回）
　最新医学の進歩，医療技術の進歩の状況とグローバルヘルスについ
て解説します。

（65　鈴木幸彦　修/2回）
　グローバルヘルスの政策とガバナンスについて解説します。

（66　照井君典/2回）
　グローバルヘルスと保健関連ミレニアム開発について解説します。

（97　皆川正仁 /2回）
　グローバルヘルスのイノベーションについて解説します。

（98　嶋村則人/3回）
　グローバルヘルスと疾患サーベイランスなどについて解説します。

オムニバス方式

地球環境 オムニバス方式
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日本

　プレースメントテストで日本語が中級以上と判定された留学生が参
加し，日本人学生との国際交流を進めていきます。この授業は，「や
さしい日本語」で行われます。最初の数回では，日本人学生は，自分
の会話を字幕的に見せることを目的として，スマホでGoogle音声入力
（日本語）を使う予定です。留学生と日本人学生が，課題達成型の
テーマを与えられ，チームでトーナメント形式で競います。日本人・
留学生ともに学習中である言語を用い，国際交流を通して異文化コ
ミュニケーション能力を高める学習を進めていきます。

青森の多様性と活性化

　青森県は雪国であるという条件を決してハンディキャップとするの
ではなく，むしろ一つの武器としてまちづくりや地域計画に活用して
いくことを探ります。その取組を行っている自治体が，国内にいくつ
かあるので，その紹介を含めながら，雪国の都市計画の新たな可能性
を探っていきます。具体的には，雪国の活性化，雪国の住まい・まち
－行政施策から見た雪国活性化－，雪国ならではのまちづくり，雪と
向き合う新しい仕組み－地域通貨－，弘前市の雪対策の実態，雪国学
などを学び，青森や津軽などの雪とともに暮らす生活を楽しいものに
するための意識改革を目指すための学習を進めていきます。

青森の食と産業化

　「食」をビジネス・文化として捉え，食料産業政策，食品安全，食
文化など食ビジネスをめぐる動きを学ぶとともに，起業，ブランド
化，新技術等の観点から，様々な事例の話題を提供し，食ビジネスの
実際について理解を深めるとともに，食の課題解決への貢献，食文化
の側面からのアプローチも試みつつ，食ビジネス創成に必要なビジネ
スマインドを養成していきます。また，青森県として，地元の食料生
産と消費，そして社会的・文化的問題に焦点を当て，課題解決の方策
を探り，学生が自分たちの生活の中で問題を学ぶことができるように
します。

（オムニバス方式/全15回）
（21　杉山祐子 /4回）
　食のブランド化ついて解説します。

（60　諏訪淳一郎/4回）
　グルーバルな食文化や食料産業政策などについて解説します。

（68　近藤　史/3回）
　食の新技術などについて解説します。

（69　平井太郎/4回）
　食のビジネス化や青森県の食の課題などについて解説します。

オムニバス方式

市民参加と地域づくり

　本授業は全国的に課題となっている若者の政治参加のあり方につい
て学び，特に青森県の若者の政治参加の向上を考えることを目的とし
ています。特に政治参加率が低いとされる若者の政治との関わり方に
ついて，なぜ低いのかを多面的に考察します。それに関わり，そもそ
も民主主義とは何か，なぜ若者が政治参加することが重要なのか，学
校における政治的中立性とは何か，主権者教育はどうあるべきか，な
どといった現代の課題についても学習し，自分なりの回答を導き出し
ます。その際，テレビ，新聞，SNSといったメディアによる情報の伝
え方についても多面的に解釈する能力（メディア・リテラシー）を，
演習を通して身に付けていきます。自分なりの回答について，青森県
のみならず，全国的になぜ若者の政治参加率が低いのかを自分なりに
考察し，どうすれば参加率を引き上げる（政治への関与の仕方を高め
る）ことができるのかを提案できるようになることや多様なメディア
を介して伝えられる情報を多面的に解釈し，自らの情報発信にもその
ようなものの見方を適用できるようになることを目標に学習します。

学
部
越
境
型
地
域
志
向
科
目
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青森エクスカーション

　青森県においては現在に至るまで巫者に対する信仰が存在する。本
授業では，青森県に現存する巫者信仰を，フィールドワークも交え体
験的に理解する。フィールドワークは，青森県における巫者信仰の歴
史を踏まえ，岩木山の麓に広がる赤倉，岩木山神社，厳鬼山神社など
で行う。また，現代における相談支援であるカウンセリングの基礎を
理解した上で，青森県における巫者信仰とカウンセリングとの比較を
文化人類学，医療人類学の視点から行う。この授業を受けて，現地調
査のノウハウを身につけること
・現地調査を通して，青森の地域社会や自然について，探求していく
ことができるように学習を進めていきます。

地域プロジェクト演習

　弘前市内の大学生が集まり，自分たちの住む地域の様々な課題を学
び，課題解決に向けて話し合います。テーマは，①対人関係とコミュ
ニケーション，②若者の政治参画，③青森の生活習慣（仮）です。授
業では，各テーマに沿ったゲストスピーカー（弘前市役所職員など）
が講義を行い，それを通して弘前市の課題を具体的に理解するだけで
なく，参加している市内の大学生と一緒にグループディスカッション
をおこない，地域の発展のために学生自身ができることについて考え
ます。この授業科目は，「大学コンソーシアムひろさき」によってい
運営される科目です。始めに，「対人関係とコミュニケーション」の
課題，基本姿勢，伝え方や系長について学びます。次に，若者の政治
参画について「選挙って何のため？」をテーマに議論します。最後
に，青森の生活習慣について，生活習慣病対策について，ゲームを活
用して対策を立案します。演習した結果，地域の状況を具体的に理解
できるようになること，その解決のために，学生ができることは何か
を考えることができるようになること及び各テーマに対して，自分の
考えを述べることができるようになることを目指して学習していきま
す。。これは，8月下旬に実施する集中授業になります。

くらし・文化

　社会的・文化的な性差といわれる“ジェンダー”について理解し，
日本における性別役割分業（担）やその成立の歴史，日本や諸外国に
おける女性と権利などについて講義します。日頃，ジェンダーや男女
共同参画に関する新聞記事等を読んでください。また，次の講義の準
備として渡すプリント等を，事前に読んできてください。具体的に
は，“ジェンダー”とは？から始まり，ジェンダーと歴史（明治以前
から戦前まで，戦後から現在まで），女性と権利（日本国憲法にみる
女性の権利とその歴史，諸外国の憲法にみる女性の権利とその歴史，
「女子差別撤廃条約」にみる男女の平等），学校・ジェンダー・男女
共同参画， LGBTの理解などの講義を聴いたあと，グループ学習によ
り，今後の男女共同参画社会を考えていきます。受講者自身の中にあ
る“ジェンダー”に気づき，“ジェンダー視点で物事をみる”ことが
できることを目標に学習していきます。

（オムニバス方式/全15回）
（70　高橋俊哉/6回）
　“ジェンダー”とは？，ジェンダーと歴史（明治以前から戦前ま
で，戦後から現在まで），女性と権利（日本国憲法にみる女性の権利
とその歴史，諸外国の憲法にみる女性の権利とその歴史を講義しま
す。

（123　山下梓/9回）
　「女子差別撤廃条約」にみる男女の平等），学校・ジェンダー・男
女共同参画， LGBTの理解などを講義します。講義のあと，グループ
学習を指導します。

オムニバス方式

社
会
・
文
化
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思想

　この授業では，「心身二元論」という観点から西洋倫理思想史に登
場する重要概念が説明され，この概念を思考の道具にして現代社会に
おける多様な事象が読み解かれます。このとき受講生のみなさんは，
哲学の問いをみずから問うことを通じて，倫理学的思考を身につける
ことができます。また，哲学的思考の深まりを確かめるため，毎回コ
メント・ペーパーの記述が求められます。また，講義中に記したコメ
ント・ペーパーを講義後に加筆および修正することで復習を行なうこ
とが可能です。講義内容には連続性があるので，受講生は配布資料を
もとにして図書館で学習内容の拡張と深化を試み，次回講義の予習と
することができます。そのつどの講義で学ばれる概念は，たとえば，
（１）偶然性と生存，（２）死と良心，（３）時間と自由，（４）愛
と記憶，（５）人間の定義…といったものです。複数回の講義にわ
たって同一概念の検討が行なわれます。生命倫理学・環境倫理学・技
術倫理学・医療倫理学にかんする情報は適宜おりまぜられます。基本
的な授業計画は，心身問題の基礎（デカルトについて），心身問題の
現在 （心脳問題への展開） ，ＤＶＤ講義（『ブレード・ラン
ナー』，『サロゲート』など，心身問題の未来（生物と人工物のちが
い），倫理的存在とは何かを学習します。
　愛し喜び，あるいは，悲しみ苦しみながら生きる人間は，誰ともと
りかえのきかない人間です。こうした自分の固有性を〈他者との関わ
り〉が産み出しています。自己と他者とその関わりの成り立ちを確か
める手がかりを学んでいきます。

言語学の世界

　一般的にスキルにはテクニカルスキルとノンテクニカルスキルとが
あります。専門技術であるテクニカルスキルに対して，ノンテクニカ
ルスキルは専門分野を問わず論理的に考え，相手にわかりやすく伝達
するための技術です。医療分野だけでなく航空業界など多くの業界で
広く取り入れられており，ロジカルシンキングや言語技術とも言われ
ています。本授業では演習方式でノンテクニカルスキルについて学習
し，医療での活用についても解説します。具体的には，言語技術と
は？－あなたのノンテクニカルスキル度は？，相手との問答のための
言語技術，問答技術演習， 情報伝達のための言語技術，情報伝達技
術演習1(描写分析)，情報伝達技術演習2(説明分析) ，情報伝達技術
演習3(報告分析)，状況認知のための言語技術，状況認知技術演習，
情報分析のための言語技術，絵画の分析演習，標識とイラストの分析
演習，テクスチャー解析，テクスチャー解析演習，ノンテクニカルス
キル演習との順に講義と演習を交互に学んでいきます。最後に，受講
生のノンテクニカルスキル度を計ります。言語技術の基本的知識の習
得を通じて，論理的思考回路を身につけるとともに，大学生・社会人
に要求されるコミュニケーション能力を獲得するための学習を進めま
す。

文学

　この授業では読書会（リテラチャー・サークル）という形式を用い
て，本（文学）を読むことの楽しみや意味について，改めて考えても
らおうと思います。江國香織，川上弘美，小川洋子などの短編作品を
用いて現代女性文学に触れるとともに，彼女たちの作品が受け容れら
れ読まれている理由について，また同時代文学として現代文学を読ん
でいく意味についても考えていきます。予習として，授業で取り扱う
作品を必ず読み終えていてください。気になるところに印をつけた
り，疑問に思ったことや感じたことなどをメモしたりしておくとよい
です。江國香織，川上弘美，小川洋子などの短編作品を通して，現代
女性文学に触れるとともに，読書会を通して，読みを深めるための話
し合いについて習得すること，読書会を通して，文学作品の工夫を味
わったり考えたりできるようになること，それぞれの読書生活を豊か
にする方法をみつけることを目標に学習していきます。

芸術

　この授業では，スケッチや写生，素描を通して，造形要素について
基本を理解し，日本画の材料・用具の扱い方や基本的な技法を習得し
ます。また，植物をモチーフとして，小品を制作します。具体的に
は，日本画の概念を学び，モチーフ（植物）の設定とスケッチ，写
生，写生への着色，下図の検討，材料・用具の扱い方，パネルの準
備，紙貼りと地塗り，絵の具の溶き方（胡粉），トレースと骨描き，
具墨，下塗りと描きおこし，着彩（背景），絵の具の理解 ，着彩
（大まかな色の重ね塗り），着彩（全体と部分），着彩（全体の見直
し），着彩（細部）の順に制作を進め，最後に.各受講生の作品を仕
上げ，講評会を開催して，各受講生の良いところを評価します。日本
画の画材を使用し，植物をモチーフとした小品が制作できるようにな
ることを目標として，学習を進めていきます。

8



政治経済・社会

　この授業では，初めて会計学を学ぶ受講生に財務諸表の仕組み，会
計情報の活用などについて講義します。具体的には，始めに，会計学
の概要や社会における会計の役割をを学びます。そのあと，複式記入
のルール，複式記入の実践，財務諸表のしくみ（企業会計の基本：
キャッシュフローから利益へ，収益の認識と測定など），財務諸表分
析（財務諸表分析を学ぶ意義，成長性の分析など），経営管理のため
の利益と原価，利益計画のための会計（経営計画・利益計画はなぜ必
要なのか，大綱的利益計画と損益分岐点の計算），意思決定のための
会計（意思決定と代替案の選択，意思決定のための会計など），意思
決定に必要な原価情報，財務諸表監査と会計専門職としての公認会計
士，会計のさまざまな領域などを学び，ビジネスパーソンに不可欠な
会計にかかわる知識を習得します。この授業を受けて，財務諸表の構
造について説明できる，経営管理のための会計の知識を活用できるよ
うに学習を進めていきます。

法と社会Ａ

　この授業では，民法について，私人間の生活関係を規律した法律で
あること，財産関係を規律する「財産法」と家族関係を規律している
「家族法」に大きく分けられることを学びます。とりわけ「財産法」
は，その範囲が広く，一通り理解することが大変であることから「財
産法」に焦点を当てて，その全体を概説していきます。具体的には，
始めに，民法典の構造などを学びます。そのあと，民法典の歴史，民
法の大原則，契約の成立
，契約の有効性（契約当事者・契約成立過程における意思表示の規
制，契約成立過程における意思表示・内容の規制など），代理人によ
る契約成立（代理総論，有権代理，無権代理，表見代理など），契約
成立に伴う物権変動（物権法の全体構造，物権変動，対抗要件な
ど），契約の履行（正常な履行，履行過程における牽連関係），契約
の不履行（履行強制，損害賠償，契約解除），債権の回収（相殺，債
権譲渡など），債権の保全（債権者代位権，詐害行為取消権），債権
の担保（人的担保，物的担保），時効による権利の得喪（時効総論，
取得時効，消滅時効など），法定債権（不法行為の成立要件と効果，
特殊の不法行為，不当利得，事務管理など）を学び，民法（財産法）
の全体構造や基本的な制度を理解していきます。

法と社会Ｂ

　この授業では，将来多くの人が教職に就くことを念頭におきつつ，
日本国憲法の基本的な原理や概念を，判例や時事問題も交えて説明し
ます。さらに，憲法問題が生活に根ざしていることを実感してもらい
ます。具体的には，始めに，立憲主義と憲法（Ⅰ部1章）を学びま
す。そのあと，逐条ごとに，人権総論（Ⅱ部1章），包括的人権（Ⅱ
部2章），平等（Ⅱ部3章），
思想・良心の自由，信教の自由（Ⅱ部4章），学問の自由（Ⅱ部4
章），表現の自由（Ⅱ部5章），身体的自由権（Ⅱ部7章），生存権
（Ⅱ部8章），教育を受ける権利，労働基本権（Ⅱ部8章），選挙権と
選挙制度（Ⅲ部1章），国会，内閣（Ⅲ部3章・4章），裁判所（Ⅲ部5
章），平和主義（Ⅲ部9章），憲法改正と改憲論（Ⅲ部10章）の講義
を基に立憲主義をはじめとした憲法学の基本的な概念，憲法学の基本
的な論点について考察することができるように学習を進めていきま
す。
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環境と生活

　日本は，プレート境界に位置し降水量の多く，さまざまな自然災害
が発生しています。このため，地球温暖化や巨大地震の脅威が叫ばれ
る今，災害について理解を深め備えを施すことで災害を減らしていく
ことが求められています。この授業では，いくつかの自然災害の現象
を例にとって災害と防災について学びます。具体的には，自然災害と
防災，日本の自然環境の特徴，東北地方大平洋沖地震津波の被害，津
波想定と津波対策，河川の氾濫と災害，地震の発生と地震動，地震動
の増幅，地震動による被害とその軽減策，ハザードマップの活用と課
題，土砂災害の特徴ー崩壊・地すべり・土石流，近年の国内外の土砂
災害発生実態，北東北での土砂災害事例と原因，土砂災害へのハード
対策，土砂災害へのソフト対策，住民主体で進める土砂災害の軽減な
どを学び，豪雨・地震などで発生する自然災害の基礎的知識及び自然
災害への備えや対策についての基礎的なことについてに理解していき
ます。

（オムニバス方式/全15回）
（24　檜垣大助/7回）
　自然災害と防災等について解説します。

（25　片岡俊一　修/3回）
　地震とその対策等について解説します。

（26　小岩直人 /5回）
　津波や河川の氾濫等について解説します。

オムニバス方式

工学の世界

　この授業では，太陽電池，風力発電等の環境に優しいエネルギー技
術について，その原理と動向を基礎から考えていきます。授業科目の
前半では多様な種類の再生可能エネルギーの概観について学びます。
授業科目の後半では特に太陽電池に注目し，様々な太陽電池の物理的
な基礎を理解していきます。具体的には，始めに再生可能エネルギー
の概要を学び，太陽電池，太陽熱発電，風力発電，バイオマス，地
熱，潮汐，その他のエネルギー，シリコン太陽電池，化合物太陽電
池，化合物太陽電池，有機太陽電池，ペロブスカイト太陽電池など，
様々な電池について学びます。この授業を受けて，再生可能エネル
ギーの種類，役割とその原理について理解，説明できるように学習し
ていきます。

農学の世界

　この授業では，農業と環境に関して，日本の主要な穀物である米を
中心に多角的に学ぶ科目です。まず，お米をめぐる生産と消費，流
通，政策の現状について学びます。次に，米に関し，品質・食味・米
加工品について学びます。最後に，米の生産の場である水田や農村の
多面的機能（交流・文化・環境）について学びます。これらを通じ
て，農業生産の意義と環境との関わりについて考え，お米を作る農家
の現状，お米の流通の仕組み，お米の消費構造，政策，お米は日本人
にとってなぜ重要な穀物であるか，そのお米を美味しく食べたり，
様々な加工食品として利用するために，どのようなお米の特性が必要
なのか，農業農村の多面的機能の意味，グリーン・ツーリズムのねら
いと現状，都市化による農業農村の変貌と多面的機能への影響につい
て理解し，今後の農村活性化に対する自分の考えをまとめられるよう
に学習していきます。

（オムニバス方式/全15回）
（27　藤崎浩幸/8回）
　農業農村の多面的機能，農業生産及び食料消費等について講義しま
す。

（74　濱田茂樹/7回）
　コメの品質・食味・加工品等について講義します。

オムニバス方式

自
然
・
科
学
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数学の世界

　この授業では，いろいろな分野の実際的問題を例題として，数学の
活用方法として，微分・積分が実際にどのように使われ，どのように
して問題を解決するかを学びます。具体的には，数学の入門から始ま
り，数学の活用方法（解析学の世界へ），Excelの活用方法，人口の
予測，シミュレーションの基本形，鑑識入門，生態系（湖の浄化，感
染症の流行，捕食者と被食者など），化学反応シミュレーション，
StarBow（光のドップラー効果，虹を見るなど），空気抵抗を受けた
運動，美しい形と強度－巨匠の世界，熱の伝わり方（フーリエの方
法，グリーンの方法など），このほか，いろいろな新作も用意してい
ます。したがって，進捗に合わせて適宜変更する場合もあります。自
然現象のシミュレーションを通して微分方程式の解法を学び，応用で
きるように学習を進めていきます。

物理学の世界

　この授業では，物理が苦手な学生を対象として，物理の基礎を初歩
から学びます。理系・文系に関わらず，これから物理学を学びたいと
いう学生を対象とします。具体的には，物理学の入門から始まり，運
動，力と運動，仕事とエネルギー，力と運動，仕事とエネルギーの関
連，周期運動，連続体の力学，波動，周期運動，連続体の力学，波動
の関連，熱と温度，電荷と電流，電磁気学，原子物理学，原子核な
ど，身の回りで生じている物理現象の原理が分かるようになり，物理
のことを嫌いにならないように学習していきます。

化学の世界

　この授業では，学生の皆さんが高校で習う主な項目，原子の構造，
元素の周期律，化学結合，物質の性質，化学反応などについて学びま
す。理系・文系に関わらず，これから物理を学びたいという学生を対
象とします。具体的には，化学の入門から始まり，物質の構造（原子
の構造，化学結合，気体・液体，固体，化学反応，酸と塩基，酸化と
還元など），無機物質（非金属元素，金属），有機化合物（有機化合
物の基礎，有機化合物の種類，芳香族化合物など），合成高分子，生
体を構成する有機化合物などを学びます。原子の構造と元素の周期
律，化学結合，化学反応などに関する基本的概念や法則を理解できる
ようになり，また，それらを日常生活と関連付けて説明できるように
学習を進めていきます。

生物学の世界

　この授業では，創薬，遺伝子治療，農薬の開発や食品安全性検査な
ど，私たちの身の回りには，生命科学に関する基礎的な研究の成果が
広く応用され，役に立っていること，多種多様な生物種を用いて行わ
れている近年の生命科学研究について，微生物，植物，昆虫を例にそ
の概要を学んでいきます。理系・文系に関わらず，これから生物学を
学びたいという学生を対象とします。具体的には，生物学の入門から
始まり，微生物を用いた生命科学研究（微生物とは何か？，微生物を
用いた研究の過去と現在，微生物を用いた環境適応機構の解明な
ど），植物と植物バイオテクノロジー（植物と植物バイオテクノロ
ジー，植物バイオテクノロジーの歴史と現在，基本技術の原理と身近
な例など），植物を用いた生命科学研究（
植物研究の歴史，植物の特徴と発生のしくみ，植物を用いた研究とそ
の応用など），昆虫を用いた生命科学研究（昆虫とは何か？，昆虫を
用いた研究の過去と現在，昆虫における後胚発生機構など）を学びま
す。多種多様な生物種を用いて行われている近年の生命科学研究につ
いて，それぞれの生物種を用いる利点や欠点をも含めて理解できるよ
うに，また，様々な生物種を用いて行われる研究手法について相違点
と一致点を理解できるように学習を進めていきます。

（オムニバス方式/全15回）
（76　柏木明子/9回）
　微生物を用いた生命科学研究について講義します。

（77　笹部美知子/3回）
　植物バイオテクノロジーを用いた生命科学研究等について講義しま
す。

（78　金児雄/3回）
　昆虫を用いた生命科学研究等について講義します。

オムニバス方式
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情報処理入門Ａ

　この授業では，これまでの復習となる情報リテラシーからスタート
して，大学生活や研究・医療の分野で必要となる情報技術について演
習により修得します。具体的には，情報リテラシーから始まり，Word
による文書作成，Excelの基本操作とデータ処理，情報科学の基礎と
して，，デジタルデータ（2進数，10進数，16進数），文字情報，画
像情報，音声情報，画像処理の基礎として，ImageJの基本操作と画像
処理，生命科学・医療における画像計測・画像処理，医療情報の検
索・活用技術として，統計処理の基礎，PubMedなどによる文献検索，
遺伝子データベース検索などを学びます。この授業をうけて，デジタ
ルデータの概念と情報の表現，大きいデータの取り扱いと処理（グラ
フ作成などを含む）ができること，画像データについての取り扱い，
加工や計測ができること，医療情報（統計処理，文献検索，遺伝子
データベース検索）へのアクセスと取り扱いができるように学習を進
めていきます。

情報処理入門Ｂ

　この授業では，将来，受講者が教員になることを前提に，必要とな
る情報処理のスキルや情報モラル，セキュリティの基礎について，主
に演習形式で学びます．ここで取り上げる情報処理のスキルとして
は，検索，電子メール，文書作成，画像処理，表計算，プレゼンテー
ションのスライド作成，webによる情報発信などです。具体的には，
始めに，実習室の使い方から始まり，Windows の操作，情報倫理とセ
キュリティーの基礎，電子メールの利用，インターネットを用いた情
報検索の基本，Wordを用いた文章の作成・編集・印刷の基本操作，色
覚多様性への対応，ペイント系ソフトを用いた画像の作成，ドロー系
ソフトを用いた画像の作成，Excelを用いたデータ処理・グラフ作
成・レポートの作成，Power Pointの基本操作・スライド作成，ホー
ムページの仕組み（HTML言語），ホームページの作成などを学びま
す。教員に必要な情報処理の知識を持つとともに，指定したソフト
ウェアを使って，レポート等の体裁が決められた文書の作成ができる
こと，インターネットに関するセキュリティ，情報倫理等について，
子供に分かりやすく説明することができること，表計算ソフト，プレ
ゼンテーション，ホームページ作成など，教職に必要な情報技術の基
礎を習得し，実際に活用することができるように学習を進めます。

人間の尊厳

　この授業では，ノーマライゼーションという視点から人間の尊厳に
ついて考えます。具体的には，始めに，この授業の方向性として，人
間の尊厳について皆さんで考察します。そのあと，人間の尊厳につい
ての歴史，医療上の人間の尊厳，人間の尊厳と研究，差別の現状，差
別の構造，ハラスメントの現状，ハラスメントの構造，障害の定義，
障害者観の変遷と処遇の歴史，障害と人間の尊厳命（優生思想），障
害と人間の尊厳命（命の選別），ノーマライゼーション，バリアフ
リーとノーマライゼーション，障害者の社会参加，平等社会実現のた
めの課題などを学びます。様々な人々が対等に暮らすノーマライゼー
ション社会，人間の尊厳をキーワードとして説明できるように学習し
ていきます。

心理学の世界

　心理学は，社会生活の様々な場面で人々の心がどのように機能しう
るのかを実証的研究によって明らかにしてきました。本授業では，日
常生活における様々な場面，特に対人関係を取り上げ，我々の心がど
のように動くのかについて学んでいきます。具体的には，心理学の入
門から始まり，
心理学のケースとしてのステレオタイプと偏見，対人関係の量と質，
大切な人との関係性，青年を取り巻く性のお話，適応基盤としての恋
愛関係，
不適応をもたらす恋愛関係，大切な何かを失う：喪失体験と意味づ
け，失われる関係性：関係崩壊やストーカー，大切な人を失う：遺族
とwell-being，被災者を援助した被災者などの社会的な事例を基に心
理学を学んでいきます。社会心理学を中心とした心理学の基礎知識を
身につけ，また，それらの知識を用いて日常生活を捉え直すことがで
きるように学習していきます。

人
間
・
生
命
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メンタルヘルス

　本授業では人間の心の健康を，自我発達，人格形成，生涯発達との
関連から学習するとともに，皆さん一人ひとりが自己分析を行い，自
己および身近な人達との関係の持ち方を見直します。この授業は，皆
さんが学習を通して心の健康について考え，心の健康をより向上させ
ることに役立てることをねらいとしております。具体的には，自己認
知と他者認知，ボディイメージと健康，心の健康からみた正常と異
常，エゴグラムなどの講義によりメンタルヘルスを学びます。心の健
康に関する基礎知識を習得し，自己および身近な人の心の健康をより
向上させることを目標に学習を進めます。

生活と健康

　この授業では，人生を健康的に生きるために，疾病（生活習慣病を
中心に）を予防し，健康を維持・増進するための具体的な生活習慣に
ついて，
自分の生活を振り返り，よりよい生活習慣になるように学んでいきま
す。具体的には，健康の概論から始まり，生活習慣病，成人期の特徴
と健康課題，食事と生活習慣，脳の健康に関わる食事・栄養，生活の
中でできる認知療法，心の健康に関わる精油・呼吸・瞑想等の活用
法，生活習慣と自己管理，運動と生活習慣，糖尿病，睡眠と生活習
慣，喫煙と生活習慣，飲酒と生活習慣，脳血管障害・心疾患とその予
防，メタボリックシンドローム，青年期と生活習慣などについて学ん
でいきます。成人期の特徴，健康に過ごすための諸課題，成人期に起
こりやすい生活習慣病及び予防策，食事，睡眠，運動，ストレス等の
生活習慣と健康の関係を理解し，望ましい生活習慣について学習を進
めていきます。
　
（オムニバス方式/全15回）
（31　小倉能理子/4回）
　脳血管障害・心疾患とその予防，メタボリックシンドローム，青年
期と生活習慣等について講義します。

（79　冨澤登志子/4回）
　生活習慣と自己管理，運動と生活習慣，糖尿病等について講義しま
す。

（105　漆坂真弓/4回）
　睡眠，喫煙，飲酒と生活習慣について講義します。

（126　阿部由紀子/3回）
　脳の健康に関わる食事・栄養，生活の中でできる認知療法，心の健
康に関わる精油・呼吸・瞑想等の活用法について講義します。

オムニバス方式

医学・医療の世界

　この授業では，ふだんから，簡単な測定機器や特別な機器等いろい
ろな測定機器を使用して，健康の維持・増進のため，自分自身の今の
状態を知ってることが大切ですあることを学びます。受講生のみなさ
んが，自分自身の身体を知るために，測定数値の基本を示す意味を考
えながら，自分の身体に興味を持つこと，実際に自分たちで機器を用
いて測定が経験できることを中心としています。また，その測定数値
をもとに，生活習慣について考えるきっかけとし，少しでも自分の生
活を工夫する力を養います。
この授業を受けて，身長，体重，血圧，脈拍の数値が示す意味，生活
習慣病に深く関与する動脈硬化などを理解し，大学内にある機器を用
いて，さまざまな計測を経験し，計測した結果から，生活習慣の工夫
を考えることができるように学習を進めていきます。

（オムニバス方式/全15回）
（32　井瀧千恵子/8回）
　身体計測の基礎，血圧・脈拍の測定，生活習慣の工夫，ロコモティ
ブシンドローム等について講義し演習を行います。

（105　漆坂真弓，127　北島麻衣子，128　三上(小山内)佳澄/7回）
（共同）
　血圧・脈拍の測定，ロコモ度テスト，体組成の使用，骨密度測定等
について演習します。

オムニバス方式
共同（一部）
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情報と健康・医学

　現在，情報技術の普及に伴い，データ整理・解析や情報発信が身近
なコンピュータで簡単に行えるようになっています。一方で，これら
を使いこなせる人とそうでない人との間にデジタルデバイドと呼ばれ
る格差が生じています。今後，十分に情報技術の恩恵にあずかるに
は，低学年次においてその基礎を習得しておくことは有益です。この
授業では，主に生体計測データを対象にして，①Microsoft Excelを
用いたデータ整理・解析，②Excel VBAやGNU Octaveを用いた数値計
算プログラムの初歩，簡易GUIアプリ作成，③簡単なWebアプリとWeb
ページの作成による情報発信について学びます。この授業を受けて，
表計算ソフトウェアの使用方法およびプログラミングの基礎を習得
し，生体計測データ等の解析ができること，情報収集および発信技術
を習得し，整理されたデータを外部に発信できることを目標に学習し
ていきます。

（オムニバス方式/全15回）
（80　矢野哲也/9回）
　MS-Excelの基本的な操作，Excel VABの基礎，Webページの作成，
WebAPI，GNU Octaveの基本的な操作，行列演算，画像処理の基礎と応
用等について講義します。

（129　陳暁帥/6回）
　周波数解析の基礎と応用，数値計算の基礎（モンテカルロ法，数値
計算の微分方程式の解法，運動方程式など） 等について講義します

オムニバス方式

運動と健康Ａ

　この授業では，脳卒中のリハビリテーション，運動機能障害のリハ
ビリテーション，その看護の役割と実際，リハビリテーション看護の
実践，障がい者のスポーツ活動等を理解し学んでいきます。障がい者
について考えてもらうとともに，健常者のスポーツ活動で生じるけが
の種類と原因を理解し，リハビリテーションの基本的な考え方につい
て理解し学びます。特に，脳卒中のリハビリテーションでは，骨折や
スポーツ障害，末梢神経損傷など整形外科的疾患との違いを伝え，中
枢神経の回復を講義やＶＴＲなどを通じて学習し，後遺症を持った障
害者の生活スタイルについて理解を深めます。また，運動機能の障害
と支援，リハビリテーション看護の専門性について理解し，リハビリ
テーションケアの役割について考えてもらいます。障害の本質を理解
し，社会の中でどのように障害者とともに歩んで行くべきなのかを考
え，学んだことを自らの人生の中で活かしていけるようにすること，
脳卒中のリハビリテーションの実際について理解し，基本的な知識を
身につけること，運動機能障害のリハビリテーションにおける看護の
役割と実際を理解し，リハビリテーション看護を実践するための基本
的な知識が理解できるように学習を進めていきます。

（オムニバス方式/全15回）
（33　藤田あけみ/5回）
　運動機能の障害と支援，リハビリテーション看護，口腔ケア等につ
いて講義します。

（34　尾田敦/5回）
　障害者の理解，障害者スポーツ，スポーツ活動等による怪我の種類
とその原因，リハビリテーションの役割等について講義します。

（81　髙見彰淑/5回）
　脳卒中とリハビリテーション，高次脳機能障害等について講義しま
す。

オムニバス方式
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運動と健康Ｂ

　この授業では，健康教育についての基本的な考え方，学校健康教育
の目標・機会・方法等，子どもが健康に生きる力を高めるための支援
のあり方，健康科学に関する基礎的な知識，各ライフステージにおけ
る実生活への活用，健康を意識した実技と実際についての理解を進め
て学びます。具体的には，健康教育として健康の概念，ライフスタイ
ルと健康，学校における健康教育と健康管理について学びます。健康
科学概論として，　 健康指標を読み解く，各ライフステージにおけ
る健康・体力科学の基礎理論，健康維持増進のための栄養学の基礎を
学び，併せて，体つくり運動や集団行動の実践を行います。この授業
を受けて，健康教育，健康科学と各ライフステージにおける実生活へ
の活用，健康を意識した実技について自分の勧化をまとめ，実践して
いくことを学習します。

（オムニバス方式/全15回）
（35　戸塚学/5回）
　健康科学について講義します。

（36　清水紀人/5回）
　体つくり運動と集団行動について講義します。

（70　高橋俊哉/5回）
　健康教育について講義します。

オムニバス方式

キャリア形成の基礎

　この授業では，将来の就職先の目標を設定し，自己理解の上，学び
の目標を立てて，地域の多様な職業について職業人と接することで地
域社会との関わりの中で自分の役割や将来ビジョンを考えていくこと
を学んでいきます。具体的には，キャリア教育概論として，働く意
義，雇用の多様化，正社員/非正社員，フリーター/ニート，働くルー
ルとして，初級労働法，ブラック企業，若年雇用のサポート，社会の
仕組みなどを学び，また，地元の青森県で働く意義を考えていきま
す。そのために，キャリア・インサイト（適性検査）自己理解ツール
の実施，自分史やポートフォリオの作成，自らの強みや課題の分析，
自分がやりたいこと，やれること，やるべきことの理解し，地域の職
業人や地域の多様な職業を知りながら，キャリア形成の基礎となるべ
きことを実践できるように学習していきます。

キャリア形成の発展

　働くことの意義，自らの専門性を見つめ，キャリアをデザインする
力を身に着けたり，また，地域の経済・社会・雇用の状況を理解し
「地域志向」を育むこと学びます。学ぶ目標を再確認しながら，イン
ターンシップセミナーに参加するなどの体験的な学修を行うほか，地
域の多様な職業を理解した上で，地域志向のキャリアについて理解し
学んでいきます。この授業を受けて，自分自身の大学生活における学
びを踏まえて，自らのキャリアの形成に向けたアクション・プランを
検討・立案することや自分自身のキャリアについて，当事者意識を
持って主体的・能動的に学修する態度を持てるように学修を進めてい
きます。

キャリアデザイン

　現代日本の就職活動は，インターネット上の大手就職情報サイト上
で行われる。しかし就職情報サイトの中から地元の優良企業を見つけ
ることは，簡単なことではない。就職情報サイトでは，賃金や福利厚
生といった経済的側面が重視されるため，地方の企業は不利である。
また，たとえその企業の業績が高かったり，賃金や福利厚生が手厚
かったりしても，情報発信のノウハウには課題を抱えていることが多
いので，就職情報サイトではその存在が目立ちづらい。では，どうす
れば地方の企業の情報を効果的に集め，地方に存在する優良企業や自
分にあった企業を見つけることができるだろうか。本授業では，キャ
リア支援の情報をもとに学生同士が協力しあってプレ就活を実践し，
皆で地方就職の方法論を学んでいきます。具体的には，eリクルート
時代のキャリア形成（現代日本におけるキャリア，eリクルート時代
の就職活動，キャリアリテラシー）から始め，地方就職の実際，地元
就職のためのキャリアリテラシー，アクションプランの作成と実施
（アクションプランの作成，eポートフォリオの運用，コーチングお
よびカウンセリング）を学び，地方就職のためのアクションプランを
作成し，就活の実践に活かしていけるように学習を進めていきます。

キ
ャ

リ
ア
教
育
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Listening（初級）

　本講義では，英語発音の基礎を学び，身近な出来事や意見，考えな
どに関する短い内容について，多様な英語を聞いて理解できるように
なることを目的とする。リスニングの基礎を学び，英語音声情報を正
確に聴きとることができる，テキストで取り上げられているトピック
について，コミュニケーション活動をすることができる能力について
学習する。中核となるリスニングを他の3 技能（リーディング，ス
ピーキング，ライティング）と組み合わせながら学び，総合的な英語
力の基礎を身につける。

Listening（中級）

　本講義では，話の主題や大意を理解するために，多様な聞き方がで
きるようになること，英語発音の基礎を学び，身近な出来事や意見や
考えなどについての短い説明や会話を聞いて理解できるようになるこ
とを目的とする。中核となるリスニングを他の3技能（リーディン
グ，スピーキング，ライティング）と組み合わせながら学び，総合的
な英語力の基礎を身につける。また，様々な文化的背景を持つ人々と
平明な英語で伝え合うという，国際共通語としての英語を意識して使
えるようになる。

Listening（上級）

　本講義は，英語発音の基礎を学び，身近な出来事や意見，考えなど
に関する比較的長い内容について，多様な英語を聞いて理解できるよ
うになることを目的とする。英語を聞く習慣を身につけ，理解できな
いことを心配せず，理解出来ていることに集中して練習する。多くの
リスニングの機会を持ち，英語に慣れ，曖昧さに寛容になることが目
標となる。 すべてのスキルが実践され，批判的思考が非常に重要と
なる。
英語発音を学び，身近な出来事や意見，考えなどに関する比較的長い
内容について，多様な英語を聞いて理解できるようになる。また，ス
ピーキングなどのほかの技能も習熟するように努める。学生は授業に
おいてリスニングするだけではなく，個人あるいはグループで活発な
発表を行うことが要求される。中核となるリスニングを他の3 技能
（リーディング，スピーキング，ライティング）と組み合わせながら
学び，総合的な英語力の基礎を身につける。

Reading（初級）

　本講義は，英語で書かれた本の主題や大意を理解するために，多様
な読み方ができるようになること，中核となるリーディングを他の3
技能（リスニング，スピーキング，ライティング）と組み合わせなが
ら学び，総合的な英語力の基礎を身につけることを目的とします。具
体的には，ペアワーク，グループワークを多用し，議論を通じて読解
力を養います。基本的な語彙を学び，2,000 語レベルの英文を読んで
理解できるように学習します。

Reading（中級）

　本講義は，中核となるリーディングを他の3 技能（リスニング，ス
ピーキング，ライティング）と組み合わせながら学び，総合的な英語
力の基礎を身につけることを目的とする。講義は演習形式（クラス全
体）およびペアワークとグループワークもあります。話の主題や大意
を理解するために，多様な読み方ができるようになること，日常生活
に対応できる語彙を学び，4,000 語レベルの英文を読んで理解できる
ようになることを目標に学習します。教科書に沿って，読解前・読解
中・読解後の3段階のタスクを行っていきます。なお，13回目には
「英語外部試験（VELC Test）」が実施されます。

Reading（上級）

　本講義では，英語の学術テキストの読み方と重要な学術語彙の作り
方を学びます。 また，健康，多文化主義，言語，環境問題などの読
み方のさまざまなトピックを批判的に検討し，それらをグループで議
論する練習をすることも学びます。中核となるリーディングを他の3
技能（リスニング，スピーキング，ライティング）と組み合わせなが
ら学び，総合的な英語力の基礎を身につけるよう学習します。社会生
活上の幅広い場面に対応できる語彙を学び，6,000 語レベルの英文を
読んで理解できるようになることを目標とします。

英
語
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Speaking（初級）

　本講義は，基本的な語彙や言い回しなどを使って，身近な出来事や
意見，考えなどについて，分かりやすく伝え合うことができるように
なることを目的としています。中核となるスピーキングを他の3 技能
（リスニング，リーディング，ライティング）と組み合わせながら学
び，総合的な英語力の基礎を身につけるように学習します。受講生を
中心としたグループワークやペアワークを中心に，補足として演習や
講義などを取り入れていきます。

Speaking（中級）

　本講義では，基本的な語彙や言い回しなどを多様に使って，身近な
出来事や意見，考えなどについて，分かりやすく伝え合うことができ
るようになることを目的とします。コミュニケーション上の問題点を
認識し，改善のための方略が理解でき，意思表示が明確にできるよう
学習します。
中核となるスピーキングを他の3 技能（リスニング，リーディング，
ライティング）と組み合わせながら学び，総合的な英語力の基礎を身
につける。Basics「基礎編」Practices「実践編」Applications「応
用編」Advanced Applications「発展編」の4部構成から成るテキスト
を活用して，英語コミュニケーション攻略を身につけます

Speaking（上級）

　本講義では，受講生はリスニングの習慣を維持し，さまざまなス
ピーキングの機会を有効に使い，英会話の機会を多く持つことによ
り，英語をより快適に使い，そのあいまいさを許容することが目標と
なります。すべてのスキルについて学び，シンプルなコミュニケー
ションに重点が置かれます。状況に応じて適切な英語を使って，身近
な出来事や意見，考えなどについて，分かりやすく伝え合うことがで
きるように学びます。中核となるスピーキングを他の3 技能（リスニ
ング，リーディング，ライティング）と組み合わせながら学び，総合
的な英語力の基礎を身につけます。

Writing（初級）

　本講義は，文法をコミュニケーションの観点から確認し，基本的な
語彙や構文などを使って，身近な出来事や意見，考えなどについて，
分かりやすく書くことができるようになることを目標とする。 中核
となるライティングを他の3 技能（リスニング，リーディング，ス
ピーキング）と組み合わせながら学び，総合的な英語力の基礎を身に
つける。演習形式，ペア・ワーク，グループ・ワーク，ライティング
活動で授業を行い，英文法の基礎が理解できること，基本的な英文を
読んで，その内容を理解することができるよう学習する。

Writing（中級）

　本講義は，中核となるライティングを他の3 技能（リスニング，
リーディング，スピーキング）と組み合わせながら学び，総合的な英
語力の基礎を身につけることを目的としています。講義は，演習形式
を基本としますが，グループワークやペアワークも多く取り入れま
す。文法をコミュニケーションの観点から確認し，多様な語彙や構文
などを使って，身近な出来事や意見，考えなどについて，分かりやす
く書くことができるように学習します。

Writing（上級）

　本講義は，中核となるライティングを他の3 技能（リスニング，
リーディング，スピーキング）と組み合わせながら学び，総合的な英
語力の基礎を身につけることを目的としています。文法をコミュニ
ケーションの観点から確認し，目的に応じて適切な英語を使って，身
近な出来事や意見，考えなどについて，分かりやすく書くことができ
るように学習します。
授業時間はグループワークやディスカッションを中心とし，大学生と
してこれから不可欠となるエッセイ・論文の基礎を学びながら，意味
が正確に伝わる英語の文章を書き続ける授業である。文法のみなら
ず，段落や議論の総体的な構造について考えたり，自分の専攻や時事
についての知識を活用しながら実用的な英語を用いてコミュニケー
ションを取りながら学習する。

17



Integrated A
（国際共通語としての英語）

　本講義では，世界の多様な英語（Englishes）に慣れ，地域社会か
ら世界情勢まで幅広い話題について，議論したり発信できるようにな
ることを目的としています。様々な英語を話す文化について英語で読
むことを練習して，語彙練習をします。 また，地域の英語の方言や
アクセントを聞く能力の向上にも焦点を当てます。 1年次に技能別4
科目を学習したことを踏まえ，これらを統合して広く使う力を磨き，
様々な文化的背景を持つ人々と平明な英語で伝え合うという，国際共
通語としての英語を意識して使えるように学習します。

Integrated B
（一般学術目的の英語）Level
1

　本講義では，受容的（リスニングとリーディング）スキルを中心に
学んでいきます。 そこで積極的に語彙を増やし，カギとなる文法構
造についての理解を見直し強化していきます。 プレゼンテーション
に参加したり，プロジェクトに参加したり，さまざまな場面でロール
プレイをします。 生涯にわたる英語学習習慣の基礎を確立していく
のが目的です。 また，国際的なコミュニケーション戦略を開発して
いけるようにします。グローバルなリスニング，語彙の習得，コミュ
ニケーションを中心に学びます。 活動の多くは食物や植物の世界に
関係するものになります。受講生は，ペアやグループで活動し，短い
プレゼンテーションや長いプレゼンテーションを行います。 また，
イングリッシュラウンジで留学生と交流する機会を持ちます。これは
逆転授業といい，主に教室外で学んでいきます。

Integrated B
（一般学術目的の英語）Level
2

　本講義は，学術英語の基本的な語彙や文法を適切に使うことができ
るようになること，大学の教養科目で扱われるような様々な学術分野
について，プレゼンテーションなどの形で発信できるようになること
を目標とします。動画を視聴し，語彙を学び，様々な学術トピックに
ついて議論する方法と効果的なプレゼンテーションを行う方法を学び
ます。また，海外旅行に関するトピックを話し合ったりするなど，英
語のコミュニケーションスキルを向上させる機会がたくさんありま
す。

Integrated C
（キャリア英語）

　本講義は，実務場面で適切な英語表現や実社会でのプレゼンテー
ション力，交渉術などについて理解できるようになること，様々な話
題について，分かりやすく伝え合うことができるようになることを目
標とします。
1年次に技能別4科目を学習したことを踏まえ，これらを統合して広く
使う力を磨き，国際共通語としての英語を意識して使えるよう学習し
ます。また，自分の身近な話題についてのプレゼンテーションとそれ
に対する質疑を通じて，英語で自分を伝えることができるよう学習し
ます。

ドイツ語Ⅰ

　ドイツ語を始めて学ぶ受講生を対象にした基礎入門コースです。初
級テキストを使いドイツ語の仕組みを段階的に学びます。ドイツ事情
の紹介，表現力をつける練習も含みます。今年度は文法事項を10課に
分けた教科書を使用します。ドイツ語Ⅰの達成目標は以下のとおりで
す。
(1)ドイツ語が正確に発音できるようになります。
(2)ドイツ語による初歩的なコミュニケーションができるようになり
ます。
(3)辞典を利用して簡単なドイツ文を読めるようになります。
 
（オムニバス方式/全15回）
（111　山本由起/8回）
　ドイツ語の仕組みを段階的に身につける演習を行います。

（112　福島伸雄/7回）
　ドイツ事情の紹介，表現力をつける演習を行います。
 

オムニバス方式

ロシア語Ⅰ

　ロシア語の正しい発音と読み方を身につけて簡単な文を作れるよう
になること，ロシア語による初歩的なコミュニケーションが出来るよ
うになることを目標とします。ロシア語を正しく発音出来るようにな
るために読む練習を積極的行い，自分で簡単な文を作るのに必要な基
本的文法を学習します。ロシア映画，ことわざ，文学，民謡などを通
じロシアの文化と伝統を紹介するなど，様々な形でロシア語により親
しみを感じて楽しく勉強できるようにします。

多
言
語
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中国語Ⅰ

　中国語をはじめて学ぶ人を対象に，中国語の基礎を総合的に学習し
ます。特に中国語の独特な発音や声調の把握に力を注ぎ，中国語によ
る日常の基本的コミュニケーション能力を身につけることを目指しま
す。語学の授業ですので発音練習やテキストの音読，課題の発表など
積極的に声を出し，発言することが求められます。黙って座っている
のではなく，積極的な授業への参加が必要です。中国語Iを終えた時
点で次のようなことができるようになることを目指します。
(1)中国語の基本的な発音と声調がしっかりと身につき，正確な発
音・聞き取り・ピンインの書き取りができるようになっていること。
(2)中国語の基本的な文法を理解し，基礎構文をマスターしているこ
と。
(3)中国語の基本的な表現を使って，簡単な挨拶や自己紹介が可能に
なること。

（オムニバス方式/全30回）
（114　顧国玉/10回）
　ドイツ語の話す・聞くことについて演習を行います。

（134　許紅/10回）
　ドイツ語による基本的なコミュニケーションや，辞典を使用して基
本的なドイツ文が読めるように演習を行います。
 
（135　李淑賢/10回）
　ドイツ語の読み・書きについて演習を行います。

オムニバス方式

朝鮮語Ⅰ

　本講義は，韓国語を始めて学ぶ受講生を対象に，韓国語の構造およ
び基本的な文法を理解し，自分の言葉で韓国語を話せるようにするた
めの入門コースです。毎回，事前に簡単な課題（予習用）を配布し，
小テストを行います。文字と発音の仕組みを身につけ，自然に聞き取
り，正確に書く事ができるようになること，基本となる文法事項(助
詞・指定詞・数詞等）を身につけ簡単なやり取りができるようになる
ことを目的として学習を進めていきます。

ドイツ語Ⅱ

　本講義では，ドイツ語Ⅰで学んだことの徹底化に加えて，読み・書
き・話す・聞くことについて学習をして，ドイツ語の総合的な能力を
養います。ドイツ語Ⅰで学んだことを復習して理解を確実なものにす
る授業です。 独語検定試験４級相当のテキストを使用します。ドイ
ツ語による基本的なコミュニケーションや，辞典を使用して基本的な
ドイツ文が読めること，日常的なシチュエーションに応じて，ドイツ
語で基本的な応答ができること，自分の表現したいことを基礎的語彙
を使ってドイツ語で書けることを目標とします。

（オムニバス方式/全30回）
（85　FUHRT VOLKER MICHAE/10回）
　ドイツ語による基本的なコミュニケーションや，辞典を使用して基
本的なドイツ文が読めるように演習を行います。
 
（112　福島伸雄/10回）
　ドイツ語の話す・聞くことについて演習を行います。

（113　田中美由紀/10回）
　ドイツ語の読み・書きについて演習を行います。

オムニバス方式

ロシア語Ⅱ

　ロシア語の基本的な文法の力を養っていくための授業です。ロシア
語Ⅰで学んだ事をより深く理解すると共に読み書きについて，より実
践的な学習をします。授業は，基本として二人一組になり，学習した
文法用いて応用問題に取り組み，興味を抱くような簡単な物語を読
み，その感想を述べ合います。また，簡単な作文を作り発表します。
辞書を使用して基本的なロシア語文が読めること，簡単な質問と受け
答えをできること，物語を読んで理解できることを目標とします。
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中国語Ⅱ

　中国語Ⅰで学んだことを基礎として展開します。テキストを使いな
がら，「聞く」「話す」こと，文法の知識や読解力などの総合的な力
が身につくように展開していきます。 会話能力を向上，文法の知識
や語彙をさらに増やし，中国語の総合力をつけていく授業です。中国
語の文法や構文をはじめとする総合的なコミュニケーション能力の基
礎がしっかりと身についていること，自分が中国に出かけたとき，あ
るいは日本に来た中国人と簡単な会話ができるようになることを目標
におきます。

朝鮮語Ⅱ

　基本的な会話をするために必要な基本文形と正確な発音を習得でき
るようになること，動詞・形容詞の基本の活用形と連体形および変則
活用ができるようになること，日常に使う基本表現ができるようにな
ること，日常に使う基本文型の読み書きができるようになることを目
的としています。
韓国語による会話がより正確に，かつ流暢に出来るようになり，ま
た，自分で表現したいことを基礎的語彙を使って書けるようになりま
す。伝える，つなぐ，使える表現練習をし，話したいあなたのスキル
を着実にアップすることを目指して学習を進めていきます。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

心理学概論

　本講義では，心理学の歴史，および，各教員が専門とする領域（心
理学研究法，心理学的測定法，実験心理学，認知心理学，発達心理
学，障害者・障害児心理学，臨床神経心理学，子どもの精神医学，大
人の精神医学）について，講義する。

（オムニバス方式/全15回）
（1 宮原資英/2回）
 心理学研究法，障害者・障害児心理学の概要について講義する。

（2 小河妙子/2回）
  実験心理学（感覚・知覚），認知心理学の概要について講義する。
 
（3 玉井康之/2回）
　大人の精神医学の概要を精神分析理論をベースとしながら講義す
る。

（4 栗林理人/2回）
　子どもの精神医学の概要を精神性発達をたどりながら講義する。

（5　安達知郎/1回）
　オリエンテーション，心理学の歴史の概要，および，心理学研究
法，障害者・障害児心理学の概要について講義する。

（6　松田侑子/2回）
  主に乳児期から青年期にかけての認知機能，感情，社会性の発達に
ついて講義する。

 (7 足立匡基/2回 )
　発達心理学(発達の定型と非定型)，心理学的測定法(質問紙法)につ
いて概要を講義する。

（8 髙橋芳雄/2回）
　臨床神経心理学の概要について講義する。

オムニバス方式

公認心理師の職責

　本講義では，公認心理師の基本的な役割について概説する。具体的
には，公認心理師の法的義務及び倫理，心理に関する支援を要する者
等の安全の確保や情報の適切な取扱い，保健医療・福祉・教育・司法
犯罪・産業労働の各分野における公認心理師の具体的な業務，自己課
題発見・解決能力，生涯学習への準備，多職種連携及び地域連携につ
いて学習する。これら公認心理師の職責に必要な基本的知識を習得
し，関連各分野と結びつけた実践について理解を深める。

臨床心理学

　本講義では，臨床心理学の成り立ちと臨床心理学の代表的な理論に
ついて概説する。臨床心理学の成り立ちでは，力動的心理療法，行動
療法，人間性心理学，認知療法など各種心理療法に加え，心理アセス
メントの発展の歴史を概観する。代表的な理論では，心理療法（力動
的心理療法，認知行動療法，人間性心理学，家族療法）の理論に加え
て，臨床心理学の基本的概念，見立てとケースフォーミュレーション
の考え方，心理療法の効果とエビデンスについて学ぶ。

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（医学部心理支援科学科）

科目
区分

専
門
基
礎
科
目

専
門
科
目

専
門
教
育
科
目

心
理
系
科
目
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心理学研究法

　本講義では，心理学における実証的研究法，データを用いた実証的
な思考方法，研究における倫理について学習する。心理学における実
証的研究法では，信頼性と妥当性，再現性といった科学的な思考の基
本から，実験的方法と観察的方法の種類について概説する。データを
用いた実証的な思考方法では，相関関係と因果関係という実証データ
の基本的な考え方に加え，データの統計的記述について学習する。研
究における倫理では，インフォームド・コンセント，研究不正，利益
相反の考え方について学習する。

心理学実験

　本講義では，心理学実験法に関する基本的な考え方，研究計画の立
案について学ぶ。錯視，刺激の弁別閾，記憶や注意などの認知課題実
験を通して，実験仮説の設定，検証，結果の記述の仕方，科学的な思
考方法を学ぶ。各実験についてレポートを課し，科学的文体，盗用や
剽窃，図書館やインターネットの利用方法を身に着ける。最終的に，
自ら基本的な実験の計画立案と実施し，実施した実験について科学的
な形式のレポートにまとめ，報告できるようになることが目標である

心理統計法

　本講義では，心理学で用いられる基本的な統計手法と統計に関する
基本的な知識，統計ソフトの操作について学習する。基本的な統計手
法，知識については，代表値と散布度，相関，回帰，正規分布，母集
団と標本などについて理解した上で，t検定や分散分析，因子分析，
ノンパラメトリック検定などの頻繁に用いられる統計手法について学
習する。こられの基礎的な知識を得た上で，SPSSやRなどの統計ソフ
トの基本的な操作方法について実践的に学習する。

医学概論

　本講義では，医学の基本と歴史，医療の基本と現場を指定されたテ
キストに基づいて学んでいきます。医学と医療の関係や枠組みの理解
を深めながら，様々な医療専門職者の連携共同（チームワーク）を円
滑に進めるために，すべての医療専門職者に求められる医学の基本を
公認心理師という立場で共有することを学んでいく。そして，身につ
けた医療現場で使用される共通の言葉（医学用語）による確実なコ
ミュニケーションの土台を医療専門職者として築き上げていくことを
目指します。

　健康，保健という基本的概念を理解し，「人」をみつめた将来の医
療専門職となる基本的態度を培うとともに，保健学科の5専攻の各専
門分野における教育の理念や専門職としての役割，責任，他職種との
連携等について学ぶことにより，その共通性と独自性について理解す
る。具体的には，健康・保健の概念から始まり，医療現場で必要とさ
れるメディカルスタッフ像，看護学の概念，看護者の役割・機能な
ど，検査技術科学専攻のカリキュラムの特色および臨床検査技師の役
割，業務内容とチーム医療，作業療法の概要と作業療法士の役割，お
よび他職種との連携，医療機関における放射線診療の概要と放射線，
リハビリテーションと理学療法について学び，所属する専攻以外の仕
事内容について十分理解し，受講生の間でディスカッションするよう
心がけ，専攻以外の学生と積極的に交流しながら，将来の医療チーム
の一員としての基礎作りとなるように学習していきます。

（オムニバス方式/全8回）
（30　小山内隆生/1回）
　作業療法の概要と作業療法士の役割，リハビリテーションにおける
他職種との連携について講義する。

（33　藤田あけみ/1回）
　医療現場で必要とされるメディカルスタッフ像について講義する。

（40　北宮千秋/1回）
　健康・保健の概念，保健医療の専門性や医療職として役割を踏まえ
たチーム医療に関して講義する。

（41　樋口毅/1回）
　医療現場で必要とされるメディカルスタッフ像について講義する。

オムニバス方式保健学概論

医
学
・
保
健
医
療
系
科
目
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（42 石川玲/1回）
　リハビリテーションの概要，および身体の動きの仕組みと理学療法
の関連について講義する。

（96　千葉満/1回）
　検査技術科学専攻のカリキュラムの特色および臨床検査技師の役
割，業務内容とチーム医療について講義する。

（115　對馬惠/1回）
　医療機関における放射線診療の概要と放射線について講義する。

（130　工藤ひろみ/1回）
　看護学の概念，看護者の役割・機能について講義する。

コミュニケーション論

　コミュニケーションの知識とスキルの習得は，保健医療活動の基盤
となる人間関係を成立・発展させるために必須である。本科目は，良
い人間関係成立のためのコミュニケーション技法を理解できること
と，医療現場におけるコミュニケーションの特徴と接遇について理解
できることを具体的到達目標としている。前半のコミュニケーション
の基本では，対人コミュニケーション成立の基本，ノンバーバル・コ
ミュニケーション，コミュニケーション技法，身体の交流という視点
からみたコミュニケーションについて教授する。後半の医療現場にお
けるコミュニケーションの特徴では，医療の対象者とのコミュニケー
ション，医療者間のコミュニケーション，医療者に必要な接遇につい
て教授する。授業形式だが簡単な演習も取り入れている。

（オムニバス方式/全8回）
（47　木立るり子/5回）
　対人コミュニケーション成立の基本知識について講義する。

（131　會津桂子/3回）
　対象者・医療者とのコミュニケーションについて講義する。

オムニバス方式

早期体験実習(多職種連携)

　地域医療の実際的場面を入学後早期に体験し，将来，心理支援専門
職になるにあたって必要となる学習の具体的なイメージを持つ。この
授業では，地域保健医療の現場に出向く前に必要なマナーや実習目的
についてグループワークを通じて検討し，臨地実習を行うことによ
り，心理支援専門職としてのあるべき姿勢を学んでいく。上記を通じ
て上記を通じて心理師としての職務を理解し，学部で心理師を学ぶ者
としての立場を自覚するとともに，実習を通じて医学科・保健学科・
教育学部の学生と交流し，チーム医療の基礎を作る。

（共同/全15回）
（3　玉井康之，4 栗林理人/ 15回）
　オリエンテーション，実習の事前・事後指導，発表への助言を行
う。

共同

心理支援科学英語講読基礎

　本講義では，心理支援に関する英語文献を読むための英語の基礎知
識を修得するとともに，心理学，医学及び保健学等の学術論文の読み
方を学ぶ。高校で学習したことを基礎にして，リスニング，リーディ
ング，スピーキング，ライティングの英語の４技能及びプレゼンテー
ション能力という広いコミュニケーション能力を育成しながら，専門
英語の読解力を養う。具体的には，心理支援に関する身近な事項や，
１年次で受講した心理系科目及び保健医療系科目で学んだ事柄につい
て，英語で読解や聴解や質疑応答ができることを目指す。
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人体形態学

 本講義では，人体形態学(解剖学)の基礎を理解し，専門科目の基礎
を培うことを目的とする。主な内容は，骨格系と筋系であり，具体的
には，細胞の構造と役割，組織の構造・分類と分布・役割，方向など
の一般用語，人体の器官系と機能，全身の骨・交連骨格の形態・部分
名称と役割，全身の関節構造と運動，全身の筋の名称と機能(主な神
経支配)について形態と機能を関連付けて理解を深める。

（オムニバス/全15回）
（43　敦賀英知/8回）
　骨格系の形態と機能等について講義する。

（44　細川洋一郎/7回）
　筋系の形態と機能等について講義する。

オムニバス方式

人体機能学

　本講義では，心理専門職を目指す立場から人の生理的機能を以下の
ような観点から学習する。生命現象のメカニズム（生理学）を理解す
る。生命を維持する仕組みについての理解を深める。細胞，組織，器
官には固有の特徴があり，すべてを統合した生命複合体が個体であ
る。神経系，循環器系，呼吸器系，消化器系，泌尿器系，生殖器系，
運動器系などの仕組みを学び，統合された生体システムとしての働き
を理解する。当該科目は，公認心理師の養成にあたって開講する必要
な科目のうち，「21.人体の構造と機能および疾病」のうち機能的な
側面を詳細に扱うものである。

人体病理学

　本講義では，心理専門職を目指す立場から人体における病気の基本
的概念としての人体病理学を学習する。 総論では，病理学の歴史，
概要，病因，物質代謝障害，進行性病変，炎症，感染症，免疫異常，
腫瘍などについて病理学の基本的概念を中心に学習し，各論では，各
臓器の特徴的な病気の基本的概念を学習する。当該科目は，公認心理
師の養成にあたって開講する必要な科目のうち，「21.人体の構造と
機能および疾病」のうち疾病の側面を詳細に扱うものである。

運動学

　本講義では，人体の運動の機構を人体構造や機能，病理など多方面
からのアプローチから理解，学習する。関節運動の面と神経支配の面
から，人間の運動のしくみについて理解し，また，筋肉の起始停止と
走行を理解したうえで，個々の部位の運動について理解する。
　生体力学の基礎，筋収縮の機構と性質，筋の作用，肩甲帯の筋群と
運動，肩関節の筋群と運動，肘・前腕・手の筋群と運動，骨盤帯・股
関節の筋群と運動，膝の筋群と運動，足関節の筋群と運動，体幹の筋
群と運動，歩行分析 について講義する。

言語療法学概論

【授業としての具体的到達目標】
　言語聴覚障がいの概要，特に，肢体障がいに合併する言語障がいを
理解する。臨床において，STの提示する概念，用語が理解できるだけ
でなく，協業して障がいを持つ方の問題解決にあたるための意識と，
視点，方法論を学ぶ。

【授業の概要】
　言語障がいが言語処理過程のどこの障がいによっておこり，症状が
どのように異なるか。言語障がいの方に対して，適切な，PT,OT,心理
的アプローチをするためには，どの過程の障がいかによって，訓練や
サポートが異なることを理解する必要がある。

（オムニバス/全8回）
（139　浅田一彦/5回）
　失語症・高次脳機能障がい等の評価とリハビリテーションについて
講義する。

（140　奥山淳子/3回）
　摂食嚥下障がい等の評価とリハビリテーションについて講義する。

オムニバス方式
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保健学概論演習

　本演習では，保健学の総仕上げとして，これまで学習してきた専門
領域の知識や技術を総動員し，保健関連職種等の業務や技術等につい
て相互に学習し，多職種間の互いの仕事や連携について多職種連携の
演習を通して相互に学習します。演習では，多職種連携を伴う具体的
事例や課題について，各々の専門領域を学習した学生グループによ
り，調査や評価，問題発見，課題解決等についてグループワークをを
行い発表，討論を行うなかで多職種連携について学習を進めていきま
す。演習課題は，緊急被ばく医療(福島原発の事故を例に避難所生活
や仮設住宅～復興住宅での医療やケア)，青森県内の地域在宅医療や
ケア（がんのターミナルケアや難病や脳卒中後のリハビリ等）等を提
示し選択してもらう予定です。

（オムニバス方式/全15回）
（40　北宮千秋/2回）
　保健師の観点から，保健医療職種の連携について講師します。

（87　工藤幸清/2回）
　放射線による環境汚染について講義します。

（96　千葉満/3回）
　グル－プワーク(グループダイナミックス，討論の体験)への助言を
行う。

（116　藤田俊文/4回）
　インタープロフェッショナルワーク(多職種連携)について講義しま
す。

（125　田中真/4回）
　グル－プワーク(グループダイナミックス，討論の体験)への助言を
行う。
　

オムニバス方式

知覚・認知心理学

　本講義では，人の感覚・知覚，認知，思考の機序及びその障害につ
いて学習する。感覚・知覚領域では，感覚の種類と構造，視覚・聴
覚・嗅覚・味覚・体性感覚の基本的特性とその障害について概説す
る。認知・思考領域では，認知の基本的特性，記憶や注意のメカニズ
ム，問題解決と推論とこれらの障害について学習する。授業を通し
て，知覚や認知に関わる様々な研究法を理解し，客観的データに基づ
く論理的的思考ができるようになることが目標である。

感情・人格心理学

　本講義では，感情に関する理論及び感情喚起の機序，感情が行動に
及ぼす影響，人格の概念，及び形成過程について学習する。感情に関
する理論及び感情喚起の機序では，感情の生物学的基礎，古典的理
論，基本的感情説と次元説について概説する。感情が行動に及ぼす影
響については，共感性という観点から援助行動を理解するとともに，
感情の制御について学習する。人格の概念及び形成過程では，基礎的
な人格の概念について理解した上で，知的機能の個人差，人格の形成
と変容，性格の5因子説，パーソナリティの障害について学習する。

発達心理学Ⅰ

　発達心理学Ⅰでは，出生から青年期にかけての認知機能の発達及び
感情・社会性の発達，自己と他者の関係の在り方と心理的発達，心身
の発達についての基礎的な知識及び考え方について学習する。認知機
能の発達及び感情・社会性の発達では，発達の生物学的基礎を理解し
たうえで，外界認知，思考と言葉，感情，対人関係の発達について概
説する。自己と他者の関係の在り方と心理的発達では，自己認知・他
者認知とそれらの関係性について学習する。

学習・言語心理学

　本講義では，人の行動が変化する過程，言語の習得における機序に
ついて学習する。具体的には，学習・行動研究の歴史と基本的な考え
方，および行動の測定と実験デザインに加え，生得的行動，レスポン
デント条件付け，オペラント条件付けから基本的な学習の成立機序を
学習する。また，学習が効果的に成立するための条件などについても
学ぶ。言語心理学では，言語の生物学的基盤，社会的基盤，音韻・語
彙・文法・語用論的能力の発達について概説する。

専
門
応
用
科
目

心
理
系
科
目
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神経・生理心理学

　本講義では，脳神経系の構造及び機能，記憶，感情等の生理学的反
応の機序，高次脳機能障害の概要について学習する。脳神経系の構造
と機能では，脳神経系の基本的構造と，情報伝達の仕組み，大脳皮質
の機能局在，神経の可塑性と環境の影響について概説する。記憶・感
情等の生理学的反応の機序では，感覚・知覚，運動，記憶，感情，動
機づけと脳神経系の関連について学習する。さらに，精神疾患および
神経発達症の高次脳機能障害ついても概説する。

発達心理学Ⅱ

　発達心理学Ⅱでは，思春期のメンタルヘルスとその予後，生涯発達
の観点から，成人期から高齢期にかけての認知機能の発達及び感情，
自己と他者の関係の在り方と心理的発達，心身の発達についての基礎
的な知識及び考え方について学習する。また，定型発達と非定型発達
という観点から，乳幼児期から成人期にかけての発達障害児者の発達
と心理的課題，支援についての近年の取り組みについて概説する。

健康・医療心理学

　本講義では，ストレスと心身の疾病との関係，医療現場における心
理社会的課題及び必要な支援，保健活動が行われている現場における
心理社会的課題及び必要な支援，災害時等に必要な心理に関する支援
について学習する。ストレスと心身の疾病との関係では，ストレスの
アセスメント，ストレスと心身の疾病，ストレスマネジメントについ
て学ぶ。医療現場における心理社会的課題及び必要な支援では，医療
現場で基本となる多職種連携とチーム医療の考え方，保健・医療にお
ける法律と制度，精神科・小児科・神経科・リハビリテーション領域
等において求められる心理的支援について学習する。保健活動が行わ
れている現場における心理社会的課題及び必要な支援では，予防的支
援の考え方と自殺予防活動について理解する。災害時等に必要な心理
に関する支援では，急性および外傷後ストレス障害とその心理的支援
について学習する。

臨床心理学演習Ⅰ

　本演習では，公認心理師として必要な，知識及び技能の基本的な水
準の修得を目的とする。具体的には，カウンセリングにおける基本的
な態度や職業倫理，治療的コミュニケーション，心理検査，心理面
接，地域支援等の基礎的な知識および技能を学習する。具体的な場面
を想定したロールプレイングでは，カウンセリングの基礎スキルを段
階的に訓練しする。また，事例検討を通じて，実際に心理検査，心理
面接，地域支援がどのように進められているのかを学ぶ。

障害者・障害児心理学

　本講義では，身体障害，知的障害及び精神障害の概要，障害者・障
害児の心理社会的課題及び必要な支援について学習する。身体障害，
知的障害及び精神障害の概要では，身体障害の種別と知的障害につい
ての基礎的な知識，精神障害の定義と分類について学習する。障害
者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援では，障害の基本的な捉
え方，生物・心理・社会モデルを学習した上で，障害受容のプロセス
と医療・教育・福祉における心理的支援の実際について概観する。

心理アセスメント

　本実習においては，心理アセスメントを行うにあたって，必要な基
本的知識や態度，倫理的配慮について学習する。また，実際の検査を
体験することを通じて，各検査の特徴や限界に関する理解を深める。
検査の後の記録のまとめ・報告書を作成する際の注意点や，フィード
バックの在り方についても学ぶ。

(オムニバス方式/全15回）
（3　玉井康之/7回）
　代表的な投影法の検査を体験しながら，各検査の特徴に関する理解
を深める。

（6　松田侑子/8回）
　オリエンテーション，心理アセスメントの基本について概説し，代
表的な質問紙法，作業検査法，知能検査法の検査を体験しながら，各
検査の特徴に関する理解を深める。

オムニバス方式
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心理学的支援法Ⅰ

　本講義では，要支援者に対する心理的な支援，心の健康教育と啓発
について学習する。また，心理支援職者に必要な職業倫理について学
び，地域支援の在り方について学習する。

（オムニバス方式/全15回）
（1　宮原資英/7回）
　要支援者に対する心理的な支援として，認知行動療法を取り上げ
る。また，こころの健康教育と啓発に関して概説する。

（6　松田侑子/8回）
　オリエンテーション，心理支援職者に必要な職業倫理について概説
する。また，地域支援の在り方について，コミュニティアプローチの
関連から理解を深める。

オムニバス方式

福祉心理学

　本講義では，福祉現場において生じる問題及びその背景，福祉現場
における心理社会的課題及び必要な支援，虐待および認知症について
の基本的知識について学習する。福祉現場において生じる問題及びそ
の背景では，社会福祉の歴史と動向，社会福祉の理念，制度と法律に
ついて学ぶ。福祉現場における心理社会的課題及び必要な支援では，
福祉現場における活動の基本的な考え方を踏まえた上で，福祉現場の
各領域(児童，家庭，高齢者，障害者)で求められる心理的アセスメン
ト，支援方法について理解する。

教育・学校心理学

　本講義では，教育現場において生じる問題及びその背景，教育現場
における心理社会的課題及び必要な支援について学習する。教育現場
において生じる問題及びその背景では，教育の制度と法律，倫理につ
いて理解した上で，学校における問題の理解と対応，特別支援教育に
ついての基本的知識について学習する。教育現場における心理社会的
課題及び必要な支援では，教育分野においても求められる心理学的ア
セスメントと心理的支援について学習する。

臨床心理学演習Ⅱ

　本演習では，公認心理師として必要な，知識及び技能の基本的な水
準の修得を目的とし，具体的な場面を想定したロールプレイング，事
例検討を中心に演習を進める。特に本演習では，受講者同士で行った
複数回のロールプレイ面接をビデオに撮影し，それを再検討する。そ
して，複数回の面接における連続性を理解し，その連続性からクライ
エントどう見立てるのか，その後の面接をどう展開していくのかにつ
いての理解を深める。本演習では，心理に関する支援を要する者等の
理解とニーズの把握及び支援計画の作成について修得する。

社会心理学

　本講義では，対人関係並びに集団における人の意識及び行動につい
ての心の過程，人の態度及び行動，集団及び文化が個人に及ぼす影響
について学習する。対人関係並びに集団における人の意識及び行動に
ついての心の過程では，社会的認知，社会的自己などの基本的な理論
を学び，対人関係・対人行動，対人コミュニケーションにおける心理
過程を理解する。人の態度及び行動では，態度の機能と構造，説得に
よる態度と行動の変化について学習する。集団及び文化が個人に及ぼ
す影響では，集団の機能，規範・慣習などの文化が集団に及ぼす影響
について学習する。

心理学的支援法Ⅱ

　本講義では，要支援者に対する心理的な支援として，特に力動的心
理療法，パーソンセンタードアプローチ，表現療法，日本独自の心理
療法（内観療法や森田療法）等の歴史，概念，意義，適応及び限界に
ついて概説する。これに加えて，心理に関する支援を要する者の関係
者に対する支援として家族療法，コミュニティアプローチの基本理論
の一つと位置付けられるシステム理論について学ぶ。講義において
は，視聴覚資料などを通じて，心理学的支援法を体験的に学習する。

司法・犯罪心理学

　本講義では，犯罪・非行，犯罪被害及び家事事件についての基本的
知識，司法・犯罪分野における問題に対して必要な心理的支援につい
て学習する。犯罪・非行，犯罪被害及び家事事件についての基本的知
識では，司法・犯罪分野における法律と制度，倫理について学び，犯
罪被害および家事事件についての基礎的な知識を得る。司法・犯罪分
野における問題に対して必要な心理的支援では，犯罪心理学の代表的
な理論，司法領域で求められる心理的アセスメント，心理的支援につ
いて学習する。
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産業・組織心理学

　本講義では，職場における問題，キャリア形成に対して必要な心理
学的支援，組織における人の心理と行動について学習する。職場にお
ける問題，キャリア形成に対して必要な心理学的支援では，産業領域
の法律と制度，活動の倫理を理解した上で，人事とキャリア形成，産
業領域において求められる心理学的アセスメントと心理学的支援につ
いて学習する。組織における人の心理と行動では，グループダイナミ
クスとコミュニケーション，リーダーシップに関する理論について学
び，組織構成員の心理と行動について理解する。

関係行政論

　本講義では，公認心理師として社会において活動する上で必要とな
る施策や法律，制度，そしてその基盤となる考え方について理解を含
めていくことを目的とする。「保健医療」，「福祉」，「教育」，
「司法・犯罪」，「産業・労働」の5分野における法律や制度を把握
した上で，できる限り臨床で遭遇する模擬事例を取り上げながら，他
職種の専門家や他の機関との連携について概観する。これらを学ぶこ
とにより，公認心理師としての専門性を十分に理解し，専門家として
の自覚を促していく。

心理学基礎研究

　心理学研究を行うためには，先行研究のレビュー，研究計画の立
案，調査・実験の実施，データの分析，論文執筆といった作業が必要
になる。本授業では，心理学を実際に行うために必要な計画，調査・
実験，分析等の基本的スキルを身につけることを目的として，受講生
が自ら行う追試研究，および，卒業研究に向けて研究テーマ，研究内
容，研究結果等について発表・討論する。
　この授業は教員2名によるチームティーチングで行う。
　
（共同/全30回）
（1　宮原資英，2　小河妙子/30回）
　受講生の計画，発表に対して助言する。

共同

臨床心理学実習

　保健医療を中心に，福祉，教育，産業，司法領域の各関連機関・施
設において，実習を行う。実習は事前指導・実習・事後指導から構成
される。事前指導では，実習に必要な知識や基本姿勢について整理す
る。実習中は，現場の心理職から指導を受けながら，施設の見学等を
含む体験的な学習を行う。事後指導では振り返りを通じて，多職種連
携の必要性や，公認心理師の役割，職業倫理等に関する分析・考察を
行う。

　
（オムニバス方式/全30回）
（3　玉井康之/10回）
　医療分野における実習の事前指導，事後指導，および，現場での指
導を行う。

（5　安達知郎/8回）
　教育分野における実習の事前指導，事後指導，および，現場での指
導を行う。

（6　松田侑子/8回）
　産業分野，福祉分野における実習の事前指導，事後指導，および，
現場での指導を行う。

（7　足立匡基/4回）
　司法分野における実習の事前指導，事後指導，および，現場での指
導を行う。

オムニバス方式

精神医学

　本講義では，精神的・心理的・社会的な存在としての人間が，どの
ような状況において精神的に破綻をきたし，精神症状を顕在化させる
に至るかを理解するとともに，精神障害者が生きていくには周囲の適
切な援助と理解が必要であることについても理解を深めていく。精神
医学については，特に精神症状学，精神科診断学，精神科治療学，精
神医学と社会とのかかわりを中心として，相互の関係を把握しなが
ら，全体的に理解していくことができるように学んでいく。

医
学
・
保
健
医
療
系
科
目
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臨床栄養学

　臨床栄養学とは，様々な疾患，様々な病態の成因，進展，治癒に栄
養学がどのようにかかわっているか，また各々の疾患，病態に対して
どのような栄養療法を適用すべきかを検討し，同時に栄養学を応用し
て，健康の維持・増進を図り，様々な疾病の予防を行うための学問で
す。高血圧，糖尿病，動脈硬化，癌，その他の病気の患者の効果的な
看護には，栄養代謝，人体の仕組み，病因，さらに，患者の病態に応
じた病院食のコンセプトと実際，を理解する必要があります。本授業
では生化学，栄養学の基礎的な知識を学習するとともに病態への応用
知識を学びます。

（オムニバス方式/全15回）
（117　七島直樹/8回）
　三大栄養素（糖，脂質，タンパク質）の構造と代謝の生化学を講義
します。

（118　野坂大喜/7回）
　栄養と病態の関わり，また栄養状態を把握するための臨床検査デー
タの読み方，栄養アセスメントを講義します。

オムニバス方式

老年看護学概論

　本講義では，老年期の特徴および高齢社会の課題と政策の理解を基
に，老年看護学の特殊性とケアの基盤を学ぶ。また，加齢変化を踏ま
えたコミュニケーションや援助の基本について学ぶ。具体的な内容
は，次のとおりである。
1.老年期を生きる人の理解
2.高齢者を取り巻く社会の変化とヘルスケアシステムの変遷，高齢者
の暮らしを支える法律と制度・サービス
3.地域包括ケアシステムと看護の課題
4.世界における日本の老年看護
5.心身の加齢変化と健康アセスメント
6.心理・精神機能の加齢変化と生活への影響，認知症高齢者の看護の
基本
7.認知症高齢者のアセスメント，生活障害の看護
8.学習状況の確認と振り返り

作業療法概論

　本講義では，リハビリテーションの専門職としての作業療法士にな
るために必要な作業療法についての概略を講義する。内容は，作業療
法の定義，道徳療法，アーツアンドクラフツ運動と米国作業療法の歴
史からみた作業療法のルーツ，わが国の作業療法の歴史について講義
する。さらに作業療法の対象領域，作業療法の諸理論と作業療法で作
業を用いる方法論の基礎，管理運営，作業療法士に求められる資質や
倫理，記録・報告の意義について講義する。

心理支援科学英語講読応用

　本講義では，受講生それぞれが関心のある心理支援に関する英語文
献を読み，心理学，医学及び保健学等の英語論文を読むための英語の
知識を深める。心理支援科学英語購読基礎を引き継ぎ，リスニング，
リーディング，スピーキング，ライティングの英語の４技能及びプレ
ゼンテーション能力という広いコミュニケーション能力を発展させな
がら，個人的に興味のある心理学，医学及び保健学等の英語文献を検
索する技能を身に着け，見つけて入手した文献を読み，内容を英語で
発表して質疑応答ができることを目指す。

心身医学

　本講義では，病気の発症や進行に心理的要因が大きく関わる心身症
等について，環境的要因，ストレス等のメカニズム，治療や再発予防
等について学習する。各論としては，摂食障害，気管支喘息，過敏性
腸症候群，不安障害，小児の心身症，女性への心身医学的アプロー
チ，男性への心身医学的アプローチ，身体表現性障害，不登校，適応
障害を取り上げ，それぞれの疾患の概念，発生機序，症状，経過と予
後，治療などについて学習する。
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薬理学

　当該科目は，公認心理師の養成にあたって開講する必要な科目のう
ち，「22. 精神疾患とその治療」を代替する科目である。精神疾患の
治療において多くの医薬品が，様々な投与方法によって患者様に投与
されている。しかし，「薬は逆さに読むとリスク」と例えられるよう
に，全ての医薬品には目的の効果以外に副作用というリスクがあり，
有害なものもある。従って，薬物治療を効果的かつ安全に行っていく
には，治療に参画する医療スタッフ全員が薬に対する正しい知識をも
つことが必要となる． 本講義では，医薬品の有効性や危険性を認識
し，最善の薬物治療を担うチーム医療の一員に求められる最低限の薬
の知識を学習し，適正な薬物治療に参画できるようになるための素地
を身につけることを目標とする。

衛生学・公衆衛生学

　本講義では，個々人を介して人間集団の健康を維持増進するための
科学，技術である公衆衛生学を学習する。その内容は分野別，ライフ
ステージ別に分けて取り扱う。また，内容によっては医学のみならず
自然科学や社会科学の知識を含めた取り扱いとなる。
1回　感染症，2-3回　産業保健（三管理等，労働衛生法規，労働災害
等），4回　母子保健・学校保健，5回　成人保健，6回　老人保健・
精神保健，7-8回　人口静態統計，9回　疾病統計，10回 衛生統計と
衛生指標，11回　疫学とは，12回　コホート，患者対象研究，13回
疫学方法の特徴，14回　特異度，敏感度，15回　適中率など　につい
て学習する。

疫学

　病気を引き起こす環境要因やその因果関係についての理解を深める
と共に，疫学を用いた原因の特定に関する分析を行う。地域政策を策
定していく上で，疫学を活用する意義を理解する。
　疫学の考え方や基本的な用語を理解から，疾病の原因，疫学的な因
果関係の考え方，アウトブレイク時の疫学，日本で行われている疾病
登録の概要と意義，主な疾患の疫学（疾病の危険因子や防御因子），
社会疫学や政策疫学，ライフコース疫学の概要について学ぶ。

老年看護方法論

　本講義では，老い（老化）とは何かを身体的，心理的，社会的側面
から考察し，高齢者の家庭や社会における役割および健康のレベルに
応じた援助方法を学ぶ。具体的な内容は，次のとおりである。
1.高齢者の健康障害の臨床的特徴，脱水症・熱中症の看護
2.外皮系，呼吸器系，血液・免疫系，内分泌・代謝系などの加齢変化
と影響，掻痒症，感染症の看護
3. 循環器系の加齢変化と影響，睡眠-覚醒リズムの障害，うつ病，せ
ん妄，心不全の看護
4. 腎・泌尿器系の加齢変化と影響，排尿・排便障害の看護
5. 消化器系の加齢変化と影響，摂食・嚥下障害，低栄養の看護
6. 運動器系の加齢変化と影響，転倒，骨粗鬆症・骨折，パーキンソ
ン病の看護
7. 高齢者と災害看護
8. 授業の総括と理解度の確認
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医療リスクマネジメント

　本講義では，医療リスクマネジメントの意義を総合的に理解させる
ために，看護，放射線，臨床検査，理学療法，作業療法の分野各専門
分野で発生した，または発生の可能性のあるリスクを分析し，一般化
し，その予防に対する考え方を醸成させる。過去に国内で発生した医
療事故・医療過誤の実例をもとに，その背景，要因，防止対策を考察
し，法的責任範囲を含めた医療リスクマネジメントの意義と内容につ
いて説明できることを目標レベルとして学びます。

（オムニバス形式/全8回）
（49　高橋康幸/2回）
　放射線領域の医療リスクマネジメントについて講義する。

（50　野戸結花/1回）
　看護領域の医療リスクマネジメントについて講義する。

（89　吉田英樹/1回）
　理学療法領域の医療リスクマネジメントについて講義する。

（118　野坂大喜/2回）
　医療リスクマネジメント総論と臨床検査領域の医療リスクマネジメ
ントについて講義する。

（119　山内寿子/1回）
　医療現場の医療リスクマネジメントについて講義する。

（132　澄川幸志/1回）
　作業療法領域の医療リスクマネジメントについて講義する。

オムニバス方式

発達小児科学

　本講義では，小児の成長・発達および小児期各期の特徴を学び，代
表的小児疾患の疾患概念や治療等について学習する。各論としては，
自閉症スペクトラム障害，注意欠如・多動性障害，限局性学習障害，
発達性協調運動障害などの神経発達障害群，チック障害群，排泄症
群，睡眠－覚醒障害群，食行動障害の他，近年注目されている愛着障
害，虐待についても取り上げる。最後に，まとめとして胎児期から始
まり新生児，小児，思春期を経て成人期へとつながる成育医療につい
ても学ぶことにする。

医療情報学

　本講義では，日本においては，医療財政の破綻と抑制政策，医療の
標準化と質的保証，これらが医療の歴史の必然的なひとつの流れとし
て形成されてきたという背景を踏まえて，医療の標準化や質的保証な
どにおいて，情報がどの様に用いられ，その役割を担っているのかを
学習する。また，エビデンスに基づいた臨床疫学や医療統計学の基礎
と臨床研究への応用，各種学術情報の活用法について学習する。

保健医療心理アセスメント

　保健医療分野において求められる心理アセスメントと医学的診断の
関係性という観点からその目的を理解する。「心理アセスメント」の
実習で身に着けた基本的な態度，記録及び報告，倫理的な配慮を基礎
として，保健医療分野において求められるアセスメント方法について
さらに理解を深める。近年，わが国で標準化されたアセスメント方法
を扱い，基本的な検査手続き，報告書の作成，フィードバックについ
て学習する。

（オムニバス方式/全15回）
（7　足立匡基/7回）
　保健医療分野における心理アセスメントの概説，適応行動のアセス
メント，神経発達症のスクリーニング（質問紙法，面接方）を担当す
る。

（8　高橋芳雄/8回）
　神経発達症のスクリーニング（質問紙法，観察法），認知症・高次
脳機能障害のスクリーニング・症状評価，記憶能力のアセスメント，
精神症状の評価を担当する。

オムニバス方式
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保健医療心理支援演習

　本演習では，臨床心理学演習Ⅰ，Ⅱで学んだ内容を踏まえ，保健医
療領域での心理支援に特化した知識及び技能の習得を目的として，具
体的な場面を想定したロールプレイ，事例検討を中心に演習を進め
る。特に本演習では，保健医療領域で重視される認知行動療法に焦点
を当て，認知行動療法によるケースフォーミュレーション，面接の実
際を習得する。本演習では，保健医療領域を軸に，さまざまな領域で
の多職種との連携，他の専門職に対するコンサルテーションや地域支
援，公認心理師としての職業倫理及び法的義務について事例を通して
学習する。

慢性疾患学

　本講義では，生活習慣病や難病，その他多様な慢性的推移を示す疾
病の原因やメカニズム，治療法等について，医学や保健医療，福祉等
の観点から学習する。各論としては，慢性腎疾患，慢性呼吸器疾患，
慢性心疾患，糖尿病，内分泌疾患，血液疾患，悪性新生物，膠原病，
神経・筋疾患，慢性消化器疾患，皮膚疾患群について取り上げる。こ
れらの疾患に罹患した患者様への他職種連携による長期的な関わり，
さらには末期での関わりなどについても学習する。

生命倫理学

　本講義では，ヒトの生命に関わる医療という観点から，生きること
と死についての概念や定義，その倫理的な現状を学習する。とくに生
殖技術，移植医療，遺伝子技術にかかわるバイオテクノロジーの進歩
による先端医療技術の発展に伴い，新たな生命倫理学的な問題が生じ
ており，今日の医学・医療の問題を考えるための土台を築く。そし
て，患者－医療者関係において，患者の自己決定権の確立，患者の諸
権利を保証するための基礎をなすインフォームド・コンセントの理解
を深める。

救急・蘇生医学

　本講義では，医療従事者として必要な救急・蘇生医学の概念，救急
処置，代表的な救急疾患について学び，その意義，診断・治療・看護
のために必要な知識・技術について学習する。また，病院内外で一次
救命処置を積極的に行うことができる（救命処置に躊躇しない）医療
従事者を育成する。

○救急・蘇生医学の概念，システム，現状について学ぶ。
○一次救命処置(BLS)，二次救命処置(ACLS)，小児･新生児の救命処置
の概略を学ぶ。一次救命処置についてはシミュレーター，医療機器を
用いた実技訓練を行う。
○代表的な救急疾患（内因性，外因性疾患）について病態，診断，治
療・対処，予防に必要な知識・技術を学ぶ。
○病院内外で一次救命処置を積極的に行うことができること（救命処
置に躊躇しない）を目指す。

保健医療地域支援実習

　医学研究科附属子どものこころの発達研究センターや健康未来イノ
ベーションセンターが行う地域支援活動に参加し，保健医療と福祉，
教育が連携して取り組む地域支援活動について，体験的に理解を深め
る。具体的には，大学が市から委託を受けている発達健診事業に参加
し，神経発達症の早期発見と支援，療育から就学に至る連携システム
や，認知症の予防と早期発見，大学が市と取り組む地域包括ケアシス
テムの仕組み作り等について学習する。実習は，事前指導，実習，事
後指導から構成し，実習中は，現場の心理職の指導を受ける。

（オムニバス方式/全30回）
（4　栗林理人/10回）
　オリエンテーションと総括及び，岩木プロジェクト健診に関わる実
習を担当する。

（7　足立匡基/10回）
　オリエンテーションと総括及び，3歳児検診に関わる実習を担当す
る。

（8　髙橋芳雄/10回）
　オリエンテーションと総括及び，5歳児発達健診に関わる実習を担
当する。

オムニバス方式
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教育原理

本講義は，科目名にもあるように，教育を原理的に捉え直すことを目
的とするものである。そもそも教育とは何であるのか，あるいは教え
ることと学ぶことはどういう関係にあるのか等々，我々が何気なしに
これまで受けてきた「教育」という営みを徹底解剖し，その内実を深
く歴史的・思想的な観点から考えていくことにしたい。教育の本質，
機能，目的，方法などについての基本的な考えを理解し，昨今の学校
教育をめぐる課題について，自分なりに深く考えることができるよう
にする。

養護学概論

　本講義では，講義を中心とするがグループ討議や発表も取り入れな
がら，養護の概念と目的・機能・養護の対象について，養護教諭の歴
史や養成制度，子どもの健康課題の変化，専門職の捉え方，学校保健
の歴史から多面的に学ぶ。特に，教育課題との関連で考察を深めてい
く。さらに，養護実践の活動過程について，養護の概念と照らしなが
ら，養護教諭や保健室の機能を中心に考察し，学校現場における養護
実践を分析的に捉えながら学ぶ。

特別な教育的ニーズの理解
とその支援

　本講義では，インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教
育に関する制度や理念についての理解を踏まえ，通常の学級にも在籍
する特別な教育的ニーズのある学習障害（LD），自閉症スペクトラム
（ASD），注意欠如多動性障害（ADHD）等の発達障害に焦点をあて，
障害の定義や行動特性，教育上の基本的な配慮事項等について理解を
深め，児童・生徒の指導や支援について学ぶ。
　また，貧困や異文化・外国籍の児童生徒等，特別な教育的ニーズを
有する子どもの教育課題に焦点を当て，その支援について学ぶ。

（オムニバス方式/全15回）
（52　敦川真樹/8回）
　発達障害・知的障害児の教育環境と促進・阻害因子，APA（Adapted
Physidal Activity），発達障害と発達検査, 特別支援教育の開始と
その範囲，障害者権利条約などについて講義します。

（91　吉田美穂/7回）
　特別な教育的ニーズのある児童生徒の教育課程，個別の教育支援計
画，個別の指導計画の作成と関係機関との連携，特別支援教育での支
援の実際，外国につながる子どもの現状，教育的ニーズ，教育支援の
実際などについて講義します。

オムニバス方式

健康教育概論

　学校保健における健康・安全は，全教職員に理解され，実践される
ことが重要である。近年，児童生徒の心身の健康問題や健康課題は多
岐に渡っている。また学校では予想もしないような事件や事故が発生
するなど安全確保が重要な課題でもある。そこで，児童生徒の心身の
健康の保持増進のための健康教育と健康管理，さらに自他の生命尊重
を基盤とした安全能力の育成を図るための安全教育と安全管理につい
て講義と実習を行う。

（オムニバス方式/全15回）
（53　葛西敦子/3回）
　児童生徒の感染症，学校で気をつけて欲しい児童生徒の病気，学校
における慢性疾患をもつ子どもへの支援などについて講義します。

（54　田中完/2回）
　学校保健･安全と学校教育，保健室の機能と健康・安全教育等につ
いて講義します。

（55　太田誠耕/3回）
　学校における安全・犯罪被害の防止，学校安全と地震と防災，災害
にあった子どものこころのケアなどについて講義します。

（92　新谷ますみ/2回）
　子どもの発育・発達,性教育などについて講義します。

（120　原郁水/2回）
　学校環境衛生の管理，保健教育などについて講義します。

（137　小玉正志/3回）
　児童生徒の健康･安全教育と教職員の役割の講義と救急処置（ＣＰ
Ｒ，ＡＥＤなど）の実習などを行います。

オムニバス方式
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幼児理解と教育相談

　幼児教育の現場で起きるさまざまな問題に適切に対応するために
は，幼児の発達をしっかりと理解していることが必要である。また，
保育者には，子ども・保護者のそれぞれに対して適切な教育相談を行
うことが求められる。この授業では，幼い子どもの発達の理解と教育
相談の基本を併せて学ぶ。さらに，事例を検討するグループワークを
通じて，保育者としての教育相談における基礎的な力を養う。

教職入門

　本講義では，学校という空間を実際に体験するため，市内及び周辺
の高等学校に行き，観察学習を行う。加えて，当該高等学校の教員か
ら，教科指導及び生徒指導に関する講話を聞き，学校教育についての
理解を深める。また，観察学習の内容を共有し，討論することで，学
校教育の実際を体験的に学ぶ。講義や学校観察実習，討論などを通し
て，教職の意義や教員の役割について理解を深め，教職への心構えを
築くことを目的とする。

社会福祉学

　本講義では，社会福祉の基本を学び，個々の問題に最も適した福祉
サービス利用を見つけ，行政機関や施設への橋渡し役となれることを
目指す。
　社会福祉の分野における法律・制度の改正の現状を学び，医療従事
者に必要な社会福祉の関係法律と制度を理解する。本講義で取り上げ
る内容としては，憲法25条「生存権」と社会保障，児童や家庭に対す
る支援・保健福祉医療サービス，低所得者に対する保健医療福祉サー
ビス，障害児・障害者(含む難病者)に対する保健医療福祉サービス，
高齢者に対する保健医療福祉サービス，保健医療福祉連携による地域
活動等である。

セルフケア論

　本講義では，慢性疾患を理解し支えるために必要なセルフマネジメ
ントの理論的背景を学ぶとともに，それらを自分自身や他者に実践的
に活用して学ぶことを目的とする。慢性疾患とともに生きていく人の
セルフケアについての概念を学ぶために，学生自身の自己の健康上の
問題を把握，受容したうえで，問題解決のためのセルフケア能力を育
み，その上で，身体的・精神的・社会的に様々な健康レベルにある人
に対して，どこに問題があるか，強みは何か多角的に分析をするとと
もに，セルフケア能力を身につけていけるよう動機づけをし，受容
し，行動を変容させていくことの重要性を理解して実際的な介入を行
いながら習得する。

保健医療福祉行政論

本講義では，健康な地域づくりを推進する行政のしくみと機能，社会
保障制度(社会保障制度の理念としくみ，医療提供体制，介護保険制
度，社会保障・社会福祉の制度)，保健医療福祉の計画と評価につい
ての基礎的な知識を学ぶ。具体的には，保健医療福祉行政のめざすの
もを理解した上で，保健医療福祉制度の変遷を学び，保健医療福祉行
政の財政の理念としくみを踏まえた後，地域保健の体系や，地方公共
団体での地方自治法に基づく市町村総合計画（基本構想）を柱とす
る，さまざまな分野の計画の推進の仕方について習得する。

社会保障論

　本講義では，社会保障が，どのような「生活上の事故」に遭遇して
も安心，安全に暮らせることを目的として，社会的対応策として整備
されてきたものであることについて学ぶ。また，年金保険，雇用保
険，労災保険，社会扶助，医療保険，介護保険等の具体的な制度設計
についてや医療従事者にとって生活保護の医療扶助，保健・医療制度
や労災制度等のとくに身近な社会保障制度を学ぶ。
　その上で多職種（保健師・社会福祉士・精神保健福祉士等）と協働
して支援にあたる重要性を改めて理解し，実践できることを目指す。

セクシュアリティ論

　本講義では，人間の生と性の基本概念を理解し，多様なセクシュア
リティとについて学ぶ。リプロダクティブヘルス/ライツの視点をも
ちながら，心理的・社会的ジェンダーの概念もふまえて，セクシュア
リティの概念，ライフサイクルにおけるセクシュアリティの発達，セ
クシュアルアイデンティ，性行動，セクシュアリティおよび性に関す
る問題等について理解する。また専門職としての課題や問題解決，援
助について学ぶ。講義には，グループ討議や発表も含む。

福
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経営学入門

　本講義では，公認心理師の活動領域のひとつである産業領域では，
社員の求めるものと企業の求めるもの，どちらかに偏ることなく，両
者をともに尊重することが重要となる。本授業では，企業の求めるも
のを理解するために，経営組織論，地域科学，地域イノベーション
論，現代企業論，経営戦略論，グローバル経営，マーケティングとい
う幅広いテーマの基礎を学ぶ。
　また，こうした経営学に関する基礎的な理解を通して，現実の企業
経営の課題との解決策を分析するための力を養う。

経営戦略論

　公認心理師の活動領域のひとつである産業領域は，社員の求めるも
のと企業の求めるもの，どちらかに偏ることなく，両者をともに理解
する必要がある。本授業では，企業の求めるものを理解するために，
競争戦略論の基本を学ぶ。同じような商品を同じような価格で同じよ
うな場所で販売されているにもかかわらず，その成果(利益・売上)で
みると，とある商品は大きな成果をあげている一方でとある商品はほ
とんど成果をあげらないことがある。なぜこのような現象が生じるの
か，競争戦略の視点から事例に基づきながら考察していく。

経営管理論

　公認心理師の活動領域のひとつである産業領域は，社員の求めるも
のと企業の求めるもの，どちらかに偏ることなく，両者をともに理解
する必要がある。本授業では，企業の求めるものを理解するために，
近年とみに注目を集めている技術経営（MOT）について，その基本的
概念と考え方を学ぶ。近年の日本企業が抱えている課題は，優れた商
品やサービスを創造しているにもかかわらず，それが成果(利益・集
客)につながらないことにある。なぜこのような現象が生じるのか，
どうすればこのような現象を改善することができるのか，事例に基づ
きながら考察していく。

経営組織論

　本講義では，公認心理師の活動領域のひとつである産業領域では，
社員の求めるものと企業の求めるもの，どちらかに偏ることなく，両
者をともに尊重することが重要となる。本授業では，企業の求めるも
のを理解するために，組織デザイン，モチベーション，リーダーシッ
プ，組織文化，組織間関係，組織変革，新制度派組織理論など，経営
組織に関する多様な現象を理解するための理論や概念を学ぶ。
　また，経営組織論の諸概念を用いて，現実の企業組織の課題を分析
し，その解決を提案するための力を養う。

刑事司法論

　本講義では，刑事司法手続きを，裁判手続きだけでなく，事件発生
から犯罪者の社会復帰までを含むものと広く捉えた上で，まずは基本
的な事項について解説をした上で，課題等について考えていく。講義
の前半では，刑事裁判の手続きを定めた「刑事訴訟法」を中心に授業
を進める。ここでは，裁判員制度に関する諸問題や少年事件の手続き
などについても触れることになる。講義の後半は，刑事政策の中のと
くに犯罪者の矯正・更生，あるいは被害者に対する施策などについて
学ぶ。また，安楽死や臓器移植などの生命倫理に関する問題について
も，法的な観点から検討を加えていく。

法学特殊講義

　本講義では，子どもと法律に関する問題の中から「少年非行」
「(両親離婚後の非監護親と子との）面会交流」「児童虐待」を取り
上げる。進め方としては，①各テーマについて家庭裁判所の裁判官・
調査官から現状分析や法的問題などを，実務経験を踏まえながら解説
していただく，②その内容について数名のグループごとに資料収集や
調査を行う，③各グループ内で議論した結果を全体で発表する，④見
解交換を通じて現行制度内での問題への対応と制度改善への提言を検
討する，という手順でそれぞれの問題について理解を深める。
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臨床心理学基礎研究

　本授業では，心理学を実際に行うために必要な計画，調査・実験，
分析等の基本的スキルを身につけることを目指す。受講生は自ら興味
のある分野について，先行研究のレビュー，研究計画の立案，調査・
実験の実施，データ分析，論文執筆を行う。本授業では，基本的に先
行研究の追試研究を行う。授業は受講生が各自の興味にしたがい各教
員のゼミに所属し，ゼミごとに少人数形式で行う。
　
（単独（ゼミごと）/全30回）
（1　宮原資英/30回）
 　障害児・障害者心理学に関して，受講生が自ら追試研究を行える
よう，研究指導する。

（2　小河妙子/30回）
 　基礎心理学に関して，受講生が自ら追試研究を行えるよう，研究
指導する。

（5　安達知郎/30回）
 　家族心理学，学校心理学に関して，受講生が自ら追試研究を行え
るよう，研究指導する。

（6　松田侑子/30回）
 　発達心理学，産業心理学に関して，受講生が自ら追試研究を行え
るよう，研究指導する。

（7　足立匡基/30回）
 　心理アセスメント，福祉心理学に関して，受講生が自ら追試研究
を行えるよう，研究指導する。

（8　髙橋芳雄/30回）
 　心理アセスメント，神経心理学に関して，受講生が自ら追試研究
を行えるよう，研究指導する。

臨床心理学研究

　本授業では，これまでの授業で習得した計画，調査・実験，分析等
の基本的スキルを用いて，自らの興味関心を心理学的に解明するスキ
ルを身につけることを目指す。受講生は自ら興味のある分野につい
て，先行研究のレビュー，研究計画の立案，調査・実験の実施，デー
タ分析，論文執筆を行う。本授業では，自らの興味関心に基づき卒業
研究を行う。授業は受講生が各自の興味にしたがい各教員のゼミに所
属し，ゼミごとに少人数形式で行う。
　
（単独（ゼミごと）/全30回）
（1　宮原資英/30回）
 　障害児・障害者心理学に関して，受講生が自ら追試研究を行える
よう，研究指導する。

（2　小河妙子/30回）
 　基礎心理学に関して，受講生が自ら追試研究を行えるよう，研究
指導する。

（5　安達知郎/30回）
 　家族心理学，学校心理学に関して，受講生が自ら追試研究を行え
るよう，研究指導する。

（6　松田侑子/30回）
 　発達心理学，産業心理学に関して，受講生が自ら追試研究を行え
るよう，研究指導する。

（7　足立匡基/30回）
 　心理アセスメント，福祉心理学に関して，受講生が自ら追試研究
を行えるよう，研究指導する。

（8　髙橋芳雄/30回）
 　心理アセスメント，神経心理学に関して，受講生が自ら追試研究
を行えるよう，研究指導する。

卒
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卒業研究

　心理学的支援を行うためには，人間の心の基本的な動きを理解する
ことだけでなく，支援対象者の心身の動きを理解すること，支援技法
を理解することが必要となる。卒業研究では，臨床心理学に関する多
様なテーマについて，受講生が自らの興味関心にもとづき，研究をす
すめる。教員は研究の実践，指導を行い，先行研究レビュー，研究計
画の立案，調査・実験の実施，データの分析などについて論文指導を
行う。
　
（1　宮原資英）
　障害児・障害者心理学に関する研究指導を行う。

（2　小河妙子）
　基礎心理学に関する研究指導を行う。

（5　安達知郎）
　家族心理学，学校心理学に関する研究指導を行う。

（6　松田侑子）
　発達心理学，産業心理学に関する研究指導を行う。

（7　足立匡基）
　心理アセスメント，福祉心理学に関する研究指導を行う。

（8　髙橋芳雄）
　心理アセスメント，神経心理学に関する研究指導を行う。
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（１）都道府県内における位置関係の図面
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文京町地区（文京町キャンパス）  〒036-8560 青森県弘前市文京町 1 

本町地区（本町キャンパス）    〒036-8564 青森県弘前市本町 66-1 

 

所在地 

（２）最寄り駅からの距離や交通機関がわかる図面 

2



アクセス 

JR 弘前駅～弘前大学文京町地区 約 1.7km 

 徒歩の場合                約２０分 

 タクシーを利用する場合          約 ５分      

 バスを利用する場合            約１５分 

  JR 弘前駅前（中央口）【３番のりば】 

「小栗山・狼森線」または「学園町線」に乗車，【弘前大学前】または【弘大農学生命科学部前】

で下車 

 

JR 弘前駅～弘前大学本町地区 約 2.2km 

 徒歩の場合                約３０分 

 タクシーを利用する場合          約１０分      

 バスを利用する場合            約１５分 

  JR 弘前駅前（中央口）【６番のりば】「駒越線」に乗車，【大学病院前】で下車 

JR 弘前駅前（中央口）【８番のりば】「金属団地・桜ヶ丘線」に乗車，【本町】で下車 

 

 

 弘高下駅～弘前大学文京町地区 約 0.6km 

 弘高下駅で下車し，徒歩の場合       約 ５分  

弘前学院大前駅～弘前大学文京町地区 約 1.0km 

 弘前学院大前駅で下車し，徒歩の場合    約 ７分   

 

弘前学院大前駅～弘前大学本町地区 約 1.0km 

 中央弘前駅で下車し，徒歩の場合      約 ７分   

 

JR 弘前駅から                                     

弘南鉄道 

3



○弘前大学学則（案） 

(平成16年4月1日制定規則第2号)

改正 平成22年7月26日規則第11号

平成22年9月28日規則第14号 平成23年9月28日規則第5号 平成24年2月24日規則第4号 

平成25年2月20日規則第1号 平成25年10月1日規則第10号 平成26年2月14日規則第3号 

平成27年3月20日規則第6号 平成27年9月14日規則第16号 平成27年12月14日規則第29号

平成28年1月27日規則第2号 平成28年3月18日規則第7号 平成28年6月17日規則第15号

平成28年7月15日規則第17号 平成28年9月28日規則第22号 平成29年1月13日規則第1号 

平成29年2月22日規則第3号 平成30年3月26日規則第6号 平成30年9月26日規則第15号

平成30年12月18日規則第18号

目次 

第1章 総則 

第1節 目的，自己評価等及び情報の積極的な提供(第1条－第3条) 

第2節 構成(第4条) 

第3節 収容定員(第5条) 

第2章 学部通則 

第1節 学年，学期及び休業日(第6条－第8条) 

第2節 修業年限(第9条－第11条) 

第3節 教育課程及び履修方法等(第12条－第20条) 

第4節 入学，退学，転学及び除籍(第21条－第35条) 

第5節 休学及び留学(第36条－第40条) 

第6節 卒業，学位及び教育職員免許状(第41条－第43条) 

第7節 授業料(第44条・第45条) 

第8節 科目等履修生，研究生，聴講生及び特別聴講学生(第46条－第50条) 

第9節 学寮及び厚生施設(第51条－第55条) 

第10節 賞罰(第56条・第57条) 

第11節 公開講座，寄附講義，免許状更新講習及び特別の課程(第58条－第61条) 

第12節 その他(第62条) 

附則 

第1章 総則 

第1節 目的，自己評価等及び情報の積極的な提供 

(目的) 

第1条 弘前大学(以下「本学」という。)は，教育基本法(平成18年法律第120号)第7

条の規定に基づき，広く知識を授け，深く専門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及



び応用的能力を展開させ，人類文化に貢献しうる教養識見を備えた人格者を育成する

ことを目的とする。 

(自己評価等) 

第2条 本学は，その教育研究水準の向上を図り，前条の目的及び社会的使命を達成する

ため，本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い，その結

果を公表するものとする。 

2 本学は，前項の点検及び評価の結果について，本学の職員以外の者による検証を行う

よう努めるものとする。 

(情報の積極的な提供) 

第3条 本学は，本学における教育研究活動等の状況について，刊行物への掲載その他広

く周知を図ることができる方法によって積極的に情報を提供するものとする。 

第2節 構成 

(学部及び学科) 

第4条 本学の学部に，次の学科及び課程を置く。 

人文社会科学部 文化創生課程 

   社会経営課程 

教育学部  学校教育教員養成課程

   養護教諭養成課程 

医学部  医学科 

   保健学科 

 心理支援科学科 

理工学部  数物科学科 

   物質創成化学科 

   地球環境防災学科 

   電子情報工学科 

   機械科学科 

   自然エネルギー学科 

農学生命科学部 生物学科 

   分子生命科学科 

   食料資源学科 

   国際園芸農学科 

   地域環境工学科 

2 前項の学部の教育研究組織は，別に定める。 

第3節 収容定員 

(収容定員) 

第5条 収容定員は，別表第1のとおりとする。 



第2章 学部通則 

第1節 学年，学期及び休業日 

(学年) 

第6条 学年は，4月1日に始まり，翌年3月31日に終わる。 

(学期) 

第7条 学年を分けて，次の2学期とする。 

前期4月1日から9月30日まで 

後期10月1日から翌年3月31日まで

(休業日) 

第8条 休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(3) 開学記念日(5月31日) 

(4) 春季休業 

(5) 夏季休業 

(6) 冬季休業 

(7) 学年末休業 

2 前項第4号から第7号までに規定する休業日については，毎年度学長が定める。 

3 第1項に定める休業日以外の臨時の休業日については，その都度学長が定める。休業

日を変更する場合も同様とする。 

第2節 修業年限 

(修業年限) 

第9条 修業年限は，4年とする。 

2 前項の規定にかかわらず，医学部医学科の修業年限は，6年とする。 

第10条 科目等履修生として本学において一定の単位を修得した後に本学に入学する場

合で，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは，

その単位数等に応じて，相当期間を本学の修業年限の2分の1を超えない範囲で前条の

修業年限に通算することができる。 

2 前項の修業年限の通算については，教授会の議を経て学部長が認定する。 

(在学期間) 

第11条 在学期間は，8年を超えることができない。 

2 前項の規定にかかわらず，医学部医学科の在学期間は，第1年次及び第2年次，第3

年次及び第4年次並びに第5年次及び第6年次のそれぞれについて，通算して4年を超

えることができない。 

第3節 教育課程及び履修方法等 

(授業科目の区分) 



第12条 授業科目の区分は，教養教育科目及び専門教育科目とする。 

(特定課題等に関するプログラム) 

第12条の2 本学に，各学部等が編成する教育課程のほか，特定課題等に関する体系的

な学習プログラムを置くことができる。 

2 前項に関し必要な事項は，別に定める。 

(修得単位及び履修方法) 

第13条 卒業に必要な単位数は，124単位以上とする。 

2 前項の規定にかかわらず，医学部医学科の卒業に必要な単位数は，225単位以上とす

る。ただし，教育上必要と認められる場合には，修得すべき単位の一部の修得につい

て，これに相当する授業時間の履修をもって代えることができる。 

3 第12条に定める授業科目の単位数及び履修方法については，専門教育科目については

各学部の教授会の議を経て，教養教育科目については教育研究評議会の議を経て，学

長が定める。 

(単位の計算方法) 

第14条 授業科目の単位数は，1単位45時間を標準とし，授業の方法に応じ，次の基準

によって計算する。 

(1) 講義及び演習については，15時間から30時間までの範囲の時間をもって1単位

とする。 

(2) 実験，実習及び実技については，30時間から45時間までの範囲の時間をもって1

単位とする。 

2 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，

これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には，こ

れらに必要な学修等を考慮して，各学部教授会の議を経て学長が単位数を定める。 

(他学部の授業の履修) 

第15条 学生は，他学部の授業を履修することができる。その場合，所属学部長を経て

当該学部長の許可を得なければならない。 

(大学院の授業の履修) 

第15条の2 学生は，本学大学院に進学を希望する場合で，かつ，所属学部が教育上有

益と認めるときは，当該研究科の授業（大学院の学生を対象とするものに限る。以下

この条において同じ。）を履修することができる。その場合，所属学部長を経て学生

が進学を希望する当該研究科長の許可を得なければならない。 

2 前項の履修に関し必要な事項は，別に定める。 

(単位の授与) 

第16条 学長は，授業科目を履修した者に対しては，試験のうえ，合格した者に単位を

与える。 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等) 



第17条 学部長は，教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学との協議に基づ

き，学生が当該大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，

本学の定めるところにより60単位(授業時間の履修をもって単位の修得に代える授業科

目については，これに相当する授業時間数。次条第2項及び第19条第3項において同

じ。)を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこと

ができる。 

2 前項の規定は，休学期間中に外国の大学又は短期大学において授業科目を履修する場

合，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修

する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するも

のの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

3 前2項に関して必要な事項は，各学部で定める。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第18条 学部長は，教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校

の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を，教授会の議を経て，

本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

2 前項により与えることができる単位数は，前条第1項により修得したものとみなす単

位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

3 前2項に関して必要な事項は，各学部で定める。 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第19条 学部長は，教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短

期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において修得した単位(大学設置基準(昭和3

1年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生及び弘前大学高大連携公開講座規

程（平成19年規程第1号）第3条に定める受講者として修得した単位を含む。)を教授

会の議を経て，本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したもの

とみなすことができる。 

2 学部長は，教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第1項

に規定する学修を，教授会の議を経て，本学における授業科目の履修とみなし，単位

を与えることができる。 

3 前2項により修得したものとみなし，又は与えることができる単位数は，編入学及び

転学等の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第17条第1

項及び前条第1項により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないも

のとする。 

4 前3項に関して必要な事項は，各学部で定める。 

(成績) 



第20条 授業科目の履修成績は，秀，優，良，可，不可の評語で表わし，可以上を合格

とする。 

第4節 入学，退学，転学及び除籍 

(入学等の許可) 

第21条 入学，退学，編入学，転学及び再入学については，教授会の議を経て学長が許

可する。 

(入学の時期) 

第22条 入学の時期は，学年の初めから30日以内とする。ただし，編入学及び再入学の

場合は，この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず，学年の途中においても，学期の区分に従い，入学させるこ

とができる。 

(入学資格) 

第23条 入学資格を有する者は，次の各号の一に該当するものとする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により

これに相当する学校教育を修了した者 

(3) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者 

(4) 外国において，学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定したもの 

(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒

業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格

検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含

む。) 

(8) 個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると教

授会の議を経て学長が認めた者で，18歳に達したもの 

(入学志願) 

第24条 入学を志願する者は，入学願書に別表第2に定めるところによる検定料及び別

に定める書類を添えて，所定の期間内に本学に提出しなければならない。 

2 既納の検定料は，返付しない。ただし，次の各号に掲げる場合にあっては，指定の期

日までにおける当該者の申し出により，当該各号に定める額を返付する。 



(1) 第 25条による入学者の選抜方法が，出願書類等による選抜(以下「第1段階目の

選抜」という。)を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2

段階目の選抜」という。)を行うもの（以下「2段階選抜」という。）であって，第

1段階目の選抜で不合格となった場合 第2段階目の選抜に係る額 

(2) 大学入試センター試験の受験科目の不足等により，出願資格を有さない者である

ことが判明した場合 第2段階目の選抜に係る額に相当する額 

(3) 納付後において，次条の規定により検定料を免除された場合 当該検定料の全額 

(検定料の免除) 

第24条の2 前条第1項の規定にかかわらず，自然災害等特別の事情により，経済的負

担の軽減を要すると認められる者にあっては，検定料を免除することがある。 

2 検定料の免除に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学者の選抜) 

第25条 入学者の選抜は，調査書，学力検査及びその他の能力・適性等に関する検査等

により行う。 

(編入学) 

第26条 本学に編入学することができる者は，次の各号の一に該当する者とし，選考の

うえ，学長が許可する。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

(3) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定め

る基準を満たすものに限る。)を修了した者 

(4) 大学に2年以上在学し，所定の単位を修得した者 

(5) 高等学校，中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の専攻科の課程（修業年限

が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）

を修了した者 

(6) 外国において，学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程によ

る学校教育の期間を含む。)を修了した者 

(7) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における14年以上の課程を修了した者 

(8) 我が国において，外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育におけ

る14年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定す

るものの当該課程を修了した者 

(9) その他前各号に定める者と同等以上の学力があると教授会の議を経て学部長が認

めた者 



2 前項の規定による編入学のほか本学に編入学を志願する者があるときは，定員に欠員

がある場合に限り，選考のうえ，学長が許可する。 

3 編入学に際しては，第24条(第2項ただし書を除く。)，第25条，第29条及び第31

条の規定を準用する。 

4 編入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び在学期間の通算については，教授会

の議を経て，学部長が認定する。 

(転学) 

第27条 本学に転学を志願する者があるときは，欠員がある場合に限り，選考のうえ，

学長が許可する。 

2 転学に際しては，前条第3項及び第4項の規定を準用する。 

(再入学) 

第28条 第32条の規定により，いったん退学した者又は第35条第3号若しくは第4号

の規定により除籍された者で，再入学を願い出た者があるときは，選考のうえ，学長

が許可する。 

2 再入学に際しては，第26条第3項及び第4項の規定を準用する。 

3 前項に定めるもののほか，再入学に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学手続) 

第29条 入学者として選抜された者は，指定の期日までに所定の書類を提出するととも

に，別表第2に定めるところによる入学料を納付しなければならない。 

2 既納の入学料は，いかなる事情があっても返付しない。 

3 入学の許可は，第1項の手続を完了した者に対して行う。 

(入学料の免除又は徴収猶予) 

第30条 学長は，特別な事情により入学料の納付が著しく困難な学生及び経済的理由に

よって入学料の納付期限までに納付が困難な学生に対し，別に定めるところにより，

入学料の全部又は一部を免除し，又はその徴収を猶予することがある。 

(入学許可の取消し) 

第31条 学長は，第29条第1項の提出書類に虚偽又は不正があった場合には，入学を取

消す。 

(退学，転学) 

第32条 退学又は他の学校に転学あるいは入学しようとする者は，理由を明記して学長

に願い出なければならない。 

(転学部) 

第33条 学内で，他の学部に転じようとする者があるときは，転出及び転入する学部の

教授会の議を経て，学長が許可する。 

(転学科) 



第34条 学部内で，他の学科に転じようとする者があるときは，教授会の議を経て，学

部長が許可する。 

(除籍) 

第35条 次の各号の一に該当する者は，教授会の議を経て学長が除籍する。 

(1) 第 11条に定める在学期間を超える者 

(2) 第 38条第2項に定める休学期間を超えてもなお修学できない者 

(3) 授業料の納付を怠り，督促を受けてもなお納付しない者 

(4) 入学料の免除を申請し，不許可になつた者又は半額免除を許可された者並びに入

学料の徴収猶予を申請し，許可された者で，指定の期日まで納付すべき入学料を納

付しない者 

(5) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者 

第5節 休学及び留学 

(長期欠席) 

第36条 病気その他の理由により，引き続き1か月以上欠席しようとする者は，期間及

び理由を明記して当該学部長に願い出なければならない。 

2 前項の欠席理由が病気による場合には，医師の診断書を添えなければならない。 

(休学) 

第37条 病気その他の理由により，引き続き3か月以上出席することができない者は，

願い出により当該学部長の許可を得て休学することができる。 

2 前項の休学理由が病気による場合には，医師の診断書を添えなければならない。 

3 欠席が3か月以上にわたるときは，当該学部長は休学を命ずることがある。 

(休学期間) 

第38条 休学の期間は，1年以内とする。ただし，特別の事情がある者は，願い出によ

り当該学部長の許可を得て，引き続き休学することができる。 

2 休学期間は，通算してその学部の修業年限を超えることができない。 

3 休学期間は，在学期間に算入しない。 

(復学) 

第39条 学部長は，休学を許可された期間内であっても，その理由が消滅したときは，

願い出により復学を許可することができる。 

(留学) 

第40条 学長は，教育上有益と認めるときは，教授会の議を経て外国の大学との協議に

基づき，学生を当該大学に留学させることができる。 

2 前項の規定により留学した場合には，第17条の規定を準用する。 

3 留学した期間は，第9条の修業年限に算入する。 

第6節 卒業，学位及び教育職員免許状 

(卒業) 



第41条 本学に4年以上在学し，所定の単位を修得した者には，教授会の議を経て学長

が卒業を認定する。 

2 前項の規定にかかわらず，医学部医学科にあつては，本学に6年以上在学し，所定の

単位を修得した者には，教授会の議を経て学長が卒業を認定する。 

(学位) 

第42条 学長は，前条により卒業を認定された者には，弘前大学学位規則(平成16年規

則第4号)の定めるところにより，学士の学位を授与する。 

(教育職員免許状) 

第43条 本学において，教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭

和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得したときに取得できる教育職員

免許状の種類，教科は，各学部の定めるところによる。 

第7節 授業料 

(授業料) 

第44条 授業料は，別表第2の定めるところによる額とし，年額の2分の1に相当する

額を，それぞれ次の2期に納付しなければならない。 

前期 4月

後期 10月

2 前項の規定にかかわらず，学生の申出により，前期に係る授業料を納付するときに，

当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。 

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第1項の規定にかかわら

ず，入学を許可される者の申出により，入学を許可するときに納付することができる。 

4 既納の授業料は，返付しない。ただし，次の各号に該当する場合は，当該授業料を納

付した者の申出により，当該授業料相当額を返付する。 

(1) 第2項の規定により授業料を納付した者が，後期分授業料の徴収時期前に休学又

は退学した場合 

(2) 前項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の3月31日までに入

学を辞退した場合 

(授業料の免除又は徴収猶予) 

第45条 学長は，経済的理由によって授業料の納付が困難な学生に対し，別に定めると

ころにより，授業料の全部又は一部を免除し，又はその徴収を猶予することがある。 

2 前項の規定にかかわらず，各部局長の申請に基づき，学長が授業料を免除し，又はそ

の徴収を猶予することがある。 

第8節 科目等履修生，研究生，聴講生及び特別聴講学生 

(科目等履修生) 

第 46 条 本学学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは，

教授会の議を経て，学長は科目等履修生として入学を許可する。 



2 科目等履修生として入学できる者は，第23条に定められた資格を有する者で，所定の

試験に合格した者とする。 

3 科目等履修生として入学しようとする者は，所定の期日までに科目等履修生入学願書

に履歴書，検定料及び別に指定する書類を添えて，当該学部長を経て学長に提出しな

ければならない。 

4 入学の時期は，学年又は学期の初めとする。 

5 検定料，入学料及び授業料の額は，別表第2に定めるところによる。 

6 科目等履修生として選抜された者は，指定の期間内に入学料を納付しなければならな

い。 

7 授業料は，第44条第1項から第3項までの規定に準じて納付しなければならない。 

8 既納の検定料，入学料及び授業料は，返付しない。ただし，授業料については，第44

条第4項の規定を準用する。 

9 履修した授業科目について，試験を受け合格した者には，所定の単位を与え，当該学

部長が単位修得証明書を交付する。 

(研究生) 

第47条 本学教員の指導を受けて特定の専門分野を研究しようとする者があるときは，

教授会の議を経て，学長は研究生として入学を許可する。 

2 研究生の入学資格は，教授会が，大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力がある

と認めた者とする。 

3 研究生として入学しようとする者は，研究生入学願書，履歴書，検定料及び別に指定

する書類を添えて，当該学部長を経て学長に提出しなければならない。 

4 入学の時期は，学年又は学期の初めとする。 

5 検定料，入学料及び授業料の額は，別表第2に定めるところによる。 

6 研究生として選抜された者は，指定の期間内に入学料を納付しなければならない。 

7 授業料は，第44条第1項から第3項の規定に準じて納付しなければならない。 

8 既納の検定料，入学料及び授業料は，返付しない。ただし，授業料については，第44

条第4項の規定を準用する。 

9 研究生には，願い出により，当該学部長が，その研究事項につき証明書を交付する。 

(聴講生) 

第48条 本学の授業を聴講しようとする者があるときは，教授会の議を経て，学長は聴

講生として入学を許可する。 

2 聴講生として入学できる者は，第23条に定められた資格を有する者で，所定の試験に

合格した者とする。 

3 聴講生として，入学しようとする者は，所定の期日までに聴講生入学願書，履歴書，

検定料及び別に指定する書類を添えて，当該学部長を経て学長に提出しなければなら

ない。 



4 入学の時期は，学年又は学期の初めとする。 

5 検定料，入学料及び授業料の額は，別表第2に定めるところによる。 

6 聴講生として選抜された者は，指定の期間内に入学料を納入しなければならない。 

7 授業料は，第44条第1項から第3項の規定に準じて納付しなければならない。 

8 既納の検定料，入学料及び授業料は，返付しない。ただし，授業料については，第44

条第4項の規定を準用する。 

9 聴講生には，願い出により，当該学部長が，その聴講事項につき証明書を交付する。 

(特別聴講学生) 

第49条 他の大学若しくは外国の大学又は高等専門学校の学生で，本学の授業科目の履

修を希望する者があるときは，当該大学又は高等専門学校との協議に基づき，教授会

の議を経て，学長は特別聴講学生として入学を許可することができる。 

(その他の定め) 

第50条 科目等履修生，研究生，聴講生及び特別聴講学生については，この規則に定め

るもののほか別に定める。 

第9節 学寮及び厚生施設 

(学寮及び厚生施設) 

第51条 本学に学寮及び厚生施設を置く。 

2 学寮及び厚生施設に関し必要な事項は，別に定める。 

第52条から第55条まで 削除 

第10節 賞罰 

(表彰) 

第56条 学生として表彰に値する行為があるときは，学部長の申出により，学長が表彰

する。 

(懲戒) 

第57条 本学の規則等に違反し，又は学生の本分を守らない者があるときは，学部長の

申出により学長が懲戒する。 

2 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。 

第11節 公開講座，寄附講義，免許状更新講習及び特別の課程 

(公開講座) 

第58条 社会人の教養を高め，文化の向上に資するため，本学に公開講座を設けること

ができる。 

2 公開講座に関し必要な事項は，別に定める。 

(高大連携公開講座) 

第 58 条の 2 本学に高等学校と連携して行う公開講座(次項において「高大連携公開講座」

という。)を設けることができる。 

2 高大連携公開講座に関し必要な事項は，別に定める。 



(寄附講義) 

第59条 本学の学部又は学科に，民間等からの寄附金又は講義担当者の派遣による寄附

講義を開設することができる。 

2 寄附講義に関し必要な事項は，別に定める。 

(免許状更新講習) 

第60条 本学に教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の3の規定に基づく免許

状更新講習を開設することができる。 

2 免許状更新講習に関し必要な事項は，教育学部が別に定める。 

(特別の課程) 

第61条 学長は，学校教育法（昭和22年法律第26号）第105条に規定する特別の課程

として本学の学生以外の者を対象とした履修証明プログラムを編成し，これを修了し

た者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

2 履修証明プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

第12節 その他 

(学則等の改廃) 

第62条 この学則を改廃するときは，役員会の議を経なければならない。 

2 この学則に基づき，各学部で定める事項は，教育研究評議会の議を経るものとする。 

附 則 

1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。 

2 廃止前の弘前大学学則(昭和40年規則第3号)は，この規則の施行にかかわらず，平成

16年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成

16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転学又は再入学する者が本

学に在学しなくなる日までの間，なおその効力を有する。 

附 則 

1 この規則は，平成17年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成17年度から平成19年度までの人文学部

及び本学の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 課程 平成17年度平成18年度平成19年度

人文学部

人間文化課程 436 444 452 

現代社会課程 110 220 330 

経済経営課程 120 240 360 

合計
平成17年度平成18年度平成19年度

5,006 5,244 5,482 



3 改正後の第4条の規定にかかわらず，人文学部の情報マネジメント課程及び社会シス

テム課程は，平成17年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる

日までの間存続するものとし，平成17年度から平成19年度までの当該課程の収容定員

は，次のとおりとする。 

学部 課程 平成17年度平成18年度平成19年度

人文学部
情報マネジメント課程 378 252 126 

社会システム課程 336 224 112 

附 則 

この規則は，平成17年4月18日から施行し，改正後の規定は，平成17年4月1日か

ら適用する。 

附 則 

この規則は，平成17年6月20日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成17年12月1日から施行する。 

附 則 

1 この規則は，平成18年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成18年度から平成20年度までの理工学部

及び本学の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科 平成18年度平成19年度平成20年度

理工学部

数理科学科 40 80 120 

物理科学科 40 80 120 

物質創成化学科 46 92 138 

地球環境学科 238 236 234 

電子情報工学科 58 116 174 

知能機械工学科 58 116 174 

学部共通 20 20 20 

合計
平成18年度平成19年度平成20年度

5,000 5,240 5,480 

3 改正後の第 4 条の規定にかかわらず，理工学部の数理システム科学科，物質理工学科，

電子情報システム工学科及び知能機械システム工学科は，平成18年3月31日に当該学



科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとし，平成18年

度から平成20年度までの当該学科の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科 平成18年度平成19年度平成20年度

理工学部

数理システム科学科 120 80 40 

物質理工学科 240 160 80 

電子情報システム工学科 180 120 60 

知能機械システム工学科 180 120 60 

4 医学部医学科の平成17年度以前の入学者及び平成17年度以前の入学者の属する年次

に編入学，転学又は再入学する者については，改正後の第13条第2項の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

附 則 

1 この規則は，平成19年4月1日から施行する。ただし，第1条の改正規定は，平成1

9年2月19日から施行し，改正後の第1条の規定は，平成18年12月22日から適用す

る。 

2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学

又は再入学する者については，改正後の第20条の規定にかかわらず，なお従前の例に

よる。 

附 則 

1 この規則は，平成20年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成20年度から平成22年度までの農学生命

科学部の収容定員並びに平成20年度から平成24年度までの医学部医学科及び本学の収

容定員は，次のとおりとする。 

なお，医学部医学科における10名の入学定員増については平成29年度入学者までと

する。 

学部 学科 平成20年度平成21年度平成22年度

農学生命科学部

生物学科 40 80 120 

分子生命科学科 40 80 120 

生物資源学科 35 70 105 

園芸農学科 40 80 120 

地域環境工学科 30 60 90 

学部 学科 平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度

医学部医学科 570 580 590 600 610 



大学平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度

合計 5,175 5,370 5,565 5,760 5,770 

3 改正後の第4条の規定にかかわらず，農学生命科学部の生物機能科学科，応用生命工

学科，生物生産科学科及び地域環境科学科は，平成20年3月31日に当該学科に在学す

る者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとし，平成20年度から平成

22年度までの当該学科の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科 平成20年度平成21年度平成22年度

農学生命科学部

生物機能科学科 120 80 40 

応用生命工学科 150 100 50 

生物生産科学科 165 110 55 

地域環境科学科 120 80 40 

附 則 

この規則は，平成20年12月22日から施行し，改正後の規定は，平成20年4月1日か

ら適用する。 

附 則 

この規則は，平成21年2月9日から施行する。 

附 則 

1 この規則は，平成21年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成21年度から平成25年度までの医学部医

学科及び本学の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科 平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度

医学部医学科 590 610 630 650 670 

合計
平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度

5,750 5,770 5,790 5,810 5,830 

附 則 

1 この規則は，平成22年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成22年度における3年次編入学定員の医学

部医学科の欄については，20名とする。 

3 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成22年度から平成26年度までの医学部医

学科及び本学の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科 平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度

医学部医学科 635 660 685 710 725 



合計
平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度

5,795 5,820 5,845 5,870 5,885 

附 則(平成22年7月26日規則第11号) 

この規則は，平成22年7月26日から施行する。 

附 則(平成22年9月28日規則第14号) 

この規則は，平成22年9月28日から施行する。 

附 則(平成23年9月28日規則第5号) 

この規則は，平成23年9月28日から施行する。 

附 則(平成24年2月24日規則第4号) 

この規則は，平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年2月20日規則第1号) 

1 この規則は，平成25年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成25年度から平成29年度までの医学部医

学科及び本学の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科 平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度

医学部医学科 712 729 736 738 740 

合計   
平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度

5,872 5,889 5,896 5,898 5,900 

附 則(平成25年10月1日規則第10号) 

この規則は，平成25年10月1日から施行する。 

附 則(平成26年2月14日規則第3号) 

1 この規則は，平成26年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成26年度から平成30年度までの医学部医

学科及び本学の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科 平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度

医学部医学科 734 746 753 760 767 

合計   平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度



5,894 5,906 5,913 5,920 5,927 

3 平成25年度以前の入学者及び平成25年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学

又は再入学する者については，改正後の第13条第2項の規定にかかわらず，なお，従

前の例による。 

附 則(平成27年3月20日規則第6号) 

この規則は，平成27年3月20日から施行する。 

附 則(平成27年9月14日規則第16号) 

この規則は，平成27年10月1日から施行する。 

附 則(平成27年12月14日規則第29号) 

1 この規則は，平成28年4月1日から施行する。 

2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学

又は再入学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。 

附 則(平成28年1月27日規則第2号) 

この規則は，平成28年4月1日から施行する。ただし，改正後の第24条第3項の規定

は，平成28年1月27日から施行する。  

附 則(平成28年3月18日規則第7号) 

1 この規則は，平成28年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第 1 の規定にかかわらず，平成 28 年度から平成 30 年度までの人文学部，

教育学部，理工学部及び農学生命科学部の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科・課程 平成28年度平成29年度平成30年度

人文社会科学部
文化創生課程 110 220 330

社会経営課程 155 310 465

教育学部 
学校教育教員養成課程 585 590 595

養護教諭養成課程 95 90 85

理工学部 

数物科学科 78 156 236

物質創成化学科 190 196 203

地球環境防災学科 65 130 197

電子情報工学科 229 226 225

機械科学科 80 160 242

自然エネルギー学科 30 60 91

農学生命科学部
食料資源学科 55 110 165

国際園芸農学科 50 100 150



3 改正後の第4条の規定にかかわらず，人文学部の人間文化課程，現代社会課程及び経

済経営課程，教育学部の生涯教育課程，理工学部の数理科学科，物理科学科，地球環

境学科及び知能機械工学科並びに農学生命科学部の生物資源学科及び園芸農学科は，

平成28年3月31日に当該学科及び課程に在学する者が当該学科及び課程に在学しなく

なる日までの間存続するものとし，平成28年度から平成30年度までの当該学科の収容

定員は，次のとおりとする。 

学部 学科・課程 平成28年度平成29年度平成30年度

人文学部 

人間文化課程 345 230 115

現代社会課程 330 220 110

経済経営課程 360 240 120

教育学部 生涯教育課程 210 140 70

理工学部 

数理科学科 120 80 40

物理科学科 120 80 40

地球環境学科 174 116 58

知能機械工学科 174 116 58

学部共通 20 20 10

農学生命科学部
生物資源学科 105 70 35

園芸農学科 120 80 40

附 則(平成28年6月17日規則第15号) 

この規則は，平成28年6月17日から施行し，改正後の規定は，平成28年4月1日か

ら適用する。 

附 則(平成28年7月15日規則第17号) 

この規則は，平成28年7月15日から施行する。 

附 則(平成28年9月28日規則第22号) 

この規則は，平成28年10月1日から施行する。 

附 則(平成29年1月13日規則第1号) 

この規則は，平成29年4月1日から施行する。 

附 則(平成29年2月22日規則第3号) 

1 この規則は，平成29年4月1日から施行する。 

2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学

又は再入学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。 



附 則(平成30年3月26日規則第6号) 

1 この規則は，平成30年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成30年度及び平成31年度の医学部医学科

の入学定員は，112名とする。 

3 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成30年度から平成36年度までの医学部医

学科及び本学の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科
平成30年

度 

平成31年

度 

平成32年

度 

平成33年

度 

平成34年

度 

平成35年

度 

平成36年

度 

医学

部 

医学

科 
767 772 745 718 691 664 637

合計
平成30年

度 

平成31年

度 

平成32年

度 

平成33年

度 

平成34年

度 

平成35年

度 

平成36年

度 

5,747 5,692 5,665 5,638 5,611 5,584 5,557

附 則(平成30年9月26日規則第15号) 

この規則は，平成30年9月26日から施行する。 

附 則(平成30年12月18日規則第18号) 

この規則は，平成31年4月1日から施行する。 



附 則 

1 この規則は，平成32年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成32年度から平成34年度までの教育学部

学校教育教員養成課程及び医学部心理支援科学科の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科・課程 平成32年度平成33年度平成34年度

教育学部学校教育教員養成課程 590 580 570

医学部 心理支援科学科 10 20 30

別表第1(第5条関係) 

学部 学科・課程 
入学定

員 

第2年次編入学

定員 

第3年次編入学

定員 

収容定

員 

人文社会科学

部 

文化創生課程 110 440

社会経営課程 155 620

教育学部 

学校教育教員養成

課程 
140 560

養護教諭養成課程 20 80

医学部 

医学科 85 20 610

保健学科  

 看護学専攻 80 10 340

 放射線技術科学

専攻 
40 5 170

 検査技術科学専

攻 
40 5 170

 理学療法学専攻 20 5 90

 作業療法学専攻 20 5 90

心理支援科学科 10 40

理工学部 

数物科学科 78 2 316

物質創成化学科 52 1 210

地球環境防災学科 65 2 264

電子情報工学科 55 2 224

機械科学科 80 2 324

自然エネルギー学

科 
30 1 122



農学生命科学

部 

生物学科 40 160

分子生命科学科 40 160

食料資源学科 55 220

国際園芸農学科 50 200

地域環境工学科 30 120

合計   1,295 20 40 5,530

別表第2 

学部等における検定料，入学料及び授業料 

区分 検定料入学料 授業料 

学部 円 円年額 円 

  17,000282,000 535,800

科目等履修生    1単位あたり

  9,800 28,200 14,800

研究生     月額 

  9,800 84,600 29,700

聴講生     1単位あたり

  9,800 28,200 14,800

備考  

1 2段階選抜に係る検定料の額は，第1段階目の選抜にあっては4,000円と，第2

段階目の選抜にあっては13,000円とする。 

2 第26条から第28条に規定する編入学，転学及び再入学に係る検定料の額は，30,

000円とする。 

3 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額は，上記の表に定める額にかかわら

ず，入学時の授業料の額とする。 



弘前大学学則の一部改正（案）について

１．趣旨 

本学において，医学部心理支援科学科の設置等を行うことに伴い，所要の改正を行

う。 

２．概要 

 関係条項に「医学部心理支援科学科」に係る規定を加え，「教育学部学校教育教員養

成課程」の入学定員を変更するとともに，「医学部心理支援科学科」及び「教育学部学

校教育教員養成課程」に係る入学定員，収容定員等を改める。 

３．施行日 

 平成３２年４月１日施行 
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弘前大学学則の一部改正（案）

改  正  後 現     行 

第1章 総則 

(学部及び学科) 

第4条 本学の学部に，次の学科及び課程を置く。 

人文社会科学部  （略） 

教育学部  （略） 

医学部  医学科 

   保健学科 

 心理支援科学科 

理工学部  （略） 

農学生命科学部  （略） 

2 （略） 

附 則 

1 この規則は，平成32年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず，平成32年度から平成34年度までの教育学部学校教育教員 

養成課程及び医学部心理支援科学科の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科・課程 平成32年度 平成33年度 平成34年度 

教育学部 学校教育教員養成課程 590 580 570

医学部 心理支援科学科 10 20 30

第1章 総則 

(学部及び学科) 

第4条 本学の学部に，次の学科及び課程を置く。 

人文社会科学部  （略） 

教育学部  （略） 

医学部  医学科 

   保健学科 

 （新設）

理工学部  （略） 

農学生命科学部  （略） 

2 （略） 
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別表第1(第5条関係) 

学部 学科・課程 
入学 

定員 

第2年次 

編入学定員

第3年次 

編入学定員

収容 

定員 

人文社会科学部 
文化創生課程 110 440

社会経営課程 155 620

教育学部 
学校教育教員養成課程 140 560

養護教諭養成課程 20 80

医学部 

医学科 85 20 610

保健学科  

 看護学専攻 80 10 340

 放射線技術科学専攻 40 5 170

 検査技術科学専攻 40 5 170

 理学療法学専攻 20 5 90

 作業療法学専攻 20 5 90

心理支援科学科 10 40

理工学部 

数物科学科 78 2 316

物質創成化学科 52 1 210

地球環境防災学科 65 2 264

電子情報工学科 55 2 224

機械科学科 80 2 324

自然エネルギー学科 30 1 122

農学生命科学部 

生物学科 40 160

分子生命科学科 40 160

食料資源学科 55 220

国際園芸農学科 50 200

地域環境工学科 30 120

合計   1,295 20 40 5,530

別表第1(第5条関係) 

学部 学科・課程 
入学 

定員 

第2年次 

編入学定員

第3年次 

編入学定員

収容 

定員 

人文社会科学部 
文化創生課程 110 440

社会経営課程 155 620

教育学部 
学校教育教員養成課程 150 600

養護教諭養成課程 20 80

医学部 

医学科 85 20 610

保健学科  

 看護学専攻 80 10 340

 放射線技術科学専攻 40 5 170

 検査技術科学専攻 40 5 170

 理学療法学専攻 20 5 90

 作業療法学専攻 20 5 90

（新設） 

理工学部 

数物科学科 78 2 316

物質創成化学科 52 1 210

地球環境防災学科 65 2 264

電子情報工学科 55 2 224

機械科学科 80 2 324

自然エネルギー学科 30 1 122

農学生命科学部 

生物学科 40 160

分子生命科学科 40 160

食料資源学科 55 220

国際園芸農学科 50 200

地域環境工学科 30 120

合計   1,295 20 40 5,530
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１．設置の趣旨及び必要性 

（１）医学部心理支援科学科の設置の趣旨及び必要性 

 ア 設置の趣旨及び社会的背景 

  弘前大学は“世界に発信し，地域と共に創造する”をスローガンとし，教育及び研

究の成果を社会に還元するため，イノベーション創出と人材養成を通して地域活性化

の中核的拠点となることを目指している。 

現在，本学は，教育研究組織として５学部（人文社会科学部，教育学部，医学部，

理工学部，農学生命科学部），７大学院研究科（人文社会科学，教育学，医学，保健

学，理工学，農学生命科学，地域社会），２附置研究所（被ばく医療総合，地域戦略）

を有している。このうち，医学部は，医学科と保健学科の２学科で構成されている。

医学部医学科では，豊かな人間性と高度の医学知識に富み，広い視野と柔軟な思考力

をもって社会的役割を的確に果たすことができる人材の養成を目的としている。また，

医学部保健学科では，保健医療の高度な知識及び技術を修得し，豊かな人間性と問題

解決能力を備え，創造性，独創性と国際的視野を有し，社会で活躍できる人材の養成

を目的としている。このように医学部では，医学・保健医療の知識・技術により社会

に貢献する人材を養成しているが，近年，急速な社会構造の変化，複雑化に伴い，こ

ころの支援を必要とする子どもから高齢者に至るまで各年齢層において増加している

ため，これに対応する人材の養成が喫緊の課題となっている。 

わが国において，こころの支援が求められる諸問題としては，ストレスに関連した

問題・不適応（育児，就学，就労に関わるストレス），ストレスに伴う精神的な障害

（うつ病，自殺，PTSD），発達・教育上の問題や障害（自閉スペクトラム症，注意欠

如・多動性障害などの発達障害，不登校，ひきこもり，いじめ），子どもの逸脱行動

や養育保護環境の問題（非行，虐待），高齢化に伴う問題（認知症の増加，退職後の

生活不安），自然・人的災害（災害による被災者や犯罪被害者のこころのケア）など，

多岐にわたる。このような国民の心の健康問題の複雑かつ多様化を背景として，国と

しても心理職の国家資格化が必要であると判断され，2015 年度に公認心理師法が成立

し，2018 年９月には第１回の国家試験が実施され，2019 年には，新たな国家資格を有

する公認心理師が誕生したところである。 

とりわけ医学・保健医療分野において心理支援職が求められる領域は，これまで精

神科や心療内科が対象としてきた精神障害・認知症及び心身症から，がん患者に対す

る緩和ケア，周産期医療における母子支援，遺伝子医療における倫理面でのこころの

支援，生活習慣病などの慢性疾患を抱える患者に対する心理的支援などへと拡大して

おり，このような多領域にわたるチーム医療の中で活躍できる高度な知識と技能を有

した心理支援職の存在，心理学・臨床心理学に基づくこころの支援が求められている。 

また，ここ 10 年で国際基準の発達障害のアセスメントツールが翻訳され使用可能

となってきたが，これらを使用するためには心理学的な知識，技能が不可欠である。

よって，これらを医療・教育・福祉の現場で適切に使用するためには，心理学に関す

る専門的なトレーニングを受けた公認心理師や臨床心理士のような心理支援専門職の

存在が必要不可欠である。発達障害に対する適切な療育や医学的診断は，このような

心理アセスメントの結果が律速段階となるため，専門的知識を持った心理支援専門職

の不足は，発達障害にとって重要な療育の開始時期や医学的診断の遅延をもたらす元

となっている。 

さらに，障害の医療モデルから社会モデルへの転換に伴って，支援対象者の生活の

場である地域で実施する心理的支援の重要性も増しており，医療機関における支援に
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留まらず，支援対象者の生活の場である地域における支援，地域において医療機関と

の適切な連携を可能にする知識と技能を有した心理支援職の存在が求められている。  

これらの要請に応えることは大学の使命であり，チーム医療，多職種連携の要となる

人材，地域支援のリーダーとなる人材の養成を実現しなくてはならない。 

以上を踏まえ，弘前大学では，公認心理師の資格取得を前提とした心理支援専門職

を養成するための学士課程として，令和 2 年 4 月に医学部に新たに心理支援科学科を

設置する（資料１）。 

なお，入学定員の設定について，青森県内の進学校，特に本学への進学校計 10 校の

現在高校２年生のうち，各校文系 50 名・理系 50 名計 1,000 名を対象にアンケート調

査を実施し，医学部心理支援科学科への進学の意向について尋ねたところ，「ぜひ進

学したい」との回答が 33 人と学生確保の見通しが十分であり，また，平成 30 年 12 月

に医学部保健学科卒業生の就職先のうち，道南，青森県，岩手県北部及び秋田県北部

の医療機関及び地方自治体の教育委員会ほか関連機関など 144 機関にアンケート調査

を実施したところ，毎年 11～20 人程度の採用予定者数があることを確認したことを

基に，社会的・地域的な人材需要の動向等を踏まえて考察した結果，現状においては

入学定員 10 人が適切と判断した。 

また，心理支援科学科の教育を考察した場合，こころの健康のケアが特に必要な地

域である背景や諸課題を踏まえ，さらに，医学及び保健医療分野の知識や臨床実習な

どの経験を活かしながら地域の心理支援のリーダーを養成するためには，学生の質の

確保，教育効果の充実・向上，実習指導による実践力の充実・向上等が必要である。

特に，多職種連携・協働体制のための主要 5分野における実習は，学部 80 時間以上

及び将来設置する大学院 450 時間以上（公認心理師養成に必要なカリキュラム）の指

導体制を構築が必要であり，学生の質を確保するためには，教育効果の充実・向上，

実習指導による実践力の充実・向上等が必要である。このことから，前述のとおり入

学定員 10 人が望ましい入学定員であると考える。 

 

 イ 地域の課題 

  青森県は，男女とも日本一の短命県であり,がん，脳血管疾患及び糖尿病の死亡率

が全国の都道府県の中で最も高い状況である。その対策として，青森県は，健康寿

命を伸ばすために，食事，喫煙，飲酒及び塩分摂取量等の制限による生活習慣の改

善を中心とした様々な施策を実施している。これまでの研究により，これらの生活

習慣の改善には，心理的要因が大きく関与していることが明らかになっている。ま

た，青森県は，かつて日本で一番自殺者の多い地域であったが，現在でも人口 10 万

人あたりの自殺者は 22.4 人と全国で 12 番目に多い。全国的にみて，わが国の自殺

者数は減少傾向にあるが，子どものこころの問題は少子化傾向にも関わらず減少し

ておらず，青森県においても，いじめによる子どものこころの問題が多数発生して

いる。このような中で，弘前大学が青森県の小・中学校を対象としてコミュニティ

ベースの大規模な質問紙調査を実施したところ，2014 年度から 2018 年度の調査に

おいて，小学生の約 20％，中学生の約 30％(調査対象者数：年間 12,000 名程度)が

抑うつ状態(自殺の大きな危険因子)にある可能性が示されており，とりわけ子ども

のこころの問題の予防対策を推進することは喫緊の課題となっている。このような

現状がある一方で，平成 29 年度，青森県内の学校に派遣されたスクールカウンセラ

ー68 人のうち，正資格者（臨床心理士，精神科医，大学教員経験者）は 23 人（33.8％）

に留まっており，専門的知識や技能を持った心理支援職の不足から，心理支援職を

活用した問題が深刻化する前の早期発見の取り組みや予防的支援の実践，適切な医
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療連携の促進が困難な状況にある。 

このような青森県における心理支援職の不足は教育分野に限ったことではない。

日本における臨床心理士の総数は 29,363 人（2016 年７月１日時点，日本臨床心理

士資格認定協会統計）であるが，そのうち，青森県は，わずか 131 人に留まり，全

国で５番目に少ない。この調査のあと，全国で 5,000 人ほど臨床心理士が増加して

いるが，青森県では，現在 133 人(2 人増)と微増で，全国的な傾向と懸け離れて，

臨床心理士が依然として少ない状況にある。このような心理支援職の不足から，青

森県内において心理支援職の配置を必要とする医療・保健機関 95 機関，教育機関

（小・中・高等学校等）598 機関，福祉施設 296 機関，大学・高専 12 機関及び司法・

法務・警察機関 10 機関合わせて 1,011 機関（平成 28 年度の青森県の統計による）

に心理支援職を適切に配置することが困難である。 

このように，青森県では，医療機関に所属し，チーム医療の元で専門的な心理的

支援を提供することのできる心理支援職，教育・福祉機関等に所属し，精神疾患の

予防的対処や早期発見，適切な医療連携を促進することのできる心理支援職が圧倒

的に不足している現状にある。 

 

 ウ 医学部心理支援科学科の必要性 

  ① 心理支援職養成の必要性 

前述の通り，国民の心の健康問題の複雑かつ多様化を背景として，国としても心

理職の国家資格化が必要であると判断され，2019 年には，新たな国家資格を有する

公認心理師が誕生したところである。このような状況の中，青森県内においても青

森県臨床心理士会から弘前大学に対して，医療・福祉・教育分野等に係る心理支援

職の養成を要望されているところである。このように，青森県では，弘前大学にお

ける心理支援職の人材養成への貢献を強く期待するものとなっている。 

弘前大学は，教育学部に学校教育教員養成課程・学校教育専攻・発達心理専修（入

学定員 11 人）を有し，学部段階から心理学に関する専門応用科目を開講しており，

この課程を修了した学生のうち例年２～３人が大学院（臨床心理学領域）に進学し

ていた（2012～2016 年度の入学者総数は 12 人）。しかし，教育学部では，2016 年

度の学部改組により学校教育教員養成課程の学校教育専攻を廃止した。さらに，教

育学研究科では 2020 年度を目途に教職大学院への一本化に向け段階的な移行を目

指していることから，2016 年 4 月の入学者を最後として，2017 年度以降は大学院

（臨床心理学領域）への入学者の受け入れを停止している。これまで弘前大学は，

青森県における唯一の臨床心理士の養成校であったため，現在，青森県は専門的な

知識や技能を有した心理支援職の増加が望めない状況にある。  

② 心理支援職に必要な医学・保健医療科目の充実を図る必要性 

平成 29 年度の青森県臨床心理士会会員（準会員を含む。職場等の情報を開示して

いる者のみ）140 人のうち，医療機関に務めている臨床心理士は 63 人（45.0%）で

ある。また，平成 23 年度から 29 年度までの間に弘前大学大学院教育学研究科臨床

心理分野を修了した学生で心理支援職についた 15 人のうち，医療機関に就職した

学生は 11 人（73.3%）であった。このように，青森県の，あるいは弘前大学出身の

臨床心理士の多くは医療分野に勤務している。さらに，公認心理師法第 42 条第２項

では，医療分野で働く心理職に限らず，福祉分野，教育分野などで働く心理職につ

いても，クライエントに主治医がいる場合は主治医の指示に従うことが規定されて

いる。つまり，どの領域で働くにしても，心理支援職には必要最低限の医療分野の

知識が必要とされている。このように医学的知識が心理支援職に求められる一方で，
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これまでの弘前大学大学院教育学研究科臨床心理分野での臨床心理士養成では，保

健医療関連の授業は教育資源の問題もあり，精神医学関連の１科目のみであった。

今後，心理支援職を養成するにあたって，医学的知識は必要不可欠であり，保健医

療科目の充実を図ることが求められている。 

 

（２）卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

医学部心理支援科学科では，後述するカリキュラム・ポリシーに基づいて編成された

教育課程に沿って心理学分野における専門的知識・技能等を，医学・保健学分野におけ

る基本的知識・技能等を修得するとともに，豊かな人間性と倫理性を兼ね備え，地域の

心理支援のリーダーとして地域住民の健康増進と福祉に貢献できる者に対して，学士

（心理学）の学位を授与する。 

具体的には，次の目的に達していることが学位取得の要件となる。  

① 教養教育と専門教育を通して培った幅広い専門的な知識，心理学的支援の根幹と

なる心理学及び主要領域である医学・保健医療の基本的な知識・技術をもとに，

地域が抱える心理学的課題の動向を見通す力を身につけていること。 

② 心理学を中心とした専門的知識・技術を，医学・保健医療分野をはじめとする諸

分野で活かすことにより，支援を必要とする者及び地域が抱える直面する心理学

的課題を解決する力をもっていること。 

③ 心理学に基づく支援方法及び医学・保健医療の基本的な知識・技術等を修得し，

社会貢献を意識して，生涯にわたり自分自身を成長させていくための探求力を身

につけていること。 

 

（３）人材養成 

  上述の設置の趣旨や背景，地域の諸課題及び必要性を踏まえ，また，総合大学として

の弘前大学の強みでもある医学及び保健医療分野の知識や臨床実習などの経験を活か

して，医学部心理支援科学科では，地域の心理支援のリーダーとなりうる以下の人材を

養成する。 

① 専門的知識をベースとした問題解決・課題探究能力を有した人材 

心理学及び臨床心理学などの専門領域に関する知識と技能に加え，医学及び保健

医療分野などの基本領域に関する知識と技能，科学的思考力を有し，こころの問

題を感受し，その問題を解決できる能力を有する人材。基本的には公認心理師資

格の取得を目指す。 

② 地域が抱える課題を理解し社会貢献できる人材の養成 

地域社会における保健医療，教育，福祉，司法・矯正，産業等の現状と課題に関

心を持ち，心理支援職としての役割を通して地域住民の健康増進と福祉に寄与す

ることによってし，社会に貢献できる人材。 

③ 生命倫理と社会的な責任感を有した人材の養成 

心理援助者として，生命に対する高い倫理観と責任感を有し，悩める人に寄り添

う人材。社会人としての役割を担うことを学び，専門職として生涯にわたり研鑽

に努める姿勢を有する人材。 

 

（４）卒業後の進路 

 卒業後の進路は，心理支援科学科が公認心理師の国家資格取得を目指しているため，

心理系の大学院進学を主要な進路として想定している。また，就職先における必要な資

格として公認心理師を要件としているところが多いことから，公認心理師の資格を得る
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ことで，心理支援職に就職できる範囲が広がると考えている。このほか，認定心理士（学

会認定資格），児童指導員（任用資格），心理判定員（任用資格）などの心理支援職に

関する資格を学生が独自に取得することを大学としても支援することで，医療機関を中

心としながら，教育機関（スクールカウンセラーなど），司法・矯正機関（家庭裁判所

調査官，少年鑑別所等の法務技官（心理）など），福祉機関（障害児・障害者施設指導

員，児童養護施設等の児童指導員等の心理支援職），地方自治体等の行政機関（心理）

（地方公務員等）及び一般企業（カウンセラーなど）などにおける心理支援職に就くこ

とも想定できる。 

また，弘前大学では，学生のキャリアセンターを設置しており，就職・進路相談・ア

ドバイス，求人票の閲覧，就職情報資料の閲覧，企業等説明会・就職ガイダンス・セミ

ナーなどの就職関連イベントの開催，インターンシップ，企業等見学会，学外の就職関

連リンク先及び適職診断ツールの提供など，幅広く学生への就職支援活動を実施してい

るため，入学後に公認心理師資格取得以外の進路を希望した場合においても，手厚い支

援を行うことが可能である。 

 

２．学部・学科等の特色 

  弘前大学では，社会貢献機能（地域貢献）の強化を目指し，卒後，公認心理師の資格

を取得することを前提とした心理支援専門職の養成課程を有する『心理支援科学科』を

医学部に設置する。多職種・多領域にわたるチーム医療の中で活躍できる高度な知識と

技能を有した心理支援職の存在，心理学・臨床心理学に基づくこころの支援が求められ

ているなか，地域の課題に示したとおり，青森県では，医療機関や教育・福祉機関等に

心理支援職が圧倒的に不足している現状を踏まえ，公認心理師のような心理支援専門職

の国家資格を取得した者や心理支援職としてある程度の経験がある者を採用したい社

会的・地域的な人材需要の動向等に応えていく必要がある。この要請に応えることは大

学の使命であり，チーム医療，チーム学校等の多職種連携の要となる人材，地域におけ

る心理学的支援のリーダーとなる人材の養成を実現しなくてはならない。地域における

心理的支援という点に関しては，これまで弘前大学では医学部を中心にして，下記のよ

うな先進的な取り組みがいくつかなされており，これらを演習・実習体系に組み入れる

ことにより，地域で活躍できる心理支援職を養成する上で大きな強みとなるものと考え

られる。 

弘前大学医学部社会学講座が中心となって実施している岩木プロジェクトでは，弘前

市岩木地区の住民を対象として，10 年以上にわたり，心理的要因も含む健康に影響を及

ぼす要因を調査し，地域住民の生活習慣病の予防と健康の維持・増進，寿命の延長を目

的とした施策を実行してきた（資料７－１）。 

さらに，医学研究科附属子どものこころの発達研究センターによる弘前市５歳児健診

における発達障害の早期診断，子育て支援「ペアレントプログラム」の提供および研修

会の開催，弘前市内の全公立小中学校を対象としたメンタルヘルスチェック「心のサポ

ートアンケート」や心理教育「こころの授業」の実施，医学部と教育学部による中南地

区における健康教育活動などを実施してきた。このように，弘前大学医学部では，積極

的に地域支援を行ってきており，その中で地域における心理的支援に関する知見，経験

も十分に蓄えている（資料７－２，資料７－３）。 

以上から，医学部に心理支援科学科を本町キャンパスに設置することによって，これ

まで医学部が蓄積してきた知識や経験を，地域で活躍できる心理支援職の養成に効果的

に活用することが可能となり，地域課題の解決に貢献できるものと考えられる。さらに，



6 

乳幼児期からの「切れ目のない支援」や高齢者の「地域包括ケアシステム」に代表され

るように，多職種が連携して取り組む地域支援の在り方は，全国的に今後ますます重要

となる課題であり，その中にあって，保健医療分野の専門的な知識と技術を基盤として

涵養しつつ，地域で活躍できる心理的支援を担う人材を養成するという本学の取組は，

心理支援職を養成する一つのモデルとなるものと考える。 

また，医学部心理支援科学科の学士課程 4 年の学年進行後，既存の大学院保健学研究

科（博士前期課程）に心理支援科学専攻を追加設置（2024 年４月に設置予定）すること

により，公認心理師国家試験の受験資格取得に対応した６年一貫カリキュラムを策定す

ることができる。 

これを実現していくためには，多職種・多領域にわたるチーム医療の中で活躍できる

高度な知識と技能を有した地域支援のリーダーとなる心理支援職を養成していくこと，

学問的中心を「心理学」に置きつつも医学・保健医療をベースとした心理学・臨床心理

学等の科学的知見に基づき心理に関する支援方法を体系的に教育・研究していくこと，

公認心理師法による公認心理師の役割が「心理に関する支援」と定義されていること，

心理支援職の養成は保健医療のみならず福祉，教育，司法・犯罪，産業・労働（主要 5

分野）の各領域においても早急な心理支援職という高度専門職業人の養成を求められて

いることから，弘前大学では，社会貢献機能（地域貢献）の強化を目指し，医学部に新

たに心理支援科学科を設置することとした。 

 

 

３．学部・学科等の名称及び学位の名称 

（１）学部・学科の名称 

名称は，「医学部心理支援科学科」( School of Clinical Psychological 

Science )とする。 

多職種・多領域にわたるチーム医療の中で活躍できる高度な知識と技能を有した地

域支援のリーダーとなる心理支援職を養成し，さまざまな領域で活動する心理支援職

としての責任感と倫理観を身に付け，多様なこころの問題を理解し，適切な支援がで

きる実践力を身につけた人材を育成するという理念を表現した。 

 

（２）学位の名称 

学位の名称を「学士（心理学）」( Bachelor of Psychology )とする。 

多職種・多領域にわたるチーム医療の中で活躍できる高度な知識と技能を有した地域支

援のリーダーとなる心理支援職を養成していくこと，医学・保健医療をベースに置きな

がら学問的中心を「心理学」に置いて心理学・臨床心理学等の科学的知見に基づき心理

に関する支援方法を体系的に教育・研究していくという理念を表現した。 

 

 

４．教育課程の編成の考え方及び特色 

（１）教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

医学部心理支援科学科では，高度な心理学，医学及び保健医療の知識・技能等はもと

より，豊かな人間性と倫理性を兼ね備え，地域の心理支援のリーダーとして地域住民の

健康増進と福祉に貢献できる心理支援職の養成 (具体的には公認心理師資格の取得) 

を目的とした，教養教育と専門教育のカリキュラム・ポリシーを以下のように定めてい
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る。教育課程の編成は，卒後，公認心理師試験受験資格の取得することを前提として設

定しており，公認心理師となるために大学等で修めるべき科目とした指定された科目は，

必修科目または選択必修科目として配置した。 

なお，教育課程の授業科目の区分については，「教養教育科目」と「専門教育科目」

に大きく分かれる。「教養教育科目」は，「スタディスキル導入科目」「ローカル科目」

「学部越境型地域志向科目「自然・科学」「人間・生命」「キャリア教育」「英語」の

各科目の履修となる。 

また，「専門教育科目」は，「専門科目」と「卒業研究」に分かれる。さらに，「専

門科目」は，「専門基礎科目」と「専門応用科目」に分かれる。「専門基礎科目」は，

「心理系科目」と「医学・保健医療系科目」に分かれる。「専門応用科目」は，「心理

系科目」と「医学・保健医療系科目」と「実践系科目」に分かれる。さらに，「実践系

科目」は，「教育系」，「福祉系」，「産業系」及び「司法系」に分類する。（図１）。 

ア 教養教育科目について 

① 幅広い教養と外国語の運用能力を身に付け，心理分野，医学・保健医療分野

の国際状況や地域状況を的確に見極める力を養う。 

② 基礎ゼミナール等で培った実践的学習能力を通して国際社会や地域社会の多

様性を認識するとともに，心理分野，医学・保健医療分野における地域の課題

を発見・解決する力を養う。 

イ 専門教育科目について 

① 専門基礎科目のうち医学・保健医療系科目では，保健学科と共通する必要な基

礎科目の他，コア科目を設けている。コア科目は，医学・保健医療分野における

心理支援職の立場から他領域を理解するとともに，地域で活躍できる心理支援職

としての資質の養成を目指す。 

② 専門科目に公認心理師の国家試験受験資格を満たすために必要な科目を配置 

する。１年次から専門応用科目を組み込んだ楔型の構成とし，講義の後に演習・

実習を展開する。 

ウ 医学部心理支援科学科において修得させる能力等 

ディプロマ・ポリシーの各項目の達成は，以下に示す教育と対応させることによっ

て実現する。 

① 専門的知識をベースとした問題解決・課題探究能力 

 スタディスキル導入科目の「基礎ゼミナール」において問題解決の基礎的な方法

を身に付ける。また，「心理学実験」，「心理統計法」，「心理学研究法」，「心

理学基礎研究」で，人の心を対象とした実証的な研究方法を身に付ける。そして

「早期体験実習(多職種連携)」，「臨床心理学実習」，「保健医療地域支援実習」

等の実習や「臨床心理学演習Ⅰ・Ⅱ」「保健医療心理支援演習」等の演習科目で

の体験を振り返ることやそれらの発表を通して，心理的支援における問題解決能

力を涵養する。さらに，「専門基礎科目」，「専門応用科目」で修得した専門的

知識をベースとして，「臨床心理学基礎研究」，「臨床心理学研究」，「卒業研

究」において，各自の問題意識に基づくテーマを設定することにより，課題探究

能力とそれらに対応する問題解決能力を養成する。 

② 地域が抱える課題に対する理解と社会貢献 

 スタディスキル導入科目の「地域学ゼミナール」において地域が抱える問題につ

いて概観し地域理解を深める。また「早期体験実習(多職種連携)」において，心

理支援職に求められている役割について理解を深め，地域課題の解決にあたって

心理援助職にとって保健医療領域の知識の深化が必要であることを意識化させ
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るとともに，「医学・保健医療系科目」への動機づけを高め，その後の学修へと

繋げる。さらに，「臨床心理学実習」における学外施設の見学や実習を通して，

地域社会における保健医療，教育，福祉，司法・矯正，産業領域等の現状と課題

を学ぶとともに，「専門基礎科目」「専門応用科目」で培った知識と技能を心理

支援職の職務内容と関連付けて理解を深める。併せて「実践系科目」において特

に興味がある領域について選択的に知識が深められるよう科目を整備する。４年

次にはより実践的な実習科目である「保健医療地域支援実習」を配置し，関係機

関（医療機関，学校，福祉施設など）及び他職種との連携促進において必要な心

理検査やコミュニケーションスキル等，地域課題の解決にあたって求められる心

理学及び臨床心理学に関する専門的知識，技能を修得させる。 

③ 生命倫理と社会的な責任感を有した人材の養成 

 「臨床心理学」，「医学概論」，「保健学概論」，「生命倫理学」等の講義科目

と「臨床心理学実習」，「保健医療地域支援実習」といった実習科目を通して，

心理支援職における倫理観を身に付ける。「公認心理師の職責」，「関係行政論」

において心理支援職としての社会的責任や関係法規について学修する。また，「心

理学的支援法Ⅰ・Ⅱ」や「保健医療心理アセスメント」において，最新の心理学

的支援やアセスメントに触れることで，被援助者に対して心理支援職としての責

任を果たすためには，生涯にわたり最新の知見に触れることの必要性を自覚させ，

自己研鑽の姿勢を培う。 

以上，医学部心理支援科学科では，多分野・多領域の心理支援職を養成するため，ま

た，心理支援職が活動する職域が拡大していくことを踏まえ，心理学及び医学・保健医

療を中心に据えつつ，学校教育学，福祉学，産業経営学及び法学など諸分野を連携させ

た教育課程を編成した（資料２，資料３，資料４）。 
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（２）教育課程の特色 

医学部心理支援科学科では，以下の特色を取り入れた教育課程を編成することにより，

心理学及び医学・保健医療の知識の基に，地域の保健医療，教育，福祉分野での体験を

有する現代社会のニーズに適合した心理支援職を養成する（資料３，資料４及び資料５）。 

ア 専任教員８人に加えて，医学部医学科・保健学科及び附属病院所属の教員が兼担に

より教員組織へ加わることにより，心理学，保健学，基礎医学及び臨床医学に関する

素養が涵養できる。 

イ 医学部医学科や保健学科の５専攻の学生を含むグループ学習，さらには附属病院や

医学部関連医療機関での実習を通して，チーム医療や多職種連携を学習する機会を提

供できる。 

例えば，医学部保健学科の「保健学概論」では，健康，保健という基本的概念を理

解し，「人」をみつめた将来の医療専門職となる基本的態度を培う学習を行うことで，

保健学科の 5 専攻の各専門分野における教育の理念や専門職としての役割，責任，他

職種との連携等について学べ，その共通性と独自性についての理解を修得させている。  

この授業科目を履修することによりチーム医療や多職種連携を学習する機会が得られ

る。 

ウ 医学研究科社会医学講座では，弘前市岩木地区での全住民を対象とした健康診断プ

ロジェクト（通称：岩木プロジェクト）を行っている。また，医学研究科には附属子

どものこころの発達研究センターが設置されており，このセンターを中心に，就学前

の幼児を対象とした活動として，弘前市と連携した３歳児検診及び５歳児発達健診，

保育所等巡回支援事業等の地域支援を行っている。また，就学後の児童を対象とした

活動では，市内公立小中学校全児童生徒を対象として，不登校やいじめなどの生徒指

導上の諸問題の予防的対処を目的とした心のサポートアンケートや心理教育の出前

授業を行なっている。さらに，教育学部と医学部は，弘前市及び近隣の市町村の教育

委員会と連携協定を締結し，学校現場で健康教育を研究実践している。これらの地域

における支援活動と連携し，「保健医療地域支援実習」を進めていくことで，より実

践的に地域における心理支援職の役割を学ぶことができる。この実習を通じて，心理

アセスメントの結果を多職種で共有し，地域における切れ目のない支援に活かしてい

くプロセスについて体験的理解を深めることで，将来的に地域支援における心理支援

領域のリーダーとなる人材を養成することができる（資料７－１，資料７－２及び資

料７－３）。 

エ 豊かな医学・保健医療の知識を基盤として，多分野・多領域で活躍する心理支援職

を養成するため，また，心理支援職が活動する職域が拡大していくことを踏まえ，医

学・保健医療についての基本的知識に加え，総合大学である弘前大学の強みを生かし，

人文社会科学部，教育学部の協力を得て，保健医療領域以外の４領域，つまり，福祉

領域，教育領域，司法・犯罪領域及び産業・労働領域についての基本的知識を学ぶこ

とができる。 

オ 心理支援に関する倫理の教育に加え，生命倫理，医療倫理に関する教育を行うこと 

で，多角的な倫理教育が可能である。 
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５．教員組織の編成の考え方及び特色 

（１）教員組織の編成の基本的な考え方及び特色 

医学部心理支援科学科は，教育課程の中で専門科目として，心理系科目，医

学・保健医療系科目及び実践系科目を配置していることから，各授業科目に専門

性（心理学，神経精神医学）を持つ教員により教員組織を編成する。チーム医療

を実践するにあたって必要となる基本的な医学・保健医療の知識並びに医療機関

及び適切な医療連携の促進において必要な心理検査，各種心理療法（力動的心理

療法，認知行動療法）など心理学及び臨床心理学に関する専門的知識，技能を修

得させるため，心理系科目及び医学・保健医療系科目の専任教員 8 人は，文学分

野，教育学分野，心理学分野及び医学分野の修士や博士の学位を取得している教

員を配置する。 

また，専任教員以外の人文社会科学部，教育学部並びに医学部医学科及び保健

学科の兼担教員を活用してオール弘前大学体制を敷き，幅広く教授することがで

きる。 

なお，心理系の教員６名は，次のとおり「心理」に関する専門性を有し，知識，

経験が豊富であり，心理支援科学科の教育課程を十分教授できる教員組織である。

具体的には，心理学研究法，心理学実験，心理統計法，知覚・認知心理学，感情・

人格心理学，学習・言語心理学，神経・生理心理学など心理系の基礎的な知識を学

生に修得させる。また，実践的な心理学系の授業科目は，その分野についての知識，

経験が豊富な心理系教員安達知郎，松田侑子，足立匡基が分担する。具体的には，

心理アセスメントの一部（質問紙法，作業検査法，および，知能検査），臨床心理

学実習の一部（福祉領域，教育領域，産業・労働領域）である。さらに，社会心理

学，教育心理学，臨床心理学，精神神経学，子ども環境学等に専門性を有し，その

専門性の中で医療分野における心理療法，心理検査に精通し，また，臨床心理士，

公認心理師の資格も有している医学系教員の玉井康之が，心理アセスメントや臨床

心理学実習といった実践系の心理系授業科目を分担することにより，心理学的支援

に関して，より充実した授業を展開できる。 

１ 宮原 資英：発達障害，発達支援 

２ 小河 妙子：認知心理学，実験心理学，認知科学 

３ 安達 知郎：臨床心理学，カウンセリング学，心理教育 

４ 松田 侑子：臨床心理学，教育心理学，子ども学，産業・組織心理学 

５ 足立 匡基：臨床心理学，生涯発達心理学，心理アセスメント，特別支援教

育，心理療法，自閉スペクトラム症，前後方視的コホート研究 

６ 高橋 芳雄：臨床心理学，神経心理学，精神医学，認知機能，脳画像，発達

障害，総合失調症，うつ病 

 

（２）教員の年齢構成 

医学部心理支援科学科は，専任教員 8 人で組織し，職位毎の人数は，教授 4 人

及び准教授 4 人である。 

本学の定年退職の年齢は 65 歳である（資料５）。 

また，専任教員の年齢構成は，30～39 歳が 4 人，40～49 歳が 1 人，50～59 歳が

3 人となっており，教育研究を安定的に行うことができる体制である。 
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（３）文京町キャンパスと本町キャンパス間における教育体制について（資料４） 

文京町キャンパスと本町キャンパス間は，1.8 ㎞ほど離れている程度なので，徒

歩約 25 分，自転車約 10 分程度である。 

配置する専任教員のうち 3 名が教養教育科目を担当するが，担当授業科目の割

振り，教育研究に関すること，管理運営に関することなどを工夫した計画とする

ことや休み時間等を効率的に活用し，上述のとおりにキャンパスを移動すること

で，キャンパスが離れていることへの影響はなく，教育体制に問題を生じない。 

また，医学部心理支援科学科の 1 年次の学生は，全学共通の教養教育科目を文

京町キャンパスで受講するほか，本町キャンパスで専門教育の授業科目を受講す

るが，学生は，各学期の時間割に基づき，授業科目の履修計画を効率的に調整す

ることや休み時間等を活用し，上述のとおりにキャンパスを移動することで，キ

ャンパスが離れていることへの影響はなく，教育体制に問題を生じない。 

 

 

６．教育方法，履修指導方法及び卒業要件 

（１）教育方法 

   医学部心理支援科学科は，8 人の専任教員を配置する。教員対学生比は，1 対 1.25 

となっており，少人数教育によるきめ細かな指導体制となっている。グループ学習に

おける意見の多様性等，少人数教育において懸念される問題は，医学・保健医療系科

目の一部を，医学科や保健学科の学生と共に履修できるよう設定することによって解

決する。また，実験実習等のデータについては，ダミーデータ等を準備することによ

って，少人数制においても大規模データの扱いが適切に学習できるよう配慮する。 

教養教育科目では，幅広い教養と外国語の運用能力を身に付け，心理分野，医学・

保健医療分野の国際状況や地域状況を的確に見極める力，基礎ゼミナール等で培った

実践的学習能力を通して国際社会や地域社会の多様性を認識するとともに，心理分野，

医学・保健医療分野における地域の課題を発見・解決する力を養成する。 

専門教育科目では，多分野・多領域の心理支援職を養成するため，また，心理支援

職が活動する職域が拡大していくことを踏まえ，心理学及び医学・保健医療を中心に

据えつつ，学校教育学，福祉学，産業経営学及び法学など諸分野を連携させた教育課

程を編成し，さまざまな領域で活動する心理支援職としての責任感と倫理観を身に付

け，多様なこころの問題を理解し，適切な支援ができる実践力を養成する。 

卒業研究は，指導教員と相談し，これまで履修してきた学修のまとめとしてのテー

マを定め，データや文献等により卒業論文をまとめる。 

 

（２）教育課程の概要 

1 年次では，幅広い教養と外国語の運用能力を身に付け，心理分野，医学・保健医

療分野の国際状況や地域状況を的確に見極める力や基礎ゼミナール等で培った実践的

学習能力を通して国際社会や地域社会の多様性を認識するとともに，心理分野，医学・

保健医療分野における地域の課題を発見・解決する力を養うため，教養教育科目を履

修する。また，専門教育科目の心理系科目の入門となる授業科目を履修する。 

2 年次では，教養教育科目の 2 年次指定科目，専門教育科目のコアとなる心理系及

び医学・保健医療系科目及び実践系の専門応用科目，3 年次では，これに加えて，演

習・実習科目を履修して実体験をえて，心理学の基本的知識の修得，医学・保健医療
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への考え方及び医学・保健医療専門職者としての資質を育成するための授業科目を軸

に単位を取得する。また，総合大学の強みを生かし，多様な視点から人間の心を理解

するための心理支援の知識を修得することを目指す。具体的には，実践系科目（選択

必修 6 単位）を充実するとともに，それらの大部分を選択科目とすることで，学生が

それぞれの関心に合わせて多面的な人間理解を深められるようにする。 

4 年次では，総合的な実習のほか，これまでの学修の最後のまとめとして，卒業研

究を中心として履修する。 

 

（３）履修指導方法 

   入学当初にガイダンスを実施し，履修モデルを提示する。また，心理支援科学科の

学生に対し，教員のクラス担任制度を導入し，よりきめ細やかな指導体制を整備する。

クラス担任は，原則として学生の在籍期間を通して，同一の教員が担当し，入学時の

オリエンテーションをはじめ，個別の修学指導ほか，学修の相談や大学生活の中で抱

える疑問や悩みの相談先となるなど，入学から卒業まで学生個々の状況に応じて学生

の修学や生活等に関して支援体制を整える。このほか，このほか，事務担当者と一緒

に履修方法等について指導助言し，各年次の履修科目届をまとめてもらい提出させる

こととする。 

学生が各年次において適切に授業科目を履修するため，履修登録することができる

単位数の上限を定め，学修すべき授業科目を精選することで学生の学修時間の確保を

図り，もって，教育効果の向上に資するため，「弘前大学における授業科目の履修登録

単位数の上限に関する規程」を定めている。 

   この規程により，年間の履修登録上限は，教養教育科目と専門教育科目を合わせて

48 単位である。心理支援科学科教育課程を履修する上で，時間割モデルのとおり十分

な学修時間を確保でき，単位を確実に修得できる体制が取れている。 

   履修した各授業科目の評価は，シラバスの評価方法に記載している当該授業科目の

学習状況，出席状況，試験，報告書等によって行い，60 点以上を合格として評価する。 

   なお，履修登録した授業科目の単位を修得できなかった場合は，再履修により単位

を修得することができる。 

卒業研究は，3 年次において，これまで履修してきた学修のまとめとしての研究計

画の構想をまとめ立案し，指導教員と相談して，研究テーマを定める。また，研究成

果の発表の仕方，論文・研究のまとめたかについて学びます。4 年次では，立案した

研究テーマと目的に沿って研究計画を立案し，データや文献等を分析し研究結果をま

とめ卒業論文を仕上げて提出する。なお，卒業研究の指導は「卒業研究」が配置され

ている時間（前期は月曜日・火曜日共に１～５時限，後期は月曜日が１～５時限，火

曜日が１～４時限）の内，教員の授業担当と指導学生の授業がない時限において毎週，

当該教員の研究室で実施される。演習もしくは個別指導を通じて，学生の進める研究

に対して助言等を行うこととする。また，主となる指導教員とは別に，副指導教員を

配置し，学生が多様な専門的見地から手厚い指導が受けられるよう配慮する。卒業論

文を提出後，論文発表会を開催し，研究計画の到達度，研究の独創性，論文の的確性，

論文発表における説明の工夫・表現力等を総合的に評価する。 

 

（４）標準卒業年限・卒業要件 

   標準卒業年限は，４年である。短期，長期の在学期間は設けない。 

卒業要件は，弘前大学学則第４１条の規定により，４年以上在学し，所定の単位数

（教養教育科目 34 単位，専門教育科目 93 単位以上（専門科目 85 単位（うち専門応用
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科目の医学・保健医療系科目 13 単位，実践系科目 6 単位），卒業研究 8 単位），合計

127 単位以上）を修得し，また，必修科目の単位が認定されていることが必要である。

この要件を満たしている者には，卒業を認定する。 

なお，卒業研究は，卒業論文について，研究計画の到達度，研究の独創性，論文の

的確性，論文発表における説明の工夫・表現力等を総合的に評価し，指導教員が単位

を認定する。  

 

（５）厳正な成績評価 

授業科目の履修単位は，試験又は報告書等により認定する。 

各授業科目の成績は，秀(90 点以上)，優(80～89 点)，良(70～79 点)，可(60～69

点)，不可 (60 点未満)とする。 

成績評価は，以下の表に定める区分により行う。単位認定は，学期の終わりに行

う。 

 

評定区分 評語と評定内容 

90 点以上 秀：特に優れた成績である。 

80～89 点 優：優れた成績である。 

70～79 点 良：概ね妥当な成績である。 

60～69 点 可：合格に必要な最低限度を満たした成績である。 

60 点未満 不可：合格に至らない成績である。 

 

 

７．施設・設備等の整備計画 

本学科の施設は，保健学研究科棟（６階建）と教育学部教育実践総合センター棟

（３階建）の既存施設に集中的に配置する。また，各設備は平成 31 年度中に整備する

予定である。 

（１）校地，運動場の整備計画 

 医学部心理支援科学科の教育・研究を支える主な校地は，本学の本町キャンパスで

ある。本町キャンパスは，医学部医学科及び保健学科，医学研究科及び保健学研究科

並びに医学部附属病院が設置され，本学における医学及び保健医療系の中心的なキャ

ンパスである。このほか，附属図書館医学部分館，保健管理センター分室，食堂等の

福利厚生施設が充実しており，医学部心理支援科学科が新設されても，既存の学部・

研究科と共用できる施設を備えている。 

 なお，文京町キャンパスには，第１学年に教養教育科目を受講する総合教育棟

（11,756 ㎡），運動場（11,516 ㎡），体育館（3,394 ㎡）を有し，このほか，野球

場，武道場，弓道場，テニスコート，サッカー・ラグビー場，プール等が整備されて

いる。また，学生が休息するスペースとして，学生会館内に共同談話室，食堂，売店

等が備えられている。 

 

（２）校舎等施設の整備計画 

医学部心理支援科学科の設置に伴う，施設整備について，抜本的に見直し，主に本

町キャンパスの医学部保健学科校舎や医学研究科学生支援センターを改修し，また，
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医学部保健学科に隣接する医学部附属病院神経精神科内の居室の一部使用，文京キャ

ンパスの教育学部校舎内にある既設施設を活用し，学生の実験・実習・演習，学生指

導及び心理相談関連の施設やプレールーム等を整備していく予定である（校地校舎等

の図面）。 

 また，今後予定されている医学部附属病院の再開発計画の中で，医学研究科学生支

援センターに配置を予定している心理相談関連の施設やプレールーム等を移設して整

備していく予定である。 

その整備計画の中で，実験室は，Ｃ棟１階のロッカー室５を実験室に転用し，当初教

員研究室の整備を予定していた保健学研究科校舎Ｃ棟２階の共同実験実習室を保健学

科の授業と共同利用により実験室として増設し，また，そこに予定していた教員研究

室は，同校舎Ｃ棟５階の当初実験室を半分程度間仕切りして部屋を確保し，また，同

校舎Ｆ棟３階のセミナー室を教員研究室に転用し整備する予定である。 

大中小の実験室を用意し，小実験室に睡眠実験用の大きな防音シールドルーム 1 室を

配備し，脳波計などの記録装置が整え，このほか，心理学実験の進捗状況等応じて，

また，様々な用途に応じて使用できるように整備していく予定である。 

このほか，講義室は，医学部保健学科の既存の施設を利用する予定である。 

 

（３）図書等の資料及び図書館の整備計画 

 本学附属図書館は，本館及び医学部分館を合わせて，現在，約 82 万冊の図書資料

を所蔵し，電子ジャーナル約 7,000 誌や電子ブック約 4,200 点の閲覧が可能であり，

学生の教育・研究の支援を積極的に推し進めている。附属図書館には，学生の学修活

動を支援する施設として「ラーニング・コモンズ」を設置しており，アクティブ・ラ

ーニング・エリア（個別学習エリア），グループ・ラーニング・ルーム（グループ学

習室），オープンラウンジ・オープンテラス（休憩室）で構成されている。 

なお，医学部分館の利用サービスは，休業期間を含めて，土曜日及び日曜日も開

館し，教育・研究活動を支援するとともに，地域社会にも公開し，一般の方への貸出

も行っている。また，ホームページにより，利用案内，蔵書目録，電子ジャーナル，

大学研究情報等の情報発信を行っている。 

 さらに，医学部分館と文京町キャンパスにある附属図書館本館とは，約 2 ㎞ほど離

れているが，相互で貸し出しサービスを実施しており，利用サービスの充実が図られ

ている。 

 

 

８．入学者選抜の概要 

（１）入学者受け入れ方針 

医学部心理支援科学科では，心理学と医学・保健医療を融合させ，心理学分野におけ

る心理的支援及び保健医療分野における心理的支援を軸とした多領域における心理的

支援に役立つ教育を志向する者を選抜するものとする。入学定員は 10 人とする。 

 

（２）アドミッションポリシー 

医学部心理支援科学科が求める人材像は，次のとおりである。 基本的には，卒後，公

認心理師資格の取得を想定している。 

① 心理支援職としての知識と技術を修得するのに必要な「基礎学力」を有する者。 
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② 他職種と連携しチームの一員として心理支援活動を実践するための「行動力」を

有する者。 

③ 社会問題や地域の動向に関心をもち，心理支援職として社会に貢献する強い「意

欲」を有する者・ 

（３）選抜の方法 

医学部心理支援科学科のアドミッション・ポリシーに基づき，以下の方法により選

抜を行う。 

  前期日程試験について，大学入試センター試験において，外国語（200 点），国語（200

点）を必修とし，地理歴史及び公民から 1 又は 2 科目（100～200 点），数学から 1 又は

2 科目（100～200 点），理科から 1～3 科目（100～200 点）とし合計 900 点の成績，個

別学力検査において，英語（200 点）を必修とし，国語（200 点），数学Ⅰ・ⅡAB（200

点）から 1 科目選択し合計 400 点の成績，出願書類（調査書・志望理由書）の内容によ

る成績 40 点，合わせて 1,340 点の成績上位者から順に合格者を決定する。なお，同点の

場合は，個別学力試験の得点の高い者を上位とする。 

  アドミッションポリシーと上記の選抜方法との対応関係は下記の通りである。アドミ

ッションポリシー①の「基礎学力」について精査することを目的として，個別学力検査

(前期日程試験)，大学入試センター試験の点数による選抜を行う。アドミッションポリ

シー②の「行動力」，③の「意欲」について精査することを目的として，調査書・志望

理由書の内容を参照し，選抜を行う。調査書に記載を求める事項の例としては，1. 探求

活動(フィールドワーク，学校外の発表機会，論文作成など)，2. 委員会活動(生徒会，

委員会など)，3. スポーツ活動(運動部の活動記録など)，4. 文化・芸術活動(文化部で

の活動記録など)，5. ボランティア活動(各種のボランティア活動)等を想定している。 

 

（４）入学試験 

ア 学力検査 

試 験 区 分 時間割及び内容 

一般入試 前期日程試験 9:00～13:00 筆記試験 ２科目 各 90 分

 

イ 受験者に対する配慮 

医学部心理支援科学科が養成を目指す「心理支援職としての役割を通して地域住

民の健康と福祉に寄与し，社会に貢献する地域のリーダーとなる得る人材で，医学の

素養を持った心理支援職」という表現について，受験対象者等の理解をより容易にす

るため，取得可能な資格や進路等を具体的に示す。その周知の方法として，アドミッ

ションポリシー（AP）をホームページや，入試説明会，入学者選抜要項や募集要項に

おいて明示し広く周知する。 

 

 

９．取得可能な資格 

  医学部心理支援科学科で取得可能な資格は，以下のとおりである。 

なお，医学部心理支援科学科の学士課程 4 年の学年進行後，既存の大学院保健学研

究科（博士前期課程）に心理支援科学専攻を追加設置（2024 年４月に設置予定）する

ことにより，公認心理師国家試験の受験資格が取得可能となる。 
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学部・学科名 取得できる資格 

医学部心理支援科学科 

〇認定心理士（学会認定資格） 

〇児童指導員（任用資格） 

〇心理判定員（任用資格） 

 

 

１０．実習の具体的な計画 

（１）実習の目的 

ディプロマ･ポリシーに基づき，教育課程の特色として，心理支援職としての基礎的

実践力を養成するための初年次から卒業年次までにわたる多様な演習 ・実習科目の

体系的な展開がある。すなわち，座学だけではなく，さまざまな演習科目と実習科目

を設定して，段階を踏みながら心理支援職の役割の理解やその共感的なコミュニケー 

ションを身に付けさせると共に，心理支援職としての自己理解を深めさせる。そのた

めに，１年次の早期体験学習にはじまり，２・３年次の演習科目及び地域の施設及び

機関での実習，４年次の「保健医療地域支援実習」に至る一貫した「現場と講義 ・演

習の往還」による教育を行う（図２）。 

 

（２）実習先の確保・連携体制 

実習先選定の特色として，これまで教育学研究科臨床心理学専修の実習先としてい

た実習施設の継続利用（2･3 年次の実習），医学部附属病院の利用（4 年次の実習），

医学科が利用している医療・保健領域（職域）の実習施設等の共同利用（ 1 年次の実

習，医学科との相互乗り入れ）を挙げることができる。2 年次の見学実習では，これ

まで教育学研究科臨床心理学専修の実習先としていた実習施設に加えて，新たに，産

業領域，司法・矯正領域の各施設と契約（ただし，司法 ・矯正領域は国の施設である

ため，書面による契約締結はできず，見学受入の了承を得たにとどまる）を締結した。

3 年次の実習でも，教育学研究科臨床心理学専修の実習で既に実績のある施設と契約

を結び直し，実習の受入を継続し，実際に入所者等と接触する実習の実施にあたって

は，「実習連絡協議会」を設置し，実習水準の確保を含めた連携体制を構築する。 

また，具体的な実習先について各機関と協議した結果，保健医療分野は弘前大学医

学部附属病院のほか弘前愛成会病院，青森県中央病院及び青森県立つくしが丘病院，

教育分野は弘前大学教育学部附属学校園（幼稚園，小学校，中学校，特別支援学校），

司法・犯罪分野は青森少年鑑別所，産業・労働分野は青森県庁から実習受入の承諾書

を得た。なお，福祉分野については，実習受入先から内諾を得られ，承諾書を得る予

定である（資料９）。 

 

（３）実習先との具体的計画 

医学部心理支援科学科では，心理支援職に関する概説を学習したうえで，児童相談

所，家庭裁判所，少年鑑別所，精神科病院などの外部施設を見学する。 

各実習の具体的計画立案のため，実習先の確保，実習先との契約締結，実習水準の

確保のための具体的方策，実習先との連携体制，事前・事後における指導計画，適切

な担当教員の配置や巡回指導計画，実習先での指導者の配置・機密保持・感染予防対
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策等安全対策，損害保険の加入，成積評価体制・単位認定方法の各項目を定め，調整

を行う。これらの厳密な維持・管理のため，各施設の実習指導者を定め，施設等との

密な連絡を継続して進める。 

 

（４）実習計画の概要・単位認定 

１年次の前期から，専門基礎科目として「早期体験学習（多職種連携）」を設定し，

医学科，保健学科と心理支援科学科の学生が地域のプライマリ・ケアを担う病院やそ

の他の医療機関，保健や福祉の現場などを見学して，良い意味でのリアリティ・ショ

ックを与えて，それについて同学科の学生が一緒に考える場を持つ。そこでは，専門

分野を超えて，それぞれの専門や分野の課題を共通認識し，見学で得られた一つの事

例に対して意見を述べ合い，専門に応じた見方や感じ方の違いと共通性を素朴に感じ

とり，患者やクライエントを多面的に理解して支援する多職種連携の重要性を実感す

る最初の機会とする。 

２・３年次では， 「臨床心理学演習Ⅰ・Ⅱ」「心理アセスメント」「心理学的支援

法Ⅰ・Ⅱ」 「臨床心理学演習Ⅰ・Ⅱ」 「保健医療心理アセスメント」「保健医療心

理支援演習」「臨床心理学実習」 「保健医療心理支援演習」などを設定して，外部施

設実習の前の段階において人と人の関わり方，心理面接における基礎的コミュニケー 

ション，医療 ・福祉 ・司法の施設についての基礎的知識や関係法規等を身に付けさ

せる。 

「臨床心理学演習Ⅰ・Ⅱ」では，具体的な場面を想定したロールプレイング，事例

検討を中心に演習を進める。本演習では，治療的コミュニケーション，心理検査，心

理面接，地域支援等の基礎的な知識及び技能並びに心理に関する支援を要する者等の

理解とニーズの把握及び支援計画の作成について修得する。 

「心理アセスメント」では，心理アセスメントの目的，心理アセスメントの観点及

び展開，心理アセスメントの方法，適切な記録及び報告，倫理的配慮について学習す

る。 

「心理学的支援法Ⅰ・Ⅱ」では，要支援者に対する心理的な支援，地域支援，心理

に関する支援を要する者の関係者に対する支援，心の健康教育と啓発，心理的支援を

行う上での，プライバシーへの配慮について学習する。 

「保健医療心理アセスメント」では，心理アセスメントの基本知識を踏まえ，特に

保健医療領域で用いられる心理テストを実施，解釈するための力だけでなく，その心

理テストの結果を多職種に伝えるための力を習得する。 

「保健医療心理支援演習」では，臨床心理学演習Ⅰ，Ⅱで学んだ内容を踏まえ，保

健医療領域での心理支援に特化した知識及び技能の習得を目的として，具体的な場面

を想定したロールプレイ，事例検討を中心に演習を進める。本演習では，保健医療領

域を軸に，さまざまな領域での多職種との連携，他の専門職に対するコンサルテーシ

ョンや地域支援，公認心理師としての職業倫理及び法的義務について事例を通して学

習する。 

３年次の「臨床心理学実習」では，児童養護施設(福祉領域)，障害児・障害者施設

(福祉領域)，児童発達支援センター(福祉領域)，適応指導教室(教育領域)，弘前大学

医学部附属病院(保健医療領域)などの施設機関において，その利用者と直接関わる実

習を行う。この実習は，事前指導，実習，事後指導から構成し，実習中は，児童指導

員や現場の心理職，児童相談所の心理判定員から指導を受ける。弘前大学医学部附属

病院の実習では，神経科精神科等の診療科での実習とその後の実習の振り返りを通し

て，患者やクライエントへの包括的な支援のための多職種連携の必要性を学ぶ。これ
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らの公認心理師の活躍が求められる現場の体験から，社会全体に資する公認心理師の

役割を体験的に学習し，公認心理師としての職業倫理，法的義務への理解を深める。 

４年次の「保健医療地域支援実習」では，医学研究科附属子どものこころの発達研

究センター及び健康未来イノベーションセンターと連携して，両センターが行う地域

支援活動に参加し，保健医療と福祉，教育が連携して取り組む地域支援活動に関して

体験的に理解を深める。具体的には，弘前大学が弘前市から委託を受けている発達健

診事業に参加し，神経発達症の早期発見と支援，療育から就学に至る連携システムや，

認知症の予防と早期発見，弘前大学が弘前市と取り組む地域包括ケアシステムの仕組

み作り等について学習する。この実習は，事前指導，実習，事後指導から構成し，実

習中は，現場の心理職の指導を受ける（資料６）。 

心理支援職に求められる倫理に関しては，「生命倫理学」で基本的理念として， ヒ

トの生命に関わる医療という観点から，生きることと死についての概念や定義，その

倫理的な歴史や現状等を学習する。心理支援職の倫理は，専門性と表裏一体をなして

いる。クライエントとの関係を守りつつ多職種連携によって支援環境を整える専門性

が求められる。このような心理支援職の専門性についても議論を深め，シラバスに基

づき，また，実習先の実習指導者による成績評価を基に，学生の知識・技能の修得状

況を確認して学習状況を評価し単位を認定する。 

 

 

図２ 心理支援科学科 演習・実習体系 
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１１．２以上の校地において教育研究を行う場合の具体的計画 

（１）文京町キャンパスと本町キャンパス間における教育体制について（資料４） 

文京町キャンパスと本町キャンパスは，1.8 ㎞ほど離れている程度なので，徒歩約

25 分，自転車約 10 分程度である。 
配置する専任教員のうち 3 名が教養教育科目を担当するが，担当授業科目の割振り，

教育研究に関すること，管理運営に関することなどを工夫した計画とすることや休み

時間等を効率的に活用し，上述のとおりにキャンパスを移動することで，キャンパス

が離れていることへの影響はなく，教育体制に問題を生じない。 

医学部心理支援科学科の 1 年次の学生は，全学共通の教養教育科目を文京町キャン

パスで受講するほか，本町キャンパスで専門教育の授業科目を受講するが，学生は，

各学期の時間割に基づき，授業科目の履修計画を効率的に調整することや休み時間等

を活用し，上述のとおりにキャンパスを移動することで，キャンパスが離れているこ

とへの影響はなく，教育体制に問題を生じない。 

（２）医学部附属病院及び文京町キャンパスにおける学生に関する実習指導や心理相談業

務等について 

学生に関する実習指導や心理相談業務等は，医学部保健学科校舎のほか医学部保健

学科に隣接する医学部附属病院，文京キャンパスの教育学部校舎内にある既設の心理

相談関連の施設やプレールーム等も活用する予定であるが，学生が履修する授業科目

と授業科目との間の空き時間，専任教員の日々のスケジュールの空き時間などを効率

的に工夫し計画することで，上述のとおりに学生及び教員がキャンパスを移動するこ

とで，キャンパスが離れていることへの影響はなく，問題を生じない。 
 
 

１２．管理運営 

（１）学長主導のガバナンス体制 

   本学は，学長のリーダーシップによる全学的な合意形成を重視し，本学の課題解

決と目標達成を果たしている。医学部心理支援科学科においても，学長が指人する

医学部長が心理支援科学科長を選任し，その学科長がイニシアチブを十分に発揮で

きる心理支援科学科のガバナンスを実現することにより，迅速かつ効果的な運営が

可能となる体制を構築する。 

 

（２）組織 

 ア 医学部心理支援科学科会議 

   医学部心理支援科学科の教育・研究，管理運営に関し，審議する。 

学科会議の議長には学科長をもって充てる。 

 

 イ 専門委員会 

   医学部心理支援科学科会議の下に次の４つの専門委員会を置く。 

なお，本学科の専任教員数が８人と少数であるため，４つの専門委員会は，学科

独自で運営するが，この４つの専門委員会以外の管理運営に関する各専門委員会は，

医学部保健学科の専門委員会の一員として参画し共同運営する。 
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① 学生支援部会 

教務，入試，就職支援など多面的に学生の大学生活を支援する。また，授業科

目の教育成果検証とともに内容等の検討を行う。 

    

   ② 実習部会 

臨床心理学実習，早期体験実習，保健医療地域支援実習の企画実施・評価等を

行う。 

    

   ③ 心理相談室運営部門 

心理支援科学科に付属する心理臨床相談室の運営，学内実習を行う。 

    

   ④ ＦＤ推進部会 

本学科のＦＤ推進活動の企画運営を行う。 

 

ウ 実習連絡協議会 

実習部会で，各実習の具体的計画立案のため，実習先の確保，実習先との契約締

結，実習水準の確保のための具体的方策，実習先との連携体制，事前・事後におけ

る指導計画，適切な担当教員の配置や巡回指導計画，実習先での指導者の配置，成

積評価体制・単位認定方法の各項目を定め，調整を行う。 

また，これらの厳密な維持・管理を図るため，施設等との密な連絡を継続するこ

とが必要であることから，「実習連絡協議会」を設置し，実際に入所者等と接触す

る実習の実施にあたっての実習水準の確保を含めた連携体制を構築する。 

当協議会は，本学科の実習部会メンバー及び実習先の実習指導者で構成し，年２

回の開催予定である。年度初めの１回目は，実習の期間，実習先との契約締結，実

習水準の確保のための具体的方策，実習先との連携体制，実習先との指導計画及び

実習の成積評価などを調整し，２回目は実習の成果並びに今後の課題及び改善等を

検討する。 

 

エ 事務組織 

保健学研究科事務部が，保健学科，保健学研究科及び心理支援科学科を併せて所掌

する。 

 

 

１３．自己点検・評価 

  本学は，本学の中期目標・中期計画に定めた本学の基本的な目標を達成するため，

教育研究等の状況について自ら点検及び評価に係る業務を行うため，評価室を設置し

ている。評価室は，教育評価部門，研究評価部門，社会貢献評価部門，管理運営評価

部門，診療評価部門，その他室長が必要と認めた評価部門から構成されており，主に，

全学に係る組織の業務評価及び職員の業績評価の情報収集並びに基礎資料の作成，組

織の業務評価及び職員の業績評価の評価基準の原案作成並びに評価基準の見直し，中

期目標・中期計画・年度計画策定の基礎資料の作成，認証評価機関の評価に関する業

務，全学に係る自己点検及び評価に関する業務，全学に係る外部評価に関する業務を

行っている。  
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（１）組織評価 

   各学部，研究科及び各研究所を対象に，毎年度実施することにより，それぞれの

教育研究活動等の状況を明らかにし，本学の教育研究等の質の向上及び機能強化に

推進することを目的として実施している。部局は，教育研究活動等の状況について

自己点検・評価を行い，学長へ提出し，学長は教育研究活動等の状況に加え，別途

収集する評価指標に関する状況に基づき，部局長から意見を聴取した上で，総合的

な評価を行っている。なお，評価の結果は，役員会の議を経て，当該部局に通知さ

れる。 

  【評価項目】 

   ①教育研究活動等の状況（教育活動，研究活動，社会との連携等） 

    ・中期計画の進捗状況 

    ・特記事項 

   ②評価指標に関する状況 

    ・共通評価指標 

    ・選択的評価指標 

    ・チャレンジ指標 

  

（２）教員業績評価 

   本学の教育研究等の質の向上を目的とし，毎年度，教員の業績評価を実施してい

る。教員業績評価は，一次報告者による評価後，調整者による調整を経て，学長が

最終評価を行う。また，学長は，評価項目及び評価基準，評価結果の分布状況等を

公表し，当該評価結果を教育研究等の質の向上や活性化に役立てるとともに，処遇

等に反映させる。 

  【評価の種類】 

   活動状況評価，貢献度等評価 

  【評価の分野】 

   教育，研究，社会貢献，診療及び管理運営の５分野 

 

（３）職員人事評価 

   職員の職務上達成した結果や職務遂行能力等を公正かつ客観的に評価すること

を通じ，職員の資質・能力の向上と勤務意欲の増進を図るとともに，人材育成及び

人事管理等に有効に活用し，その能力を最大限に発揮させることで，業務能率の増

進と組織の活性化に資することを目的とし，毎年度実施している。 

 

（４）認証評価 

   本学では，平成 17 年度及び平成 24 年度に独立行政法人大学評価・学位授与機構

による大学機関別認証評価及び選択的評価事項に係る評価を受け大学評価基準を

満たしていると評価された。 

 

 

１４．情報の公表 

  本学は，学校教育法第 113 条及び学校教育法施行規則第 172 条の２に基づき，公的

な教育機関として，社会に対する説明責任を果たすとともに，その教育の質を向上さ

せる観点から，教育，研究，社会貢献等の大学運営の状況を積極的に公開している。 
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（１）大学ホームページによる情報提供 

   弘前大学ホームページアドレス  https://www.hirosaki-u.ac.jp/ 

 

（２）教育研究活動等に関する情報の公開 

https://www.hirosaki-.ac.jp/information/published/educationalinfo/kyoiku

kohyo172-2.html  

 トップページ＞弘前大学について＞公表事項＞教育情報の公表＞教育情報の公表（学

校教育法施行規則第 172 条の 2 関係） 

 

 ア 大学の教育研究上の目的に関すること 

   ・大学の目的 

   ・大学院の目的 

   ・各学部及び研究科の目的 

 

 イ 教育研究上の基本組織に関すること 

   ・学部（学科，課程等）の人称 

   ・研究科（専攻等）の人称 

 

 ウ 教員組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

   ・教育研究組織図 

   ・事務機構図 

   ・教員数（部局別・職種別・男女別） 

   ・教員の年齢構成（職種別・男女別） 

   ・教員が有する学位及び業績 

   ・教員の授業科目の特色 

 

 エ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生の数， 

卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の 

状況について 

   ・入学者に関する受け入れ方針 

   ・入学定員（編入学を含む），収容定員，在学者数 

   ・卒業者数，修了者数 

   ・就職者数，進学者数 

 

 オ 授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること 

   ・学年暦 

 

 カ 学習の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関する 

こと 

   学習の成果に係る評価及び卒業認定基準（大学） 

   ・学則 

   ・教養教育履修規程 

   ・国際交流科目履修規程 

   ・人文社会科学部規程 
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   ・教育学部規程 

   ・医学部規程 

   ・理工学部規程 

   ・農学生命科学部規程 

   ・授与する学位の人称 

   ・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシー 

 

 キ 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

   ・キャンパスの概要，キャンパスまでの交通機関 

   ・課外活動の状況，課外活動施設 

   ・休息がとれる環境，その他の学習環境  

 

 ク 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

   ・入学料，授業料，奨学制度等 

   ・授業料・入学料の免除について 

   ・学寮生活に必要な経費 

   ・教材購入費 

   ・施設利用料 

 

 ケ 大学が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

   ・各窓口担当及び諸手続など 

   ・学生支援など（学生担任制度，オフィスアワー，学長直言箱，キャンパスマナ

ー，学生表彰制度及び懲戒，経済生活，福利厚生など） 

   ・課外活動 

   ・教育職員免許状の取得 

   ・学芸員の資格取得 

   ・心身の健康について 

   ・国際交流について 

   ・就職について 

   ・インターンシップについて 

 

 コ その他 

 ① 弘前大学規則集 

   https://www.hirosaki-u.ac.jp/information/about/kisoku.html 

   トップページ＞弘前大学について＞基本情報＞弘前大学規則集 

  

 ② 学部・研究科の設置等に係る情報 

   https://www.hirosaki-u.ac.jp/information/published/gakubu_setti.html 

   トップページ＞弘前大学について＞公表事項＞学部・研究科の設置に係る情報 

  

③ 自己点検評価・学部評価 

   https://www.hirosaki-u.ac.jp/information/plan/ninsho.html 

   トップページ＞弘前大学について＞将来計画・大学評価＞自己点検評価・外部 

評価 
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 ④ 認証評価 

   https://www.hirosaki-u.ac.jp/information/plan/jiko-gaibu.html 

   トップページ＞弘前大学について＞将来計画・大学評価＞認証評価 

 

 

１５．教育内容等の改善のための組織的な研修等 

（1）ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ） 

医学部心理支援科学科では，本学科の教員が授業の運営や学生の研究指導等に関す

る情報交換を通して課題を共有することによって，授業改善や自らの研究指導能力の

向上に向けて，スキルアップしていくことを目的とし，医学部及び各学科のＦＤ研修

を定期的に実施する。 

 
（2）教育推進機構による教育の改善・充実等 

  本学では，本学の教育理念と目標に沿い，本学の学士課程教育及び大学院課程教育の

充実を図るとともに，教育の改善・充実，学生の確保，キャリア形成に係る調査・研究，

企画立案及び実施を総合的，全学的に行うことを目的として「教育推進機構」を平成 24

年 7 月に設置し，「教育の質の向上」「教育の評価」等に関する業務を行っている。 

 
（3）教育に関する表彰 

  本学では，教育に関して優れた業績を上げた教員に対する表彰の実施するため，教員

の表彰制度を設け，教員の教育に対する意欲を高め，資質や能力の向上を図る。 
 

（4）スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ） 

  本学では，教職員に対して，コンプライアンス（法令遵守）の重要性を理解するため

のコンプライアンス研修会，ストレス対処法を体得するストレスコーピング研修，ハ

ラスメント防止を徹底するためのハラスメント対策講習会，情報セキュリティに関す

る意識向上を目的とした情報セキュリティセミナー，研究活動における不正行為に対

応するための研究倫理教育(el Coreを導入)等を実施している。また，技術職員等を対

象として本学の学部・大学院の教育を受講させる社会人入学によるキャリアアップ

（自己啓発）研修を実施するなど，引き続き，必要な知識及び技能を習得させるとと

もに，能力及び資質の向上を図る。  
 

 

１６．社会的・職業的自立に関する指導等及び体制 

（１）教育課程内の取組について 

弘前大学では，全学共通の教養教育科目の中で，キャリア教育を実施し，キャリア

形成基礎を学生に学ばせている。医学部心理支援科学科の学生は，1 年次後期で「キ

ャリア形成の基礎」の授業科目を履修する。その授業科目では，将来の目標を設定し，

自らの強みや課題を考え，キャリアプランニングした上で，地域の多様な職業につい

て職業人と接することを通じて学び，地域社会との関わりの中で自分の役割や将来ビ

ジョンを考えていくことにより社会的・職業的な自立を学ばせ必要な能力を培わせる。 
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（２）教育課程外の取組について 

医学部心理支援科学科の学生には，心理支援職に関するセミナー等の受講を通じて，

心理支援職として地域社会との関わりの中で自分の役割や将来ビジョンを考えてもら

うこと，また，弘前大学のボランティアセンターの活動に参加することにより社会的・

職業的な自立を学ばせ必要な能力を培わせる。 

 

（３）適切な体制の整備について 

弘前大学では，教育推進機構の中に，キャリアセンターを設置している。 

キャリアセンターの主な取組として，就職・進路相談・アドバイス，求人票の閲覧，

就職情報資料の閲覧，企業等説明会・就職ガイダンス・セミナーなどの就職関連イベ

ントの開催，インターンシップ，企業等見学会，学外の就職関連リンク先及び適職診

断ツールの提供など，幅広く学生への就職支援活動を実施している。 

医学部心理支援科学科の学生には，医学部保健学科校舎内に設けている学生就職支

援室を共有して，就職支援活動を支援する。心理支援職に関する就職情報資料の提供

等，就職説明会・セミナー等の受講を通じて，心理支援職への就職について社会的・

職業的な自立を促し必要な能力を育成する。 



設置の趣旨等を記載した書類（資料編） 
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医学部心理支援科学科の設置（概要）

〇こころの⽀援に関する課題
・ストレスに伴う精神的障害
・発達・教育上の問題や障害
・⼦どもの逸脱⾏動
・養育保護環境の問題
・⾼齢化に伴う問題
・⾃然・⼈的災害など

〇こころの問題を解決
できる地域のリーダー
・⾼い倫理性
・豊かな⼈間性
・悩める⼈に寄り添う⼈材
・地域に寄与する⼈材

〇⽇本⼀の短命県，⾃殺者の多い地域，
いじめによるこどもの⾃殺増加

〇課題解決に向けた検討課題
・⼼理⽀援職の増員
・問題の早期発⾒
・予防的⽀援の実践
・適切な医療連携の促進など

医学部心理支援科学科の
人材養成

青森県の課題

全国的な課題
保健医療分野

教育分野 福祉分野

司法・犯罪分野

産業・労働分野

基本的領域：医学・保健学

専門的領域：心理学

実
践
系
領
域

：

実
践
系
領
域

：
法
学
・
経
済
学

教
育
学
・
社
会
福
祉
学

1
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医学部⼼理⽀援科学科教育課程の概念図

卒業取得単位 1２７単位

学 位

10

単
位

3
年
次

︻
卒
業
︼

4
年
次

１
年
次

２
年
次

専⾨教育科⽬では、⼼理学の基本的知識の修得、医学・保健医療への考え⽅及び医
学・保健医療専⾨職者としての資質を育成するための授業科⽬を軸に単位を取得する。
その上で、⼤学院での教育が２年あることも踏まえ、学部では総合⼤学の強みを⽣か
し、多様な視点から⼈間の⼼を理解するための⼼理⽀援の知識を修得することを⽬指
す。具体的には、実践系科⽬（選択必修6単位）を充実するとともに、それらの⼤部分
を選択科⽬とすることで、学⽣がそれぞれの関⼼に合わせて多⾯的な⼈間理解を深め
られるようにする。⼀⽅、⼤学院では、そのような⼈間理解に基づき、より専⾨的な
⼼理⽀援を学ぶことを⽬指す。
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医学部⼼理⽀援科学科の履修モデル

履 修 概 要

学 位

主な進路

臨床⼼理学研究②、卒業研究④

⽣命倫理学②、保健医療地域⽀援実習②

【10単位】

臨床⼼理学基礎研究②、⼼理学基礎研究②、社会⼼理学②、
障害者・障害児⼼理学②、⼼理アセスメント①、⼼理学的⽀
援法Ⅰ②・Ⅱ②、福祉⼼理学②、教育・学校⼼理学②、司
法・犯罪⼼理学②、産業・組織⼼理学②、関連⾏政論②、臨
床⼼理学演習Ⅱ①、臨床⼼理学実習②
保健医療⼼理アセスメント①、保健医療⼼理⽀援演習①、
慢性疾患学②、医療リスクマネジメント①
インクルーシブ教育概論②、経営管理論②、法学特殊講義②
【37単位】

取得単位 １２７単位

医療機関、スクールカウンセラー、⼼理系地⽅公務
員、家庭裁判所調査官、法務技官、⼀般企業等

学⼠（⼼理学）

１
年
次

２
年
次

専⾨教育
科⽬の応
⽤等の修
得、実習
・卒業研
究

専⾨教育科
⽬の応⽤等
の修得、演
習、実習

教養教育科⽬ 4
⼼理統計法②、⼼理学実験②、知覚・認知⼼理学②、学習・
⾔語⼼理学②、感情・⼈格⼼理学②、神経・⽣理⼼理学②、
発達⼼理学Ⅰ②・Ⅱ②、健康・医療⼼理学②、臨床⼼理学演習
Ⅰ①⼼理学英語購読基礎②、⼈体形態学②、⼈体機能学②、
⼈体病理学②、精神医学②、⼼⾝医学②、衛⽣学・公衆衛⽣学
②、疫学①、⽼年看護⽅法論①、社会福祉論①、保健医療福祉
⾏政論①
【37単位】

教養教育科
⽬、専⾨教
育科⽬の応
⽤等の修得

教養教育科⽬ 30

公認⼼理師の職責②、⼼理学概論②、臨床⼼理学②、⼼理
学研究法②、医学概論②、保健学概論①、
早期体験実習（多職種連携）②
【43単位】

教養教育科
⽬や専⾨教
育科⽬の基
礎・概論等
の修得
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⾨
教
育
科
⽬

卒
業
研
究

専
⾨
教
育
科
⽬

専
⾨
教
育
科
⽬

教
養
教
育
科
⽬

専
⾨
教
育
科
⽬

教
養
教
育
科
⽬

丸数字 単位数

３
年
次

４
年
次

公認⼼理師
資格取得後

の進路

凡例 ⿊字 教養教育科⽬、⻘字 専⾨教育科⽬（⼼理系科⽬）、⾚字 専⾨教育科⽬（医学・保健医療系科⽬）、
紫字 専⾨教育科⽬（実践系科⽬）、緑字 専⾨教育科⽬（卒業研究科⽬）

⼼理系の⼤学院進学
認定⼼理⼠，児童指導員，⼼理判定員等の⼼理⽀援職の資格取得
⇒医療機関，教育機関などの⼼理⽀援職
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資料３



1年次
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

１時限
保健学概論 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬

２時限 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬

３時限 教養教育科⽬ コミュニケーション
論

教養教育科⽬ 教養教育科⽬

４時限 ⼼理学概論
(オムニバス)

教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬

５時限 医学概論 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬

１時限
⼼理学研究法 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬

２時限 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬

３時限 早期体験実習
(多職種連携)

教養教育科⽬ 教養教育科⽬

４時限 教養教育科⽬ 臨床⼼理学 教養教育科⽬

５時限 教養教育科⽬ 公認⼼理師の職責 教養教育科⽬

2年次
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ 集中講義

１時限 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 社会福祉学

２時限 ⼈体形態学 経営学⼊⾨ 教養教育科⽬ 教養教育科⽬ 養護学概論 教育原理

３時限 作業療法概論 発達⼼理学Ⅰ ⼈体機能学
⼼理⽀援科学英語講
読基礎

４時限 精神医学 ⼼理学実験 セルフケア論 知覚・認知⼼理学 臨床栄養学

５時限 ⼼理学実験 ⽼年看護学概論 感情・⼈格⼼理学

１時限
健康・医療⼼理学 発達⼼理学Ⅱ 学習・⾔語⼼理学 刑事司法論

２時限
衛⽣学･公衆衛⽣学 疫学 神経・⽣理⼼理学 経営戦略論

３時限
⽼年看護⽅法論 ⼈体病理学 ⼼理学統計法

４時限 ⼼⾝医学 臨床⼼理学演習Ⅰ 保健医療福祉⾏政論 疫学 ⼼理⽀援科学英語講
読応⽤

５時限
運動学 ⽼年看護⽅法論

前
期

後
期

後
期

前
期

医学部⼼理⽀援科学科の時間割モデル

凡例 ⿊ 教養教育科⽬、⻘ 専⾨教育科⽬（⼼理系科⽬，必修科⽬）、⻘緑 専⾨教育科⽬（⼼理系科⽬，選択科⽬）、⾚ 専⾨教育科⽬（医学・保健医療系科⽬・必修科⽬）、

⾚茶 専⾨教育科⽬（医学・保健医療系科⽬，選択科⽬）、紫 専⾨教育科⽬（選択科⽬・実践系科⽬）、緑 卒業研究科⽬

凡例 ⿊ 教養教育科⽬、⻘ 専⾨教育科⽬（⼼理系科⽬，必修科⽬）、⻘緑 専⾨教育科⽬（⼼理系科⽬，選択科⽬）、⾚ 専⾨教育科⽬（医学・保健医療系科⽬・必修科⽬）、

⾚茶 専⾨教育科⽬（医学・保健医療系科⽬，選択科⽬）、紫 専⾨教育科⽬（選択科⽬・実践系科⽬）、緑 卒業研究科⽬
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資料４



３年次
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ 集中講義

１時限
⼼理学基礎研究 教育・学校⼼理学 教職⼊⾨

２時限
臨床⼼理学演習Ⅱ 医療ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 経営管理論

特別な教育的ニーズ
の理解とその⽀援

３時限
医療情報学 ⼼理学的⽀援法Ⅰ ⼼理アセスメント 福祉⼼理学 発達⼩児科学

４時限
障害者・障害児⼼理学

臨床⼼理学基礎研究＜
隔週＞

５時限 臨床⼼理学基礎研究＜
隔週＞

臨床⼼理学実習

１時限
⼼理学基礎研究 ⼼理学的⽀援法Ⅱ

保健医療⼼理アセスメ
ント

関係⾏政論 教職⼊⾨

２時限 経営組織論 ⾔語療法学概論 社会⼼理学
保健医療⼼理⽀援演
習

３時限
慢性疾患学 産業・組織⼼理学 健康教育概論 幼児理解と教育相談 法学特殊講義

４時限
司法・犯罪⼼理学

臨床⼼理学基礎研究＜
隔週＞

５時限 臨床⼼理学基礎研究＜
隔週＞

臨床⼼理学実習

4年次
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

１時限 卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

２時限 卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

３時限 卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

⽣命倫理学

４時限 卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

臨床⼼理学研究
＜隔週＞

保健医療地域⽀援実習

５時限 卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

臨床⼼理学研究
＜隔週＞

保健医療地域⽀援実習

１時限 卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

保健学概論演習

２時限 卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

保健学概論演習

３時限 卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

社会保障論

４時限 卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

臨床⼼理学研究
＜隔週＞

セクシュアリティ論 保健医療地域⽀援実習

５時限 卒業研究(指導教員と
⽇程調整し実施)

救急・蘇⽣医学 臨床⼼理学研究
＜隔週＞

保健医療地域⽀援実習

前
期

後
期

前
期

後
期

医学部⼼理⽀援科学科の時間割モデル

凡例 ⿊ 教養教育科⽬、⻘ 専⾨教育科⽬（⼼理系科⽬，必修科⽬）、⻘緑 専⾨教育科⽬（⼼理系科⽬，選択科⽬）、⾚ 専⾨教育科⽬（医学・保健医療系科⽬・必修科⽬）、

⾚茶 専⾨教育科⽬（医学・保健医療系科⽬，選択科⽬）、紫 専⾨教育科⽬（選択科⽬・実践系科⽬）、緑 卒業研究科⽬

凡例 ⿊ 教養教育科⽬、⻘ 専⾨教育科⽬（⼼理系科⽬，必修科⽬）、⻘緑 専⾨教育科⽬（⼼理系科⽬，選択科⽬）、⾚ 専⾨教育科⽬（医学・保健医療系科⽬・必修科⽬）、

⾚茶 専⾨教育科⽬（医学・保健医療系科⽬，選択科⽬）、紫 専⾨教育科⽬（選択科⽬・実践系科⽬）、緑 卒業研究科⽬

5



 

〇国立大学法人弘前大学職員就業規則（抄） 

 

(平成 16 年 4 月 1 日制定規則第 5 号) 

最終改正 平成 30 年 3 月 28 日規則第 10 号 

 

第 6 節 退職 

 (定年退職) 

第 21 条 職員は，定年に達した日以後における最初の 3 月 31 日に退職する。 

2 前項の定年は，次の各号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に掲げる年

齢とする。 

(1) 大学教員 満 65 歳 

(2) 第 24 条第 1 項の規定に基づき再雇用された者 満 65 歳 

(3) 前 2 号以外の者 満 60 歳 
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保健医療地域⽀援実習
医学研究科附属⼦どものこころの発達研究センター、健康未来イノベーションセンターが⾏う地
域⽀援活動に参加し、保健医療と福祉、教育が連携して取り組む現場で体験的な理解を深める。

具体的には、⼤学が市と連携して取り組んでいる発達⽀援事業(3歳児検診や5歳児発達健診)、地
域包括ケアシステム作りに参画し、神経発達症の早期発⾒と⽀援、療育から就学に⾄る地域連携
システムや認知症の予防と早期発⾒について学習する。

実習を通して、将来的にこれらの活動の⼼理学的⽀援分野においてリーダーシップをとれる⼈材
の育成に寄与する。

弘前⼤学
健康未来イノベーションセンター

健やか⼒推進センター
弘前⼤学

⼦どものこころの発達研究センター

学校に存在する健康・医療の
課題について、科学的なエビ
デンスを持ったアプローチを
提供

学校
県・各市町村の健康・医療課
題対策の委託。研究知⾒の社
会実装、地域包括⽀援システ
ムの構築。

⾃治体 産業領域の健康・医療課題対
策の委託。寄付講座などを通
じた⼈材の交流と育成。

産業
⼼⾝の健康に関する理解・啓
発。研究で得られた知⾒の
フィードバック。

地域

・弘前市健康づくり推進課委託: 3歳児検診、5歳児発達健康診査
→ 発達障害の医学診断・発達アセスメント

・弘前市障害福祉課委託: 発達障害児⽀援事業保育所等巡回相談
→ 保育現場における専⾨職の⼼理的コンサルテーション

: アセスメントツール活⽤研修、
ペアレントプログラム普及

→ 福祉領域におけるアセスメント、養育者の⼼理的⽀援
・市町村教育委員会委託: ⼼のサポートアンケート、⼼の授業(⼼理教育)

→ 学校現場における予防的⼼理教育
・中南地区連携推進協議会委託: インクルーシブシステム構築事業

→ 学校現場における専⾨職の⼼理的コンサルテーション
・福島県教育委員会委託: 被災地⽀援事業⼼の健康相談
→ 被災児の⼼理的⽀援、⼆次的に⽣じる⼼理的問題の予防教育

・弘前⼤学COI: 岩⽊健康推進プロジェクト、啓発型(新型)健診
(認知症・⽣活習慣病に関する予兆発⾒と予防法の開発)

→  認知症・うつ病・⽣活習慣病のアセスメント
・中南地区連携推進協議会委託: 健康教育プログラム、健康教育指導者養

成(⼩中学校での健康授業 / 教材作成)
→  学校現場における予防的⼼理教育

・育児ストレスを改善する「親⼦体操プログラム」の普及
→  親⼦関係の⼼理的⽀援

・地域・職域での健康づくりリーダー研修
→ 

・地域健康ネット⽀援 (地域包括ケアの実装基盤づくり)
→ 臨床⼼理学的地域⽀援の実践

保健・医療・教育・福祉分野において先進的な地域⽀援を⾏っている実習先を整備
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資料６



 

 

 

【 弘前大学における機能強化 】 

１ 医学研究科社会医学講座健康プロジェクト（通称岩木プロジェクト） 
 

○背景・目的 

 

「岩木健康増進プロジェクト」は、青森県で初めての大規模なプロジェクトと

して、弘前大学、弘前市（旧岩木町）及び青森県総合健診センター等の連携の下、

弘前市岩木地区住民の生活習慣病の予防と健康の維持・増進、寿命の延長を目的

として毎年実施している。 

なお、弘前大学COIでは、短命県返上を目標に掲げ、2005年に始まり、以後10

年以上にわたる健康調査・推進活動の蓄積データを研究拠点の中心に据え、健康

ビッグデータを活用した研究開発・ビジネス化に取り組んでいる。 

 

 
○成果と課題 

 

「プロジェクト健診」及び「小中学生健康調査」より以下のことが明らかに 

なった。 

 

1 男性20歳代、女性30歳代の肥満者が多かった。 

2 男女とも60歳未満の体力が劣っていた。 

3 男女とも50歳未満で喫煙率が高かった。 

4 男性で３合以上（日本酒換算）の飲酒率が非常に高かった。 

5 男女とも運動習慣を持つ者の率が非常に低かった。 

6 男女とも食習慣に問題があった。 

（朝食抜きの割合が高い、塩分の多い食事を取る。） 

7 男女とも50歳以上で歯の数が少なかった。 

8 男女とも抑うつ度（心が落ち込む程度）が低かった。 

 

  以上の結果より、本プロジェクトの今後の課題として以下の充実が必要と考えら

れる。 

 

1 若年者の肥満対策（運動と食生活）（小中学生も含む。） 

2 若年者の喫煙対策（小中学生も含む。） 

3 飲酒対策 
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資料７－１



 

 

 

【 弘前大学における機能強化 】 

  ２ 弘前地区連携推進協議会 

 ○目的 

 

弘前大学が中心となり、青森県中南教育事務所並びに弘前市及び周辺地区の各市

町村教育委員会が相互の密接な連携と協力を図るため弘前地区連携推進協議会を

設けた。この連携協議会により、学校教育における諸課題に医学的見地から迅速

かつ適切に対応するとともに、児童生徒の健康教育とそれを担う人材の育成、並

びに教育・研究機会の充実を図ることとした。 

 

○連携事項 

１ 教育及び人材育成、学術研究に関すること。 

２ 医療的配慮を必要とする児童生徒に対する支援体制の構築に関すること。 

３ 児童生徒の健康の保持・増進に関する教育及び研究活動並びに健康教育を 

担う教職員の資質向上に関すること。 

    ４ 児童生徒に対する、医学や医療への興味・関心を高める学習機会や医療体験 

事業に関すること。 

 

◇具体的には、次のとおりである。 

１ 健康教育 

２ インクルーシブ教育 

３ コラボレーション企画事業 

 

 
 

○成果 

 

１ 2015～2018  健康教育 モデル事業、シンポジウム（８回） 

２ 2015～2018  子どものこころの発達とこころの問題を考える会（６回） 

（インクルーシブ教育 教員研修） 

３ 2015～2018  学校教育支援実習 

（学校サポーター実習、各教育委員会）（２４回） 

４ 2015～2018 地域コラボレーション演習・実習（各教育委員会）（２４回） 
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３ 弘前⼤学⼤学院医学研究科
附属⼦どものこころの発達
研究センター 活動概要

【 弘前⼤学における機能強化 】

【設置の趣旨】
• 平成26年4⽉に設置された本センターの設置の趣旨は、東北地

区の⼦どもに対する⽀援体制の整備や、研究拠点の創⽣を⽬指
して、さまざまな機関と連携しながら、⼦どものこころの問題
に関する医療的⽀援や教育・研究活動を推進することである。

10
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増え続ける子どもの症例
患者数の増加と症状の多様化；児童精神科認定医は日本で200名程度

主訴(発達段階で異なる)：
不登校（義務教育で10万人）、身体症状（腹痛など）、
やせ、チック、落ち着きがない、暴力、いじめ（担任の
把握25%：学校への不信）、体罰、自殺：危機介入
チームの学校への支援、虐待など

例: 不登校の原因

１：適応障害（神経症、心身症）；新しい環境に不適応を起こし、
腹痛、頭痛、不安、緊張、抑うつ。5月、6月に多い。

２：発達障害（知的障害が目立たない）：友達が少ない。対人接触がにがて。
宿題が嫌でいかないことにしたなど、自分で決めてしまっている。

３：うつ病、統合失調症、思春期妄想症；自分のことを言っている。教室に入れない。

センター設置大学

センター新規設置大学

セ ン タ ー 設 置 済 の ５ 大 学

５大 学で形 成す る連合 大学院

連携

こころの発達神経科学講座（⼤阪校）
こころの相互認知科学講座（⾦沢校）
こころの発達健康科学講座（浜松校）
こころの認知⾏動科学講座（千葉校）
こころの形成発達科学講座（福井校）

小児発達学専攻

支援事業施行大学

福島大学との連携
福島大学の支援事業に本センターの医学
的支援を融合させ，支援事業の相乗効果
を狙う。

5⼤学から7⼤学による「⼦どものこころの発達研究センター」
⼤阪⼤学 ⼤学院連合⼩児発達学研究科
浜松医科⼤学 ⼦どものこころの発達研究センター
⾦沢⼤学 ⼦どものこころの発達研究センター
千葉⼤学 ⼦どものこころの発達研究センター
福井⼤学 ⼦どものこころの発達研究センター

All Japan の研究教育拠点
小児科学

精神科学 認知心理学脳イメージング

分子生物学 教育・社会科学

発達心理学

看護学

東北地⽅への展開が不可⽋、
拠点を！

弘前⼤学⼤学院医学研究科附属
⼦どものこころの発達研究セン

ター
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弘前市

青森県
弘前
大学

大学院保健学研究科 教育学部

大学院医学研究科

東北各県の教育委員会

児童精神医学診療・研究部門：
子どもの児童精神医学的問題に対し，相談・診療を行い，こころの問題の早
期発見・予防・治療及び発達支援を行うとともに研究者等の育成を図る
部門長 中村和彦、准教授 栗林理人 助教 三上珠希

コホート研究部門：
現在進行中の研究を活用し，子どものこころの疾患とそれに影響を及ぼす生
活習慣など発症予測システムを構築。
部門長 中路重之 講師 足立匡基

病態解析・治療開発部門：
子どものこころの病態メカニズムの解析と予防的な方策を開発することで，
児童精神医学的疾患の治療法・予防法の開発を行う。
部門長 上野伸哉 助教 下山修司

弘前大学大学院医学研究科附属子どものこころの発達研究センター

新 設

センター設置済の５大学

こころの地域ネットワーク支援室：
各地方自治体とネットワークを形成し，東北地区におけるこどもの児童精神
医学的問題に遠隔相談・情報集積システムを利用した相談等を行い，こころ
の問題の早期発見・こころの発達支援を行う。
講師 髙橋芳雄 助手 安田小響

弘前⼤学⼦どものこころの発達研究センター
児童精神医学診療・研究部⾨,こころの地域

ネットワーク⽀援室（被災地、東北、道南）

「弘前⼤学⼤学院医学研究科附属
⼦どものこころの発達研究センター」

東北地区は、医療機関の数も少なく、
児童⽣徒の⼼のケアを⾏う医師の確保は難しい

学校精神保健の視点で、保健室の養護教師を
核とした学校、相談室、診療所を基盤とした
精神保健相談、⽀援を⾏う

地域が広く、冬季などは訪問困難
遠隔相談システムを構築する
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【活動報告内容】

1. 就学前⽀援活動
5歳児発達健診を起点とする⽀援

2. 就学後(学校)⽀援活動
弘前市を中⼼とする学校⽀援システムの構築

3. 被災地⽀援、緊急⽀援活動
1) 福島⽀援活動

2) 熊本地震緊急⽀援活動

子どもこころ発達研究センターの取り組み 全体像

就学前 就学後

保育・教育・
療育機関

発達外来

地域の福祉支援機関

発達健診

神経精神
医学講座と

の連携

学校等

地域機関と
の連携

児童生徒全数 質問紙調査

心理教育授業の実施

教員研修、事例検討会の開催

市外： 福島・熊本被災地支援 / 中南連携推進会議 / 子どもみんなPJ

専門機関と
の連携

ペアレント・プログラム

病態解析
治療開発

保育所等巡回サポート事業

その他

13



1. 就学前⽀援活動
5歳児発達健診を起点とする⽀援

就
学
前
⽀
援
の
概
念
図
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弘前⼤学 神経精神医学講座・⼦どものこころの発達研究センター

Hirosaki Five‐year‐old children Developmental Health Check‐up Study (HFC Study)

弘前市5歳児発達健診を実施し、発達障害の早期発見に努めるとともに、診断ツールの
開発及び効果的な早期療育の促進、就学支援部門との連携を行い、地域に貢献する。

横断的調査後向きコホート調査 前向きコホート調査

5歳児発達健診

発達障害の社会性や行動、認知的特徴、
運動能力、睡眠特性

Gazefinderによる注視点検査

出生時・健診カルテによる
診断予測因子の検討

発達コホートによる

診断確定及び症状持続性
の検討

データ収集結果：満5歳児（平均月齢63M）、3年間で3804名対象
一次スクリーニング参加者2923名（76.8%）、二次健診参加者440名（67.4%）

*ADOS、ADI‐R、Vineland2*低出生体重児、父親の年齢

早期診断ツールの開発、生物学的指標への貢献 効果的な早期療育の促進・就学支援部門との連携

5歳児発達健診を⾏う背景と⽬的

発達障害児・者の
⼆次的不適応の増加 3歳児健診後の発覚

保護者の⾼い意識と協⼒が得られる時期

発達障害の疑いのある児に対し、早期診断を可能にし、早期⽀援に役⽴てる。
健診施⾏後は、発達障害を医療、教育、福祉分野が連携して⽀援する。
⼤学としての役割 ①現状把握

②疫学的考察
③早期診断ツールの開発
④早期⽀援システムの構築

15



5歳児発達健診の概要①

1次スクリーニングアンケートを配布（3804名）

回収・１次スクリーニング
（2923名）回収率 76.8％

５つのスクリーニングのカットオフ値を超えたものを健診対象
（607名）

健診受診（440名）
参加率 72.5％

アンケート未提出（881名）
※未返却理由 調査済み

⽋席（198名）
※未受診理由 調査済み

※数字は2013-2015年度の総数

⼀次スクリーニングアンケート内容（2016年度版）
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一次スクリーニングフィードバック用紙

子どもの個性・特性・適応能力について保護者に返却

健診における研究参加の同意取得（440名）

計測及び⼩児科診察 健診前アンケートの
回収・解析

知能検査・運動検査・視線検査・発達問診

精神科診察 後⽇精神科にて採⾎

5歳児発達健診の概要②
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5歳児発達健診⼆次健診内容（2016年度版）

二次健診
フィードバック資料

PARS‐TR

CSHQ

M‐ABC2

Conners3

感覚プロファイル

発達外来で経年変化を保護者と共有
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ASD（⾃閉症スペクトラム障害, AD/HD（注意⽋如多動性障害）
DCD（発達協調性運動障害, ID/BI（知的障害・境界知能）

発達障害の有病率と併存率の推定

2005 2009年に韓国で⾏われたコミュニティ調査との⽐較
55,266⼈（7-12歳）対象の調査でASD（DSM-IV 基準）の有病率は2.64％
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弘前市保育所等巡回サポート事業

保育所等の子どもやその親が集まる施設に巡回等支援を実施し、子どもの行動面

について「気になる」段階から支援を行う。体制の整備や、発達障害児等の福祉の
向上を図ることを目的としている。

・委託元：弘前市（2016年）

・委託先：弘前大学子どものこころの発達研究センター 他 ３事業所

・委託費（総額）：377,610円

＜当センター＞

・担当園：巡回希望園８２園中、８園（33ケース）を担当

・巡回数：施設巡回２４回、保護者相談２件

弘前市委託：保育所等巡回サポート事業

ペアレント・プログラム

発達障害者支援法・児童虐待防止法・障害者差別解消法等において、保護者支援を何ら
かの効果的な枠組みに沿って、地域社会で当たり前に行うことが求められている。

○ペアレント・プログラム
保護者支援に携わる保育士や保健師、福士事業所の職員等が保護者支援のひとつとして

取り入れやすいグループ・プログラムとして開発された。
⇒1クール6回（2～3週間に1回のペースで約3カ月で1クール終了）

＜目指す変化＞
①保護者が子どもの「性格」ではなく、「行動」で考えることができるようになること
②子どもを叱って対応するのではなく、出来たことに注目してほめて対応すること
③保護者が仲間を見つけられること

平成27年度 障害者支援状況等調査研究事業
http://www.rehab.go.jp/ddis/こんなとき、どうする？/家族支援/ペアレントプログラム
/?action=common_download_main&upload_id=2205

保護者支援：ペアレントプログラムの提供
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2. 就学後(学校)⽀援活動
弘前市を中⼼とする学校⽀援システムの構築

学校コホート調査：「心のサポートアンケート」

目的：子どものメンタルヘルスを定点観測
することで、不登校やいじめのリスクを明ら
かにする。

・思春期にかけて増加する問題⾏動の早期発
⾒を⽬的とする。

・上記を踏まえ、現代の⼦どもの問題⾏動に
対する保護因⼦・危険因⼦を明らかとする。

・ 調査結果は、フィードバックされ、学校運
営や⽣徒指導、メンタルヘルスチェックに役
⽴てられる。

これまでの調査対象校
2014年度 ⼩学校(17校)3,836名 中学⽣(12校)2,131名 計5,967名 (回収率98.1%）
2015年度 ⼩学校(36校)8,135名 中学校(16校)4,462名 計12,597名 (回収率98.6)
2016年度 ⼩学校(35校)7,912名 中学校(16校)4,483名 計12,395名 (回収率98.6%)
2017年度 ⼩学校(35校)7,825名 中学校(16校)4,358名 計12183名 (回収率98.4%)

パネル
データを

取得
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調査内容
児童⽣徒
• 抑うつ傾向 (全学年) ・攻撃性 (2年⽣以上)
• ストレス (3年⽣以上) ・QOL (4年⽣以上)
• インターネットへの依存傾向 (4年⽣以上)
• ⾏動や情動の抑制 (E ortful  Control: 4年⽣以上) 2016年度追加
• ⼦どものソーシャルキャピタル (4年⽣以上) 2017年度追加

保護者
• ⽣活適応(総合的な⽀援の必要性)の評価
• Callous / Unemotional trait : CU 特性 (反社会的⾏動の予測因⼦: 2015年度のみ) 
• 発達の特性(1年⽣)
• ⾏動や情動の抑制(E ortful Control: 2年⽣以上)

⼆次障害のリスクを⾒積もる指標
として活⽤

抑うつ：内在化問題の指標
攻撃性：外在化問題の指標

⾃
殺
念
慮

n=203

n=7206

⾃閉症特性⾼群

⾃閉症特性低群

不適切+病的使用
不適切使用
病的使用

小学生の5.4%(95%CI:4.9-5.9)、中学生の12.8% 
(95%CI:12.1-13.5%)に病的なインターネット使用が認められ
た (Takahashi et al., in revision)。

ADHD不注意特性の高い児ほど、翌年の学校関連QOLが
低い。

自閉症特性を高く持つ児は、そうでない児に比べ自殺念慮
を抱きやすい。

a

b c

a

b

c

これまでの研究実績で得られた知見
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友人関係

親子関係

教師関係

学業

不登校

自傷行為

非行

【発達障害特性】 【不適応】 【メンタルヘルス】 【問題行動】

いじめ加害

：強める

：弱める

社会性
の困難

多動・
不注意

抑うつ

過食

知的発達
の遅れ

拒食

粗大運動 いじめ被害

微細運動

【調整要因】

サポート

ストレス対処
（引きずる）

ストレス対処
（解決・転換）

攻撃性

学校コホート調査
解析結果概要

各学校に現在の
メンタルヘルスの状態

を返却

教育委員会とデータを
共有し、総合的な学校

⽀援に活⽤

学校
フィードバック
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児童⽣徒⼀⼈⼀⼈に

・こころの元気さ(抑うつ)
・こころの穏やかさ(攻撃性)
・⽣活の満⾜度(QOL)
・インターネット利⽤(依存傾向)
・現在の状態への総合コメント

をフィードバック

メンタルヘルスのセルフ
チェック(保護者チェック)を
促す。

個⼈
フィードバック

2016版

クラス
フィードバック

クラスごとの結果リスト解
説資料より抜粋

重要項目

1. 生きていても仕方がない

2. いじめられたり、からかわ
れたりしている

の2項目を重要項目として、そ

のようなことが頻繁にある児童
生徒には★が最大で3つ付け
られる。

【学校運営や生徒指導】
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• 弘前市小中学校調査（心のサポートアンケート）の

クラスフィードバックを受け、希望校には児童生徒

への出前授業（心の授業）を実施している

• 授業内容：心の機能・感情・思考パターン等につ

いて学ぶ（心の調子に気づく／適応行動を見つけ

る／リラクセイション法を身につける など）

• 実施数：4校8クラス（196人）に実施 （2014年から

2016年10月現在）

一次予防活動Ⅱ:心理教育 心の授業

心の授業
配布リーフレット
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二次予防活動

2014年
高栁 伸哉 9件

1. むつ市学校保健会研修会 講師

2. 若手心理職のための研修会 講師

3. 弘前市よつば保育園園内研修会 講師

4. 南津軽群発達研究会保育士部会 講師

5. 弘前市ひろさき発達相談研究会 講師

6. 弘前市船沢保育園園内研修会 講師

7. 青森県保健福祉大会 パネリスト

8. 弘前市こどものカタチ 講師

9. 弘前市発達健診説明会 講師

2015年
栗林理人 13件

1. 心の健康に関する教育研究協議会「精神神経等の理解と学校の対応」講師
2. インクルーシブ教育研修会「つまづき、困っている子への指導・支援の在り

方」講師
3. 特別支援教育教育課程教育事務所別研究集会 情報提供
4. 中南地区定時制通信制教育研究大会「思春期における精神疾患の理解と対

応」講師
5. つがる小児科医の会学術集会「児童思春期の臨床ー見立てと対応ー」教育

講演講師
6. 行動援護従業者養成研修会「強度行動障害と医療」講師
7. 青森県高等学校PTA連合会健全育成研修会「高校生の心の健康をどう支え

ていくか～いかにして子どもたちを育てるか～」講師
8. 西北五合同学校保健研究大会五所川原大会「子どもの見立てとその対応」

講師
9. 弘前病院院内学習会「妊婦、母親への精神的支援について」講師
10. 弘前市立豊田小学校保護者講演「『子どもの発達とその特性』について 講

師」

専⾨職の養成：保育⼠・教員研修会 / 巡回相談

足立 匡基 7件

1. 弘前市第一中学校校内研修会「心のサポートアンケートの活用」講師
2. 弘前大学大学院医学研究科公開講座「メンタルヘルス: 子どものメンタルヘルス」講師
3. 五所川原市学校保健研究大会 「思春期のメンタルヘルス」講師
4. 弘前市城東小学校校内研修会 「心のサポートアンケートの活用」講師
5. 弘前大学教育学部附属中学校校内研修会 「心のサポートアンケートの活用」講師
6. 弘前大学との地域づくり連携事業「こどもの心とその臨床」講師
7.  ひろみちお兄さんの親子体操指導者養成講座 「発育・発達心理学」 講師

高栁 伸哉 1件

1. 弘前市保育等研修事業 子育て支援入門編 講師

専⾨職の養成：保育⼠・教員研修会 / 巡回相談2015年 つづき

栗林理人
11. 家庭教育支援普及定着研修会「乳幼児期の育ち～愛着形成の需要性～」講師
12. 弘前大学との地域づくり連携事業「子どもの心とその臨床」演習指導
13. 放課後児童クラブ支援員研修会「子どものこころの発達をみんなで考えよう～親や地域の大人の関わり方について～」講

師
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保育士・教員研修会 / 巡回相談
研修等による配慮が必要な子への接し方

2016年
栗林理人 7件
1. 青森県地域活動連絡協議会児童福祉週間会員研修会「今、子どもたちに起こっていること」講師
2. 不登校児への支援を考える研修会 講師
3. 心の健康に関する教育研究協議会「子どもの発達とその特性」講師
4. 稲垣中学校教育講演会「子どもの見立てとその対応」講師
5. 青森県特別支援学級設置学校長協議会 「第1回評議員・代議員研究協議会全体研修会」講師
6. 青少年健全育成フォーラム（いじめのない社会を作るために）「子どものメンタルヘルスー不登校、いじめとの関連からー」講

師
7. 青森県養護教員研究大会「養護教諭の職務」子どもの心の健康をサポート！～点から線、そして面の校内支援体制へ～

指導助言

足立 匡基 11件
1. 弘前自閉症啓発デイ シンポジスト
2. 青森県地域活動連絡協議会児童福祉週間会員研修会 発達障害「グレーゾーンの子どもたち」講師
3. 弘前市 5歳児における発達に関する予備調査及び発達健診説明会 講師
4. 不登校等関係機関連絡協議会 「弘前市と連携した子どもセンターの取り組み」講師
5. 平川市教師力向上講座「発達特性の理解と支援」講師
6. 弘前市豊田小学校校内研修会「発達特性の理解と支援」講師
7. ひろさき子どもの発達支援事業「発達検査感覚プロファイルの紹介と活用」講師
8. 平川市教育委員会健康教育推進事業「思春期の子どもの心の状態」講師
9. 発達障害等のある児童生徒の支援体制強化事業「インクルーシブ教育ホップ研修会Ⅰ」コメンテーター
10. 弘前市保育等研修事業「5歳児発達健診とペアレントプログラム」講師
11. 東北町上北中学校「生徒の心のサポート支援」巡回支援

介入・三次予防

2015年
六郷⼩学校爆発事故 緊急⽀援活動 ( )

〇 ⼩学校児童のメンタルヘルス(PTSD)チェック
〇 保護者講演会の開催

緊急⽀援活動および教育・医療事例検討会

2016年
東北町⽴上北中学校中⼀男⼦⽣徒⾃殺 緊急⽀援活動(東北町教育委員会より依託)

〇 ⽣徒の⼼のサポート⽀援活動
〇 遺族⽀援
〇 中学校⽣徒のメンタルヘルス(抑うつ状態および特別⽀援のニーズ)チェック

緊急⽀援活動( )
〇スクールカウンセラーアドバイザー

弘前市⽴南中学校 ケースカンファレンス
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平成27年3⽉25⽇(⽔)
村5市町村教育委員会と弘前⼤学教育学部並びに⼤学院医学研究科とは、
それぞれが相互の連携と協⼒により、21世紀を逞しく⽣きる調和のと
れた⼈間性豊かな児童⽣徒の育成をはじめ、各市町村における教育の
充実・発展及び教員養成に寄与すること、学校教育における諸課題に
医学的⾒地から対応するとともに児童⽣徒の健康教育とそれを担う⼈
材の育成に寄与することを⽬的に連携協定を締結した。

※なお、弘前市教育委員会は、平成24年1⽉27⽇(⽕)に教育学部と平
成25年11⽉14⽇(⽊)に⼤学院医学研究科と既に連携協定を締結してい
る。

弘前地区連携推進協議会：弘前モデルの波及
中南地区6市町村教育委員会、中南教育事務所、
県⽴学校と弘前⼤学の連携協働

協定の趣旨を踏まえ、平成27年3⽉25⽇6

「弘前地区連携推進協議会」を設⽴した。

インクルーシブ教育推進事業の全体計画

保護者に対する相談⽀援及び関係機関との連携
保護者や家族に発達障害等の理解を図るため

の講話、啓発DVDの貸し出しを⾏うなどにより、
⾃閉スペクトラム症、注意⽋如多動症、LD等発
達障害の発達特性と教育的係り⽅等について助
⾔し、⼼理的適応を図り、適切な教育にあたれ
るよう⽀援する。

市町村教育委員会に対する助⾔等
各市町村が設置する「就学(教育)⽀援委員

会」における調査・審議等において教育学・⼼
理学・医学等、専⾨的⾒地からの意⾒を参考に
総合的な観点から市町村教育委員会が判断する
ことから、特別⽀援学校、⼦どものこころの発
達研究センター等から助⾔を得て中南地区にお
ける適切な就学⽀援に資する仕組みを検討する。

⼦どもセンターに求められる⽀援
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これまでの実績：インクルーシブ研修会の開催・専⾨家の養成に貢献
平成27年度
7⽉29⽇(⽔)
インクルーシブ教育課題発⾒研修会
「つまづき、困っている⼦への指導・⽀援のあり⽅」
栗林理⼈(コメンテーター)
研修会参加者175名

2⽉13⽇(⼟)
⼦どものこころの発達をみんなで考える会
「⼦どもの⼼の問題に対する地域連携と医学的⽀援」
中村和彦(講師)
「⼦どものこころの問題の多様化への対応と取り組み」
栗林理⼈(コーディネーター)
⾼栁伸哉(シンポジスト)
平成28年度
7⽉27⽇(⽔)
インクルーシブ教育ホップ研修会1
「学級・学校での⽀援体制と家族や専⾨機関との連携協働」
⾜⽴匡基(分科会2:コメンテーター)
「⼦どものこころの問題への医学的・⼼理学的側⾯からの相談⽀援」
栗林理⼈(分科会3:コメンテーター)

インクルーシブ教育教員研修体系の再構築
28年度より開始

弘前市内における
当センターの活動

＜近隣市町村との連携プロジェクト＞
・⼦どもの発達講演会、研修会の計画、
発達健診の診断、調査⽀援プランの提案

・5歳児発達健診→発達外来（ペアプロ含む）
・⼩中コホート調査（公⽴・本学附属全校）、

⼼の授業、⼦どもの発達・⼼理研修

波及

これからの
役割

弘前市において5歳児発達
健診と就学⽀援の連携モデ
ルを構築し、
弘前地区への波及を⽬指す
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3. 被災地⽀援活動

1) 福島⽀援活動

2) 熊本地震緊急⽀援活動

福島支援 （緊急スクールカウンセラー等派遣事業）

• 福島県各小・中・高等学校における心の教育プログラム（ストレスマネジメント方法
<Unit1>や感情コントロール方法<Unit2>などの習得）の実施

• 教員への支援方法の研修など

心の教育

プログラム事業

• 福島県各小・中・高等学校における巡回相談（気になる児童生徒、保護者への個人面
談、教員へのコンサルテーション、心理アセスメント等）の実施

• 支援重点地域（避難地区等）の教育事務所における巡回相談（気になる児童生徒のア
セスメントおよび面談）、支援計画の立案、打ち合わせ等

巡回相談事業

• ＰＴＡでの精神的増進に関する保護者・教員研修の実施

• ペアレントプログラムを活用した支援を要する児童生徒の保護者に対するプログラム
の実施

保護者向け

講演会

• 児童精神科医や児童精神を専門とする臨床心理士等により、児童生徒や保護者、教
員に直接面談を行うことにより、児童生徒の精神健康や支援ニーズを把握する（医療
への紹介の必要性の有無や、支援方法の助言を行う）

心の健康診断

（2015より）

～３大学（福島大学・浜松医科大学・弘前大学）連携プロジェクト～
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＜実施数＞

• 2014 全体訪問数39校／144クラス（重複含む）のうち、13校／28クラス担当

• 2015 全体訪問数20校／81クラス（重複含む）のうち、9校／18クラス担当

心の教育

プログラム事業

• 2014 全体訪問数67校のうち、4校担当

• 2015 全体訪問数121校のうち、6校担当
巡回相談事業

• 2014 ペアレントプログラム：福島大学のサポートとして、5セッションに参加

• 2014 ＰＴＡ講演会：全体4件のうち、1件担当

保護者向け

講演会

• 2015 12月11日富岡第一・第二中学校（三春校）医師4名・心理士2名参加
心の健康診断

（2015より）

福島訪問数 2014年度：29回 2015年度：24回

熊本地震緊急支援活動

◇2016年5月6日、7日（中村）
発達障害者支援センター・自閉症協会との会合等

 熊本地震で被災された発達障害のある児童生徒等とその家族を対象にして、親御さんへの要望聴取・関係
諸機関の取り組み状況や要望の把握を行った

 発達障害の子どもたちを対象にした遊びの会や、子どもたち向けのリラクゼーションやストレスマネジメントの
ワークショップ開催を企画した

◇6月17日、18日（中村・安田）
発達障害のある子ども・家族のための心理的ケア・プログラム実施

◇8月12日（中村）
発達障害のある子ども・家族のための遊びの会参加及び支援相談実施

◇9月24日（安田）
発達障害のある子ども・家族のための遊びの会参加及び支援相談実施
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実習施設名 所在地 授業科目 受入れ可能人数 備考

1 弘前大学医学部附属病院
弘前市本町53
(徒歩3分)

臨床心理学実習 10人

2 一般財団法人愛成会弘前愛成会病院
弘前市北園1丁目6-2

(徒歩35分または自動車15分)
臨床心理学実習 10人

3 青森県立中央病院
青森市東造道2丁目1-1

(自動車65分または電車･バス75分)
臨床心理学実習 10人

4 青森県立つくしが丘病院
青森市三内字沢部353-92

(自動車55分または電車･バス65分)
臨床心理学実習 10人

＜幼稚園，小学校，中学校＞
弘前市学園町1-１

(徒歩40分または自動車15分)
臨床心理学実習 10人

＜特別支援学校＞
弘前市富野町1-76

  (徒歩20分または自転車10分）
臨床心理学実習 10人

6 青森少年鑑別所
青森市金沢1丁目5-38

(自動車65分または電車･バス75分)
臨床心理学実習 10人

7
青森県総務部人事課

（健康支援室）
青森市長島１丁目1-1

(自動車55分または電車･バス65分)
臨床心理学実習 10人

8
青森県総務部人事課

（自治研修所）
青森市造道１丁目2-1

(自動車65分または電車･バス75分)
臨床心理学実習 10人

実　習　施　設　一　覧

5
弘前大学教育学部附属学校園
（幼稚園，小学校，中学校，

特別支援学校）
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目   次 

 

 

１．学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況  

 （１）学生の確保の見通し                    ・・・・・・・  １ 

  （２）学生確保に向けた具体的な取組状況     ・・・・・・・  １ 

 

 

２．人材需要の動向等社会の要請  

 （１）人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要）・・  ２ 

 （２）社会的，地域的な人材需要の動向等を踏まえたもの   

    であることの客観的な根拠                        ・・・  ２ 

 





1 
 

１．学生確保の見通し及び申請者としての取組状況 

（１）学生の確保の見通し 

１）定員充足の見通し 

当初，保健学科に新たな専攻を設置する計画でアンケート調査を実施した。 

しかし，弘前大学内における検討の途中，新たな学科（心理支援科学科）を設置する方

向で検討を進めていくことにしたが，設置の趣旨は専攻設置を検討した当初と同じであ

るので，当初のアンケート調査結果を読み替えることで対応した。 

その結果は，次のとおりであった。 

平成 30 年６～８月，弘前大学医学部心理支援科学科の設置について，上述アドミッ

ションポリシーに基づき，入学を希望する学生を受け入れることを説明し，青森県内の

進学校，特に本学への進学校計 10 校の現在高校２年生のうち，各校文系 50 人・理系 50

人計 1,000 人にアンケート調査を実施，820 人（回答率 82%）から回答を得た。 

（資料１及び資料２） 

なお，平成 30 年６月，青森県臨床心理士会を通じて，社会人入学に関するアンケー

ト調査を実施したが，入学希望者は無かった。 

この結果を勘案すると，医学部心理支援科学科に設定する入学定員 10 人は，充足す

る見通しである。 

 

２）定員充足の根拠となる客観的なデータの概要 

医学部心理支援科学科設置に向けて，入学定員 10 人の充足の見込みを調べるため，

青森県内の進学校，特に本学への進学校計 10 校の現在高校２年生のうち，各校文系 50

人・理系 50 人計 1,000 人を対象にアンケート調査を実施し，820 人（回答率 82%）から

回答を得た。 

その結果は，次のとおりであった。 

 

① 心理支援科学科の設置への関心度を尋ねたところ，「関心を持った」及び「少し

関心を持った」が 614 人(76％)であり，関心度が高かった。 

 

② 心理支援科学科への進学の意向について尋ねたところ，「ぜひ進学したい」33 人

(４％)であり，本学が予定している入学定員を十分充足することが判った。 

 

③ 進学理由について尋ねたところ，「興味がある分野だから」74 人(44％)と一番高

く，「学べる内容やカリキュラムが良さそうであるから」28 人(17％)及び「将来就

く予定の職業や就職予定の企業・団体等に有利そうであるから」25 人(15％)が次に

高いことから，将来に向けた進学意欲が高かった。 

 

以上により，心理支援科学科は，設置の趣旨に沿って，入学定員を充足し学生を確保

する見通しがあることが示された。 

 

（２）学生確保に向けた具体的な取組状況 

現在，本学部学生に対して，本学の入学料・授業料免除制度（資料３），本学独自の

入学料免除制度「ゆめ応援プロジェクト」（資料４）並びに本学への寄附金を活用した

給付型奨学金制度の「岩谷元彰弘前大学育英基金」（資料５）及び「弘前大学基金「ト

ヨペット未来の青森県応援事業」（資料６）を活用し，本学部学生のうち，延べ 256 人

に対して 55,632 千円（平成 30 年度実績）の経済的支援を行っている。このほか，学生
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寮の寄宿料免除等による住居支援，また，本学の業務補助による経済支援制度の「ワー

クスタディ」などの学生支援を行い，学生確保に向けた取組を行っている（資料７）。 

 今後，さらに，保健学科心理支援科学専攻への入学を促すため，ホームページの活用

や進学説明会などを積極的に実施し，学生確保に向けた取組を行う。 

 

２．人材需要の動向等社会の要請 

（１）人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

医学部心理支援科学科は，心理学及び臨床心理学などの専門領域に関する知識と技能

に加え，医学及び保健医療分野などの基本領域に関する知識と技能，科学的思考力を有し，

こころの問題を感受し，その問題を解決できる能力や生命に対する高い倫理性と豊かな人

間性を有し，悩める人に寄り添い，心理支援職としての役割を通して地域住民の健康と福

祉に寄与し，社会に貢献する地域のリーダーとなる人材を養成することを目的とする。 

 

（２）社会的，地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根拠 

医学部心理支援科学科設置に向けて，平成 30 年 12 月に医学部保健学科卒業生の就職

先のうち，道南，青森県，岩手県北部及び秋田県北部の医療機関及び地方自治体の教育委

員会ほか関連機関など 144 機関にアンケート調査を実施し，69 機関（回答率 48%）から回

答が寄せられた。アンケート調査では，弘前大学の設置計画に対する評価，人材養成及び

採用計画など各機関のニーズを調査した。 

その結果を勘案すると，医学部心理支援科学科に設定する入学定員 10 人は，社会的，

地域的な人材需要の動向を踏まえたものであることが確認され，概ね客観的な考察に十分

に耐えるものと判断される。（資料８及び資料９） 

その結果は，次のとおりであった。 

 

① 心理支援科学科の設置について尋ねたところ，64 機関（93％）が評価できるとの

回答があった。 

 

② 将来の大学院修了者を含めて，心理支援科学科を卒業した者の採用の意向につい

て尋ねたところ，18 機関（28%）が採用に意欲的であった。 

内訳は，医療機関 13 機関，教育委員会３機関及び保健センター・保健所 2 機関で

あった。 

 

③ 毎年何人程度の採用予定があるのかについて尋ねたところ，9 機関から回答があり，

1～2 名 8 機関，3～4 名 1 機関，合計毎年 11～20 人程度の採用予定者数があること

を確認した。また，毎年，人数は未確定であるが採用を考える機関が 10 機関あり，

これを加えると十分な需要があった。 

なお，毎年採用予定人数があると回答した９機関は，次のとおりの状況であった 

ア 回答機関の内訳は，医療機関７機関，教育委員会１機関及び保健センター・保

健所１機関であった。 

イ 回答機関の地域別の内訳は，青森県内８機関（青森市２機関，弘前市２機関，

八戸市２機関，三沢市１機関，つがる市１機関），北海道函館市１機関であっ

た。 

 

④ 以上の状況を考察すると，地域の課題に示したとおり，青森県が，医療機関や教

育・福祉機関等に心理支援職が圧倒的に不足している現状を踏まえての人材需要の
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回答であると考えられる。 

 

⑤ 医療機関や教育機関の心理支援職を採用するための募集要項を確認すると臨床心

理士や公認心理師などの資格取得者を必要とする機関が多い状況である。 

この状況を考察すると，大学院修士課程を修了し，心理支援職の資格を取得した者

や心理支援職としてある程度の経験がある者を採用したい傾向があると考えられる。 

 今後，医学部心理支援科学科を卒業し，このあと設置される予定の大学院修士課程

を修了して，心理支援職の資格を取得する者への人材需要がより一層増えると考えら

れる。 

 

以上の状況をもとに社会的・地域的な人材需要の動向等を踏まえて考察した場合， 

現状においては入学定員 10 人が適切と判断した。 

 

以上のことから，心理支援科学科が養成する人材像は，社会的，地域的な人材需要の 

動向等を踏まえたものであることが判明した。 
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フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

－ 　学長
サトウ　ケイ

佐藤　敬
＜平成24年2月＞

医学博士
弘前大学長

（平成24年2月～令和2年3月）

現　職
（就任年月）

別記様式第３号（その１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 員 名 簿

学 長 の 氏 名 等

調書
番号

役職名 年齢
保有

学位等
月額基本給
（千円）



別記様式第３号（その２の１）

（医学部心理支援科学科）

フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

心理学概論※ 1前 0.3 1

心理学研究法 1後 2 1

心理支援科学英語購読基礎 2前 2 1

障害者・障害児心理学 3前 2 1

心理学的支援法Ⅰ※ 3前 0.9 1

心理学基礎研究 3通 1 1

心理支援科学英語購読応用 2後 2 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

心理学概論※ 1前 0.3 1

心理学実験 2前 2 1

心理統計法 2後 2 1

知覚・認知心理学 2前 2 1

学習・言語心理学 2後 2 1

心理学基礎研究 3通 1 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

心理学概論※ 1前 0.3 1

公認心理師の職責 1後 2 1

早期体験実習（多職種連携） 1後 0.5 1

健康・医療心理学 2後 2 1

臨床心理学演習Ⅰ 2後 1 1

心理アセスメント※ 3前 0.5 1

心理学的支援法Ⅱ 3後 2 1

臨床心理学実習※ 3通 0.7 1

基礎ゼミナール 1前 2 1

心理学概論※ 1前 0.3 1

医学概論 1前 2 1

早期体験実習（多職種連携） 1後 0.5 1

関係行政論 3後 2 1

精神医学 2前 2 1

心身医学 2後 2 1

発達小児科学 3前 2 1

慢性疾患学 3後 2 1

生命倫理学 4前 2 1

保健医療地域支援実習※ 4通 0.7 1

青森エクスカーション 2前 2 1

心理学概論※ 1前 0.1 1

臨床心理学 1後 2 1

教育・学校心理学 3前 2 1

臨床心理学演習Ⅱ 3前 1 1

臨床心理学実習※ 3通 0.5 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

キャリア形成の発展 2･3前 2 1

心理学概論※ 1前 0.3 1

発達心理学Ⅰ 2前 2 1

心理アセスメント※ 3前 0.5 1

心理学的支援法Ⅰ※ 3前 1.1 1

産業・組織心理学 3後 2 1

臨床心理学実習※ 3通 0.5 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

心理学概論※ 1前 0.2 1

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

専任等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）

５日

ニュージーランド
オタゴ大学
体育学部
准教授

（平26.２）

2
博士

（学術）
５日

東海学院大学
人間関係学部

教授
（平27.４）

教授
ﾐﾔﾊﾗ　ﾓﾄﾋﾃﾞ
宮原　資英

＜令和2年4月＞

博士
（キネシオロ

ジー）

担当授業科目の名称
配当
年次

担 当
単位数

年 間
開講数

現　職
（就任年月）

申請に係る大
学等の職務に
従事する週当
たり平均日数

調書
番号

1 専

５日

東海大学
医学部

付属八王子病院
講師

（平28.４）

博士
（医学）

５日

弘前大学
大学院医学研究科

附属子どものこころの発達
研究センター
特任准教授
（平26.10）

4 専 教授
ｸﾘﾊﾞﾔｼ　ﾐﾁﾄ
栗林　理人

＜令和2年4月＞

５日

弘前大学
教育学部

講師
（平25.４）

5 専 准教授
ｱﾀﾞﾁ　ﾄﾓｵ
安達　知郎

＜令和2年4月＞

５日

弘前大学
教育学部

講師
（平25.９）

専 教授
ｵｶﾞﾜ　ﾀｴｺ
小河　妙子

＜令和2年4月＞

博士
（心理学）

専 准教授
ﾏﾂﾀﾞ　ﾕｳｺ
松田　侑子

＜令和2年4月＞

博士
（教育学）

博士
（医学）

専3
ﾀﾏｲ　ﾔｽﾕｷ
玉井　康之

＜令和2年4月＞
教授

6

1



発達心理学Ⅱ 2後 2 1

福祉心理学 3前 2 1

臨床心理学実習※ 3通 0.3 1

保健医療心理アセスメント※ 3後 0.5 1

保健医療地域支援実習※ 4通 0.7 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

心理学概論※ 1前 0.2 1

感情・人格心理学 2前 2 1

神経・生理心理学 2後 2 1

保健医療心理アセスメント※ 3後 0.5 1

保健医療地域支援実習※ 4通 0.6 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

9 兼担 教授
ﾔｽﾀﾞ ﾑﾈﾖｼ
保田　宗良

＜令和2年4月＞
商学修士 青森の経済・産業 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

教授
（平2.1）

－

10 兼担 教授
ﾔｽｶﾜ ｱｹﾐ

安川　あけみ
＜令和2年4月＞

博士（薬学） 青森の文化 1前 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（平23.4）

－

11 兼担 教授
ﾀｶｾ ﾏｻﾋﾛ

髙瀬　雅弘
＜令和2年4月＞

修士（教育学）※ 青森の歴史※ 1前 0.9 1

弘前大学
教育学部

教授
（平18.10）

－

12 兼担 教授
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀﾀﾞｱﾂ
今泉　忠淳

＜令和2年4月＞
医学博士 青森の歴史※ 1前 1.1 1

弘前大学
大学院医学研究科

附属脳神経血管病態研究施
設

教授
（平9.1）

－

13 兼担 教授
ｲｼｶﾜ ﾖｼﾛｳ
石川　善朗

＜令和2年4月＞
芸術学修士

青森の芸術
比較文化

1前
1後

2
2

1
1

弘前大学
教育学部

教授
（平18.4）

－

14 兼担 教授
ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐｵ

山田　史生
＜令和2年4月＞

博士（文学） 青森の民俗・芸能 1前 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（昭63.4）

－

15 兼担 教授
ｱﾗｶﾜ ｵｻﾑ
荒川　修

＜令和2年4月＞
農学博士 青森の自然※ 1前 0.4 1

弘前大学
農学生命科学部

教授
（昭61.6）

－

16 兼担 教授
ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ
松崎　正敏

＜令和2年4月＞
博士（農学） 青森の自然※ 1前 0.4 1

弘前大学
農学生命科学部

教授
（平18.6）

－

17 兼担 教授
ﾀﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ
丹藤　雄介

＜令和2年4月＞
博士（医学） 青森の自然※ 1前 0.8 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平12.10）

－

18 兼担 教授
ｼﾉﾂﾞｶ ｱｷﾋｺ
篠塚　明彦

＜令和2年4月＞
修士（教育学） 国際地域 1後 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（平25.4）

－

19 兼担 教授
ﾁｮｳﾅﾝ ﾕｷﾔｽ
長南　幸安

＜令和2年4月＞
博士（理学）

地球環境※
青森の多様性と活性化
化学の世界

1後
2前
1前

0.3
2
2

1
1
1

弘前大学
教育学部

教授
（平10.4）

－

20 兼担 教授
ﾔﾀｶﾞｲ ｱｷﾖ

谷田貝　亜紀代
＜令和2年4月＞

博士（理学） 地球環境※ 1後 0.4 1

弘前大学
大学院理工学研究科

教授
（平28.4）

－

21 兼担 教授
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｺ
杉山　祐子

＜令和2年4月＞
博士（地域研究） 青森の食と産業化※ 2前 0.5 1

弘前大学
人文社会学部

教授
（平3.4）

－

22 兼担 教授
ﾓﾘ ﾀﾂｵ

森　樹男
＜令和2年4月＞

博士（経営学） 地域プロジェクト演習 2前 2 1

弘前大学
人文社会学部

教授
（平5.4）

－

23 兼担 教授
ｴﾋﾞﾅ ｱﾂｺ

蝦名　敦子
＜令和2年4月＞

芸術学修士※ 芸術 1前 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（平10.4）

－

博士
（人間科学）

５日

弘前大学
大学院医学研究科

附属子どものこころの発達
研究センター

特任講師
（平29.10）

５日

弘前大学
大学院医学研究科

附属子どものこころの発達
研究センター

特任講師
（平28.４）

7 専 准教授
ｱﾀﾞﾁ　ﾏｻｷ
足立　匡基

＜令和2年4月＞

8 専 准教授
ﾀｶﾊｼ　ﾐﾁｵ
髙橋　芳雄

＜令和2年4月＞

博士
（医学）

2



24 兼担 教授
ﾋｶﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ
檜垣　大助

＜令和2年4月＞
理学博士 環境と生活※ 1前 0.9 1

弘前大学
農学生命科学部

教授
（平10.10）

－

25 兼担 教授
ｶﾀｵｶ ｼﾕﾝｲﾁ
片岡　俊一

＜令和2年4月＞
博士（工学） 環境と生活※ 1前 0.4 1

弘前大学
大学院理工学研究科

教授
（平13.4）

－

26 兼担 教授
ｺｲﾜ ﾅｵﾄ

小岩　直人
＜令和2年4月＞

博士（理学） 環境と生活※ 1前 0.7 1

弘前大学
教育学部

教授
（平13.4）

－

27 兼担 教授
ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾛﾕｷ
藤﨑　浩幸

＜令和2年4月＞
博士（農学） 農学の世界※ 1前 1.1 1

弘前大学
農学生命科学部

教授
（昭63.9）

－

28 兼担 教授
ｶﾅﾓﾄ ﾄｼｷ

金本　俊幾
＜令和2年4月＞

博士（情報科学） 物理学の世界 1前 2 1

弘前大学
大学院理工学研究科

教授
（平28.4）

－

29 兼担 教授
ｻｸﾗﾀﾞ ﾔｽｼ
櫻田　安志

＜令和2年4月＞
博士（工学） 情報処理入門B 1前 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（平31.4）

－

30 兼担 教授
ｵｻﾅｲ ﾀｶｵ

小山内　隆生
＜令和2年4月＞

博士（医学）
人間の尊厳
保健学概論※
作業療法概論

1前
1前
2前

2
0.2
2

1
1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（昭63.4）

－

31 兼担 教授
ｵｸﾞﾗ ﾉﾘｺ

小倉　能理子
＜令和2年4月＞

博士（保健学）
生活と健康※
教職入門

1前
3通

0.5
1

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平8.5）

－

32 兼担 教授
ｲﾀｷ ﾁｴｺ

井瀧　千恵子
＜令和2年4月＞

博士（教育学） 医学・医療の世界※ 1前 0.5 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平17.4）

－

33 兼担 教授
ﾌｼﾞﾀ ｱｹﾐ

藤田　あけみ
＜令和2年4月＞

博士（保健学）
運動と健康A※
保健学概論※

1前
1前

0.7
0.2

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平26.4）

－

34 兼担 教授
ｵﾀﾞ ｱﾂｼ
尾田　敦

＜令和2年4月＞
博士（保健学） 運動と健康A※ 1前 0.7 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（昭58.4）

－

35 兼担 教授
ﾄﾂｶ ﾏﾅﾌﾞ
戸塚　学

＜令和2年4月＞
博士（医学） 運動と健康B※ 1前 0.7 1

弘前大学
教育学部

教授
（平4.4）

－

36 兼担 教授
ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾋﾄ
清水　紀人

＜令和2年4月＞
体育学修士 運動と健康B※ 1前 0.7 1

弘前大学
教育学部

教授
（昭60.4）

－

37 兼担 教授
ｷﾑﾗ ﾉﾘﾐ

木村　宣美
＜令和2年4月＞

文学修士※
Listening（初級）
Speaking（中級）
Writing（初級）

1前
1後
1後

2
2
2

1
1
1

弘前大学
人文社会学部

教授
（平2.4）

－

38 兼担 教授
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ
中村　裕昭

＜令和2年4月＞
文学修士 Speaking（初級） 1後 2 1

弘前大学
教育推進機構

教養教育開発実践センター
教授

（平24.3）

－

39 兼担 教授
ｼﾛﾓﾄ ﾙﾐ

城本　るみ
＜令和2年4月＞

修士（文学）※ 中国語Ⅱ 1後 2 1

弘前大学
人文社会学部

教授
（平10.9）

－

40 兼担 教授
ｷﾀﾐﾔ　ﾁｱｷ
北宮　千秋

＜令和2年4月＞
博士（学術）

保健学概論※
保健学概論演習
疫学

1前
4後
2後

0.1
0.1
1

1
1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平13.10）

－

41 兼担 教授
ﾋｸﾞﾁ　ﾂﾖｼ
樋口　　毅

＜令和2年4月＞
博士（医学） 保健学概論※ 1前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平2.10）

－

42 兼担 教授
ｲｼｶﾜ　　ｱｷﾗ
石川　　玲

＜令和2年4月＞
博士（医学） 保健学概論※ 1前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平3.4）

－

43 兼担 教授
ﾂﾙｶﾞ　ｴｲﾁ
敦賀　英知

＜令和2年4月＞
博士（歯学） 人体形態学 2前 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平26.4）

－
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44 兼担 教授
ﾎｿｶﾜ　ｳﾖｲﾁﾛｳ
細川　洋一郎

＜令和2年4月＞
歯学博士 人体形態学 2前 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平20.4）

－

45 兼担 教授
ﾔﾏﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｺ
山田　順子

＜令和2年4月＞
博士（学術） 人体機能学 2前 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平19.12）

－

46 兼担 教授
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼﾞｭﾝ
渡邉　　純

＜令和2年4月＞
博士（医学） 人体病理学 2後 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平22.4）

－

47 兼担 教授
ｷﾀﾞﾁ　 　ﾙﾘｺ
木立　るり子

＜令和2年4月＞
博士（医学） コミュニケーション論※ 1前 0.6 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平5.10）

－

48 兼担 教授
ﾐﾔｻﾞｷ　ﾜﾀﾙ
宮崎　　航

＜令和2年4月＞
博士（医学） 衛生学・公衆衛生学 2後 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平31.4）

－

49 兼担 教授
ﾀｶﾊｼ　ﾔｽﾕｷ
高橋　康幸

＜令和2年4月＞
博士（保健学）

医療リスクマネジメント※
医療情報学※

3前
3前

0.3
0.5

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平28.9）

－

50 兼担 教授
ﾉﾄ　　ﾕｶ

野戸　結花
＜令和2年4月＞

博士（医学） 医療リスクマネジメント※ 3前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平5.4）

－

51 兼担 教授
ﾀｶﾊｼ　　ﾄｵﾙ
高橋　　徹

＜令和2年4月＞
医学博士 救急・蘇生医学 4後 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平5.10）

－

52 兼担 教授
ﾂﾙｶﾜ　ﾏｻｷ
敦川　真樹

＜令和2年4月＞
文学士

特別な教育的ニーズの理解とその
支援※

3前 1 1

弘前大学
大学院教育学研究科

教授
（平29.4）

－

53 兼担 教授
ｶｻｲ　ｱﾂｺ

葛西　敦子
＜令和2年4月＞

博士（学術） 健康教育概論※ 3後 0.4 1

弘前大学
教育学部

教授
（昭58.4）

－

54 兼担 教授
ﾀﾅｶ　　ﾋﾛｼ
田中　　完

＜令和2年4月＞
医学博士 健康教育概論※ 3後 0.3 1

弘前大学
教育学部

教授
（平11.7）

－

55 兼担 教授
ｵｵﾀ　ｾｲｺｳ
太田　誠耕

＜令和2年4月＞
博士（医学） 健康教育概論※ 3後 0.4 1

弘前大学
教育学部

教授
（昭57.4）

－

56 兼担 教授
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛﾐ
小林　央美

＜令和2年4月＞
修士（教育学）※ 養護学概論 2前 2 1

弘前大学
大学院教育学研究科

教授
（平17.4）

－

57 兼担 教授
ﾋﾗﾉ　　ｷﾖｼ
平野　　潔

＜令和2年4月＞
修士（法学） 刑事司法論 2後 2 1

弘前大学
人文社会学部

教授
（平17.4）

－

58 兼担 准教授
ｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ

児山　正史
＜令和2年4月＞

博士（法学） 青森の行政 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平12.4）

－

59 兼担 准教授
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ
遠藤　明

＜令和2年4月＞
博士（農学） 青森の自然※ 1前 0.4 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平23.4）

－

60 兼担 准教授
ｽﾜ ｼﾞﾕﾝｲﾁﾛｳ
諏訪　淳一郎

＜令和2年4月＞
博士（文学）

グローバル社会・経済
青森の食と産業化※

1後
2前

1
0.5

1
1

弘前大学
国際連携本部

准教授
（平16.2）

－

61 兼担 准教授
ｲﾃﾞ ｶﾅｺ

出　佳奈子
＜令和2年4月＞

博士（美学） 世界の芸術・芸能 1後 2 1

弘前大学
教育学部
准教授

（平20.4）

－

62 兼担 准教授
ｲｼﾀﾞ ｷﾖｼ
石田　清

＜令和2年4月＞
博士（農学） 地球環境※ 1後 0.5 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平20.10）

－

63 兼担 准教授
ﾏﾂﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ
松山　信彦

＜令和2年4月＞
博士（農学） 地球環境※ 1後 0.8 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平6.5）

－
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64 兼担 准教授
ﾏﾂｻﾞｶ ﾏｻｼ
松坂　方士

＜令和2年4月＞
博士（医学） グローバルヘルス※ 1後 0.8 1

弘前大学
医学部附属病院

准教授
（平18.4）

－

65 兼担 准教授
ｽｽﾞｷ ﾕｷﾋｺ
鈴木　幸彦

＜令和2年4月＞
博士（医学） グローバルヘルス※ 1後 0.3 1

弘前大学
大学院医学研究科

准教授
（平8.10）

－

66 兼担 准教授
ﾃﾙｲ ｷﾐﾉﾘ

照井　君典
＜令和2年4月＞

博士（医学） グローバルヘルス※ 1後 0.3 1

弘前大学
大学院医学研究科

准教授
（平17.10）

－

67 兼担 准教授
ｻﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ ｼﾞｮｲ

SAWADA　HANNAH JOY
＜令和2年4月＞

Master of Arts
in Advanced

Japanese Studies
（英）

日本 1後 2 1

弘前大学
国際連携本部

准教授
（平13.12）

－

68 兼担 准教授
ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐ
近藤　史

＜令和2年4月＞
博士（地域研究） 青森の食と産業化※ 2前 0.5 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平28.4）

－

69 兼担 准教授
ﾋﾗｲ ﾀﾛｳ

平井　太郎
＜令和2年4月＞

博士（学術） 青森の食と産業化※ 2前 0.5 1

弘前大学
大学院地域社会研究科

准教授
（平24.4）

－

70 兼担 准教授
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ

高橋　俊哉
＜令和2年4月＞

体育学修士
くらし・文化※
運動と健康B※

1前
1前

0.8
0.6

1
1

弘前大学
教育学部
准教授

（平2.1）

－

71 兼担 准教授
ﾖｺﾁ ﾉﾘﾋﾛ

横地　徳広
＜令和2年4月＞

博士（文学） 思想 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平20.10）

－

72 兼担 准教授
ﾅｲﾄｳ ｼﾕｳｺ
内藤　周子

＜令和2年4月＞
修士（経営学）※ 政治経済・社会 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平23.4）

－

73 兼担 准教授
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｼﾝ
吉村　顕真

＜令和2年4月＞
博士（法学） 法と社会A 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平23.4）

－

74 兼担 准教授
ﾊﾏﾀﾞ ｼｹﾞｷ
濱田　茂樹

＜令和2年4月＞
博士（農学） 農学の世界※ 1前 0.9 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平25.4）

－

75 兼担 准教授
ﾋﾛﾀ ｼﾞﾕﾝｲﾁ
廣田　淳一

＜令和2年4月＞
理学博士 数学の世界 1前 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平13.4）

－

76 兼担 准教授
ｶｼﾜｷﾞ ｱｷｺ
柏木　明子

＜令和2年4月＞
博士（工学） 生物学の世界※ 1前 1.2 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平19.5）

－

77 兼担 准教授
ｻｻﾍﾞ ﾐﾁｺ

笹部　美知子
＜令和2年4月＞

博士（学術） 生物学の世界※ 1前 0.4 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平24.4）

－

78 兼担 准教授
ｶﾈｺ ﾕｳ

金児　雄
＜令和2年4月＞

博士（理学） 生物学の世界※ 1前 0.4 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平24.4）

－

79 兼担 准教授
ﾄﾐｻﾜ ﾄｼｺ

冨澤　登志子
＜令和2年4月＞

博士（保健学）
生活と健康※
セルフケア論

1前
2前

0.5
1

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平13.4）

－

80 兼担 准教授
ﾔﾉ ﾃﾂﾔ

矢野　哲也
＜令和2年4月＞

博士（工学） 情報と健康・医学※ 1前 1.2 1

弘前大学
大学院理工学研究科

准教授
（平28.4）

－

81 兼担 准教授
ﾀｶﾐ ｱｷﾖｼ

高見　彰淑
＜令和2年4月＞

博士（保健学） 運動と健康A※ 1前 0.6 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平23.4）

－

82 兼担 准教授

ﾊﾞﾄﾗｰ ｱﾗｽﾃｱ ｼﾞｪｲﾑ
ｽﾞ

BUTLER　ALASTAIR
JAMES

＜令和2年4月＞

Doctor of
Philosophy in
Language and
Linguistic

Science（英）

Listening（上級） 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平30.4）

－

83 兼担 准教授
ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾑ
小野寺　進

＜令和2年4月＞
文学修士※ Reading（初級） 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（昭63.4）

－
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84 兼担 准教授
ﾊﾞｰﾏﾝ ｼｬｰﾘｰ ｼﾞｮｲ
BERMAN　SHARI JOY
＜令和2年4月＞

Master of Arts
in Teaching

（米）

Speaking（上級）
Integrated B（一般学術目的の英
語）Level1
Integrated C（キャリア英語）

1後
2後

3前

2
2

2

1
1

1

弘前大学
教育推進機構

教養教育開発実践センター
准教授

（平24.3）

－

85 兼担 准教授

ﾌﾙｰﾄ ﾌｫﾙｶｰ ﾐﾊｴﾙ
FUHRT VOLKER

MICHAEL
＜令和2年4月＞

Doctor of
Philosophy（独）

ドイツ語Ⅱ 1後 1.4 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平13.4）

－

86 兼担 准教授
ﾂｼﾏ　ｴｲｷ

對馬　栄輝
＜令和2年4月＞

博士（医学） 運動学 2後 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平9.4）

－

87 兼担 准教授
ｸﾄﾞｳ　ｺｳｾｲ
工藤　幸清

＜令和2年4月＞
博士（医学） 保健学概論演習 4後 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平1.4）

－

88 兼担 准教授
ｶｷｻﾞｷ　ｲｸｺ
柿崎　育子

＜令和2年4月＞
博士（医学） 薬理学 2後 2 1

弘前大学
大学院医学研究科

附属高度先進医学研究セン
ター

准教授
（平10.4）

－

89 兼担 准教授
ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾃﾞｷ
吉田　英樹

＜令和2年4月＞
博士（保健学） 医療リスクマネジメント※ 3前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平17.4）

－

90 兼担 准教授
ｵｵﾂ　 ﾊﾙｶ
大津　美香

＜令和2年4月＞
博士（看護学）

老年看護学概論
老年看護方法論

2前
2後

1
1

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平21.4）

－

91 兼担 准教授
ﾖｼﾀﾞ　ﾐﾎ

吉田　美穂
＜令和2年4月＞

修士（教育学）※
特別な教育的ニーズの理解とその
支援※

3前 1 1

弘前大学
大学院教育学研究科

准教授
（平29.4）

－

92 兼担 准教授
ｱﾗﾔ  　ﾏｽﾐ

新谷　ますみ
＜令和2年4月＞

修士（教育学） 健康教育概論※ 3後 0.3 1

弘前大学
教育学部
准教授

（平29.4）

－

93 兼担 准教授
ﾐｻｷ　ﾅｵｺ

三崎　直子
＜令和2年4月＞

博士（医学） セクシュアリティ論 4後 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平25.3）

94 兼担 准教授
ｵｵｸﾗ　ｸﾆｵ
大倉　邦夫

＜令和2年4月＞
博士（商学）

経営学入門
経営組織論

2前
3後

2
2

1
1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平24.4）

－

95 兼担 准教授
ﾀｶｼﾏ　ｶﾂｼ
髙島　克史

＜令和2年4月＞
修士（経済学）

経営戦略論
経営管理論

2後
3前

2
2

1
1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平19.7）

－

96 兼担 講師
ﾁﾊﾞ　　ﾐﾂﾙ
千葉　　満

＜令和2年4月＞
博士（医学）

地域学ゼミナール
保健学概論※
保健学概論演習

1後
1前
4後

2
0.1
0.2

1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平22.4）

－

97 兼担 講師
ﾐﾅｶﾜ ﾏｻﾋﾄ
皆川　正仁

＜令和2年4月＞
博士（医学） グローバルヘルス※ 1後 0.3 1

弘前大学
大学院医学研究科

講師
（平16.4）

－

98 兼担 講師
ｼﾏﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ
嶋村　則人

＜令和2年4月＞
博士（医学） グローバルヘルス※ 1後 0.3 1

弘前大学
大学院医学研究科

講師
（平11.4）

－

99 兼担 講師
ﾓﾘﾓﾄ ﾖｳｽｹ
森本　洋介

＜令和2年4月＞
博士（教育学） 市民参加と地域づくり 2前 2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平24.4）

－

100 兼担 講師
ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾕｷ
藤岡　美幸

＜令和2年4月＞
博士（保健学） 言語学の世界 1前 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平26.4）

－

101 兼担 講師
ｽｽﾞｷ ｴﾘ

鈴木　愛理
＜令和2年4月＞

博士（教育学） 文学 1前 2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平25.9）

－

102 兼担 講師
ｶﾜｲ ﾏｻｵ

河合　正雄
＜令和2年4月＞

修士（法学）※ 法と社会B 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

講師
（平25.4）

－

103 兼担 講師
ﾏﾂﾀﾆ　ﾋﾃﾞﾔ
松谷　秀哉

＜令和2年4月＞
理学修士

情報処理入門A
医療情報学※

1前
3前

2
0.6

1
1

弘前大学
大学院医学研究科

講師
（平3.10）

－
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104 兼担 講師
ｺﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

古村　健太郎
＜令和2年4月＞

博士（心理学）
心理学の世界
社会心理学

1前
3後

2
2

1
1

弘前大学
人文社会科学部

講師
（平29.4）

－

105 兼担 講師
ｳﾙｼｻﾞｶ ﾏﾕﾐ
漆坂　真弓

＜令和2年4月＞
博士（医学）

生活と健康※
医学・医療の世界※

1前
1前

0.5
0.5

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平21.4）

－

106 兼担 講師
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾌｼﾞｺ

小笠原　ふじこ
＜令和2年4月＞

修士（人文社会科
学）

キャリア形成の基礎 1後 2 1
弘前大学

講師
（平20.4）

－

107 兼担 講師
ﾅﾘﾀ ﾌﾐｺ

成田　史子
＜令和2年4月＞

修士（教育学）※ キャリアデザイン 2前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

講師
（平19.4）

－

108 兼担 講師
ﾀﾂﾀ ﾅﾂｺ

立田　夏子
＜令和2年4月＞

博士（言語学）

Listening（中級）
Reading（中級）
Integrated A（国際共通語として
の英語）

1前
1前
2前

2
2
2

1
1
1

弘前大学
教育推進機構

教養教育開発実践センター
講師

（平27.11）

－

109 兼担 講師

ﾊﾞｰﾄﾞｾｰﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ
ｼﾞｮﾝ

BIRDSELL　BRIAN
JON

＜令和2年4月＞

Doctor of
Philosophy（英）

Reading（上級）
Writing（上級）
Integrated B（一般学術目的の英
語）Level2

1前
1後
3前

2
2
2

1
1
1

弘前大学
教育推進機構

教養教育開発実践センター
講師

（平23.12）

－

110 兼担 講師
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾖｳｲﾁ
近藤　亮一

＜令和2年4月＞
博士（文学） Writing（中級） 1後 2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平29.4）

－

111 兼担 講師
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ

山本　由起
＜令和2年4月＞

修士（文学） ドイツ語Ⅰ 1前 2.1 1
弘前大学

講師
（平13.4）

－

112 兼担 講師
ﾌｸｼﾏ ﾉﾌﾞｵ
福島　伸雄

＜令和2年4月＞
修士（文学）

ドイツ語Ⅰ
ドイツ語Ⅱ

1前
1後

1.9
1.3

1
1

弘前大学
講師

（平12.4）
－

113 兼担 講師
ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ

田中　美由紀
＜令和2年4月＞

文学士 ドイツ語Ⅱ 1後 1.3 1
弘前大学

講師
（平14.4）

－

114 兼担 講師
ｺ ｺｸｷﾞｮｸ
顧　国玉

＜令和2年4月＞
文学修士 中国語Ⅰ 1前 1.3 1

弘前大学
講師

（平20.4）
－

115 兼担 講師
ﾂｼﾏ　　ﾒｸﾞﾐ
對馬　　惠

＜令和2年4月＞
博士（医学） 保健学概論※ 1前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平22.6）

－

116 兼担 講師
ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾌﾐ
藤田　俊文

＜令和2年4月＞
博士（保健学） 保健学概論演習 4後 0.3 1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平27.7）

－

117 兼担 講師
ﾅﾅｼﾏ　ﾅｵｷ
七島　直樹

＜令和2年4月＞
博士（医学） 臨床栄養学※ 2前 1.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平13.4）

－

118 兼担 講師
ﾉｻﾞｶ　ﾋﾛﾕｷ
野坂　大喜

＜令和2年4月＞
修士（学術）

臨床栄養学※
医療リスクマネジメント※

2前
3前

0.9
0.3

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平9.10）

－

119 兼担 講師
ﾔﾏｳﾁ　ﾄｼｺ
山内　寿子

＜令和2年4月＞
保健学士 医療リスクマネジメント※ 3前 0.1 1

弘前大学
医学部附属病院
看護部看護師長

（平26.4）

－

120 兼担 講師
ﾊﾗ　　ｲｸﾐ
原　　郁水

＜令和2年4月＞
博士（教育学） 健康教育概論※ 3後 0.2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平28.10）

－

121 兼担 講師
ﾉｻﾞｷ　　ﾏﾘ
野嵜　茉莉

＜令和2年4月＞
博士（学術） 幼児理解と教育相談 3後 2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平29.4）

－

122 兼担 講師
ﾔﾏﾓﾄ　　ﾐﾕｷ
山本　美由紀

＜令和2年4月＞
博士（医学） 保健医療福祉行政論 2後 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平29.4）

－

123 兼担 講師
ｺﾀﾞﾏ　ﾏｻｼ
小玉　正志

＜令和2年4月＞
医学博士 健康教育概論※ 3後 0.4 1

弘前大学
教育学部

教授
（昭54.4）

－
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124 兼担 講師
ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｲﾁ
宮﨑　秀一

＜令和2年4月＞
教育学修士※ 法学特殊講義 3後 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（平15.4）

－

125 兼担 助教
ﾔﾏｼﾀ ｱｽﾞｻ
山下　梓

＜令和2年4月＞
学士（法学） くらし・文化※ 1前 1.2 1

弘前大学
男女共同参画推進室

助教
（平27.4）

－

126 兼担 助教
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾖｳｽｹ
渡邊　良祐

＜令和2年4月＞
博士（物理学） 工学の世界 1前 2 1

弘前大学
大学院理工学研究科

助教
（平29.4）

－

127 兼担 助教
ﾀﾅｶ　　ﾏｺﾄ
田中　　真

＜令和2年4月＞
博士（保健学）

メンタルヘルス
保健学概論演習

1前
4後

2
0.3

1
１

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平17.4）

128 兼担 助教
ｱﾍﾞ ﾕｷｺ

阿部　由紀子
＜令和2年4月＞

博士（農学） 生活と健康※ 1前 0.5 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平17.10）

－

129 兼担 助教
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｲｺ

北島　麻衣子
＜令和2年4月＞

博士（保健学） 医学・医療の世界※ 1前 0.5 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平19.5）

－

130 兼担 助教
ﾐｶﾐ(ｵｻﾅｲ) ｶｽﾐ

三上（小山内）佳澄
＜令和2年4月＞

博士（保健学） 医学・医療の世界※ 1前 0.5 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平25.4）

－

131 兼担 助教
ﾁﾝ ｷﾞｮｳｽｲ
陳　暁帥

＜令和2年4月＞
博士（工学） 情報と健康・医学※ 1前 0.8 1

弘前大学
大学院理工学研究科

助教
（平29.10）

－

132 兼担 助教
ｸﾄﾞｳ　　ﾋﾛﾐ
工藤　ひろみ

＜令和2年4月＞
博士（保健学） 保健学概論※ 1前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平21.4）

－

133 兼担 助教
ｱｲｽﾞ　ｹｲｺ
會津　桂子

＜令和2年4月＞
博士（保健学） コミュニケーション論※ 1前 0.4 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平18.4）

－

134 兼担 助教
ｽﾐｶﾞﾜ　ｺｳｼ
澄川　幸志

＜令和2年4月＞
博士（医学） 医療リスクマネジメント※ 3前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平19.4）

－

135 兼任 講師
ﾚｳﾄﾊﾞ ｵﾙｶﾞ

REUTOVA OLGA
＜令和2年4月＞

農学士
ロシア語Ⅰ
ロシア語Ⅱ

1前
1後

4
2

1
1

弘前市文化センター
講師

（平20.2）
－

136 兼任 講師
ｷｮ ｺｳ
許　紅

＜令和2年4月＞
文学修士 中国語Ⅰ 1前 1.4 1

弘前学院大学
講師

（平11.4）
－

137 兼任 講師
ﾘ ｼｭｸｹﾝ
李　淑賢

＜令和2年4月＞
経済学士 中国語Ⅰ 1前 1.3 1

弘前学院大学
講師

（平14.4）
－

138 兼任 講師
ｶｼﾏ ﾖﾝｴ

鹿嶋　英愛
＜令和2年4月＞

教育学士
朝鮮語Ⅰ
朝鮮語Ⅱ

1前
1後

4
4

1
１

NHK文化ｾﾝﾀｰ弘前支社講師
（平成23.7）

(株)ﾖｰｸｶﾙﾁｬｰ弘前教室講師
（平成23.7）

－

139 兼任 講師
ｱｻﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ
浅田　一彦

＜令和2年4月＞

修士（保健医療
学）

言語療法学概論※ 3後 0.6 1

弘前医療福祉大学
保健学部

講師
（平26.３）

－

140 兼任 講師
ｵｸﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ
奥山　淳子

＜令和2年4月＞
修士（障害科学） 言語療法学概論※ 3後 0.4 1

弘前医療福祉大学
保健学部

助教
（平28.４）

－

141 兼任 講師
ｵﾁ　ｹｲﾀ

越智　啓太
＜令和2年4月＞

修士（心理学） 司法・犯罪心理学 3後 2 1

法政大学
文学部心理学科

教授
（平20.4）

－

142 兼任 講師
ｼｮｳｼﾞ　ﾜﾀﾙ
東海林　渉

＜令和2年4月＞
博士（教育学） 保健医療心理支援演習 3後 1 1

東北大学
大学院医学系研究科

助手
（平27.4）

－

143 兼任 講師
ｽｶﾜ ｷﾐﾋﾛ

須川　公央
＜令和2年5月＞

修士（教育学） 教育原理 2前 2 1

白梅学園大学
子ども学科

准教授
（平28.4）

－
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144 兼任 講師
ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞﾕｷ
高橋　和幸

＜令和2年4月＞
博士（医学） 社会福祉学 2前 1 1

弘前学院大学
社会福祉学部

教授
（平30.4）

－

145 兼任 講師
ﾏﾙﾔﾏ　ﾘｭｳﾀ
丸山　龍太

＜令和2年4月＞
修士（社会学） 社会保障論 4後 1 1

弘前学院大学
社会福祉学部

講師
（平29.4）

－
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別記様式第３号（その２の１）

（医学部心理支援科学科）

フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

4 専 教授
ｸﾘﾊﾞﾔｼ　ﾐﾁﾄ
栗林　理人

＜令和2年4月＞

博士
（医学）

基礎ゼミナール 1前 2 1

弘前大学
大学院医学研究科

附属子どものこころの発達
研究センター
特任准教授
（平26.10）

５日

5 専 准教授
ｱﾀﾞﾁ　ﾄﾓｵ
安達　知郎

＜令和2年4月＞

博士
（教育学）

青森エクスカーション 2前 2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平25.４）

５日

6 専 准教授
ﾏﾂﾀﾞ　ﾕｳｺ
松田　侑子

＜令和2年4月＞

博士
（心理学）

キャリア形成の発展 2･3前 2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平25.９）

５日

9 兼担 教授
ﾔｽﾀﾞ ﾑﾈﾖｼ
保田　宗良

＜令和2年4月＞
商学修士 青森の経済・産業 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

教授
（平2.1）

－

10 兼担 教授
ﾔｽｶﾜ ｱｹﾐ

安川　あけみ
＜令和2年4月＞

博士（薬学） 青森の文化 1前 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（平23.4）

－

11 兼担 教授
ﾀｶｾ ﾏｻﾋﾛ

髙瀬　雅弘
＜令和2年4月＞

修士（教育学）※ 青森の歴史※ 1前 0.9 1

弘前大学
教育学部

教授
（平18.10）

－

12 兼担 教授
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀﾀﾞｱﾂ
今泉　忠淳

＜令和2年4月＞
医学博士 青森の歴史※ 1前 1.1 1

弘前大学
大学院医学研究科

附属脳神経血管病態研究施
設

教授
（平9.1）

－

13 兼担 教授
ｲｼｶﾜ ﾖｼﾛｳ
石川　善朗

＜令和2年4月＞
芸術学修士

青森の芸術
比較文化

1前
1後

2
2

1
1

弘前大学
教育学部

教授
（平18.4）

－

14 兼担 教授
ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐｵ

山田　史生
＜令和2年4月＞

博士（文学） 青森の民俗・芸能 1前 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（昭63.4）

－

15 兼担 教授
ｱﾗｶﾜ ｵｻﾑ
荒川　修

＜令和2年4月＞
農学博士 青森の自然※ 1前 0.4 1

弘前大学
農学生命科学部

教授
（昭61.6）

－

16 兼担 教授
ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ
松崎　正敏

＜令和2年4月＞
博士（農学） 青森の自然※ 1前 0.4 1

弘前大学
農学生命科学部

教授
（平18.6）

－

17 兼担 教授
ﾀﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ
丹藤　雄介

＜令和2年4月＞
博士（医学） 青森の自然※ 1前 0.8 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平12.10）

－

18 兼担 教授
ｼﾉﾂﾞｶ ｱｷﾋｺ
篠塚　明彦

＜令和2年4月＞
修士（教育学） 国際地域 1後 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（平25.4）

－

19 兼担 教授
ﾁｮｳﾅﾝ ﾕｷﾔｽ
長南　幸安

＜令和2年4月＞
博士（理学）

地球環境※
青森の多様性と活性化
化学の世界

1後
2前
1前

0.3
2
2

1
1
1

弘前大学
教育学部

教授
（平10.4）

－

20 兼担 教授
ﾔﾀｶﾞｲ ｱｷﾖ

谷田貝　亜紀代
＜令和2年4月＞

博士（理学） 地球環境※ 1後 0.4 1

弘前大学
大学院理工学研究科

教授
（平28.4）

－

21 兼担 教授
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｺ
杉山　祐子

＜令和2年4月＞
博士（地域研究） 青森の食と産業化※ 2前 0.5 1

弘前大学
人文社会学部

教授
（平3.4）

－

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

専任等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）
担当授業科目の名称

配当
年次

担 当
単位数

年 間
開講数

現　職
（就任年月）

申請に係る大
学等の職務に
従事する週当
たり平均日数

調書
番号

文京町キャンパス
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22 兼担 教授
ﾓﾘ ﾀﾂｵ

森　樹男
＜令和2年4月＞

博士（経営学） 地域プロジェクト演習 2前 2 1

弘前大学
人文社会学部

教授
（平5.4）

－

23 兼担 教授
ｴﾋﾞﾅ ｱﾂｺ

蝦名　敦子
＜令和2年4月＞

芸術学修士※ 芸術 1前 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（平10.4）

－

24 兼担 教授
ﾋｶﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ
檜垣　大助

＜令和2年4月＞
理学博士 環境と生活※ 1前 0.9 1

弘前大学
農学生命科学部

教授
（平10.10）

－

25 兼担 教授
ｶﾀｵｶ ｼﾕﾝｲﾁ
片岡　俊一

＜令和2年4月＞
博士（工学） 環境と生活※ 1前 0.4 1

弘前大学
大学院理工学研究科

教授
（平13.4）

－

26 兼担 教授
ｺｲﾜ ﾅｵﾄ

小岩　直人
＜令和2年4月＞

博士（理学） 環境と生活※ 1前 0.7 1

弘前大学
教育学部

教授
（平13.4）

－

27 兼担 教授
ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾛﾕｷ
藤﨑　浩幸

＜令和2年4月＞
博士（農学） 農学の世界※ 1前 1.1 1

弘前大学
農学生命科学部

教授
（昭63.9）

－

28 兼担 教授
ｶﾅﾓﾄ ﾄｼｷ

金本　俊幾
＜令和2年4月＞

博士（情報科学） 物理学の世界 1前 2 1

弘前大学
大学院理工学研究科

教授
（平28.4）

－

29 兼担 教授
ｻｸﾗﾀﾞ ﾔｽｼ
櫻田　安志

＜令和2年4月＞
博士（工学） 情報処理入門B 1前 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（平31.4）

－

30 兼担 教授
ｵｻﾅｲ ﾀｶｵ

小山内　隆生
＜令和2年4月＞

博士（医学） 人間の尊厳 1前 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（昭63.4）

－

31 兼担 教授
ｵｸﾞﾗ ﾉﾘｺ

小倉　能理子
＜令和2年4月＞

博士（保健学） 生活と健康※ 1前 0.5 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平8.5）

－

32 兼担 教授
ｲﾀｷ ﾁｴｺ

井瀧　千恵子
＜令和2年4月＞

博士（教育学） 医学・医療の世界※ 1前 0.5 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平17.4）

－

33 兼担 教授
ﾌｼﾞﾀ ｱｹﾐ

藤田　あけみ
＜令和2年4月＞

博士（保健学） 運動と健康A※ 1前 0.7 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平26.4）

－

34 兼担 教授
ｵﾀﾞ ｱﾂｼ
尾田　敦

＜令和2年4月＞
博士（保健学） 運動と健康A※ 1前 0.7 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（昭58.4）

－

35 兼担 教授
ﾄﾂｶ ﾏﾅﾌﾞ
戸塚　学

＜令和2年4月＞
博士（医学） 運動と健康B※ 1前 0.7 1

弘前大学
教育学部

教授
（平4.4）

－

36 兼担 教授
ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾋﾄ
清水　紀人

＜令和2年4月＞
体育学修士 運動と健康B※ 1前 0.7 1

弘前大学
教育学部

教授
（昭60.4）

－

37 兼担 教授
ｷﾑﾗ ﾉﾘﾐ

木村　宣美
＜令和2年4月＞

文学修士※
Listening（初級）
Speaking（中級）
Writing（初級）

1前
1後
1後

2
2
2

1
1
1

弘前大学
人文社会学部

教授
（平2.4）

－

38 兼担 教授
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ
中村　裕昭

＜令和2年4月＞
文学修士 Speaking（初級） 1後 2 1

弘前大学
教育推進機構

教養教育開発実践センター
教授

（平24.3）

－

39 兼担 教授
ｼﾛﾓﾄ ﾙﾐ

城本　るみ
＜令和2年4月＞

修士（文学）※ 中国語Ⅱ 1後 2 1

弘前大学
人文社会学部

教授
（平10.9）

－

58 兼担 准教授
ｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ

児山　正史
＜令和2年4月＞

博士（法学） 青森の行政 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平12.4）

－

59 兼担 准教授
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ
遠藤　明

＜令和2年4月＞
博士（農学） 青森の自然※ 1前 0.4 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平23.4）

－
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60 兼担 准教授
ｽﾜ ｼﾞﾕﾝｲﾁﾛｳ
諏訪　淳一郎

＜令和2年4月＞
博士（文学）

グローバル社会・経済
青森の食と産業化※

1後
2前

1
0.5

1
1

弘前大学
国際連携本部

准教授
（平16.2）

－

61 兼担 准教授
ｲﾃﾞ ｶﾅｺ

出　佳奈子
＜令和2年4月＞

博士（美学） 世界の芸術・芸能 1後 2 1

弘前大学
教育学部
准教授

（平20.4）

－

62 兼担 准教授
ｲｼﾀﾞ ｷﾖｼ
石田　清

＜令和2年4月＞
博士（農学） 地球環境※ 1後 0.5 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平20.10）

－

63 兼担 准教授
ﾏﾂﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ
松山　信彦

＜令和2年4月＞
博士（農学） 地球環境※ 1後 0.8 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平6.5）

－

64 兼担 准教授
ﾏﾂｻﾞｶ ﾏｻｼ
松坂　方士

＜令和2年4月＞
博士（医学） グローバルヘルス※ 1後 0.8 1

弘前大学
医学部附属病院

准教授
（平18.4）

－

65 兼担 准教授
ｽｽﾞｷ ﾕｷﾋｺ
鈴木　幸彦

＜令和2年4月＞
博士（医学） グローバルヘルス※ 1後 0.3 1

弘前大学
大学院医学研究科

准教授
（平8.10）

－

66 兼担 准教授
ﾃﾙｲ ｷﾐﾉﾘ

照井　君典
＜令和2年4月＞

博士（医学） グローバルヘルス※ 1後 0.3 1

弘前大学
大学院医学研究科

准教授
（平17.10）

－

67 兼担 准教授
ｻﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ ｼﾞｮｲ

SAWADA　HANNAH JOY
＜令和2年4月＞

Master of Arts
in Advanced

Japanese Studies
（英）

日本 1後 2 1

弘前大学
国際連携本部

准教授
（平13.12）

－

68 兼担 准教授
ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐ
近藤　史

＜令和2年4月＞
博士（地域研究） 青森の食と産業化※ 2前 0.5 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平28.4）

－

69 兼担 准教授
ﾋﾗｲ ﾀﾛｳ

平井　太郎
＜令和2年4月＞

博士（学術） 青森の食と産業化※ 2前 0.5 1

弘前大学
大学院地域社会研究科

准教授
（平24.4）

－

70 兼担 准教授
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ

高橋　俊哉
＜令和2年4月＞

体育学修士
くらし・文化※
運動と健康B※

1前
1前

0.8
0.6

1
1

弘前大学
教育学部
准教授

（平2.1）

－

71 兼担 准教授
ﾖｺﾁ ﾉﾘﾋﾛ

横地　徳広
＜令和2年4月＞

博士（文学） 思想 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平20.10）

－

72 兼担 准教授
ﾅｲﾄｳ ｼﾕｳｺ
内藤　周子

＜令和2年4月＞
修士（経営学）※ 政治経済・社会 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平23.4）

－

73 兼担 准教授
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｼﾝ
吉村　顕真

＜令和2年4月＞
博士（法学） 法と社会A 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平23.4）

－

74 兼担 准教授
ﾊﾏﾀﾞ ｼｹﾞｷ
濱田　茂樹

＜令和2年4月＞
博士（農学） 農学の世界※ 1前 0.9 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平25.4）

－

75 兼担 准教授
ﾋﾛﾀ ｼﾞﾕﾝｲﾁ
廣田　淳一

＜令和2年4月＞
理学博士 数学の世界 1前 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平13.4）

－

76 兼担 准教授
ｶｼﾜｷﾞ ｱｷｺ
柏木　明子

＜令和2年4月＞
博士（工学） 生物学の世界※ 1前 1.2 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平19.5）

－

77 兼担 准教授
ｻｻﾍﾞ ﾐﾁｺ

笹部　美知子
＜令和2年4月＞

博士（学術） 生物学の世界※ 1前 0.4 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平24.4）

－

78 兼担 准教授
ｶﾈｺ ﾕｳ

金児　雄
＜令和2年4月＞

博士（理学） 生物学の世界※ 1前 0.4 1

弘前大学
農学生命科学部

准教授
（平24.4）

－

79 兼担 准教授
ﾄﾐｻﾜ ﾄｼｺ

冨澤　登志子
＜令和2年4月＞

博士（保健学） 生活と健康※ 1前 0.5 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平13.4）

－
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80 兼担 准教授
ﾔﾉ ﾃﾂﾔ

矢野　哲也
＜令和2年4月＞

博士（工学） 情報と健康・医学※ 1前 1.2 1

弘前大学
大学院理工学研究科

准教授
（平28.4）

－

81 兼担 准教授
ﾀｶﾐ ｱｷﾖｼ

高見　彰淑
＜令和2年4月＞

博士（保健学） 運動と健康A※ 1前 0.6 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平23.4）

－

82 兼担 准教授

ﾊﾞﾄﾗｰ ｱﾗｽﾃｱ ｼﾞｪｲﾑ
ｽﾞ

BUTLER　ALASTAIR
JAMES

＜令和2年4月＞

Doctor of
Philosophy in
Language and
Linguistic

Science（英）

Listening（上級） 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平30.4）

－

83 兼担 准教授
ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾑ
小野寺　進

＜令和2年4月＞
文学修士※ Reading（初級） 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（昭63.4）

－

84 兼担 准教授
ﾊﾞｰﾏﾝ ｼｬｰﾘｰ ｼﾞｮｲ
BERMAN　SHARI JOY
＜令和2年4月＞

Master of Arts
in Teaching

（米）

Speaking（上級）
Integrated B（一般学術目的の英
語）Level1
Integrated C（キャリア英語）

1後
2後

3前

2
2

2

1
1

1

弘前大学
教育推進機構

教養教育開発実践センター
准教授

（平24.3）

－

85 兼担 准教授

ﾌﾙｰﾄ ﾌｫﾙｶｰ ﾐﾊｴﾙ
FUHRT VOLKER

MICHAEL
＜令和2年4月＞

Doctor of
Philosophy（独）

ドイツ語Ⅱ 1後 1.4 1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平13.4）

－

96 兼担 講師
ﾁﾊﾞ　　ﾐﾂﾙ
千葉　　満

＜令和2年4月＞
博士（医学） 地域学ゼミナール 1後 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平22.4）

－

97 兼担 講師
ﾐﾅｶﾜ ﾏｻﾋﾄ
皆川　正仁

＜令和2年4月＞
博士（医学） グローバルヘルス※ 1後 0.3 1

弘前大学
大学院医学研究科

講師
（平16.4）

－

98 兼担 講師
ｼﾏﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ
嶋村　則人

＜令和2年4月＞
博士（医学） グローバルヘルス※ 1後 0.3 1

弘前大学
大学院医学研究科

講師
（平11.4）

－

99 兼担 講師
ﾓﾘﾓﾄ ﾖｳｽｹ
森本　洋介

＜令和2年4月＞
博士（教育学） 市民参加と地域づくり 2前 2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平24.4）

－

100 兼担 講師
ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾕｷ
藤岡　美幸

＜令和2年4月＞
博士（保健学） 言語学の世界 1前 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平26.4）

－

101 兼担 講師
ｽｽﾞｷ ｴﾘ

鈴木　愛理
＜令和2年4月＞

博士（教育学） 文学 1前 2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平25.9）

－

102 兼担 講師
ｶﾜｲ ﾏｻｵ

河合　正雄
＜令和2年4月＞

修士（法学）※ 法と社会B 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

講師
（平25.4）

－

103 兼担 講師
ﾏﾂﾀﾆ　ﾋﾃﾞﾔ
松谷　秀哉

＜令和2年4月＞
理学修士 情報処理入門A 1前 2 1

弘前大学
大学院医学研究科

講師
（平3.10）

－

104 兼担 講師
ｺﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

古村　健太郎
＜令和2年4月＞

博士（心理学） 心理学の世界 1前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

講師
（平29.4）

－

105 兼担 講師
ｳﾙｼｻﾞｶ ﾏﾕﾐ
漆坂　真弓

＜令和2年4月＞
博士（医学）

生活と健康※
医学・医療の世界※

1前
1前

0.5
0.5

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平21.4）

－

106 兼担 講師
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾌｼﾞｺ

小笠原　ふじこ
＜令和2年4月＞

大学卒 キャリア形成の基礎 1後 2 1
弘前大学

講師
（平20.4）

－

107 兼担 講師
ﾅﾘﾀ ﾌﾐｺ

成田　史子
＜令和2年4月＞

修士（教育学）※ キャリアデザイン 2前 2 1

弘前大学
人文社会科学部

講師
（平19.4）

－

108 兼担 講師
ﾀﾂﾀ ﾅﾂｺ

立田　夏子
＜令和2年4月＞

博士（言語学）

Listening（中級）
Reading（中級）
Integrated A（国際共通語として
の英語）

1前
1前
2前

2
2
2

1
1
1

弘前大学
教育推進機構

教養教育開発実践センター
講師

（平27.11）

－

109 兼担 講師

ﾊﾞｰﾄﾞｾｰﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ
ｼﾞｮﾝ

BIRDSELL　BRIAN
JON

＜令和2年4月＞

Doctor of
Philosophy（英）

Reading（上級）
Writing（上級）
Integrated B（一般学術目的の英
語）Level2

1前
1後
3前

2
2
2

1
1
1

弘前大学
教育推進機構

教養教育開発実践センター
講師

（平23.12）

－
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110 兼担 講師
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾖｳｲﾁ
近藤　亮一

＜令和2年4月＞
博士（文学） Writing（中級） 1後 2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平29.4）

－

111 兼担 講師
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ

山本　由起
＜令和2年4月＞

修士（文学） ドイツ語Ⅰ 1前 2.1 1
弘前大学

講師
（平20.4）

－

112 兼担 講師
ﾌｸｼﾏ ﾉﾌﾞｵ
福島　伸雄

＜令和2年4月＞
修士（文学）

ドイツ語Ⅰ
ドイツ語Ⅱ

1前
1後

1.9
1.3

1
1

弘前大学
講師

（平20.4）
－

113 兼担 講師
ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ

田中　美由紀
＜令和2年4月＞

大学卒 ドイツ語Ⅱ 1後 1.3 1
弘前大学

講師
（平20.4）

－

114 兼担 講師
ｺ ｺｸｷﾞｮｸ
顧　国玉

＜令和2年4月＞
大学院修了 中国語Ⅰ 1前 1.3 1

弘前大学
講師

（平20.4）
－

125 兼担 助教
ﾔﾏｼﾀ ｱｽﾞｻ
山下　梓

＜令和2年4月＞
学士（法学） くらし・文化※ 1前 1.2 1

弘前大学
男女共同参画推進室

助教
（平27.4）

－

126 兼担 助教
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾖｳｽｹ
渡邊　良祐

＜令和2年4月＞
博士（物理学） 工学の世界 1前 2 1

弘前大学
大学院理工学研究科

助教
（平29.4）

－

127 兼担 助教
ﾀﾅｶ　　ﾏｺﾄ
田中　　真

＜令和2年4月＞
博士（保健学） メンタルヘルス 1前 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平17.4）

128 兼担 助教
ｱﾍﾞ ﾕｷｺ

阿部　由紀子
＜令和2年4月＞

博士（農学） 生活と健康※ 1前 0.5 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平17.10）

－

129 兼担 助教
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｲｺ

北島　麻衣子
＜令和2年4月＞

博士（保健学） 医学・医療の世界※ 1前 0.5 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平19.5）

－

130 兼担 助教
ﾐｶﾐ(ｵｻﾅｲ) ｶｽﾐ

三上（小山内）佳澄
＜令和2年4月＞

博士（保健学） 医学・医療の世界※ 1前 0.5 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平25.4）

－

131 兼担 助教
ﾁﾝ ｷﾞｮｳｽｲ
陳　暁帥

＜令和2年4月＞
博士（工学） 情報と健康・医学※ 1前 0.8 1

弘前大学
大学院理工学研究科

助教
（平29.10）

－

135 兼任 講師
ﾚｳﾄﾊﾞ ｵﾙｶﾞ

REUTOVA OLGA
＜令和2年4月＞

農学士
ロシア語Ⅰ
ロシア語Ⅱ

1前
1後

4
2

1
1

弘前市文化センター
講師

（平20.2）
－

136 兼任 講師
ｷｮ ｺｳ
許　紅

＜令和2年4月＞
文学修士 中国語Ⅰ 1前 1.4 1

弘前学院大学
講師

（平11.4）
－

137 兼任 講師
ﾘ ｼｭｸｹﾝ
李　淑賢

＜令和2年4月＞
経済学士 中国語Ⅰ 1前 1.3 1

弘前学院大学
講師

（平14.4）
－

138 兼任 講師
ｶｼﾏ ﾖﾝｴ

鹿嶋　英愛
＜令和2年4月＞

教育学士
朝鮮語Ⅰ
朝鮮語Ⅱ

1前
1後

4
4

1
１

NHK文化ｾﾝﾀｰ弘前支社講師
（平成23.7）

(株)ﾖｰｸｶﾙﾁｬｰ弘前教室講師
（平成23.7）

－
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別記様式第３号（その２の１）

（医学部心理支援科学科）

フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

心理学概論※ 1前 0.3 1

心理学研究法 1後 2 1

心理支援科学英語購読基礎 2前 2 1

障害者・障害児心理学 3前 2 1

心理学的支援法Ⅰ※ 3前 0.9 1

心理学基礎研究 3通 1 1

心理支援科学英語購読応用 2後 2 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

心理学概論※ 1前 0.3 1

心理学実験 2前 2 1

心理統計法 2後 2 1

知覚・認知心理学 2前 2 1

学習・言語心理学 2後 2 1

心理学基礎研究 3通 1 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

心理学概論※ 1前 0.3 1

公認心理師の職責 1後 2 1

早期体験実習（多職種連携） 1後 0.5 1

健康・医療心理学 2後 2 1

臨床心理学演習Ⅰ 2後 1 1

心理アセスメント※ 3前 0.5 1

心理学的支援法Ⅱ 3後 2 1

臨床心理学実習※ 3通 0.7 1

心理学概論※ 1前 0.3 1

医学概論 1前 2 1

早期体験実習（多職種連携） 1後 0.5 1

関係行政論 3後 2 1

精神医学 2前 2 1

心身医学 2後 2 1

発達小児科学 3前 2 1

慢性疾患学 3後 2 1

生命倫理学 4前 2 1

保健医療地域支援実習※ 4通 0.7 1

心理学概論※ 1前 0.1 1

臨床心理学 1後 2 1

教育・学校心理学 3前 2 1

臨床心理学演習Ⅱ 3前 1 1

臨床心理学実習※ 3通 0.5 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

心理学概論※ 1前 0.3 1

発達心理学Ⅰ 2前 2 1

心理アセスメント※ 3前 0.5 1

心理学的支援法Ⅰ※ 3前 1.1 1

産業・組織心理学 3後 2 1

臨床心理学実習※ 3通 0.5 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

心理学概論※ 1前 0.2 1

発達心理学Ⅱ 2後 2 1

福祉心理学 3前 2 1

臨床心理学実習※ 3通 0.3 1

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

専任等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）

東海学院大学
人間関係学部

教授
（平27.４）

教授
ﾐﾔﾊﾗ　ﾓﾄﾋﾃﾞ
宮原　資英

＜令和2年4月＞

博士
（キネシオロ

ジー）

ニュージーランド
オタゴ大学
体育学部
准教授

（平26.２）

担当授業科目の名称
配当
年次

担 当
単位数

年 間
開講数

現　職
（就任年月）

申請に係る大
学等の職務に
従事する週当
たり平均日数

調書
番号

1 専 ５日

博士
（医学）

５日

弘前大学
大学院医学研究科

附属子どものこころの発達
研究センター
特任准教授
（平26.10）

2 専 教授
ｵｶﾞﾜ　ﾀｴｺ
小河　妙子

＜令和2年4月＞

博士
（学術）

博士
（医学）

５日

５日

東海大学
医学部

付属八王子病院
講師

（平28.４）

3 専 教授
ﾀﾏｲ　ﾔｽﾕｷ
玉井　康之

＜令和2年4月＞

4 専 教授
ｸﾘﾊﾞﾔｼ　ﾐﾁﾄ
栗林　理人

＜令和2年4月＞

ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ

5 専 准教授
ｱﾀﾞﾁ　ﾄﾓｵ
安達　知郎

＜令和2年4月＞

6 専 准教授
ﾏﾂﾀﾞ　ﾕｳｺ
松田　侑子

＜令和2年4月＞

博士
（教育学）

５日

弘前大学
教育学部

講師
（平25.４）

博士
（心理学）

５日

弘前大学
教育学部

講師
（平25.９）

博士

弘前大学
大学院医学研究科

附属子どものこころの発達

本町キャンパス文京町キャンパス
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保健医療心理アセスメント※ 3後 0.5 1

保健医療地域支援実習※ 4通 0.7 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

心理学概論※ 1前 0.2 1

感情・人格心理学 2前 2 1

神経・生理心理学 2後 2 1

保健医療心理アセスメント※ 3後 0.5 1

保健医療地域支援実習※ 4通 0.6 1

臨床心理学基礎研究 3通 2 1

臨床心理学研究 4通 2 1

卒業研究 4通 4 1

30 兼担 教授
ｵｻﾅｲ　　ﾀｶｵ
小山内　隆生

＜令和2年4月＞
博士（医学）

保健学概論※
作業療法概論

1前
2前

0.2
2

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（昭63.4）

－

31 兼担 教授
ｵｸﾞﾗ ﾉﾘｺ

小倉　能理子
＜令和2年4月＞

博士（保健学） 教職入門 3通 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平8.5）

－

33 兼担 教授
ﾌｼﾞﾀ ｱｹﾐ

藤田　あけみ
＜令和2年4月＞

博士（保健学） 保健学概論※ 1前 0.2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平26.4）

－

40 兼担 教授
ｷﾀﾐﾔ　ﾁｱｷ
北宮　千秋

＜令和2年4月＞
博士（学術）

保健学概論※
保健学概論演習
疫学

1前
4後
2後

0.1
0.1
1

1
1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平13.10）

－

41 兼担 教授
ﾋｸﾞﾁ　ﾂﾖｼ
樋口　　毅

＜令和2年4月＞
博士（医学） 保健学概論※ 1前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平2.10）

－

42 兼担 教授
ｲｼｶﾜ　　ｱｷﾗ
石川　　玲

＜令和2年4月＞
博士（医学） 保健学概論※ 1前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平3.4）

－

43 兼担 教授
ﾂﾙｶﾞ　ｴｲﾁ
敦賀　英知

＜令和2年4月＞
博士（歯学） 人体形態学 2前 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平26.4）

－

44 兼担 教授
ﾎｿｶﾜ　ｳﾖｲﾁﾛｳ
細川　洋一郎

＜令和2年4月＞
歯学博士 人体形態学 2前 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平20.4）

－

45 兼担 教授
ﾔﾏﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｺ
山田　順子

＜令和2年4月＞
博士（学術） 人体機能学 2前 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平19.12）

－

46 兼担 教授
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼﾞｭﾝ
渡邉　　純

＜令和2年4月＞
博士（医学） 人体病理学 2後 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平22.4）

－

47 兼担 教授
ｷﾀﾞﾁ　 　ﾙﾘｺ
木立　るり子

＜令和2年4月＞
博士（医学） コミュニケーション論※ 1前 0.6 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平5.10）

－

48 兼担 教授
ﾐﾔｻﾞｷ　ﾜﾀﾙ
宮崎　　航

＜令和2年4月＞
博士（医学） 衛生学・公衆衛生学 2後 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平31.4）

－

49 兼担 教授
ﾀｶﾊｼ　ﾔｽﾕｷ
高橋　康幸

＜令和2年4月＞
博士（保健学）

医療リスクマネジメント※
医療情報学※

3前
3前

0.3
0.5

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平28.9）

－

50 兼担 教授
ﾉﾄ　　ﾕｶ

野戸　結花
＜令和2年4月＞

博士（医学） 医療リスクマネジメント※ 3前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平5.4）

－

51 兼担 教授
ﾀｶﾊｼ　　ﾄｵﾙ
高橋　　徹

＜令和2年4月＞
医学博士 救急・蘇生医学 4後 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

教授
（平5.10）

－

52 兼担 教授
ﾂﾙｶﾜ　ﾏｻｷ
敦川　真樹

＜令和2年4月＞

学士
（文学士）

特別な教育的ニーズの理解とその
支援※

3前 1 1

弘前大学
大学院教育学研究科

教授
（平29.4）

－

准教授
ｱﾀ ﾁ　 ｻｷ
足立　匡基

＜令和2年4月＞
7 専

博士
（人間科学）

５日
附属子どものこころの発達

研究センター
特任講師

（平29.10）

博士
（医学）

５日

弘前大学
大学院医学研究科

附属子どものこころの発達
研究センター

特任講師
（平28.４）

8 専 准教授
ﾀｶﾊｼ　ﾐﾁｵ
髙橋　芳雄

＜令和2年4月＞
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53 兼担 教授
ｶｻｲ　ｱﾂｺ

葛西　敦子
＜令和2年4月＞

博士（学術） 健康教育概論※ 3後 0.4 1

弘前大学
教育学部

教授
（昭58.4）

－

54 兼担 教授
ﾀﾅｶ　　ﾋﾛｼ
田中　　完

＜令和2年4月＞
医学博士 健康教育概論※ 3後 0.3 1

弘前大学
教育学部

教授
（平11.7）

－

55 兼担 教授
ｵｵﾀ　ｾｲｺｳ
太田　誠耕

＜令和2年4月＞
博士（医学） 健康教育概論※ 3後 0.4 1

弘前大学
教育学部

教授
（昭57.4）

－

56 兼担 教授
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛﾐ
小林　央美

＜令和2年4月＞
修士（教育学）※ 養護学概論 2前 2 1

弘前大学
大学院教育学研究科

教授
（平17.4）

－

57 兼担 教授
ﾋﾗﾉ　　ｷﾖｼ
平野　　潔

＜令和2年4月＞
修士（法学） 刑事司法論 2後 2 1

弘前大学
人文社会学部

教授
（平17.4）

－

79 兼担 准教授
ﾄﾐｻﾜ ﾄｼｺ

冨澤　登志子
＜令和2年4月＞

博士（保健学） セルフケア論 2前 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平13.4）

－

86 兼担 准教授
ﾂｼﾏ　ｴｲｷ

對馬　栄輝
＜令和2年4月＞

博士（医学） 運動学 2後 2 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平9.4）

－

87 兼担 准教授
ｸﾄﾞｳ　ｺｳｾｲ
工藤　幸清

＜令和2年4月＞
博士（医学） 保健学概論演習 4後 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平1.4）

－

88 兼担 准教授
ｶｷｻﾞｷ　ｲｸｺ
柿崎　育子

＜令和2年4月＞
博士（医学） 薬理学 2後 2 1

弘前大学
大学院医学研究科

附属高度先進医学研究セン
ター

准教授
（平10.4）

－

89 兼担 准教授
ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾃﾞｷ
吉田　英樹

＜令和2年4月＞
博士（保健学） 医療リスクマネジメント※ 3前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平17.4）

－

90 兼担 准教授
ｵｵﾂ　 ﾊﾙｶ
大津　美香

＜令和2年4月＞
博士（看護学）

老年看護学概論
老年看護方法論

2前
2後

1
1

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平21.4）

－

91 兼担 准教授
ﾖｼﾀﾞ　ﾐﾎ

吉田　美穂
＜令和2年4月＞

修士（教育学）※
特別な教育的ニーズの理解とその
支援※

3前 1 1

弘前大学
大学院教育学研究科

准教授
（平29.4）

－

92 兼担 准教授
ｱﾗﾔ  　ﾏｽﾐ

新谷　ますみ
＜令和2年4月＞

修士（教育学） 健康教育概論※ 3後 0.3 1

弘前大学
教育学部
准教授

（平29.4）

－

93 兼担 准教授
ﾐｻｷ　ﾅｵｺ

三崎　直子
＜令和2年4月＞

博士（医学） セクシュアリティ論 4後 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

准教授
（平25.3）

94 兼担 准教授
ｵｵｸﾗ　ｸﾆｵ
大倉　邦夫

＜令和2年4月＞
博士（商学）

経営学入門
経営組織論

2前
3後

2
2

1
1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平24.4）

－

95 兼担 准教授
ﾀｶｼﾏ　ｶﾂｼ
髙島　克史

＜令和2年4月＞
修士（経済学）

経営戦略論
経営管理論

2後
3前

2
2

1
1

弘前大学
人文社会科学部

准教授
（平19.7）

－

96 兼担 講師
ﾁﾊﾞ　　ﾐﾂﾙ
千葉　　満

＜令和2年4月＞
博士（医学）

保健学概論※
保健学概論演習

1前
4後

0.1
0.2

1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平22.4）

－

103 兼担 講師
ﾏﾂﾀﾆ　ﾋﾃﾞﾔ
松谷　秀哉

＜令和2年4月＞
理学修士 医療情報学※ 3前 0.6 1

弘前大学
大学院医学研究科

講師
（平3.10）

－

104 兼担 講師
ｺﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

古村　健太郎
＜令和2年4月＞

博士（心理学） 社会心理学 3後 2 1

弘前大学
人文社会科学部

講師
（平29.4）

－

115 兼担 講師
ﾂｼﾏ　　ﾒｸﾞﾐ
對馬　　惠

＜令和2年4月＞
博士（医学） 保健学概論※ 1前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平22.6）

－
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116 兼担 講師
ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾌﾐ
藤田　俊文

＜令和2年4月＞
博士（保健学） 保健学概論演習 4後 0.3 1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平27.7）

－

117 兼担 講師
ﾅﾅｼﾏ　ﾅｵｷ
七島　直樹

＜令和2年4月＞
博士（医学） 臨床栄養学※ 2前 1.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平13.4）

－

118 兼担 講師
ﾉｻﾞｶ　ﾋﾛﾕｷ
野坂　大喜

＜令和2年4月＞
修士（学術）

臨床栄養学※
医療リスクマネジメント※

2前
3前

0.9
0.3

1
1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平9.10）

－

119 兼担 講師
ﾔﾏｳﾁ　ﾄｼｺ
山内　寿子

＜令和2年4月＞
保健学士 医療リスクマネジメント※ 3前 0.1 1

弘前大学
医学部附属病院
看護部看護師長

（平26.4）

－

120 兼担 講師
ﾊﾗ　　ｲｸﾐ
原　　郁水

＜令和2年4月＞
博士（教育学） 健康教育概論※ 3後 0.2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平28.10）

－

121 兼担 講師
ﾉｻﾞｷ　　ﾏﾘ
野嵜　茉莉

＜令和2年4月＞
博士（学術） 幼児理解と教育相談 3後 2 1

弘前大学
教育学部

講師
（平29.4）

－

122 兼担 講師
ﾔﾏﾓﾄ　　ﾐﾕｷ
山本　美由紀

＜令和2年4月＞
博士（医学） 保健医療福祉行政論 2後 1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

講師
（平29.4）

－

123 兼担 講師
ｺﾀﾞﾏ　ﾏｻｼ
小玉　正志

＜令和2年4月＞
医学博士 健康教育概論※ 3後 0.4 1

弘前大学
教育学部

教授
（昭54.4）

－

124 兼担 講師
ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｲﾁ
宮﨑　秀一

＜令和2年4月＞
教育学修士※ 法学特殊講義 3後 2 1

弘前大学
教育学部

教授
（平15.4）

－

127 兼担 助教
ﾀﾅｶ　　ﾏｺﾄ
田中　　真

＜令和2年4月＞
博士（保健学） 保健学概論演習 4後 0.3 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平17.4）

132 兼担 助教
ｸﾄﾞｳ　　ﾋﾛﾐ
工藤　ひろみ

＜令和2年4月＞
博士（保健学） 保健学概論※ 1前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平21.4）

－

133 兼担 助教
ｱｲｽﾞ　ｹｲｺ
會津　桂子

＜令和2年4月＞
博士（保健学） コミュニケーション論※ 1前 0.4 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平18.4）

－

134 兼担 助教
ｽﾐｶﾞﾜ　ｺｳｼ
澄川　幸志

＜令和2年4月＞
博士（医学） 医療リスクマネジメント※ 3前 0.1 1

弘前大学
大学院保健学研究科

助教
（平19.4）

－

139 兼任 講師
ｱｻﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ
浅田　一彦

＜令和2年4月＞

修士（保健医療
学）

言語療法学概論※ 3後 0.6 1

弘前医療福祉大学
保健学部

講師
（平26.３）

－

140 兼任 講師
ｵｸﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ
奥山　淳子

＜令和2年4月＞
修士（障害科学） 言語療法学概論※ 3後 0.4 1

弘前医療福祉大学
保健学部

助教
（平28.４）

－

141 兼任 講師
ｵﾁ　ｹｲﾀ

越智　啓太
＜令和2年4月＞

修士（心理学） 司法・犯罪心理学 3後 2 1

法政大学
文学部心理学科

教授
（平20.4）

－

142 兼任 講師
ｼｮｳｼﾞ　ﾜﾀﾙ
東海林　渉

＜令和2年4月＞
博士（教育学） 保健医療心理支援演習 3後 1 1

東北大学
大学院医学系研究科

助手
（平27.4）

－

143 兼任 講師
ｽｶﾜ ｷﾐﾋﾛ

須川　公央
＜令和2年5月＞

修士（教育学） 教育原理 2前 2 1

白梅学園大学
子ども学科

准教授
（平28.4）

－

144 兼任 講師
ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞﾕｷ
高橋　和幸

＜令和2年4月＞
博士（医学） 社会福祉学 2前 1 1

弘前学院大学
社会福祉学部

教授
（平30.4）

－

145 兼任 講師
ﾏﾙﾔﾏ　ﾘｭｳﾀ
丸山　龍太

＜令和2年4月＞
修士（社会学） 社会保障論 4後 1 1

弘前学院大学
社会福祉学部

講師
（平29.4）

－
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職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 1人 3人 人 人 人 4人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 3人 1人 人 人 人 人 4人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 3人 2人 3人 人 人 人 8人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

講 師

助 教

合 計

准 教 授

別記様式第３号（その３）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

専任教員の年齢構成・学位保有状況

教 授



審査意見への対応を記載した書類（７月）

（目次） 医学部心理支援科学科

１．＜ディプロマ・ポリシーと養成する人材像が不整合＞

養成する人材像を「地域の心理支援のリーダーを養成」と記載している一方，ディプロマ・ポ

リシーにおいては「国民の健康と福祉に貢献できる者に対して，学士（心理学）の学位を授与す

る」としているめ，整合していない。養成する人材像とディプロマ・ポリシーとの関係につい

て，カリキュラムポリシーとの関係も含めて明確にしつつ，養成する人材像又はディプロマ・ポ

リシーの記載を適切に改めること。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

２．＜アドミッション・ポリシーや選抜の方法が不明確＞

   アドミッション・ポリシーに「他職種と連携しチームの一員として心理支援活動を実践するた

めの行動力」とあるが，入学者選抜においてどのように確認するのか不明確であるため，確認の

方法を具体的に説明すること。また，選抜の方法として，「個別学力審査の英語及び国語または数

学の試験」において「専門科目で必要となる専門的な学力」を評価するとあるが，どの専門科目

に対応して，専門的な学力として何がどの程度の水準で必要なのかについて明確にすること。

（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

３．＜養成する人材像と資格の関係が不明確＞

   本学部の養成する人材として，公認心理師の資格を取得することを目的としているのか不明確

であり，３つのポリシーが適切であるか判断できないため，以下の点について明らかにするこ

と。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

（１）公認心理師資格を取得する場合及び資格取得をしない場合，それぞれの養成する人材像と３

つのポリシーとの関係性を明確にすること。

（２）資格取得の有無に分けて，履修モデルを示すなどして，それぞれの教育課程について明確に

説明すること。

（３）特に，２年次以降多くの科目が必修となっており，学生への負担が大きい。単位を取得でき

なかった学生への配慮を含め，学生の負担軽減策や継続的な学習を担保するための具体的な方法

について説明すること。

４．＜効果的な実験やグループワークを行うことができるか不明確＞

   定員を 10 名に設定しているが，例えば，規模の大きい調査・実験を行う場合やグループディス

カッションを行う場合に，効果的・効率的に調査・実験を行うことができるか，あるいはグルー

プディスカッションにおける意見の多様性が確保できるのかといった懸念への対応策が不明確な

ため，定員設定の根拠について，教育効果の観点から具体的に明らかにすること。 

（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１



５．＜成績評価の対象が不適切＞

   「授業への出席」を成績評価の対象としているなど，成績評価が不適切な科目が散見されるた

め，シラバスの成績評価について適切に改めること。 

（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １２

６．＜施設・設備が不十分＞

   心理学実験に資する施設が一つしかないように見受けられるが，それで十分な教育効果が得ら

れるのか不明確なので，具体的な教育方法について説明すること。（是正事項）・・・・  １５

７．＜「卒業研究」における教員の関わり方等が不明確＞

   「卒業研究」について，４年次の時間割モデルでは，月曜日と火曜日の朝から夕方まで配置さ

れているが，学生の研究に対する教員の関わり方や履修指導方法が不明確なので，具体的に説明

すること。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

８．＜「保健医療地域支援実習」の内容が不明確＞

   「保健医療地域支援実習」について，シラバスでは，第２回～第 10回までの内容について，い

ずれも同じ内容が記載されており，授業の到達目標に対して，授業計画の妥当性が不明確なの

で，具体的な実習内容や学生の指導方法を記載すること。また，実習に当たっては，心理支援専

門職の役割やアセスメント等に関する基礎的な知識を事前に習得していることが必要だが，そう

した基本的な講義科目との関連性について，明確に記載すること。（是正事項）・・・・  １８

９．＜本体制による教育方法が不明確＞

   医学系の教員が充実している一方で，心理系の教員が相対的に少ないように見受けられる。こ

のような体制で，どのように「心理」に関する専門性を担保するのか，各教員が担当する科目や

それらの教育方法を具体的にしながら説明すること。（是正事項）・・・・・・・・・  ２３

10．＜学部等と学位の生後名称が不明確＞

   基本計画書と設置の趣旨等を記載した書類に記載の学部等と学位の英語名称が整合しておら

ず。妥当性が判断できないため，適切に修正の上，英語名称の妥当性について説明すること。 

（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２５



1 

【大学等の設置の趣旨・必要性】

（是正事項） 医学部心理支援科学科

１． ＜ディプロマ・ポリシーと養成する人材像が不整合＞

  養成する人材像を「地域の心理支援のリーダーを養成」と記載している一方，ディプロ

マ・ポリシーにおいては「国民の健康と福祉に貢献できる者に対して，学士（心理学）の学

位を授与する」としているため，整合していない。養成する人材像とディプロマ・ポリシー

との関係について，カリキュラムポリシーとの関係も含めて明確にしつつ，養成する人材像

又はディプロマ・ポリシーの記載を適切に改めること。

（対応）ディプロマポリシーにおいて表現したかったのは，単なる地域の心理支援のリーダーではな

く，「地域の心理支援のリーダーとして地域住民の健康増進と福祉に貢献できる者」である。

ディプロマポリシーとカリキュラムポリシーとの関係を明確にするため，ディプロマポリシーに

「①専門的知識をベースとした問題解決・課題探究能力を有した人材」，「②地域が抱える課題を理

解し社会貢献できる人材の養成」「③生命倫理と社会的な責任感を有した人材の養成」という見出

しを加筆するとともに，カリキュラムポリシーの「ウ 医学部心理支援科学科において修得させる

能力等」に対応する見出しを立てて内容を記載することによって対応関係を明確にした。

次の新旧対照表のとおり文章の表現を修正した。

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（４ページ）

新 旧

（２）卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリ
シー）

医学部心理支援科学科では，後述するカリキュラ
ム・ポリシーに基づいて編成された教育課程に沿って
心理学分野における専門的知識・技能等を，医学・保
健学分野における基本的知識・技能等を修得するとと
もに，豊かな人間性と倫理性を兼ね備え，地域の心理
支援のリーダーとして地域住民の健康増進と福祉に貢
献できる者に対して，学士（心理学）の学位を授与す
る。

（３）卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリ
シー） 

医学部心理支援科学科では，後述するカリキュラ
ム・ポリシーに基づいて編成された教育課程に沿って
心理学分野における専門的知識・技能等を，医学・保
健学分野における基本的知識・技能等を修得するとと
もに，豊かな人間性と倫理性を兼ね備え，国民の健康
と福祉に貢献できる者に対して，学士（心理学）の学
位を授与する。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（４ページ）

新 旧

（３）人材養成
  上述の設置の趣旨や背景，地域の諸課題及び必要
性を踏まえ，また，総合大学としての弘前大学の強み
でもある医学及び保健医療分野の知識や臨床実習など
の経験を活かして，医学部心理支援科学科では，地域
の心理支援のリーダーとなりうる以下の人材を養成す
る。
① 専門的知識をベースとした問題解決・課題探究能
力を有した人材
心理学及び臨床心理学などの専門領域に関する知識
と技能に加え，医学及び保健医療分野などの基本領域
に関する知識と技能，科学的思考力を有し，こころの
問題を感受し，その問題を解決できる能力を有する人
材。基本的には公認心理師資格の取得を目指す。
② 地域が抱える課題を理解し社会貢献できる人材の
養成
地域社会における保健医療，教育，福祉，司法・矯
正，産業等の現状と課題に関心を持ち，心理支援職と

（４）人材養成 
  上述の設置の趣旨や背景，地域の諸課題及び必要
性を踏まえ，また，総合大学としての弘前大学の強み
でもある医学及び保健医療分野の知識や臨床実習など
の経験を活かした，地域の心理支援のリーダー養成を
目指し，医学部心理支援科学科では，以下の人材を養
成する。 
① 心理学及び臨床心理学などの専門領域に関する知
識と技能に加え，医学及び保健医療分野などの基本領
域に関する知識と技能，科学的思考力を有し，こころ
の問題を感受し，その問題を解決できる能力を有する
人材。 
② 生命に対する高い倫理性と豊かな人間性を有し，
悩める人に寄り添う人材。 
③ 心理支援職としての役割を通して地域住民の健康
と福祉に寄与し，社会に貢献する人材。 
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しての役割を通して地域住民の健康増進と福祉に寄与
することによってし，社会に貢献できるする人材。
③ 生命倫理と社会的な責任感を有した人材の養成
心理援助者として，生命に対する高い倫理観と責任感
を有し，悩める人に寄り添う人材。社会人としての役
割を担うことを学び，専門職として生涯にわたり研鑽
に努める姿勢を有する人材。

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（６～７ページ）

新 旧

４．教育課程の編成の考え方及び特色
（１）教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・
ポリシー）
医学部心理支援科学科では，高度な心理学，医学及び
保健医療の知識・技能等はもとより，豊かな人間性と
倫理性を兼ね備え，地域の心理支援のリーダーとして
地域住民の健康増進と福祉に貢献できる心理支援職の
養成(具体的には公認心理師資格の取得)を目的とし
た.。

４．教育課程の編成の考え方及び特色 
（１）教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・
ポリシー） 
医学部心理支援科学科では，高度な心理学，医学及び
保健医療の知識・技能等はもとより，豊かな人間性と
倫理性を兼ね備え，国民の健康と福祉に貢献できる心
理支援職の養成を目的とした

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（７～８ページ）

新 旧

４．教育課程の編成の考え方及び特色

ウ 医学部心理支援科学科において修得させる能力等
 ディプロマ・ポリシーの各項目の達成は，以下に示
す教育と対応させることによって実現する。
① 専門的知識をベースとした問題解決・課題探究能
力
 スタディスキル導入科目の「基礎ゼミナール」にお
いて問題解決の基礎的な方法を身に付ける。また，
「心理学実験」，「心理統計法」，「心理学研究法」，「心
理学基礎研究」で，人の心を対象とした実証的な研究
方法を身に付ける。そして「早期体験実習(多職種連
携)」，「臨床心理学実習」，「保健医療地域支援実習」等
の実習や「臨床心理学演習Ⅰ・Ⅱ」「保健医療心理支
援演習」等の演習科目での体験を振り返ることやそれ
らの発表を通して，心理的支援における問題解決能力
を涵養する。さらに，「専門基礎科目」，「専門応用科
目」で修得した専門的知識をベースとして，「臨床心
理学基礎研究」，「臨床心理学研究」，「卒業研究」にお
いて，各自の問題意識に基づくテーマを設定すること
により，課題探究能力とそれらに対応する問題解決能
力を養成する。
② 地域が抱える課題に対する理解と社会貢献
 スタディスキル導入科目の「地域学ゼミナール」に
おいて地域が抱える問題について概観し地域理解を深
める。また「早期体験実習(多職種連携)」において，
心理支援職に求められている役割について理解を深
め，地域課題の解決にあたって心理援助職にとって保
健医療領域の知識の深化が必要であることを意識化さ
せるとともに，「医学・保健医療系科目」への動機づ
けを高め，その後の学修へと繋げる。さらに，「臨床
心理学実習」における学外施設の見学や実習を通し
て，地域社会における保健医療，教育，福祉，司法・
矯正，産業領域等の現状と課題を学ぶとともに，「専
門基礎科目」「専門応用科目」で培った知識と技能を
心理支援職の職務内容と関連付けて理解を深める。併
せて「実践系科目」において特に興味がある領域につ
いて選択的に知識が深められるよう科目を整備する。
４年次にはより実践的な実習科目である「保健医療地
域支援実習」を配置し，関係機関（医療機関，学校，
福祉施設など）及び他職種との連携促進において必要
な心理検査やコミュニケーションスキル等，地域課題
の解決にあたって求められる心理学及び臨床心理学に

４．教育課程の編成の考え方及び特色 

ウ 医学部心理支援科学科において修得させる能力等
① チーム医療，チーム学校などの一員として他職種
と連携しながら心理学的支援を実践するにあたって必
要となる基本的な心理学及び医学・保健医療の知識を
修得させる。
② 関係機関（医療機関，学校，福祉施設など）及び
他職種との連携促進において必要な，心理検査，各種
心理療法（力動的心理療法，認知行動療法）など心理
学及び臨床心理学に関する専門的知識，技能を修得さ
せる。
③ 青森県における地域の課題を理解，分析し，地域
において適切な心理支援ができる実践力を修得させ
る。
④ 心理学及び医学・保健医療に関する基本的知識，
技能を保健医療領域以外の４ 領域，つまり福祉領
域，教育領域，司法・犯罪領域及び産業・労働領域で
応用できるよう，それらの領域の基本的知識を修得さ
せる。
⑤ さまざまな領域で活動する心理支援職としての責
任感と倫理観を身に付け，多 様なこころの問題を理
解し，適切な支援ができる実践力を修得させる。
以上，医学部心理支援科学科では，多分野・多領域の
心理支援職を養成するため，また，心理支援職が活動
する職域が拡大していくことを踏まえ，心理学及び医
学・保健医療を中心に据えつつ，学校教育学，福祉
学，産業経営学及び法学など諸分野を連携させた教育
課程を編成した（資料２，資料３，資料４）。
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関する専門的知識，技能を修得させる。
③ 生命倫理と社会的な責任感を有した人材の養成
 「臨床心理学」，「医学概論」，「保健学概論」，「生命
倫理学」等の講義科目と「臨床心理学実習」，「保健医
療地域支援実習」といった実習科目を通して，心理支
援職における倫理観を身に付ける。「公認心理師の職
責」，「関係行政論」において心理支援職としての社会
的責任や関係法規について学修する。また，「心理学
的支援法Ⅰ・Ⅱ」や「保健医療心理アセスメント」に
おいて，最新の心理学的支援やアセスメントに触れる
ことで，被援助者に対して心理支援職としての責任を
果たすためには，生涯にわたり最新の知見に触れるこ
との必要性を自覚させ，自己研鑽の姿勢を培う。
以上，医学部心理支援科学科では，多分野・多領域の
心理支援職を養成するため，また，心理支援職が活動
する職域が拡大していくことを踏まえ，心理学及び医
学・保健医療を中心に据えつつ，学校教育学，福祉
学，産業経営学及び法学など諸分野を連携させた教育
課程を編成した（資料２，資料３，資料４）。
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（是正事項） 医学部心理支援科学科

２． ＜アドミッション・ポリシーや選抜の方法が不明確＞

  アドミッション・ポリシーに「他職種と連携しチームの一員として心理支援活動を実践す

るための行動力」とあるが，入学者選抜においてどのように確認するのか不明確であるた

め，確認の方法を具体的に説明すること。また，選抜の方法として，「個別学力審査の英語及

び国語または数学の試験」において「専門科目で必要となる専門的な学力」を評価するとあ

るが，どの専門科目に対応して，専門的な学力として何がどの程度の水準で必要なのかにつ

いて明確にすること。

（対応）アドミッション・ポリシー①の「基礎学力」について精査することを目的として，個別学力

検査(前期日程試験)，大学入試センター試験の点数による選抜を行う。アドミッション・ポリシー
②の「行動力」，③の「意欲」について精査することを目的として，調査書・志望理由書の内容を参

照し選抜を行う。次の新旧対照表のとおり文章の表現を修正した

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１６ページ）

新 旧

（３）選抜の方法
医学部心理支援科学科のアドミッションポリシーに基
づき，次の方法により選抜を行う。
前期日程試験について，大学入試センター試験にお
いて，外国語（200点），国語（200点）を必修とし，
地理歴史及び公民から 1又は 2科目（100～200点），
数学から 1又は 2科目（100～200点），理科から 1～
3科目（100～200点）とし合計 900点の成績，個別
学力検査において，英語（200点）を必修とし，国語
（200点），数学Ⅰ・ⅡAB（200点）から 1科目選択
し合計 400点の成績，出願書類（調査書・志望理由
書）の内容による成績 40点，合わせて 1,340点の成
績上位者から順に合格者を決定する。なお，同点の場
合は，個別学力試験の得点の高い者を上位とする。
 アドミッションポリシーと上記の選抜方法との対応
関係は下記の通りである。アドミッションポリシー①
の「基礎学力」について精査することを目的として，
個別学力検査(前期日程試験)，大学入試センター試験
の点数による選抜を行う。アドミッションポリシー②
の「行動力」，③の「意欲」について精査することを
目的として，調査書・志望理由書の内容を参照し，選
抜を行う。調査書に記載を求める事項の例としては，
1. 探求活動(フィールドワーク，学校外の発表機会，
論文作成など)，2. 委員会活動(生徒会，委員会など)，
3. スポーツ活動(運動部の活動記録など)，4. 文化・芸
術活動(文化部での活動記録など)，5. ボランティア活
動(各種のボランティア活動)等を想定している。

（３）選抜の方法
医学部心理支援科学科のアドミッションポリシーに基
づき，青森県の抱える課題を解決するため，心理学及
び臨床心理学などの専門領域に関する知識と技能に加
え，医学・保健医療分野などの基本領域に関する知識
と技能，科学的思考力を有し，こころの問題を感受
し，その問題を解決できる能力や生命に対する高い倫
理性と豊かな人間性を有し，悩める人に寄り添い，心
理支援職としての役割を通して地域住民の健康と福祉
に寄与し，社会に貢献する地域のリーダーとなる得る
人材を選抜するため，前期日程試験を実施する。
前期日程試験について，大学入試センター試験にお
いて，外国語（200点），国語（200点）を必修とし，
地理歴史及び公民から 1又は 2科目（100～200点），
数学から 1又は 2科目（100～200点），理科から 1～
3科目（100～200点）とし合計 900点の成績，個別
学力検査において，英語（200点）を必修とし，国語
（200点），数学Ⅰ・ⅡAB（200点）から 1科目選択
し合計 400点の成績，出願書類（調査書・志望理由
書）の内容による成績 40点，合わせて 1,340点の成
績上位者から順に合格者を決定する。
なお，同点の場合は，個別学力試験の得点の高い者を
上位とする。
具体的には，大学入試センター試験の成績では基礎
的な学力を，個別学力検査の英語及び国語または数学
の試験では専門科目で必要となる専門的な学力を，出
願書類（調査書，自己ＰＲ書）では心理支援職を目指
す者としての資質，適性，意欲等を評価し，入学定員
10人を選抜する。
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【教育課程等】

（是正事項） 医学部心理支援科学科

３． ＜養成する人材像と資格の関係が不明確＞

  本学部の養成する人材として，公認心理師の資格を取得することを目的としているのか不

明確であり，３つのポリシーが適切であるか判断できないため，以下の点について明らかに

すること。

（１）公認心理師資格を取得する場合及び資格取得をしない場合，それぞれの養成する人材像

と３つのポリシーとの関係性を明確にすること。

（２）資格取得の有無に分けて，履修モデルを示すなどして，それぞれの教育課程について明

確に説明すること。

（３）特に，２年次以降多くの科目が必修となっており，学生への負担が大きい。単位を取得

できなかった学生への配慮を含め，学生の負担軽減策や継続的な学習を担保するための具体

的な方法について説明すること。

（対応）心理支援科学科では，卒後，公認心理師の資格取得を前提として心理支援専門職の養成課程

を明示した。

なお，認定心理士（学会認定資格），児童指導員（任用資格），心理判定員（任用資格）などの資

格取得については，全て本学科が設定している必修科目を履修することによって全て取得可能な資

格であることから，別立ての履修コースは設けていない。取得を希望する者については，各年次の

履修ガイダンスにおいて上記の資格が取得可能な旨を周知するとともに，加えて４年次の履修ガイ

ダンスにおいて希望者をリスト化し，卒業後の取得もれが生じないよう配慮する。

  また，弘前大学では，学生のキャリアセンターを設置しており，幅広く学生への就職支援活動を

実施しているため，入学後に公認心理師資格取得以外の進路を希望した場合においても，手厚い支

援を行うことが可能である。

   また，公認心理師の資格取得を前提とした教育課程に改訂したことから，２年次の履修科目につ

いて，必修科目を見直し，医学・保健医療系科目の心身医学，薬理学，衛生学・公衆衛生学，慢性

疾患学を選択必修とし，卒業所要単位を４単位減らすことで，卒業所要単位を１３１単位から１２

７単位に減らし学生の負担を軽減した。

さらに，心理支援科学科の学生に対し，教員のクラス担任制度を導入し，よりきめ細やかな指導

体制を整備する。クラス担任は，原則として学生の在籍期間を通して，同一の教員が担当し，入学

時のオリエンテーションをはじめ，個別の修学指導ほか，学修の相談や大学生活の中で抱える疑問

や悩みの相談先となるなど，入学から卒業まで学生個々の状況に応じて学生の修学や生活等に関し

て支援体制を整える。

このほか，履修登録した授業科目の単位を修得できなかった場合は，再履修により単位を修得す

ることができるため，単位を取得できなかった学生に配慮している。次の新旧対照表のとおり文章

の表現を修正した。
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１～２ページ）

新 旧

（１）医学部心理支援科学科の設置の趣旨及び必要性
 ア 設置の趣旨及び社会的背景

わが国において，こころの支援が求められる諸問題
としては，ストレスに関連した問題・不適応（育児，
就学，就労に関わるストレス），ストレスに伴う精神
的な障害（うつ病，自殺，PTSD），発達・教育上の問
題や障害（自閉スペクトラム症，注意欠如・多動性障
害などの発達障害，不登校，ひきこもり，いじめ），
子どもの逸脱行動や養育保護環境の問題（非行，虐
待），高齢化に伴う問題（認知症の増加，退職後の生
活不安），自然・人的災害（災害による被災者や犯罪
被害者のこころのケア）など，多岐にわたる。このよ
うな国民の心の健康問題の複雑かつ多様化を背景とし
て，国としても心理職の国家資格化が必要であると判
断され，2015年度に公認心理師法が成立し，2018年
９月には第１回の国家試験が実施され，2019年に
は，新たな国家資格を有する公認心理師が誕生したと
ころである。
とりわけ医学・保健医療分野において心理支援職が
求められる領域は，これまで精神科や心療内科が対象
としてきた精神障害・認知症及び心身症から，がん患
者に対する緩和ケア，周産期医療における母子支援，
遺伝子医療における倫理面でのこころの支援，生活習
慣病などの慢性疾患を抱える患者に対する心理的支援
などへと拡大しており，このような多領域にわたるチ
ーム医療の中で活躍できる高度な知識と技能を有した
心理支援職の存在，心理学・臨床心理学に基づくここ
ろの支援が求められている。
また，ここ 10年で国際基準の発達障害のアセスメ
ントツールが翻訳され使用可能となってきたが，これ
らを使用するためには心理学的な知識，技能が不可欠
である。よって，これらを医療・教育・福祉の現場で
適切に使用するためには，心理学に関する専門的なト
レーニングを受けた公認心理師や臨床心理士のような
心理支援専門職の存在が必要不可欠である。発達障害
に対する適切な療育や医学的診断は，このような心理
アセスメントの結果が律速段階となるため，専門的知
識を持った心理支援専門職の不足は，発達障害にとっ
て重要な療育の開始時期や医学的診断の遅延をもたら
す元となっている。
さらに，障害の医療モデルから社会モデルへの転換に
伴って，支援対象者の生活の場である地域で実施する
心理的支援の重要性も増しており，医療機関における
支援に留まらず，支援対象者の生活の場である地域に
おける支援，地域において医療機関との適切な連携を
可能にする知識と技能を有した心理支援職の存在が求
められている。これらの要請に応えることは大学の使
命であり，チーム医療，多職種連携の要となる人材，
地域支援のリーダーとなる人材の養成を実現しなくて
はならない。
以上を踏まえ，弘前大学では，公認心理師の資格取

得を前提とした心理支援専門職を養成するための学士
課程として，令和 2年 4月に医学部に新たに心理支援
科学科を設置する（資料１）。

（１）医学部心理支援科学科の設置の趣旨及び必要性
 ア 設置の趣旨及び社会的背景

わが国において，こころの支援が求められる諸問題
としては，ストレスに関連した問題・不適応（育児，
就学，就労に関わるストレス），ストレスに伴う精神
的な障害（うつ病，自殺，PTSD），発達・教育上の問
題や障害（自閉スペクトラム症，注意欠如・多動性障
害などの発達障害，不登校，ひきこもり，いじめ），
子どもの逸脱行動や養育保護環境の問題（非行，虐
待），高齢化に伴う問題（認知症の増加，退職後の生
活不安），自然・人的災害（災害による被災者や犯罪
被害者のこころのケア）など，多岐にわたる。

とりわけ医学・保健医療分野において心理支援職が
求められる領域は，これまで精神科や心療内科が対象
としてきた精神障害・認知症及び心身症から，がん患
者に対する緩和ケア，周産期医療における母子支援，
遺伝子医療における倫理面でのこころの支援，生活習
慣病などの慢性疾患を抱える患者に対する心理的支援
などへと拡大しており，このような多職種・多領域に
わたるチーム医療の中で活躍できる高度な知識と技能
を有した心理支援職の存在，心理学・臨床心理学に基
づくこころの支援が求められている。
また，ここ 10年で国際基準の発達障害のアセスメ
ントツールが翻訳され使用可能となってきたが，これ
らを使用するためには心理学的な知識，技能が不可欠
である。よって，これらを医療・教育・福祉の現場で
適切に使用するためには，心理学に関する専門的なト
レーニングを受けた臨床心理士や公認心理師が必要不
可欠である。発達障害に対する適切な療育や医学的診
断は，このような心理アセスメントの結果が律速段階
となるため，専門的知識を持った心理支援職の不足
は，発達障害にとって重要な療育の開始時期や医学的
診断の遅延をもたらす元となっている。
さらに，障害の医療モデルから社会モデルへの転換
に伴って，支援対象者の生活の場である地域で実施す
る心理的支援の重要性も増しており，医療機関におけ
る支援に留まらず，支援対象者の生活の場である地域
における支援，地域において医療機関との適切な連携
を可能にする知識と技能を有した心理支援職の存在が
求められている。  これらの要請に応えることは大
学の使命であり，チーム医療，多職種連携の要となる
人材，地域支援のリーダーとなる人材の養成を実現し
なくてはならない。
以上を踏まえ，多職種・多領域にわたるチーム医療
の中で活躍できる高度な知識と技能を有した地域支援
のリーダーとなる心理支援職を養成していくこと，学
問的中心を「心理学」に置きつつも医学・保健医療を
ベースとした心理学・臨床心理学等の科学的知見に基
づき心理に関する支援方法を体系的に教育・研究して
いくこと，公認心理師法による公認心理師の役割が
「心理に関する支援」と定義されていること，心理支
援職の養成は保健医療のみならず福祉，教育，司法・
犯罪，産業・労働（主要 5分野）の各領域においても
早急な人材養成を求められていることなどから，弘前
大学では，公認心理師養成を想定した学士課程とし
て，平成 32年 4月に医学部に新たに心理支援科学科
を設置する（資料１）。
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（３～７ページ）

新 旧

ウ 医学部心理支援科学科の必要性
  ① 心理支援職養成の必要性
このような状況の中，青森県内においても青森県臨床
心理士会から弘前大学に対して，医療・福祉・教育分
野等に係る心理支援職の養成を要望されているところ
である。このように，青森県では，弘前大学における
心理支援職の人材養成への貢献を強く期待するものと
なっている。

 ウ 医学部心理支援科学科の必要性
  ① 心理支援職養成の必要性
国民の心の健康問題の複雑かつ多様化を背景として，
国としても心理職の国家資格化が必要であると判断さ
れ，2015年度に公認心理師法が成立し，2018年９月
には第１回の国家試験が実施され，2019年には，新
たな国家資格を有する公認心理師が誕生することにな
っている。このような状況の中，青森県臨床心理士会
から，医療・福祉・教育分野等に係る心理支援職の養
成を要望されているところである。このように，青森
県では，弘前大学における心理支援職の人材養成への
貢献を強く期待するものとなっている。

（２）医学・保健医療分野に係る地域で活躍できる心
理支援職を養成する上で強みと
なる取り組み
  青森県では，短命県返上が県の重要な施策のひと
つとなっている。そして，そのためには，生活習慣の
改善，自殺の予防に代表されるように地域において支
援対象者の身体だけでなく，こころも支援していくこ
とが重要である。地域における心理的支援という点に
関しては，これまで弘前大学では医学部を中心にし
て，先進的な取り組みがいくつかなされている。
弘前大学医学部社会学講座が中心となって実施してい
る岩木プロジェクトでは，弘前市岩木地区の住民を対
象として，10年以上にわたり，心理的要因も含む健康
に影響を及ぼす要因を調査し，地域住民の生活習慣病
の予防と健康の維持・増進，寿命の延長を目的とした
施策を実行してきた。（資料７-１）
さらに，弘前大学医学部保健学科では東日本大震災に
伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難
を余儀なくされている福島県浪江町と連携協定を締結
し，福島県浪江町復興支援プロジェクトを実施してい
る。具体的には，本学の強みである「被ばく医療人材
養成推進プロジェクト」事業で得られた知見（大規模
放射線災害における避難住民への対応や心のケアの重
要性，放射線リスクコミュニケーションの必要性等）
を活用し，放射線に対する不安への相談事業やリスク
コミュニケーション事業などを実施してきた。
このほかにも，医学研究科附属子どものこころの発達
研究センターによる弘前市５歳児健診における発達障
害の早期診断，子育て支援「ペアレントプログラム」
の提供および研修会の開催，弘前市内の全公立小中学
校を対象としたメンタルヘルスチェック「心のサポー
トアンケート」や心理教育「こころの授業」の実施，
医学部と教育学部による中南地区における健康教育活
動などを実施してきた。このように，弘前大学医学部
では，積極的に地域支援を行ってきており，その中で
地域における心理的支援に関する知見，経験も十分に
蓄えている（資料７－２，資料７－３）。
以上から，医学部に心理支援科学科を本町キャンパス
に設置することによって，これまで医学部が蓄積して
きた知識や経験を，地域で活躍できる心理支援職の養
成に効果的に活用することが可能となり，地域課題の
解決に貢献できるものと考えられる。さらに，乳幼児
期からの「切れ目のない支援」や高齢者の「地域包括
ケアシステム」に代表されるように，多職種が連携し
て取り組む地域支援の在り方は，全国的に今後ますま
す重要となる課題であり，その中にあって，保健医療
分野の専門的な知識と技術を基盤として涵養しつつ，
地域で活躍できる心理的支援を担う人材を養成すると
いう本学の取組は，心理支援職を養成する一つのモデ
ルとなるものと考える。
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（２）卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリ
シー）
地域の心理支援のリーダーとして地域住民の健康増進

（３）人材養成
医学部心理支援科学科では，地域の心理支援
のリーダーとなりうる以下の人材を養成す
る。

（４）卒業後の進路
 卒業後の進路は，心理支援科学科が公認心理師の国
家資格取得を目指しているため，心理系の大学院進学
を主要な進路として想定している。また，就職先にお
ける必要な資格として公認心理師を要件としていると
ころが多いことから，公認心理師の資格を得ること
で，心理支援職に就職できる範囲が広がると考えてい
る。このほか，認定心理士（学会認定資格），児童指
導員（任用資格），心理判定員（任用資格）などの心
理支援職に関する資格を学生が独自に取得することを
大学としても支援することで，医療機関を中心としな
がら，教育機関（スクールカウンセラーなど），司
法・矯正機関（家庭裁判所調査官，少年鑑別所等の法
務技官（心理）など），福祉機関（障害児・障害者施
設指導員，児童養護施設等の児童指導員等の心理支援
職），地方自治体等の行政機関（心理）（地方公務員
等）及び一般企業（カウンセラーなど）などにおける
心理支援職に就くことも想定できる。
 また，弘前大学では，教育推進機構の中に，キャリ
アセンターを設置しており，就職・進路相談・アドバ
イス，求人票の閲覧，就職情報資料の閲覧，企業等説
明会・就職ガイダンス・セミナーなどの就職関連イベ
ントの開催，インターンシップ，企業等見学会，学外
の就職関連リンク先及び適職診断ツールの提供など，
幅広く学生への就職支援活動を実施しているため，入
学後に公認心理師資格取得以外の進路を希望した場合
においても，手厚い支援を行うことが可能である。

２．学部・学科等の特色
弘前大学では，社会貢献機能（地域貢献）の強化を
目指し，卒後，公認心理師の資格を取得することを前
提とした心理支援専門職の養成課程を有する『心理支
援科学科』を医学部に設置する。多職種・多領域にわ
たるチーム医療の中で活躍できる高度な知識と技能を
有した心理支援職の存在，心理学・臨床心理学に基づ
くこころの支援が求められているなか，地域の課題に
示したとおり，青森県では，医療機関や教育・福祉機
関等に心理支援職が圧倒的に不足している現状を踏ま
え，公認心理師のような心理支援専門職の国家資格を
取得した者や心理支援職としてある程度の経験がある
者を採用したい社会的・地域的な人材需要の動向等に
応えていく必要がある。この要請に応えることは大学
の使命であり，チーム医療，チーム学校等の多職種連
携の要となる人材，地域における心理学的支援のリー
ダーとなる人材の養成を実現しなくてはならない。地
域における心理的支援という点に関しては，これまで
弘前大学では医学部を中心にして，下記のような先進
的な取り組みがいくつかなされており，これらを演
習・実習体系に組み入れることにより，地域で活躍で
きる心理支援職を養成する上で大きな強みとなるもの
と考えられる。
弘前大学医学部社会学講座が中心となって実施してい
る岩木プロジェクトでは，弘前市岩木地区の住民を対
象として，10年以上にわたり，心理的要因も含む健康
に影響を及ぼす要因を調査し，地域住民の生活習慣病
の予防と健康の維持・増進，寿命の延長を目的とした
施策を実行してきた。（資料７-１）
さらに，医学研究科附属子どものこころの発達研究セ
ンターによる弘前市５歳児健診における発達障害の早
期診断，子育て支援「ペアレントプログラム」の提供
および研修会の開催，弘前市内の全公立小中学校を対
象としたメンタルヘルスチェック「心のサポートアン
ケート」や心理教育「こころの授業」の実施，医学部

（３）卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリ
シー）
国民の健康と福祉

（４）人材養成
医学部心理支援科学科では，以下の人材を養成する。

（５）卒業後の進路
 卒業後の進路は，心理支援職に関する諸資格を取得
し，医療機関を中心としながら，教育機関（スクール
カウンセラーなど），司法・矯正機関（家庭裁判所調
査官，少年鑑別所等の法務技官（心理）など），福祉
機関（障害児・障害者施設指導員，児童養護施設等の
児童指導員等の心理支援職），地方自治体等の行政機
関（心理）（地方公務員等）及び一般企業（カウンセ
ラーなど）などにおける心理支援職に就くことを想定
している。
また，公認心理師の国家資格取得を目指すため，心理
系の大学院進学も進路として想定される。

２．学部・学科等の特色
 多職種・多領域にわたるチーム医療の中で活躍でき
る高度な知識と技能を有した心理支援職の存在，心理
学・臨床心理学に基づくこころの支援が求められてい
るなか，地域の課題に示したとおり，青森県が，医療
機関や教育・福祉機関等に心理支援職が圧倒的に不足
している現状を踏まえ，心理支援職の資格を取得した
者や心理支援職としてある程度の経験がある者を採用
したい社会的・地域的な人材需要の動向等に応えてい
く必要がある。
この要請に応えることは大学の使命であり，チーム医
療，多職種連携の要となる人材，地域支援のリーダー
となる人材の養成を実現しなくてはならない。
これを実現していくためには，多職種・多領域にわた
るチーム医療の中で活躍できる高度な知識と技能を有
した地域支援のリーダーとなる心理支援職を養成して
いくこと，学問的中心を「心理学」に置きつつも医
学・保健医療をベースとした心理学・臨床心理学等の
科学的知見に基づき心理に関する支援方法を体系的に
教育・研究していくこと，公認心理師法による公認心
理師の役割が「心理に関する支援」と定義されている
こと，心理支援職の養成は保健医療のみならず福祉，
教育，司法・犯罪，産業・労働（主要 5分野）の各領
域においても早急な心理支援職という高度専門職業人
の養成を求められていることから，弘前大学では，社
会貢献機能（地域貢献）の強化を目指し，医学部に新
たに心理支援科学科を設置することとした。
また，医学部心理支援科学科の学士課程 4年の学年進
行後，既存の大学院保健学研究科（博士前期課程）に
心理支援科学専攻を追加設置（2024年４月に設置予
定）することにより，公認心理師国家試験の受験資格
取得に対応した６年一貫カリキュラムを策定すること
ができる。
また，医学部心理支援科学科の学士課程 4年の学年進
行後，既存の大学院保健学研究科（博士前期課程）に
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と教育学部による中南地区における健康教育活動など
を実施してきた。このように，弘前大学医学部では，
積極的に地域支援を行ってきており，その中で地域に
おける心理的支援に関する知見，経験も十分に蓄えて
いる（資料７－１，資料７－２，資料７－３）。
以上から，医学部に心理支援科学科を本町キャンパス
に設置することによって，これまで医学部が蓄積して
きた知識や経験を，地域で活躍できる心理支援職の養
成に効果的に活用することが可能となり，地域課題の
解決に貢献できるものと考えられる。さらに，乳幼児
期からの「切れ目のない支援」や高齢者の「地域包括
ケアシステム」に代表されるように，多職種が連携し
て取り組む地域支援の在り方は，全国的に今後ますま
す重要となる課題であり，その中にあって，保健医療
分野の専門的な知識と技術を基盤として涵養しつつ，
地域で活躍できる心理的支援を担う人材を養成すると
いう本学の取組は，心理支援職を養成する一つのモデ
ルとなるものと考える。
また，医学部心理支援科学科の学士課程 4年の学年進
行後，既存の大学院保健学研究科（博士前期課程）に
心理支援科学専攻を追加設置（2024年４月に設置予
定）することにより，公認心理師国家試験の受験資格
取得に対応した６年一貫カリキュラムを策定すること
ができる。
これを実現していくためには，多職種・多領域にわた
るチーム医療の中で活躍できる高度な知識と技能を有
した地域支援のリーダーとなる心理支援職を養成して
いくこと，学問的中心を「心理学」に置きつつも医
学・保健医療をベースとした心理学・臨床心理学等の
科学的知見に基づき心理に関する支援方法を体系的に
教育・研究していくこと，公認心理師法による公認心
理師の役割が「心理に関する支援」と定義されている
こと，心理支援職の養成は保健医療のみならず福祉，
教育，司法・犯罪，産業・労働（主要 5分野）の各領
域においても早急な心理支援職という高度専門職業人
の養成を求められていることから，弘前大学では，社
会貢献機能（地域貢献）の強化を目指し，医学部に新
たに心理支援科学科を設置することとした。

４．教育課程の編成の考え方及び特色
（１）教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・
ポリシー）
地域住民の健康増進と福祉に貢献できる心理支援職の
養成を目的とした，教養教育と専門教育のカリキュラ
ム・ポリシーを以下のように定めている。教育課程の
編成は，卒後，公認心理師試験受験資格の取得するこ
とを前提として設定しており，公認心理師となるため
に大学等で修めるべき科目とした指定された科目は，
必修科目または選択必修科目として配置した。

心理支援科学専攻を追加設置（2024年４月に設置予
定）することにより，公認心理師国家試験の受験資格
取得に対応した６年一貫カリキュラムを策定すること
ができる。

４．教育課程の編成の考え方及び特色
（１）教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・
ポリシー）
国民の健康と福祉に貢献できる心理支援職の養成を目
的とした，教養教育と専門教育のカリキュラム・ポリ
シーを以下のように定めている。

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１３ページ）

新 旧
（３）履修指導方法 
また，心理支援科学科の学生に対し，教員のクラス
担任制度を導入し，よりきめ細やかな指導体制を整備
する。クラス担任は，原則として学生の在籍期間を通
して，同一の教員が担当し，入学時のオリエンテーシ
ョンをはじめ，個別の修学指導ほか，学修の相談や大
学生活の中で抱える疑問や悩みの相談先となるなど，
入学から卒業まで学生個々の状況に応じて学生の修学
や生活等に関して支援体制を整える。このほか，事務
担当者と一緒に履修方法等について指導助言し，各年
次の履修科目届をまとめてもらい提出させることとす
る。 

（３）履修指導方法
その後，年次ごとに２人以上のクラス担任を配置

し，学生に対して学業生活に関する助言等を行う，ま
た，事務担当者と一緒に履修方法等について指導助言
し，各年次の履修科目届をまとめてもらい提出させる
こととする。
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１３～１４ページ）

新 旧
（４）標準卒業年限・卒業要件 
標準卒業年限は，４年である。短期，長期の在学期

間は設けない。 
卒業要件は，弘前大学学則第４１条の規定により，
４年以上在学し，所定の単位数（教養教育科目 34 単
位，専門教育科目 93 単位以上（専門科目 85単位（う
ち専門応用科目の医学・保健医療系科目 13 単位，実
践系科目 6単位），卒業研究 8単位），合計 127 単位以
上）を修得し，また，必修科目の単位が認定されてい
ることが必要である。この要件を満たしている者に
は，卒業を認定する。 

（４）標準卒業年限・卒業要件 
標準卒業年限は，４年である。短期，長期の在学期

間は設けない。 
卒業要件は，弘前大学学則第４１条の規定により，
４年以上在学し，所定の単位数（教養教育科目 34 単
位，専門教育科目 97 単位以上（専門科目 89単位（う
ち実践系科目 8単位），卒業研究 8単位），合計 131 単
位以上）を修得し，また，必修科目の単位が認定され
ていることが必要である。この要件を満たしている者
には，卒業を認定する。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１５ページ）

新 旧
（２）アドミッションポリシー 
医学部心理支援科学科が求める人材像は，次のとお

りである。基本的には，卒後，公認心理師資格の取得
を想定している。  

（２）アドミッションポリシー
医学部心理支援科学科が求める人材像は，次のとお

りである。
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（是正事項） 医学部心理支援科学科

４． ＜効果的な実験やグループワークを行うことができるか不明確＞

  定員を 10名に設定しているが，例えば，規模の大きい調査・実験を行う場合やグループデ

ィスカッションを行う場合に，効果的・効率的に調査・実験を行うことができるか，あるい

はグループディスカッションにおける意見の多様性が確保できるのかといった懸念への対応

策が不明確なため，定員設定の根拠について，教育効果の観点から具体的に明らかにするこ

と。

（対応）まず，教育効果の観点から，大学院教育までを見据え，大学院における十分な実習時間の確

保や卒後の実務経験プログラムへの接続が適切に運営できるように十分な実習時間を確保する上

で妥当と考えた人数が 10 人である。

なお，医学・保健医療系科目の一部を医学科や保健学科の学生と共に履修できるよう設定するこ

とによって，また，実験実習等のデータについては，ダミーデータ等を事前に準備することによっ

て，少人数制においても大規模データの扱いが適切に学習できるよう配慮し，教育効果をあげる。

次の新旧対照表のとおり文章の表現を修正した。

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１２ページ）

新 旧

６．教育方法，履修指導方法及び卒業要件
（１）教育方法
   医学部心理支援科学科は，8 人の専任教員を配
置する。教員対学生比は，1 対 1.25 となっており，少
人数教育によるきめ細かな指導体制となっている。グ
ループ学習における意見の多様性等，少人数教育にお
いて懸念される問題は，医学・保健医療系科目の一部
を，医学科や保健学科の学生と共に履修できるよう設
定することによって解決する。また，実験実習等のデ
ータについては，ダミーデータ等を準備することによ
って，少人数制においても大規模データの扱いが適切
に学習できるよう配慮する。

６．教育方法，履修指導方法及び卒業要件
（１）教育方法
   医学部心理支援科学科は，8 人の専任教員を配
置する。教員対学生比は，1 対 1.25 となっており，少
人数教育によるきめ細かな指導体制となっている。
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（是正事項） 医学部心理支援科学科

５． ＜成績評価の対象が不適切＞

  「授業への出席」を成績評価の対象としているなど，成績評価が不適切な科目が散見され

るため，シラバスの成績評価について適切に改めること。

（対応）

  授業への取組状況や受講態度に対する評価であることを明確にするため，シラバスの【評価の構

成】欄において，次の新旧対照表のとおりに修正した。

（新旧対照表）シラバス

新 旧

1「基礎ゼミナール」（栗林）
【評価の構成】
①授業中の討論や発表 20％
②平常ミニレポート 20％
③最終レポート 60％

2「あおもりエクスカーション」（安達）
【評価の構成】
 ①授業中の討論や発表 30％
②平常ミニレポート 30％
③最終レポート 40％

3「キャリア形成の発展」（松田）
【評価の構成】
 ①授業中の討論や発表 35％
②平常ミニレポート 35％
③期末試験 30％

5「公認心理師の職責」（玉井）
【評価の構成】

①授業中の討論や発表 20％
②平常ミニレポート 20％
③期末試験 60％

7「心理学研究法」（宮原）
【評価の構成】

①授業の予習復習に基づく授業中の討論や発表など
の状況（20％）
②中間試験（30％）
③オンライン・モジュールテスト（20％）
④期末試験（30％）

8「心理学実験」（小河）
【評価の構成】
 ①レポート提出（90％）

②実習への取り組み状況（討論や発表など）
（10％）

9「心理統計法」（小河）
【評価の構成】
 ①定期試験（90％）
②講義への取り組み状況（授業中の討論や発表な
ど）（10％）

11「早期体験実習（多職種連携）」（栗林・玉井）
 【評価の構成】
 ① 実習への取り組み (実習のテーマごとのレポー
トなど（事前オリエンテーションを含む)）
（60 %）
② 実習の発表 （20%）
③ 課題レポート （20%）

1「基礎ゼミナール」（栗林）
【評価の構成】
①授業への参加度（100%）

2「青森エクスカーション」（安達）
【評価の構成】
①授業への参加度（60%），レポート（40％）

3「キャリア形成の発展」（松田）
【評価の構成】

平常評価 70％（授業での討論や発表など 35％及び
平常ミニレポート 35％），期末試験 30％とし，こ
れらを合算して，最終的な成績評価を行う。

5「公認心理師の職責」（玉井）
【評価の構成】
①試験結果（80％）
②授業参加度（20％）

7「心理学研究法」（宮原）

【評価の構成】

①授業の予習復習に基づく参加状況（20％）
②中間試験（30％）
③オンライン・モジュールテスト（20％）
④期末試験（30％）

8「心理学実験」（小河）
【評価の構成】
①レポート提出（90％）
②実習への取り組み状況（10％）

9「心理統計法」（小河）
【評価の構成】
①定期試験（90％）
②講義への取り組み状況（10％）

11「早期体験実習（多職種連携）」（栗林・玉井）
【評価の構成】

①実習への取り組み (事前オリエンテーションを含
む) 60 % 
② 実習の発表 （20%）
③ 課題レポート （20%）
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12「心理支援科学英語購読基礎」（宮原）
【評価の構成】
 ①授業の予習復習に基づく参加状況（討論や発表の
状況など）（10％）
②クラス発表（20％）
③オンライン・モジュールテスト（20％）
④期末試験（50％）

13「知覚・認知心理学」（松田）
【評価の構成】

①定期試験（90％）
②講義への取り組み状況（討論や発表など）

（10％）

15「発達心理学Ⅰ」（松田）
【評価の構成】

①授業での討論や発表(15％) 
②平常ミニレポート(15％) 
③期末試験(70％) 

16「学習・言語心理学」（小河）
【評価の構成】

①授業での討論や発表(10％) 
②平常ミニレポート(10％) 
③期末試験(80％) 

18「発達心理学Ⅱ」（足立）
【評価の構成】

①定期試験（70％）
②レポート（20％）
③講義への取り組み状況（討論や発表など）

（10％）

20「臨床心理学演習Ⅰ」（玉井）
【評価の構成】
 ①授業参加状況（討論や発表の状況など，小テスト
などを含む）（80％）

 ②期末試験・レポート（20％）

21「障害者・障害児心理学」（宮原）
【評価の構成】
 ①授業の予習復習に基づく参加状況（討論や発表の

状況など）（20％）
②クラス発表（10％）
③オンライン・モジュールテスト（20％）
④期末試験（50％）

22「心理アセスメント」（玉井・松田）
【評価の構成】
 ①授業中の討論や発表 20％

②各回のミニレポート 20％
③期末試験 60％

23「心理学的支援法 I」（宮原・松田）
【評価の構成】
 ①講義・演習への参加度（授業中の討論や発表な

ど）（20％）
②オンライン・モジュールテスト（30％）
③期末試験（50％）

26「臨床心理学演習Ⅱ」（安達）
【評価の構成】
 ①ロールプレイへの参加状況（各回のレポート，発
表など）（80％）

 ②学期末レポート（20％）

28「産業・組織心理学」（松田）
【評価の構成】

①授業中の討論や発表 20％
②各回のミニレポート 20％
③期末試験 60％

12「心理支援科学英語講読基礎」（宮原）
【評価の構成】
① 授業の予習復習に基づく参加状況（10％）
②クラス発表（20％）
③オンライン・モジュールテスト（20％）
④期末試験（50％）

13「知覚・認知心理学」（小河）
【評価の構成】
①定期試験（90％）
②講義への取り組み状況（10％）

15「発達心理学Ⅰ」（松田）
【評価の構成】
 ①授業への参加（60％）
②受講態度（20％）
③試験（20％）

16「学習・言語心理学」（小河）
 【評価の構成】
①定期試験（90％）
②講義への取り組み状況（10％）

18「発達心理学Ⅱ」（足立）
 【評価の構成】
①定期試験（70％）
②レポート（20％）
③講義への取り組み状況（10％）

20「臨床心理学演習Ⅰ」（玉井）
 【評価の構成】
①授業参加度（80％）
②試験・レポート（20％）

21「障害者・障害児心理学」（宮原）
 【評価の構成】
①授業の予習復習に基づく参加状況（20％）
②クラス発表（10％）
③オンライン・モジュールテスト（20％）
④期末試験（50％）

22「心理アセスメント」（松田・玉井）
【評価の構成】
 ①授業への出席（60％）
 ②受講態度（20％）
③各回のレポート（20％） 

23「心理学的支援法Ⅰ」（宮原・松田）
 【評価の構成】
①講義・演習への参加度（20％）
②オンライン・モジュールテスト（30％）
③期末試験（50％）

26「臨床心理学演習Ⅱ」（安達）
 【評価の構成】
①ロールプレイへの参加状況（80％）
②学期末レポート（20％）

28「産業・組織心理学」（松田）
 【評価の構成】
①授業への参加（60％）
②受講態度（20％）
③試験・レポート（20％）
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30「心理学基礎研究」（宮原・小河）
【評価の構成】
 ①授業への参加状況（授業中の討論や発表など）
（20％）

 ②学期末レポート（80％）

31「臨床心理学実習」（玉井・安達・足立・松田）
【評価の構成】

①実習への参加（各回のレポート，討論や発表な
ど）（60％）

 ②最終レポート（40%）

33「心理支援科学英語講読応用」（宮原）
【評価の構成】
 ① 授業の参加状況（討論，各回のミニレポートな
ど）（50％）
②クラス発表（20％）
③期末レポート（30％）

36「保健医療心理アセスメント」（足立・髙橋）
【評価の構成】
 ①レポート（70％）
②実習への取り組み状況（討論，発表，各回のミニ
レポートなど）（30％）

39「保健医療心理地域支援実習」（栗林・足立・髙
橋）
【評価の構成】
 ① 最終レポート（70 ％）
 ② 実習への取り組み状況 （討論，発表，各回のミ
ニレポートなど）(30 ％ ) 

40「臨床心理学基礎研究」（宮原・小河・安達・松
田・足立・髙橋）
【評価の構成】
 ①論文執筆および演習内での発表（80％）
②研究への取り組み状況（進捗状況の報告書，討論
など）（20％）

41「臨床心理学研究」（宮原・小河・安達・松田・足
立・髙橋）
【評価の構成】

①論文執筆および演習内での発表（80％）
②研究への取り組み状況（進捗状況の報告書，討論
など）（20％）

42「卒業研究」（宮原・小河・安達・松田・足立・髙
橋）
【評価の構成】
 ①研究の独創性，論文の的確性，論文発表の工夫・

スキル等（80％）
②研究への取り組み状況（進捗状況の報告書，討論
など）（20％）

30「心理学基礎演習」（宮原・小河）
 【評価の構成】
①授業への参加状況（20％）
②学期末レポート（80％）

31「臨床心理学実習」（玉井・安達，足立，松田）
【評価の構成】
①実習への参加（60％）
②討論・レポート（40%）

33「心理支援学科英語購読応用」（宮原）
 【評価の構成】
①授業の参加状況（50％）
②クラス発表（20％）
③期末レポート（30％）

36「保健医療心理アセスメント」（足立・髙橋）
 【評価の構成】
①レポート（70％）
②講義への取り組み状況（30％）

39「保健医療心理地域支援実習」（栗林・足立・髙
橋）
 【評価の構成】
 ①授業期間中に課すレポート（70 ％）
 ②実習への取り組み状況 (30 ％ ) 

40「臨床心理学基礎研究」（宮原・小河・安達・松
田・足立・髙橋）
 【評価の構成】
①論文執筆および演習内での発表（80％）
②研究への取り組み状況（20％）

41「臨床心理学研究」（宮原・小河・安達・松田・足
立・髙橋）
 【評価の構成】
①論文執筆および演習内での発表（80％）
②研究への取り組み状況（20％）

42「卒業研究」（宮原・小河・安達・松田・足立・髙
橋）
 【評価の構成】

①研究の独創性，論文の的確性，論文発表の工夫・
スキル等（80％）
②研究への取り組み状況（20％）
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（是正事項） 医学部心理支援科学科

６． ＜施設・設備が不十分＞

  心理学実験に資する施設が一つしかないように見受けられるが，それで十分な教育効果が

得られるのか不明確なので，具体的な教育方法について説明すること。

（対応）

医学部心理支援科学科の設置に伴う施設整備について，抜本的に見直し，主に本町キャンパスの

医学部保健学科校舎や医学研究科学生支援センターを改修し，また，文京キャンパスの教育学部校

舎内にある既設施設を活用し，実験室４室を増室するなど実験，実習・演習，学生指導及び心理相

談関連の施設やプレイルーム等を充実して整備する予定である。（校地校舎等の図面を参照）

また，各実験について，レポートを課し，科学的文体，盗用や剽窃，図書館やインターネットの

利用方法を身に着け，最終的に，自ら基本的な実験の計画立案と実施し，実施した実験について科

学的な形式のレポートにまとめ，報告できるようになることを目標に授業を進める。今後，学生が

諸実験等に取り組み，データに基づく結果をまとめていく際の進め方をより一層充実していくこと

に役立ち，円滑な学修を進めていく効果を得ることができる。新旧対照表のとおり文章の表現等を

修正した。

（新旧対照表）校地校舎等の図面（２～３・７～８・１０・１４～１８ページ）

新 旧

・実験室（学科専用）２室（共同使用）３室

・演習室（共同使用）        ２室

・カンファレンス室（学科専用）   １室

・ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ (学科専用)2 室(共同使用)2 室

・心理相談室・面接室

（学科専用）２室（共同使用）３室

・教員研究室（学科専用）８室，その他

・実験室（学科専用）        １室

・演習室（学科専用）１室（共同使用）４室

・カンファレンス室（学科専用）   １室

・プレイルーム（共同使用）     ２室

・心理相談・面接室（共同使用）   ３室

・教員研究室（学科専用）８室，その他

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１４～１５ページ）

新 旧

 ７．施設・設備等の整備計画 
  （２）校舎等施設の整備計画 

医学部心理支援科学科の設置に伴う施設整備につい
て，抜本的に見直し，主に本町キャンパスの医学部保
健学科校舎や医学研究科学生支援センターを改修し，
また，医学部保健学科に隣接する医学部附属病院神経
精神科内の居室の一部使用，文京キャンパスの教育学
部校舎内にある既設施設を活用し，学生の実験・実
習・演習，学生指導及び心理相談関連の施設やプレー
ルーム等を整備していく予定である（校地校舎等の図
面）。
また，今後予定されている医学部附属病院の再開発計
画の中で，医学研究科学生支援センターに配置を予定
している心理相談関連の施設やプレイルーム等を移設
して整備していく予定である。
その整備計画の中で，実験室は，Ｃ棟１階のロッカー
室５を実験室に転用し，当初教員研究室の整備を予定
していた保健学研究科校舎Ｃ棟２階の共同実験実習室

 ７．施設・設備等の整備計画 
  （２）校舎等施設の整備計画 

医学部心理支援科学科の設置に伴い，主に本町キャン
パスの医学部保健学科校舎を改修し，演習室，カンフ
ァレンス室及び心理相談室を整備して，学生の演習，
学生指導及び地域の心理相談等に使用する予定であ
る。
なお，講義室やセミナー室等は，医学部保健学科の既
存の施設を利用する予定である。
また，学生に関する実習指導や心理相談業務等は，医
学部保健学科に隣接する医学部附属病院，文京キャン
パスの教育学部校舎内にある既設の心理相談関連の施
設やプレールーム等も活用する予定である。
 このほか，医学部心理支援科学科の設置に伴い，保
健学研究科校舎を改修し，専任教員の研究室（８部
屋）を整備する予定である。
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を保健学科の授業と共同利用により実験室として増設
し，また，そこに予定していた教員研究室は，同校舎
Ｃ棟５階の当初実験室を半分程度間仕切りして部屋を
確保し，また，同校舎Ｆ棟３階のセミナー室を教員研
究室に転用し整備する予定である。
大中小の実験室を用意し，小実験室に睡眠実験用の大
きな防音シールドルーム 1室を配備し，脳波計などの
記録装置が整え，このほか，心理学実験の進捗状況等
応じて，また，様々な用途に応じて使用できるように
整備していく予定である。
このほか，講義室は，医学部保健学科の既存の施設を
利用する予定である。



17 

（是正事項） 医学部心理支援科学科

７． ＜「卒業研究」における教員の関わり方等が不明確＞

  「卒業研究」について，４年次の時間割モデルでは，月曜日と火曜日の朝から夕方まで配

置されているが，学生の研究に対する教員の関わり方や履修指導方法が不明確なので，具体

的に説明すること。

（対応）

４年次の卒業研究に関する指導時間の設定，指導方法について明確に記述するため，６．教育方法，

履修指導方法及び卒業要件（３）履修指導方法について，次の新旧対照表のとおり文章の表現を修正

した。

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１３ページ）

新 旧

4年次では，立案した研究テーマと目的に沿って研究
計画を立案し，データや文献等を分析し研究結果をま
とめ卒業論文を仕上げて提出する。
なお，卒業研究の指導は「卒業研究」が配置されて
いる時間（前期は月曜日・火曜日共に１～５時限，後
期は月曜日が１～５時限，火曜日が１～４時限）の
内，教員の授業担当と指導学生の授業がない時限にお
いて毎週，当該教員の研究室で実施される。演習もし
くは個別指導を通じて，学生の進める研究に対して助
言等を行うこととする。また，主となる指導教員とは
別に，副指導教員を配置し，学生が多様な専門的見地
から手厚い指導が受けられるよう配慮する。卒業論文
を提出後，論文発表会を開催し，研究計画の到達度，
研究の独創性，論文の的確性，論文発表における説明
の工夫・表現力等を総合的に評価する。

4年次では，立案した研究テーマと目的に沿って研
究計画を立案し，データや文献等を分析し研究結果を
まとめ卒業論文を仕上げて提出する。卒業論文を提出
後，論文発表会を開催し，研究計画の到達度，研究の
独創性，論文の的確性，論文発表における説明の工
夫・表現力等を総合的に評価する。
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（是正事項） 医学部心理支援科学科

８． ＜「保健医療地域支援実習」の内容が不明確＞

  「保健医療地域支援実習」について，シラバスでは，第２回～第 10回までの内容につい

て，いずれも同じ内容が記載されており，授業の到達目標に対して，授業計画の妥当性が不

明確なので，具体的な実習内容や学生の指導方法を記載すること。また，実習に当たって

は，心理支援専門職の役割やアセスメント等に関する基礎的な知識を事前に習得しているこ

とが必要だが，そうした基本的な講義科目との関連性について，明確に記載すること。 

（対応）

  シラバスの授業計画の内容について，具体的な実習内容を加筆修正した。基本的な講義科目との

関連性については，ポンチ絵を作成して明示した。次の新旧対照表のとおり文章の表現を修正した。

（新旧対照表）シラバス

新 旧
第１回：オリエンテーション 
（担当：栗林理人・足立匡基・髙橋芳雄）
  実習全体の注意事項や授業全体の進め方等につい
て説明を行う。

第２回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診: オリエンテーション
（担当：足立匡基）
３歳児検診のオリエンテーションとして，検診の

実施趣旨，内容について概説するとともに，当日実施
する心理検査(神経発達症の質問紙および半構造化面接
に基づくスクリーニング)についてインフォームド・コ
ンセントの手続き，個人情報の取り扱いについて説明
を行う。

第３回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診: 心理検査の陪席 1
（担当：足立匡基）
弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの

こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
３歳児検診に参加し，担当教員が実施する心理検査に
関する実施内容の説明と同意取得，検査場面の陪席を
行う。

第４回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診: 心理検査の陪席 2 
（担当：足立匡基）
３歳児検診に参加し，担当教員が実施する心理検

査に関する実施内容の説明と同意取得，検査場面の陪
席を行う。

第５回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診: 心理検査の説明と同意 1
（担当：足立匡基）
３歳児検診に参加し，担当教員の指導の下，実施

する心理検査に関する実施内容の説明と同意取得を行
う。

第６回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診: 心理検査の説明と同意 2
（担当：足立匡基）
３歳児検診に参加し，担当教員の指導の下，実施

する心理検査に関する実施内容の説明と同意取得を行
う。

第７回：地域における保健医療現場での実習：３歳児

第１回：オリエンテーション 
（担当：栗林理人・足立匡基・髙橋芳雄）
  実習中の注意事項や授業全体の進め方等について
説明を行う。

第２回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診１
（担当：足立匡基）
  弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの
こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
３歳児検診の心理検査について参加し，担当教員の指
導の下で心理検査の一部を実施する。

第３回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診２
（担当：足立匡基）
  弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの
こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
３歳児検診の心理検査について参加し，担当教員の指
導の下で心理検査の一部を実施する。

第４回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診３
（担当：足立匡基）
  弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの
こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
３歳児検診の心理検査について参加し，担当教員の指
導の下で心理検査の一部を実施する。

第５回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診４
（担当：足立匡基）
  弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの
こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
３歳児検診の心理検査について参加し，担当教員の指
導の下で心理検査の一部を実施する。

第６回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診５
（担当：足立匡基）
  弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの
こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
３歳児検診の心理検査について参加し，担当教員の指
導の下で心理検査の一部を実施する。
第７回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
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検診: 心理検査の実施 1
（担当：足立匡基）
３歳児検診に参加し，担当教員の指導の下で心理

検査の一部を実施する。

第８回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診: 心理検査の実施 2
（担当：足立匡基）
３歳児検診に参加し，担当教員の指導の下で心理

検査の一部を実施する。

第９回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診: 多職種連携会議への出席
（担当：足立匡基）
弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの

こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
３歳児検診について，小児科医師，精神科医，保健
師，社会福祉士，保育士，公認心理師等が参加する市
主催の多職種連携会議に陪席し，地域支援システム構
築にあたって心理支援職に求められる役割について理
解を深める。

第 10回：地域における保健医療現場での実習：３歳
児検診: 実習体験のシェアとディスカッション
（担当：足立匡基）
今回の実習から学んだ地域支援活動において求め

られる心理支援職の役割について資料にまとめ，プレ
ゼンテーションを行う。プレゼンテーションの内容に
基づき，ディスカッションを行い，多職種連携におい
て果たす心理支援職の役割について理解を深める。

第 11回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診:オリエンテーション
（担当：髙橋芳雄）
  弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの
こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
５歳児発達健診について，その目的，実施形態，参加
にあたっての注意事項等についてオリエンテーション
を行う。

第 12回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診: 運動検査 1 
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，発達性協調運動障害(DCD)

が疑われる児に対する運動検査(MABC, J-MAP)に陪
席し，各検査の実施手続き，DCDの持つ運動障害の
特徴について理解を深める。

第 13回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診:運動検査 2 
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，発達性協調運動障害(DCD)が

疑われる児に対する運動検査(MABC, J-MAP)に参加
し，公認心理師・臨床心理士および作業療法士が施行
する検査および採点補助を行う。

第 14回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診: 知能検査 1
（担当：髙橋芳雄） 
５歳児健診に参加し，公認心理師・臨床心理士が行

う知能検査(WISC-Ⅳ)の陪席を行い，知能検査の実施
手続きや自閉スペクトラム症・注意欠如多動症の子ど
もに対して，検査を行う場合の留意点について理解を
深める。

第 15回：地域における保健医療現場での実習：５歳

検診６
（担当：足立匡基）
  弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの
こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
３歳児検診の心理検査について参加し，担当教員の指
導の下で心理検査の一部を実施する。

第８回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診７
（担当：足立匡基）
  弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの
こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
３歳児検診の心理検査について参加し，担当教員の指
導の下で心理検査の一部を実施する。

第９回：地域における保健医療現場での実習：３歳児
検診８
（担当：足立匡基）
  弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの
こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
３歳児検診の心理検査について参加し，担当教員の指
導の下で心理検査の一部を実施する。

第 10回：地域における保健医療現場での実習：３歳
児検診９
（担当：足立匡基）
  弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの
こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
３歳児検診の心理検査について参加し，担当教員の指
導の下で心理検査の一部を実施する。

第 11回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診１
（担当：髙橋芳雄）
  弘前市と弘前大学大学院医学研究科附属子どもの
こころの発達研究センターが連携して取り組んでいる
５歳児発達健診について，その目的，実施形態，参加
にあたっての注意事項等についてオリエンテーション
を行う。

第 12回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診２
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，運動検査や知能検査，発達スク
リーニング等の心理アセスメント，診断面接の陪席を
行う。保健医療の現場において，多職種連携の実際，
その中で心理支援専門職が果たす役割について理解を
深める。

第 13回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診３
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，運動検査や知能検査，発達ス
クリーニング等の心理アセスメント，診断面接の陪席
を行う。保健医療の現場において，多職種連携の実
際，その中で心理支援専門職が果たす役割について理
解を深める。

第 14回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診４
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，運動検査や知能検査，発達ス
クリーニング等の心理アセスメント，診断面接の陪席
を行う。保健医療の現場において，多職種連携の実
際，その中で心理支援専門職が果たす役割について理
解を深める。

第 15回：地域における保健医療現場での実習：５歳
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児発達健診: 知能検査 2
（担当：髙橋芳雄） 
５歳児健診に参加し，公認心理師・臨床心理士が行
う知能検査(WISC-Ⅳ)の陪席を行い，知能検査の実施
手続きや自閉スペクトラム症・注意欠如多動症の子ど
もに対して，検査を行う場合の留意点について理解を
深める。

第 16回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診: 質問紙検査
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，担当する教員の指導の下で，
健診参加者が持参した Conners3や感覚プロファイル
等の採点，結果の算出を行う。

第 17回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診: 半構造化面接 1 
（担当：髙橋芳雄） 
５歳児健診に参加し，担当する教員の指導の下で，
健診参加者に対して自閉スペクトラム症を対象とした
半構造化面接 PARS-TRの一部を実施する。

第 18回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診: 診断面接の陪席
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，児童精神科専門医が行う，主
に自閉スペクトラム症，注意欠如多動症，発達協調性
運動障害，知的発達症を対象とした診断面接の陪席を
行う。運動検査，知能検査，質問紙，半構造化面接で
得られた所見がどのように活用され，診断面接に活用
されるのか理解を深める。

第 19回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診: カンファランスへの参加
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診後に開催される，医師，公認心理師・臨
床心理士，作業療法士，保健師等が参加し，診断とそ
の後の支援方針が最終決定されるカンファランスに参
加する。心理支援専門職が行う行動観察や心理検査等
がどのように支援方針に活用されるのかを通して，心
理支援専門職に求められる役割について理解を深め
る。

第 20回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診: 多職種連携会議への参加
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診後に開催される，医師，公認心理師・臨
床心理士，作業療法士，社会福祉士，教育委員会担当
者，市の福祉担当職員等が参加する多職種連携会議に
参加し，地域支援システムの構築にあたって心理支援
専門職に求められる役割について理解を深める。

第 21回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト
（担当：栗林理人） 
弘前市と弘前大学健康未来イノベーションセンターが
連携して取り組んでいる岩木健康増進プロジェクトに
ついて，その目的，実施形態，参加にあたっての注意
事項等についてオリエンテーションを行う。

第 22回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト: 心理検査の演習 1
（担当：栗林理人）
岩木健康増進プロジェクトにおいて実施される認知

機能検査(MMSE)の構成概念について講義を行い，実
施方法について演習を行う。

児発達健診５
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，運動検査や知能検査，発達ス
クリーニング等の心理アセスメント，診断面接の陪席
を行う。保健医療の現場において，多職種連携の実
際，その中で心理支援専門職が果たす役割について理
解を深める。

第 16回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診６
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，運動検査や知能検査，発達ス
クリーニング等の心理アセスメント，診断面接の陪席
を行う。保健医療の現場において，多職種連携の実
際，その中で心理支援専門職が果たす役割について理
解を深める。

第 17回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診７
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，運動検査や知能検査，発達ス
クリーニング等の心理アセスメント，診断面接の陪席
を行う。保健医療の現場において，多職種連携の実
際，その中で心理支援専門職が果たす役割について理
解を深める。

第 18回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診８
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，運動検査や知能検査，発達ス
クリーニング等の心理アセスメント，診断面接の陪席
を行う。保健医療の現場において，多職種連携の実
際，その中で心理支援専門職が果たす役割について理
解を深める。

第 19回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診９
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，運動検査や知能検査，発達ス
クリーニング等の心理アセスメント，診断面接の陪席
を行う。保健医療の現場において，多職種連携の実
際，その中で心理支援専門職が果たす役割について理
解を深める。

第 20回：地域における保健医療現場での実習：５歳
児発達健診１０
（担当：髙橋芳雄）  
５歳児健診に参加し，運動検査や知能検査，発達ス
クリーニング等の心理アセスメント，診断面接の陪席
を行う。保健医療の現場において，多職種連携の実
際，その中で心理支援専門職が果たす役割について理
解を深める。

第 21回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト
（担当：栗林理人）  
弘前市と弘前大学健康未来イノベーションセンターが
連携して取り組んでいる岩木健康増進プロジェクトに
ついて，その目的，実施形態，参加にあたっての注意
事項等についてオリエンテーションを行う。

第 22回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト２
（担当：栗林理人）  
弘前市と弘前大学健康未来イノベーションセンター
が連携して取り組んでいる岩木健康増進プロジェクト
について，心理検査の陪席を行うとともに，担当教員
の下で心理検査の一部を実施する。保健医療の現場に
おいて，多職種連携の実際，その中で心理支援専門職
が果たす役割について理解を深める。
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第 23 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト: 心理検査の演習 2 
（担当：栗林理人）

岩木健康増進プロジェクトにおいて実施される老年
期うつのスクリーニング（GDS）の構成概念について
講義を行い，実施方法について演習を行う。

第 24 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト: インフォームド・コンセント
１
（担当：栗林理人） 

岩木健康増進プロジェクトについて，公認心理師・
臨床心理士が実施する心理検査のインフォームド・コ
ンセントに陪席を行う。

第 25 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト: インフォームド・コンセント
２
（担当：栗林理人）

岩木健康増進プロジェクトについて，担当する教員
の指導の下で，心理検査のインフォームド・コンセン
トを実施する。

第 26 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト: 心理検査の陪席
（担当：栗林理人） 

岩木健康増進プロジェクトに参加し，公認心理師・
臨床心理士が実施する認知機能検査(MMSE)，老年期
うつのスクリーニング(GDS)に陪席を行う。

第 27 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト：心理検査の実施 1 
（担当：栗林理人） 

岩木健康増進プロジェクトに参加し，担当指導教
員の指導の下で，認知機能検査(MMSE)，老年期うつ
のスクリーニング(GDS)について，一部検査を実施す
る。

第 28 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト：心理検査の実施 2 
（担当：栗林理人） 
 岩木健康増進プロジェクトに参加し，担当指導教員
の指導の下で，認知機能検査(MMSE)，老年期うつの
スクリーニング(GDS)について，一部検査を実施す
る。

第 29 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト: 精神科面接の陪席
（担当：栗林理人）

岩木健康増進プロジェクトに参加し，精神科医が実
施する抑うつに関する半構造化面接(M.I.N.I.の抑うつ
領域)に陪席し，MMSE，GDS で得られた知見と半構
造化面接で得られる情報を照らしあわせ，認知症症状
と高齢期うつの関係性，実際の臨床像について理解を
深める。

第 30 回：実習のまとめ

第 23 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト３
（担当：栗林理人）  
弘前市と弘前大学健康未来イノベーションセンター

が連携して取り組んでいる岩木健康増進プロジェクト
について，心理検査の陪席を行うとともに，担当教員
の下で心理検査の一部を実施する。保健医療の現場に
おいて，多職種連携の実際，その中で心理支援専門職
が果たす役割について理解を深める。

第 24 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト４
（担当：栗林理人）  
弘前市と弘前大学健康未来イノベーションセンター

が連携して取り組んでいる岩木健康増進プロジェクト
について，心理検査の陪席を行うとともに，担当教員
の下で心理検査の一部を実施する。保健医療の現場に
おいて，多職種連携の実際，その中で心理支援専門職
が果たす役割について理解を深める。

第 25 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト５
（担当：栗林理人）  
弘前市と弘前大学健康未来イノベーションセンター

が連携して取り組んでいる岩木健康増進プロジェクト
について，心理検査の陪席を行うとともに，担当教員
の下で心理検査の一部を実施する。保健医療の現場に
おいて，多職種連携の実際，その中で心理支援専門職
が果たす役割について理解を深める。

第 26 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト６
（担当：栗林理人）  
弘前市と弘前大学健康未来イノベーションセンター

が連携して取り組んでいる岩木健康増進プロジェクト
について，心理検査の陪席を行うとともに，担当教員
の下で心理検査の一部を実施する。保健医療の現場に
おいて，多職種連携の実際，その中で心理支援専門職
が果たす役割について理解を深める。

第 27 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト７
（担当：栗林理人）  
弘前市と弘前大学健康未来イノベーションセンター

が連携して取り組んでいる岩木健康増進プロジェクト
について，心理検査の陪席を行うとともに，担当教員
の下で心理検査の一部を実施する。保健医療の現場に
おいて，多職種連携の実際，その中で心理支援専門職
が果たす役割について理解を深める。

第 28 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト８
（担当：栗林理人） 
 岩木健康増進プロジェクトに参加し，担当指導教員
の指導の下で，認知機能検査(MMSE)，老年期うつの
スクリーニング(GDS)について，一部検査を実施す
る。

第 29 回：地域における保健医療現場での実習：岩木
健康増進プロジェクト９
（担当：栗林理人）  
弘前市と弘前大学健康未来イノベーションセンター

が連携して取り組んでいる岩木健康増進プロジェクト
について，心理検査の陪席を行うとともに，担当教員
の下で心理検査の一部を実施する。保健医療の現場に
おいて，多職種連携の実際，その中で心理支援専門職
が果たす役割について理解を深める。

第 30 回：実習のまとめ
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（担当：栗林理人・足立匡基・髙橋芳雄）
地域の保健医療の現場において多職種が連携して支

援を行う中で，心理支援専門職が果たす役割につい
て，実習を通して得られて知見を各自プレゼンテーシ
ョンし，内容についてディスカッションを行う。実習
全体を総括し，理解を深める。

（担当：栗林理人，足立匡基，髙橋芳雄）  
実習全体を総括し，事後指導を行う。
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【教員組織等】

（是正事項） 医学部心理支援科学科

９． ＜本体制による教育方法が不明確＞

  医学系の教員が充実している一方で，心理系の教員が相対的に少ないように見受けられ

る。このような体制で，どのように「心理」に関する専門性を担保するのか，各教員が担当

する科目やそれらの教育方法を具体的にしながら説明すること。 

（対応）

   ６名の心理系教員は，次のとおり「心理」に関する専門性を有し，知識，経験が豊富であり，教

育課程を十分教授できる教員組織として，相対的にも十分充実している。具体的には，心理学研究

法，心理学実験，心理統計法，知覚・認知心理学，感情・人格心理学，学習・言語心理学，神経・

生理心理学など心理系の基礎的な知識を学生に修得させる。また，実践的な心理学系の授業科目は，

その分野についての知識，経験が豊富な心理系教員安達知郎，松田侑子，足立匡基が分担する。具

体的には，心理アセスメントの一部（質問紙法，作業検査法，および，知能検査），臨床心理学実習

の一部（福祉領域，教育領域，産業・労働領域）である。さらに，社会心理学，教育心理学，臨床

心理学，精神神経学，子ども環境学等に専門性を有し，その専門性の中で医療分野における心理療

法，心理検査に精通し，また，臨床心理士，公認心理師の資格も有している医学系教員の玉井康之

が，心理アセスメントや臨床心理学実習といった実践系の心理系授業科目を分担することにより，

心理学的支援に関して，より充実した授業を展開できる。

１ 宮原 資英：発達障害，発達支援

２ 小河 妙子：認知心理学，実験心理学，認知科学

３ 安達 知郎：臨床心理学，カウンセリング学，心理教育

４ 松田 侑子：臨床心理学，教育心理学，子ども学，産業・組織心理学

５ 足立 匡基：臨床心理学，生涯発達心理学，心理アセスメント，特別支援教育，心理療法，

         自閉スペクトラム症，前後方視的コホート研究

６ 高橋 芳雄：臨床心理学，神経心理学，精神医学，認知機能，脳画像，発達障害，総合失調

症，うつ病

次の新旧対照表のとおり文章の表現を修正した。

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１１ページ）

新 旧
５．教員組織の編成の考え方及び特色
（１）教員組織の編成の基本的な考え方及び特色
また，専任教員以外の人文社会科学部，教育学部並び
に医学部医学科及び保健学科の兼担教員を活用してオ
ール弘前大学体制を敷き，幅広く教授することができ
る。
 なお，心理系の教員６名は，次のとおり「心理」に
関する専門性を有し，知識，経験が豊富であり，心理
支援科学科の教育課程を十分教授できる教員組織であ
る。具体的には，心理学研究法，心理学実験，心理統
計法，知覚・認知心理学，感情・人格心理学，学習・
言語心理学，神経・生理心理学など心理系の基礎的な
知識を学生に修得させる。また，実践的な心理学系の
授業科目は，その分野についての知識，経験が豊富な
心理系教員安達知郎，松田侑子，足立匡基が分担す
る。具体的には，心理アセスメントの一部（質問紙
法，作業検査法，および，知能検査），臨床心理学実

５．教員組織の編成の考え方及び特色
（１）教員組織の編成の基本的な考え方及び特色
また，専任教員以外の人文社会科学部，教育学部並び
に医学部医学科及び保健学科の兼担教員を活用してオ
ール弘前大学体制を敷き，幅広く教授することができ
る。
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習の一部（福祉領域，教育領域，産業・労働領域）で
ある。さらに，社会心理学，教育心理学，臨床心理
学，精神神経学，子ども環境学等に専門性を有し，そ
の専門性の中で医療分野における心理療法，心理検査
に精通し，また，臨床心理士，公認心理師の資格も有
している医学系教員の玉井康之が，心理アセスメント
や臨床心理学実習といった実践系の心理系授業科目を
分担することにより，心理学的支援に関して，より充
実した授業を展開できる。
１ 宮原 資英：発達障害，発達支援
２ 小河 妙子：認知心理学，実験心理学，認知科学
３ 安達 知郎：臨床心理学，カウンセリング学，心

理教育
４ 松田 侑子：臨床心理学，教育心理学，子ども

学，産業・組織心理学
５ 足立 匡基：臨床心理学，生涯発達心理学，心理

アセスメント，特別支援教育，心理
療法，自閉スペクトラム症，前後方
視的コホート研究

６ 高橋 芳雄：臨床心理学，神経心理学，精神医
学，認知機能，脳画像，発達障害，
総合失調症，うつ病
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【名称，その他】

（是正事項） 医学部心理支援科学科

10． ＜学部等と学位の英語名称が不明確＞

  基本計画書と設置の趣旨等を記載した書類に記載の学部等と学位の英語名称が整合してお

らず。妥当性が判断できないため，適切に修正の上，英語名称の妥当性について説明するこ

と。 

（対応）

次の新旧対照表のとおり文章の表現を修正した。なお，英語名称の妥当性については，医学部の

医学科および保健学科の英語名称との整合性等，また，国際的な通用性を鑑み決定した。

（新旧対照表）基本計画書（１ページ）

新 旧

 新設学部等の概要 
  新設学部等の名称 
   医学部心理支援科学科 
   [School of Clinical Psychological Science]

  学位又は称号 
   学士（心理学） 
   [Bachelor of Psychology] 

 新設学部等の概要 
  新設学部等の名称 
   医学部心理支援科学科 
   [Department of Psychological support, 

Faculty of Medicine] 

  学位又は称号 
   学士（心理学） 
   [Bachelor of Psychologocal support] 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（６ページ）

新 旧

 ３．学部・学科等の名称および学位の名称 
  （２）学位の名称 
   「学士（心理学）」 
   [Bachelor of Psychology] 

多職種・多領域にわたるチーム医療の中で活躍でき
る高度な知識と技能を有した地域支援のリーダーとな
る心理支援職を養成していくこと，医学・保健医療を
ベースに置きながら学問的中心を「心理学」に置いて
心理学・臨床心理学等の科学的知見に基づき心理に関
する支援方法を体系的に教育・研究していくという理
念を表現した。

 ３．学部・学科等の名称および学位の名称 
  （２）学位の名称 
   「学士（心理学）」 
   [Bachelor of Psychologocal support] 

多職種・多領域にわたるチーム医療の中で活躍でき
る高度な知識と技能を有した地域支援のリーダーとな
る心理支援職を養成していくこと，学問的中心を「心
理学」に置きつつも医学・保健医療をベースとした心
理学・臨床心理学等の科学的知見に基づき心理に関す
る支援方法を体系的に教育・研究していくという理念
を表現した。
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